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基準の性格 

１ 基準は、指定地域密着型サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準

を定めたものであり、指定地域密着型サービス事業者は、常にその事業の運営の向上に努めな

ければならないこと。 

２ 指定地域密着型サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさ

ない場合には、指定地域密着型サービスの指定又は更新は受けられず、また、基準に違反する

ことが明らかになった場合には、①相当の期間を定めて基準を遵守する勧告を行い、②相当の

期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等

を公表し、③正当な理由が無く、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、相当の期間を定

めて当該勧告に係る措置をとるよう命令することができるものであること。 

ただし、③の命令をした場合には事業者名、命令に至った経緯等を公表しなければならない。

なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、又は取消しを行う前に相当の

期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止すること（不適正なサービスが行われてい

ることが判明した場合、当該サービスに関する介護報酬の請求を停止させること）ができる。

ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに

指定を取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停止することができるものであること。  

① 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき 

イ 指定地域密着型サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に受けな

かったとき 

ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービ

スを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与したとき 

ハ 居宅介護支援事業者又はその従業者から、事業所の退居者を紹介することの対償とし

て、金品その他の財産上の利益を収受したとき 

② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 

３ 特に、指定地域密着型サービスの事業の多くの分野においては、基準に合致することを前提

に自由に事業への参入を認めていること等にかんがみ、基準違反に対しては、厳正に対応すべ

きであること。 

 

地域密着型通所介護の定義 

【介護保険法】 

第８条 

17 この法律において「地域密着型通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第５条

の２第３項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の２の２に規定する老人デイサービ

スセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世

話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。 

 

【介護保険法施行規則】 

（法第８条第17項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話） 

第17条の２の５ 

  法第８条第17項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介

護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上

の世話とする。 

※ 居宅要介護者とは …  

「要介護者であって、居宅（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームにおけ

る居室を含む。）において介護を受けるもの」をいう（法第８条第２項） 
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１．基本方針 

◎ 指定地域密着型通所介護の事業は、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持向上を目指し、必要な日常生活

上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消、心身の機能の維持、利

用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

 

地域密着型基準 解釈通知 

第２章の２ 地域密着型通所介護 

第１節 基本方針 

 (基本方針) 

第19条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着型

通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可

能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を

行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の

家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

 

 

≪地域密着型基準告示≫ 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 

（平成18年3月14日厚生労働省令第34号）〔最終改正：令和3年8月16日厚生労働省令第141号〕 

 

 

≪解釈通知≫ 

指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について 

（平成18年３月31日老計発第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号） 

〔最終改正：令和3年4月22日老高発0422第1号、老認発0422第1号、老老発0422第1号〕 
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２．人員基準 

必要な職種 資格要件 配置要件 

管 理 者 

 

（資格要件なし） ・常勤であること（（同一敷地内又は道路を隔てて隣接する等

の場合は、管理業務に支障のない範囲で他事業所等と兼務

可） 

生活相談員 ・社会福祉士主事の

任用資格がある者

(社会福祉士、精神 

保健福祉士など) 

・これらと同等以上

の能力を有すると

認められる者であ

って、次の資格を

有する者 

 ・介護支援専門員 

 ・介護福祉士 

 ・介護福祉士養成 

のための実務者 

研修修了者 

・看護師 

 ・准看護師 

 ・(旧)訪問介護員 

養成１級・２級 

課程修了者 

・提供日ごとに、サービス提供時間数（開始時刻から終了時刻

まで）に応じて、専ら通所介護サービスの提供に当たる生活

相談員が１以上確保されるよう配置すること〔注〕 
 

 〔注〕 

１ 生活相談員・介護職員の配置 

勤務延時間数（当該職種の従業者がサービス提供時間

内に勤務する時間数の合計）を提供時間数で除して得た

数が基準で定められた数以上になるよう、勤務延時間数

を確保するという意味（員数は問わない） 

２ 生活相談員の勤務時間数には、「サービス担当者会議や

地域ケア会議に出席するための時間」、「利用者宅を訪問

し、在宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含め

た相談・援助のための時間」、「地域の町内会、自治会、ボ

ランティア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援を

担ってもらうなどの社会資源の発掘・活用のための時間」

など、利用者の地域生活を支える取組のために必要な時

間も含めることができる（ただし、利用者の生活の向上を

図るため適切な相談・援助等を行うのに支障がない範囲

に限る） 

 

 
※初任者研修修了者は不可 

看 護 職 員 ・看護師 

・准看護師 

・単位ごとに、専ら地域密着型通所介護サービスの提供に当た

る看護職員が１以上確保されるよう配置すること 

・サービス提供時間帯を通じて専従する必要はないが、提供時

間帯を通じて事業所と密接かつ適切な連携を図ること 

・病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護

職員が指定地域密着型通所介護事業所の営業日ごとに利用

者の健康状態の確認を行い、事業所と病院等が提供時間帯を

通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には、看護職員

が確保されているものとする 

介 護 職 員 （資格要件なし） ・単位ごとに、平均提供時間数（利用者ごとの提供時間数の合

計÷利用者数）に応じて、専ら地域密着型通所介護サービス

の提供に当たる介護職員が下記のとおり確保されるよう配

置すること〔注〕 

  利用者数(実人員)15人まで …１以上 

  利用者数(実人員)16人以上 …15人を超える部分の利用者

数を５で割った数に１を足した数以上 

・単位ごとに、介護職員を常時１人以上従事させること 

（利用定員10人以下の場合） 

  介護職員又は看護職員 

・単位ごとに、介護職員又は看護職員を常時１人以上従事させ

ること 

※ 生活相談員又は介護職員（利用定員10人以下の場合は、介護職員又は看護職員）のうち、１

人以上は常勤でなければならない。 
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必要な職種 資格要件 配置要件 

機 能 訓 練 

指導員 

・理学療法士 

・作業療法士 

・言語聴覚士 

・看護職員 

・柔道整復師 

・あん摩マッサージ指圧師 

・はり師又はきゅう師（理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又は

あん摩マッサージ指圧師の資格を有する機

能訓練指導員を配置した事業所で６月以上

機能訓練指導に従事した経験を有する者に

限る。） 

・１以上（加算の有無に関わらず配

置が必要） 

・当該事業所の他の職務に従事する

ことができる 

・利用者の日常生活やレクリエー

ション、行事を通じて行う機能

訓練については、当該事業所の

生活相談員又は介護職員が兼務

して行っても差し支えない 

 

地域密着型通所介護の「単位」について 

○ 指定地域密着型通所介護の「単位」とは、同時に、一体的に提供される指定地域密着型通所

介護をいう。 

○ 例えば、次のような場合は、２単位として扱われるので、それぞれの単位ごとに必要な従業者

を確保する必要がある。 

イ 指定地域密着型通所介護が同時に一定の距離を置いた２つの場所で行われ、これらのサービ

スの提供が一体的に行われているといえない場合  

ロ 午前と午後とで別の利用者に対して指定地域密着型通所介護を提供する場合 

○ 利用者ごとに策定した地域密着型通所介護計画に位置づけられた内容の地域密着型通所介護が

一体的に提供されていると認められる場合は、同一単位で提供時間数の異なる利用者に対して地

域密着型通所介護を行うことも可能である。（同時一体的に行われているとは認められない場合

は、別単位となることに留意が必要） 

 

人員基準関係の用語 

「常勤」 

 ・当該事業所における勤務時間が、就業規則等で定められている常勤の従事者が勤務すべき時間

数に達していることをいう。 

 ・同一の事業者によって併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行

われることが差し支えない場合は、それぞれの勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時

間数に達していれば、常勤の要件を満たす。 

   ※常勤の従業者の勤務時間数（32時間未満の場合は32時間を基本） 

     就業規則がある場合→就業規則に定められている常勤の従業者の勤務時間数 

     就業規則がない場合→常勤の従業者の雇用契約書等に記載された勤務時間数 

 ※ 母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられてい

る者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外

的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことが可能 

※ 常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法に規定する産前産後休業、母性健康管

理措置、育児・介護休業法に規定する育児休業・介護休業・育児休業に関する制度に準ずる措

置・育児休業に準ずる休業を取得中の期間において、当該人員基準において求められる資質を

有する複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することにより、人員基準を満たす

ことが可能 

※ 常勤・非常勤の区別は、勤務時間数によるものであって、正社員・パートかどうかで区別す

るものではない 
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「専ら提供に当たる（専従）」 

 ・原則として、当該従業者の当該事業所における勤務時間を通じて、当該サービス以外 の職務に従

事しないことをいい、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。 
 

「常勤換算方法」 

 ・当該事業所の従業者の員数を、常勤の従業者の員数に換算する方法である 

 
常勤換算数 ＝ 

（小数点第２位以下を切捨て） 

当該事業所の従業者の１週間の勤務延時間数  

当該事業所において常勤の従業者が１週間に勤務すべき時間数  

 ・勤務延時間数には、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間のみを算入す

ること。 

 ・母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている場

合、30時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数

を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とする。 

 

〔参考〕人員配置に関わる加算・減算 

 通所介護 人員関係の要件等  

 定員超過利用減算 

人員基準欠如減算 

看護職員・介護職員の員数が基準に満たさない場合は減算 

※定員超過利用減算又は人員基準欠如減算に該当する場合は以下

の右欄×印の加算も算定できない 

 

① 中重度者ケア体制加算 人員基準における看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員

又は介護職員を常勤換算方法で２以上 

指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専従の看護職員

を１名以上（他の職種の兼務不可） 

（共生型通所介護を算定している場合には、算定しない） 

 

② 個別機能訓練加算(Ⅰ)

イ  

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配

置 

× 

③ 個別機能訓練加算(Ⅰ

ロ 

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等の１名以上配

置に加えて、指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて専ら

機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置 

× 

④ 認知症加算 人員基準における看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員

又は介護職員を常勤換算方法で２以上 

指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専従で認知症介

護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実

践者研修、又は認知症看護に係る適切な研修の修了者を１名以上 

（共生型通所介護を算定している場合には、算定しない） 

 

⑤ 栄養アセスメント加算 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を

１名以上配置 

× 

⑥ 栄養改善加算 当該事業者の従業員として又は外部との連携により管理栄養士を

１名以上配置 

× 

⑦ 口腔機能向上加算 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置 × 

⑧ 若年性認知症利用者 

受入加算 

受け入れた若年性認知症利用者ごとの個別担当者を定めること

（ただし、認知症加算を算定している場合には、算定しない） 

 

⑨ サービス提供体制強化

加算(Ⅰ) 

次のいずれかに適合 

⑴ 介護職員のうち、介護福祉士の割合が70％以上 

⑵ 介護職員のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士の割合が

25％以上 

× 



地域密着型通所介護 7 

⑩ サービス提供体制強化

加算(Ⅱ) 

介護職員のうち介護福祉士が50％以上 

 

× 

⑪ サービス提供体制強化

加算(Ⅲ) 

次のいずれかに適合 

⑴ 介護職員のうち、介護福祉士が40％以上 

⑵ 通所サービスを直接提供する職員のうち、勤続年数７年以上

が30％以上 

× 

 
（注）看護職員が、個別機能訓練加算(Ⅰ)に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には、当該

職務の時間は、地域密着型通所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含め

ない。 

   特に、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理 学療法

士等を１名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等

をサービス提供時間帯を通じて１名以上配置（合計２名を配置）することが要件なので、人

員基準を満たすためには、別に看護職員が必要となる。 
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生活相談員及び介護職員の具体的な配置方法 

（１）利用者20人、サービス提供時間が８時間の場合 

 ■１単位 ①利用者 20人 サービス提供時間 ８Ｈ 
 
 
 

○生活相談員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 18人 ８Ｈ ８Ｈ 

○介護職員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 18人 ８Ｈ ((18-15)÷5＋1)×8(※)＝12.8Ｈ 

       ※平均提供時間数（利用者全員が８Ｈなので平均提供時間数も８Ｈ） 

 

介護職員を常に１名以上確保した上で、ピークタイムに手厚い人員配置が可能となる。 

（12.8Ｈのうち８Ｈは常時介護職員が確保されるよう配置し、残り4.8Ｈの柔軟配置が可能）。 
 

（２）サービス提供時間が午前・午後と離れて存在する場合 

■２単位 ①利用者18人 サービス提供時間３Ｈ  ②利用者18人 サービス提供時間３Ｈ 

 
 
 

 

○生活相談員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 18人 ３Ｈ 
６Ｈ（３Ｈ＋３Ｈ） 

② 18人 ３Ｈ 

○介護職員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 18人 ３Ｈ ((18-15)÷5＋1)×3(※)＝4.8Ｈ 

② 18人 ３Ｈ ((18-15)÷5＋1)×3(※)＝4.8Ｈ 

       ※平均提供時間数（単位ごとに、利用者全員が３Ｈなので平均提供時間も３Ｈ） 

 

単位ごとに、介護職員を常に１名以上確保した上で、ピークタイムに手厚い人員配置が可能となる

（それぞれの単位において、4.8Ｈのうち３Ｈは常時介護職員が確保されるよう配置し、残り1.8Ｈ

の柔軟配置が可能）。 

別表一 

●地域密着型通所介護の人員配置基準を満たすために必要となる介護職員の勤務時間数の具体例（単位ごと）  

 
平均提供時間 

3.0 時間 4.0 時間 5.0 時間 6.0 時間 7.0 時間 8.0 時間 9.0 時間 

利
用
者 

5人 3.0 時間 4.0 時間 5.0 時間 6.0 時間 7.0 時間 8.0 時間 9.0 時間 

10人 3.0 時間 4.0 時間 5.0 時間 6.0 時間 7.0 時間 8.0 時間 9.0 時間 

15人 3.0 時間 4.0 時間 5.0 時間 6.0 時間 7.0 時間 8.0 時間 9.0 時間 

16人 3.6 時間 4.8 時間 6.0 時間 7.2 時間 8.4 時間 9.6 時間 10.8 時間 

17人 4.2 時間 5.6 時間 7.0 時間 8.4 時間 9.8 時間 11.2 時間 12.6 時間 

18人 4.8 時間 6.4 時間 8.0 時間 9.6 時間 11.2 時間 12.8 時間 14.4 時間 
      

9:00 17:00 ①単位 

9:00 ①単位 12:00 14:00 ②単位 17:00 
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地域密着型基準 解釈通知 
  

第２節 人員に関する基準   

(従業者の員数) 

第20条 指定地域密着型通所介護の事業を

行う者(以下「指定地域密着型通所介護事

業者」という。)が当該事業を行う事業所

(以下「指定地域密着型通所介護事業所」と

いう。)ごとに置くべき従業者(以下この節

から第４節までにおいて「地域密着型通所

介護従業者」という。)の員数は、次のとお

りとする。 

一 生活相談員 指定地域密着型通所介

護の提供日ごとに、当該指定地域密着型

通所介護を提供している時間帯に生活

相談員(専ら当該指定地域密着型通所介

護の提供に当たる者に限る。)が勤務し

ている時間数の合計数を当該指定地域

密着型通所介護を提供している時間帯

の時間数で除して得た数が１以上確保

されるために必要と認められる数 

二 看護師又は准看護師(以下この章にお

いて「看護職員」という。) 指定地域密

着型通所介護の単位ごとに、専ら当該指

定地域密着型通所介護の提供に当たる

看護職員が１以上確保されるために必

要と認められる数 

三 介護職員 指定地域密着型通所介護

の単位ごとに、当該指定地域密着型通所

介護を提供している時間帯に介護職員

(専ら当該指定地域密着型通所介護の提

供に当たる者に限る。)が勤務している

時間数の合計数を当該指定地域密着型

通所介護を提供している時間数(次項に

おいて「提供単位時間数」という。)で除

して得た数が利用者(当該指定地域密着

型通所介護事業者が法第115条の45第１

項第１号ロに規定する第１号通所事業

(地域における医療及び介護の総合的な

確保を推進するための関係法律の整備

等に関する法律(平成26年法律第83号)

第５条による改正前の法第８条の２第

７項に規定する介護予防通所介護に相

当するものとして市町村が定めるもの

に限る。)に係る指定事業者の指定を併

せて受け、かつ、指定地域密着型通所介

護の事業と当該第１号通所事業とが同

一の事業所において一体的に運営され

ている場合にあっては、当該事業所にお

ける指定地域密着型通所介護又は当該

第１号通所事業の利用者。以下この節及

び次節において同じ。)の数が１５人ま

での場合にあっては１以上、１５人を超

える場合にあっては１５人を超える部

分の数を５で除して得た数に１を加え

た数以上確保されるために必要と認め

られる数 

四 機能訓練指導員 １以上 

 

１ 人員に関する基準 

⑴ 従業者の員数（基準第20条） 

① 指定地域密着型通所介護の単位とは、同時に、一体的に

提供される指定地域密着型通所介護をいうものであるこ

とから、例えば、次のような場合は、２単位として扱われ、

それぞれの単位ごとに必要な従業者を確保する必要があ

る。 

イ 指定地域密着型通所介護が同時に一定の距離を置い

た２つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体

的に行われているといえない場合 

ロ 午前と午後とで別の利用者に対して指定地域密着型

通所介護を提供する場合 

また、利用者ごとに策定した指定地域密着型通所介護

計画に位置づけられた内容の指定地域密着型通所介護

が一体的に提供されていると認められる場合は、同一単

位で提供時間数の異なる利用者に対して地域密着型通

所介護を行うことも可能である。なお、同時一体的に行

われているとは認められない場合は、別単位となること

に留意すること。 

② ８時間以上９時間未満の指定地域密着型通所介護の前

後に連続して延長サービスを行う場合にあっては、事業所

の実情に応じて、適当数の従業者を配置するものとする。 

③ 基準第20条第１項第１号の生活相談員、同項第３号の介

護職員及び同条第２項の看護職員又は介護職員の人員配

置については、当該職種の従業員がサービス提供時間内に

勤務する時間数の合計（以下「勤務延時間数」という。）を

提供時間数で除して得た数が基準において定められた数

以上となるよう、勤務延時間数を確保するよう定めたもの

であり、必要な勤務延時間数が確保されれば当該職種の従

業者の員数は問わないものである。 

④ 生活相談員については、指定地域密着型通所介護の単位

の数にかかわらず、次の計算式のとおり指定地域密着型通

所介護事業所における提供時間数に応じた生活相談員の

配置が必要になるものである。ここでいう提供時間数と

は、当該事業所におけるサービス提供開始時刻から終了時

刻まで（サービスが提供されていない時間帯を除く。）とす

る。 

（確保すべき生活相談員の勤務延時間数の計算式） 

提供日ごとに確保すべき勤務延時間数＝提供時間数 

例えば、１単位の指定地域密着型通所介護を実施している

事業所の提供時間数を６時間とした場合、生活相談員の勤務

延時間数を、提供時間数である６時間で除して得た数が１以

上となるよう確保すればよいことから、従業者の員数にかか

わらず６時間の勤務延時間数分の配置が必要となる。また、

例えば午前９時から正午、午後１時から午後６時の２単位の

指定地域密着型通所介護を実施している事業所の場合、当該

事業所におけるサービス提供時間は午前９時から午後６時

（正午から午後１時までを除く。）となり、提供時間数は８時

間となることから、従業者の員数にかかわらず８時間の勤務

延時間数分の配置が必要となる。 

なお、指定地域密着型通所介護事業所が、利用者の地域で

の暮らしを支えるため、医療機関、他の居宅サービス事業者、

地域の住民活動等と連携し、指定地域密着型通所介護事業所

を利用しない日でも利用者の地域生活を支える地域連携の

拠点としての機能を展開できるように、生活相談員の確保す

べき勤務延時間数には、「サービス担当者会議や地域ケア会

議に出席するための時間」、「利用者宅を訪問し、在宅生活の
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２ 当該指定地域密着型通所介護事業所の

利用定員(当該指定地域密着型通所介護事

業所において同時に指定地域密着型通所

介護の提供を受けることができる利用者

の数の上限をいう。以下この節から第４節

までにおいて同じ。)が１０人以下である

場合にあっては、前項の規定にかかわら

ず、看護職員及び介護職員の員数を、指定

地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指

定地域密着型通所介護を提供している時

間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専

ら当該指定地域密着型通所介護の提供に

当たる者に限る。)が勤務している時間数

の合計数を提供単位時間数で除して得た

数が１以上確保されるために必要と認め

られる数とすることができる。 

 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定

地域密着型通所介護の単位ごとに、第１項

第３号の介護職員(前項の適用を受ける場

合にあっては、同項の看護職員又は介護職

員。次項及び第７項において同じ。)を、常

時１人以上当該指定地域密着型通所介護

に従事させなければならない。 

 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、

介護職員は、利用者の処遇に支障がない場

合は、他の指定地域密着型通所介護の単位

の介護職員として従事することができる

ものとする。 

 

５ 前各項の指定地域密着型通所介護の単

位は、指定地域密着型通所介護であってそ

の提供が同時に一又は複数の利用者に対

して一体的に行われるものをいう。 

 

６ 第１項第４号の機能訓練指導員は、日常

生活を営むのに必要な機能の減退を防止

するための訓練を行う能力を有する者と

し、当該指定地域密着型通所介護事業所の

他の職務に従事することができるものと

する。 

 

７ 第１項の生活相談員又は介護職員のう

ち１人以上は、常勤でなければならない。 

 

８ 指定地域密着型通所介護事業者が第１

項第３号に規定する第１号通所事業に係

る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、

指定地域密着型通所介護の事業と当該第

１号通所事業とが同一の事業所において

一体的に運営されている場合については、

市町村の定める当該第１号通所事業の人

員に関する基準を満たすことをもって、前

各項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

 

 

状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助のた

めの時間」、「地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と

連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなどの社会

資源の発掘・活用のための時間」など、利用者の地域生活を

支える取組のために必要な時間も含めることができる。 

ただし、生活相談員は、利用者の生活の向上を図るため適

切な相談・援助等を行う必要があり、これらに支障がない範

囲で認められるものである。 

⑤ 基準第20条第１項第３号にいう介護職員（第２項の適用

を受ける場合の看護職員又は介護職員を含む。以下⑤につ

いて同じ。）については、指定地域密着型通所介護の単位ご

とに、提供時間数に応じた配置が必要となるものであり、

確保すべき勤務延時間数は、次の計算式のとおり提供時間

数及び利用者数から算出される。なお、ここでいう提供時

間数とは、当該単位における平均提供時間数（利用者ごと

の提供時間数の合計を利用者数で除して得た数）とする。 

（確保すべき介護職員の勤務延時間数の計算式） 

・利用者数15人まで 

単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝平均提供時間数 

・利用者数16人以上 

単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝（（利用者数－15）

÷５＋１）×平均提供時間数 

※ 平均提供時間数＝利用者ごとの提供時間数の合計÷利用

者数 

例えば、利用者数18人、提供時間数を５時間とした場合、

（18－15）÷５＋１＝1.6となり、５時間の勤務時間数を1.6

名分確保すればよいことから、従業員の員数にかかわらず、

５×1.6＝８時間の勤務延時間数分の人員配置が必要とな

る。利用者数と平均提供時間数に応じて確保すべき勤務延時

間数の具体例を別表一に示すものとする。 

なお、介護職員については、指定地域密着型通所介護の単

位ごとに常時１名以上確保することとされているが、これ

は、介護職員が常に確保されるよう必要な配置を行うよう定

めたものであり、例えば、計算式により算出した確保すべき

勤務延時間数が、当該事業所におけるサービス提供開始時刻

から終了時刻までの時間数に満たない場合であっても、常時

１名以上が確保されるよう配置を行う必要があることに留

意すること。 

また、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は他の

指定地域密着型通所介護の単位の介護職員として従事する

ことができるとされたことから、例えば複数の単位の指定地

域密着型通所介護を同じ時間帯に実施している場合、単位ご

とに介護職員等が常に１名以上確保されている限りにおい

ては、単位を超えて柔軟な配置が可能である。 

⑥ 看護職員については、指定地域密着型通所介護事業所の

従業者により確保することに加え、病院、診療所、訪問看

護ステーションとの連携により確保することも可能であ

る。具体的な取扱いは以下のとおりとする。 

ア 指定地域密着型通所介護事業所の従業者により確保

する場合 

提供時間帯を通じて、専ら当該指定地域密着型通所介

護の提供に当たる必要はないが、当該看護職員は提供時

間帯を通じて、指定地域密着型通所介護事業所と密接か

つ適切な連携を図るものとする。 

イ 病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により

確保する場合 

看護職員が指定地域密着型通所介護事業所の営業日

ごとに利用者の健康状態の確認を行い、病院、診療所、
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 (管理者) 

第21条 指定地域密着型通所介護事業者は、

指定地域密着型通所介護事業所ごとに

専らその職務に従事する常勤の管理者

を置かなければならない。ただし、指定

地域密着型通所介護事業所の管理上支

障がない場合は、当該指定地域密着型通

所介護事業所の他の職務に従事し、又は

同一敷地内にある他の事業所、施設等の

職務に従事することができるものとす

る。 

 

 

 

 

 

訪問看護ステーションと指定地域密着型通所介護事業

所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図るも

のとする。 

なお、アとイにおける「密接かつ適切な連携」とは、指

定地域密着型通所介護事業所へ駆けつけることができる

体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保すること

である。 

⑦ 利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指定地域密着型

通所介護についての利用者の数又は利用定員をいうもの

であり、利用者の数は実人員、利用定員は、あらかじめ定

めた利用者の数の上限をいうものである。従って、例えば、

１日のうちの午前の提供時間帯に利用者10人に対して指

定地域密着型通所介護を提供し、午後の提供時間帯に別の

利用者10人に対して指定地域密着型通所介護を提供する

場合であって、それぞれの指定地域密着型通所介護の定員

が10人である場合には、当該事業所の利用定員は10人、必

要となる介護職員は午前午後それぞれにおいて利用者10

人に応じた数ということとなり、人員算定上午前の利用者

の数と午後の利用者の数が合算されるものではない。 

⑧ 同一事業所で複数の単位の指定地域密着型通所介護を

同時に行う場合であっても、常勤の従業者は事業所ごとに

確保すれば足りるものである（基準第20条第７項関係）。 

 

⑵ 生活相談員（基準第20条第１項第１号） 

生活相談員については、特別養護老人ホームの設備及び運

営に関する基準（平成11年厚生省令第46号）第５条第２項に

定める生活相談員に準ずるものである。 

 

⑶ 機能訓練指導員（基準第20条第６項） 

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退

を防止するための訓練を行う能力を有する者とされたが、こ

の「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師師、あん摩マッサ

ージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者（はり師

及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、看護職員、 柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の

資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上

機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）の資格を

有する者とする。ただし、利用者の日常生活やレクリエーシ

ョン、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の

生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えない。 

 

⑷ 管理者（基準第21条） 

指定地域密着型通所介護事業所の管理者は常勤であり、か

つ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものと

する。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務

に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものと

する。なお、管理者は、地域密着型通所介護従事者である必

要はないものである。 

① 当該指定域密着型通所介護事業所の地域密着型通所介

護従事者としての職務に従事する場合 

② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当

該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に

他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事業所、施設

等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合（この

場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例

えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断され

る場合や、併設される入所施設において入所者に対しサー
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ビス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管

理業務に支障があると考えられる。ただし、施設における

勤務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に

判断の上、例外的に認める場合があっても差し支えない。） 

 
  

 

 

【生活相談員の資格関係】 

Ａ 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第46号）第５条第２項 

(職員の資格要件) 

第５条（略） 

２ 生活相談員は、社会福祉法第19条第１項各号［→Ｃ］のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能

力を有すると認められる者［→Ｂ］でなければならない。 

 

Ｂ 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について（平成12年３月17日老発第214号） 

第１の４ 職員の資格要件 

⑴ 基準第５条（職員の資格要件）第１項及び第２項は、施設長及び生活相談員について、その有すべき資

格を定めたものであるが、このうち「同等以上の能力を有すると認められる者」とは、社会福祉施設等に

勤務し又は勤務したことのある者等であって、その者の実績等から一般的に、<略：施設長>、生活相談員

にあっては、入所者の生活の向上を図るため適切な相談、援助等を行う能力を有すると認められる者をい

う。 

 

※ 島根県（浜田地区広域行政組合）では、通所介護の生活相談員の人員基準への準用に当たり、この

「同等以上の能力を有すると認められる者」は少なくとも、介護支援専門員、介護福祉士、介護福祉士

養成のための実務者研修修了者、看護師、准看護師、(旧)訪問介護員養成１級課程又は同２級課程修了

者であることを要することとしている。 

 

Ｃ 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第19条第１項各号 

 (資格等) 

第19条 社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢20年以上の者であっ

て、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当する

もののうちから任用しなければならない。 

 一 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正７年勅令第388号)に基づく大学、旧

高等学校令(大正７年勅令第389号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく

専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者 

 二 都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者 

 三 社会福祉士 

 四 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者 

 五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令[→Ｄ]で定めるもの 

 

Ｄ 社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号） 

(法第19条第１項第五号に規定する厚生労働省令で定める者) 

第１条の２ 社会福祉法第19条第１項第五号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 

 一 精神保健福祉士 

 二 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、法第19条第１項第一号に規定する厚生労働

大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、学校教育法第102条第２項の規定により大学院への入

学を認められた者 

  

※ 社会福祉主事の任用資格については、厚生労働省のホームページに掲載されている。 

   「社会福祉主事任用資格の取得方法」 

    http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi8.html 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi8.html
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〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問11】人員配置の計算の基となる「提供時間数」については、通所サービス計画上の所要時間に基づく配置

となるのか、それとも実績に基づく配置となるのか。 

（答） 通所サービス計画上の所要時間に基づき配置する。 

〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問12】通所介護事業所の生活相談員がサービス担当者会議に出席するための時間については確保すべき勤務

延時間数に含めることができるか。 

（答） 通所介護事業所の生活相談員がサービス担当者会議に出席するための時間については、確保すべき勤

務延時間数に含めて差し支えない。認知症対応型通所介護についても同様の取扱いとなる。 

〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問63】通所介護において、確保すべき従業者の勤務延時間数は、実労働時間しか算入できないのか。休憩時

間はどのように取扱うのか。 

（答） 労働基準法第34条において最低限確保すべきとされている程度の休憩時間については、確保すべき勤

務延時間数に含めて差し支えない。ただし、その場合においても、居宅基準第93条第３項を満たす必要

があることから、介護職員全員が同一時間帯に一斉に休憩を取ることがないようにすること。また、介

護職員が常時１名しか配置されていない事業所については、当該職員が休憩を取る時間帯に、介護職員

以外で利用者に対して直接ケアを行う職員（居宅基準第93条第１項第１号の生活相談員又は同項第２号

の看護職員）が配置されていれば、居宅基準第93条第３項の規定を満たすものとして取り扱って差し支

えない。 

    このような取扱いは、通常の常勤換算方法とは異なりサービス提供時間内において必要な労働力を確

保しつつピークタイムに手厚く配置することを可能とするなど、交代で休憩を取得したとしても必ずし

もサービスの質の低下には繋がらないと考えられる通所介護（療養通所介護は除く）に限って認められ

るものである。 

    なお、管理者は従業者の雇用管理を一元的に行うものとされていることから、休憩時間の取得等につ

いて労働関係法規を遵守すること。 

    認知症対応型通所介護についても同様の考え方とする。 

〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問60】サービス提供時間の終了後から延長加算に係るサービスが始まるまでの間はどのような人員配置が必

要となるのか。 

（答） 例えば通所介護のサービス提供時間を７時間30分とした場合、延長加算は、７時間以上９時間未満

に引き続き、９時間以上から算定可能である。サービス提供時間終了後に日常生活上の世話をする時

間帯（９時間までの１時間30分及び９時間以降）については、サービス提供時間ではないことから、

事業所の実情に応じて適当数の人員配置で差し支えないが、安全体制の確保に留意すること。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問49】生活相談員の勤務延時間に、「地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必要

な生活支援を担ってもらうなど社会資源の発掘、活用のための時間」が認められたが、具体的にはどの

ようなものが想定されるのか。また、事業所外での勤務に関しては、活動実績などの記録を保管してお

く必要があるか。 

（答） 例えば、以下のような活動が想定される。 

・ 事業所の利用者である要介護者等も含んだ地域における買い物支援、移動支援、見守りなどの体制

を構築するため、地域住民等が参加する会議等に参加する場合 

・ 利用者が生活支援サービスを受けられるよう地域のボランティア団体との調整に出かけていく場 

 合 

生活相談員の事業所外での活動に関しては、利用者の地域生活を支えるための取組である必要がある

ため、事業所において、その活動や取組を記録しておく必要がある。 
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〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問50】病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに事業所内で利

用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆

けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れた範囲までを想定しているのか。 

（答） 健康状態の確認を行うために要する時間は、事業所の規模に応じて異なるため、一概に示すことはで

きないが、利用者全員に対して適切に健康状態の確認を行えるように病院、診療所又は訪問看護ステー

ションと契約を結ぶ必要がある。 

また、事業所に駆けつけることができる体制に係る距離的概念については、地域の実情に応じて対応

するため、一概に示すことはできないが、利用者の容態急変に対応できるよう契約先の病院、診療所又

は訪問看護ステーションから適切に指示を受けることができる連絡体制を確保することでも密接かつ

適切な連携を図っていることになる。 

〔介護報酬に係るＱ＆Ａ(平成１５年５月版)〕 

【問6】延長加算に係る延長時間帯における人員配置について 

（答） 延長サービスにおける日常生活上の世話とは､通常のサービスに含まれるものではなく､いわゆる預か

りサービスなどを、事業所の実情に応じて適当数の従業員を置いて行うものである。 

    よって、延長加算の時間帯は人員基準上の提供時間帯に該当しない。複数の単位の利用者を同一の職

員が対応することもできる。 

〔平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問14】予防給付の通所系サービスと介護給付の通所系サービスの提供に当たっては、物理的（空間的・時間

的）にグループを分けて行う必要があるのか。 

（答） 通所系サービスは、ケアマネジメントにおいて、利用者一人一人の心身の状況やニーズ等を勘案して

作成されるケアプランに基づき、いずれにしても個別的なサービス提供が念頭に置かれているものであ

り、したがって、予防給付の通所系サービスと介護給付の通所系サービスの指定を併せて受ける場合に

ついても個別のニーズ等を考慮する必要がある。 

具体的には、指定基準上、サービスが一体的に提供されている場合には、指定基準上のサービス提

供単位を分ける必要はないこととしているところであるが、両者のサービス内容を明確化する観点か

ら、サービス提供に当たっては、非効率とならない範囲で一定の区分を設ける必要があると考えてお

り、具体的には、以下のとおりの取扱いとする。 

① 日常生活上の支援（世話）等の共通サービス（入浴サービスを含む｡）については、サービス提供

に当たり、物理的に分ける必要はないこととする。 

② 選択的サービス（介護給付の通所系サービスについては、各加算に係るサービス）については、要

支援者と要介護者でサービス内容がそもそも異なり、サービスの提供は、時間やグループを区分して

行うことが効果的・効率的と考えられることから、原則として、物理的に区分 してサービスを提供す

ることとする。ただし、例えば、口腔機能向上のための口・舌の体操など、内容的に同様のサービスで

あって、かつ、当該体操の指導を要支援者・要介護者に同時かつ一体的に行うこととしても、特段の支

障がないものについては、必ずしも物理的に区分する必要はないものとする。 

【問13】通所介護と、緩和した基準によるサービス（通所型サービスＡ）及び従前の介護予防通所介護に相

当するサービスを一体的に行う場合、地域密着型通所介護への移行対象となる利用定員についてどの

ように考えるのか。 

（答） １ 通所介護の定員については、通所介護と従前の介護予防通所介護に相当するサービスを一体的に

行う事業所の場合、通所介護の対象となる利用者（要介護者）と従前の介護予防通所介護に相当する

サービスの対象となる利用者（要支援者等）との合算で、利用定員を定めることとしている。 

２ したがって、通所型サービスＡの利用定員に関わらず、通所介護と従前の介護予防通所介護に相

当するサービスの合計定員が18 名以下の場合において、地域密着型通所介護への移行対象となる。 

〔平成30年改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.6)〕 

【問３】通所介護等において、看護職員による健康管理や必要に応じて行う利用者の観察等の業務の実施が困

難な状況であった場合、医師又は歯科医師が当該業務を代替して行うことは可能か。 

（答） 通所介護、地域密着型通所介護の看護職員（看護師・准看護師）の配置基準については、平成27年度

介護報酬改定において、営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、他の医療機関等の看護職員とサ

ービス提供時間を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には看護職員が確保されている取り扱

いとしたところである。 

しかしながら、やむを得ず看護職員の確保が困難となった場合には、速やかに人員確保をするべきであ

るものの、看護職員が確保されるまでの間、看護職員が行うバイタルチェックなどの健康管理や必要に

応じて行う利用者の観察等の業務について、医師又は歯科医師が代替して行うことは可能であると解す

ることとして差し支えない。小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の看護職員

の配置基準についても同様とする。 
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また、この場合、これらのサービスにおいて看護職員又は介護職員等の配置を要件とする加算のうち、

通所介護、地域密着型通所介護の認知症加算及び口腔機能向上加算並びに小規模多機能型居宅介護の訪

問体制強化加算については、看護職員又は介護職員等の業務を医師又は歯科医師が代替して行うことが

可能であると解することとして差し支えないが、各々の加算要件を変更するものではないことから、勤

務形態等その他要件はすべて満たす必要があるので留意されたい。 

 

 ※ 平成30年８月６日以降、本取扱いを適用するものとする。 

〔令和3年改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問44】生活相談員及び介護職員の配置基準について、「生活相談員又は介護職員のうち１人以上は、常勤で

なければならない」こととなっているが、営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配置する必要があるの

か。 

（答） 営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配置する必要はなく、事業所として常勤の生活相談員又は介護

職員を１名以上確保していれば足りる。 

令和3年改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問45】通所介護等事業所において配置が義務づけられている看護職員は、機能訓練指導員を兼ねることがで

きるか。 

（答）① 指定通所介護事業所及び指定地域密着型通所介護事業所（定員が11名以上である事業所に限る）

における取扱い 

― 看護職員の配置基準は、指定通所介護（指定地域密着型通所介護）の単位ごとに、専ら当該指

定通所介護（指定地域密着型通所介護）の提供に当たる看護職員が１以上確保されるために必

要と認められる数を置くべきと定められている。 

― 機能訓練指導員の配置基準は、指定通所介護事業所（指定地域密着型通所介護事業所）ごと

に１以上と定められている。 

看護職員、機能訓練指導員とも配置時間に関する規定はないことから、看護職員としての業務

に従事していない時間帯において、機能訓練指導員として勤務することは差し支えない。 

 

② 指定地域密着型通所介護事業所(定員が10名以下である事業所に限る)における取扱い 

― 看護職員の配置基準は介護職員と一体のものとして定められており、指定地域密着型通所介

護の単位ごとに、指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に、専ら指定地域密着型通所

介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で

除して得た数が１以上確保されるために必要と認められる数を置くべきと定められている。 

― 機能訓練指導員の配置基準は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに１以上と定められてい

る。 

看護職員又は介護職員に係る配置基準を、看護職員により満たしている事業所にあっては、看

護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員として勤務することは差

し支えない。（機能訓練指導員として勤務している時間数は、専ら指定地域密着型通所介護の提供

に当たる看護職員としての勤務時間数に含めない。） 

 

③ 認知症対応型通所介護事業所（単独型・併設型事業所に限る。）及び介護予防認知症対応型通所介

護事業所（単独型・併設型事業所に限る。）における取扱い 

― 看護職員の配置基準は介護職員と一体のものとして定められており、以下のａ及びｂを満た

す必要があるとされている。 

ａ 指定認知症対応型通所介護（指定介護予防認知症対応型通所介護）の単位ごとに、指定認

知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員を１以上配置 

ｂ 指定認知症対応型通所介護（指定認知症対応型通所介護）を提供している時間帯に、専ら

指定認知症対応型通所介護（指定介護予防認知症対応型通所介護）の提供に当たる看護職員

又は介護職員が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が１以上確

保されるために必要と認められる数を配置 

― 機能訓練指導員の配置基準は、指定認知症対応型通所介護事業所（指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所）ごとに１以上と定められている。 

看護職員又は介護職員に係る配置基準を、看護職員により満たしている事業所にあっては、 

― ａの場合は、看護職員、機能訓練指導員とも配置時間に関する規定はないことから、看護職

員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員として勤務することは差

し支えない。 

― ｂの場合は、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員と

して勤務することは差し支えない。（機能訓練指導員として勤務している時間数は、専ら指定

認知症対応型通所介護（指定介護予防認知症対応型通所介護）の提供に当たる看護職員として
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の勤務時間数に含めない。） 

 

なお、①②③いずれの場合においても、都道府県・市町村においては、看護職員としての業務と機能訓

練指導員の業務のいずれも行う職員が、本来の業務である利用者の健康管理や観察を行いつつ、機能訓

練指導員の業務をなし得るのかについて、事業所ごとにその実態を十分に確認することが必要である。 

令和3年改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問46】通所介護等事業所において配置が義務づけられている管理者は、機能訓練指導員を兼ねることができ

るか。 

（答） ・管理者の配置基準は、指定通所介護等事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこ

と（ただし、指定通所介護等事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護等事業所の他の職務

に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。）となっている。

また、機能訓練指導員の配置基準は、指定通所介護等事業所ごとに１以上と定められている。 

・このため、通所介護等事業所において配置が義務づけられている管理者は、指定通所介護等事業所

の管理上支障がない場合、管理者としての職務に加えて、機能訓練指導員の職務に従事することが可

能である。 

令和3年改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問47】（地域密着型）通所介護と第一号通所事業（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準（平成11年厚生省令第37号）第93条第１項第３号に規定する第一号通所事業をいう。以下同じ。）

を一体的に行う事業所にあっては、それぞれの事業ごとに利用定員を定めるのか。それとも両事業の利

用者を合算して利用定員を定めるのか。また、利用者の数が利用 定員を超える場合（いわゆる定員超

過減算）については、どのように取り扱うべきか。 

（答） （地域密着型）通所介護と第一号通所事業が一体的に行われている事業所にあっては、（地域密着型）

通所介護の利用者と第一号通所事業の利用者との合算により利用定員を定めるものである。従って、例

えば利用定員が20人の事業所にあっては、通所介護の利用者と第一号通所事業の利用者の合計が20人を

超えた場合に、通所介護事業と第一号通所事業それぞれについて定員超過減算が適用される。 
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地域密着型基準 解釈通知 
  

（用語の定義）  

第２条 この省令において、次の各号に

掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。  

１～６ 略 

 

７ 常勤換算方法 当該事業所の従業

者の勤務延時間数を当該事業所にお

いて常勤の従業者が勤務すべき時間

数で除することにより、当該事業所の

従業者の員数を常勤の従業者の員数

に換算する方法をいう。 

２ 用語の定義 

基準第２条において、一定の用語についてその定義を明らか

にしているところであるが、以下は、同条に定義が置かれてい

る用語について、その意味をより明確なものとするとともに、

基準中に用いられている用語であって、定義規定が置かれてい

ないものの意味を明らかにするものである。 

⑴ 「常勤換算方法」 

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常

勤の従業者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は32時間

を基本とする。）で除することにより、当該事業所の従業者の員

数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。こ

の場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサー

ビスに従事する勤務時間の延べ数であり、例えば、指定小規模

多機能型居宅介護事業所と指定認知症対応型共同生活介護事業

所を併設している場合であって、ある従業者が指定小規模多機

能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者と指定認

知症対応型共同生活介護事業所の介護従業者を兼務する場合、

指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護

従業者の勤務延時間数には、指定小規模多機能型居宅介護事業

所の小規模多機能型居宅介護従業者としての勤務時間だけを算

入することとなるものであること。 

ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確

保等に関する法律（昭和47年法律第113号）第13条第1項に規定

する措置（以下「母性健康管理措置」という。）又は育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成３年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。）第

23条第1項、同条第３項又は同法第24条に規定する所定労働時間

の短縮等の措置（以下「育児及び介護のための所定労働時間の

短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30時間以上の

勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務

すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可

能とする。 

⑵ 「勤務延時間数」 

勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又

は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間

（待機の時間を含む。）として明確に位置付けられている時間の

合計数とする。なお、従業者１人につき、勤務延時間数に算入

することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者

が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。 

⑶ 「常勤」 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定めら

れている常勤の従業者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場

合は32時間を基本とする。）に達していることをいうものであ

る。ただし、母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定

労働時間の短縮等の措置が講じられている者については、利用

者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、

例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り

扱うことを可能とする。 

同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務

であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差

し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務

時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれ

ば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、一の

事業者によって行われる指定訪問介護事業所と指定居宅介護支

援事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者

と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その

勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満た
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すこととなる。 

また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従

業者が労働基準法（昭和22年法律第49号）第65条に規定する休

業（以下「産前産後休業」という。）、母性健康管理措置、育児・

介護休業法第２条第一号に規定する育児休業（以下「育児休業」

という。）、同条第二号に規定する介護休業（以下「介護休業」

という。）、同法第23条第２項の育児休業に関する制度に準ずる

措置又は同法第24条第１項（第二号に係る部分に限る。）の規定

により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講

ずる措置による休業（以下「育児休業に準ずる休業」という。）

を取得中の期間において、当該人員基準において求められる資

質を有する複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算

することにより、人員基準を満たすことが可能であることとす

る。 

⑷ 「専ら従事する」「専ら提供に当たる」 

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外

の職務に従事しないことをいうものである。この場合のサービ

ス提供時間帯とは、当該従事者の当該事業所における勤務時間

をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。 

 

 

 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問１】各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下「育児・介護休業法」と

いう。）の所定労働時間の短縮措置の対象者について常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間とし

ているときは、当該対象者については30時間勤務することで「常勤」として取り扱って良いか。 

（答） そのような取扱いで差し支えない。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問３】各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第23条第１項に規定する所定労働時間の短縮

措置の適用対象となるのか。 

（答） 労働基準法第41条第２号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除外され

ていることから、「管理者」が労働基準法第41条第２号に定める管理監督者に該当する場合は、所定

労働時間の短縮措置を講じなくてもよい。 

なお、労働基準法第41条第２号に定める管理監督者については、同法の解釈として、労働条件の決

定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に

即して判断すべきであるとされている。このため、職場で「管理職」として取り扱われている者であ

っても、同号の管理監督者に当たらない場合には、所定労働時間の短縮措置を講じなければならな

い。 

また、同号の管理監督者であっても、育児・介護休業法第23条第１項の措置とは別に、同項の所定

労働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは可能であり、こうした者の仕事と子育ての両立

を図る観点からは、むしろ望ましいものである。 
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〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問１】人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・

介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員

配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有する」かについてどのように判断するの

か。 

（答） 介護現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・ 

定着促進を図る観点から、以下の取扱いを認める。 

＜常勤の計算＞  

育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加え、同法による介護の短時間

勤務制度や、男女雇用機会均等法による母性健康管理措置としての勤務時間の短縮等を利用する場

合についても、30時間以上の勤務で、常勤扱いとする。 

＜常勤換算の計算＞ 

職員が、育児・介護休業法による短時間勤務制度や母性健康管理措置としての勤務時間の短縮等

を利用する場合、週30時間以上の勤務で、常勤換算上も１と扱う。 

   ＜同等の資質を有する者の特例＞ 

「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業、育児休業に準ずる休

業、母性健康管理措置としての休業を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常

勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認める。なお、「同等の資質を有する」とは、当

該休業を取得した職員の配置により満たしていた、勤続年数や所定の研修の修了など各施設基準や

加算の算定要件として定められた資質を満たすことである。 

〔運営基準等に関するＱ＆Ａ(H14.3.28)〕 

【Ⅰ】 常勤換算方法により算定される従業者が出張したり、また休暇を取った場合に、その出張や休暇

に係る時間は勤務時間としてカウントするのか。 

（答） 常勤換算方法とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所にお

いて常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算する方法」

（居宅サービス運営基準第２条第８号等）であり、また、「勤務延時間数」とは、「勤務表上、当該

事業に係るサービスの提供に従事する時間（又は当該事業に係るサービスの提供のための準 備等を

行う時間（待機の時間を含む））として明確に位置づけられている時間の合計数」である（居宅サー

ビス運営基準解釈通知第２－２－(２)等）。 

以上から、非常勤の従業者の休暇や出張（以下「休暇等」）の時間は、サービス提供に従事する

時間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めない。 

なお、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第２－２－(３)における勤

務体制を定められている者をいう。）の休暇等の期間についてはその期間が暦月で１月を超えるも

のでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。 
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３．設備基準 

必要な設備・備品等 要  件 

食堂及び機能訓練室 ・それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、３平

方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること 

・食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、

機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場

合にあっては、同一の場所とすることができる 

静養室  

相談室 ・遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されて

いること 

事務室  

消火設備その他の非常災害に

際して必要な設備 

・消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置すること 

その他の設備及び備品等 ・指定地域密着通所介護の提供に必要なもの 

※ 設備及び備品等は、専ら当該指定地域密着通所介護の事業の用に供するものであること。 

  ただし、利用者に対する指定地域密着通所介護の提供に支障がない場合は、この限りではない。 

 

地域密着型基準 解釈通知 
  

第３節 設備に関する基準  

(設備及び備品等) 

第22条 指定地域密着型通所介護事業所

は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室

及び事務室を有するほか、消火設備その

他の非常災害に際して必要な設備並び

に指定地域密着型通所介護の提供に必

要なその他の設備及び備品等を備えな

ければならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとお

りとする。 

一 食堂及び機能訓練室 

イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ

必要な広さを有するものとし、その

合計した面積は、３平方メートルに

利用定員を乗じて得た面積以上と

すること。 

ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓

練室は、食事の提供の際にはその提

供に支障がない広さを確保でき、か

つ、機能訓練を行う際にはその実施

に支障がない広さを確保できる場

合にあっては、同一の場所とするこ

とができる。 

二 相談室 遮へい物の設置等により

相談の内容が漏えいしないよう配慮

されていること。 

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定

地域密着型通所介護の事業の用に供す

るものでなければならない。ただし、利

用者に対する指定地域密着型通所介護

の提供に支障がない場合は、この限りで

ない。 

 

２ 設備に関する基準（基準第22条） 

⑴ 事業所 

事業所とは、指定地域密着型通所介護を提供するための設備

及び備品を備えた場所をいう。原則として一の建物につき、一

の事業所とするが、利用者の利便のため、利用者に身近な社会

資源（既存施設）を活用して、事業所の従業者が当該既存施設

に出向いて指定地域密着型通所介護を提供する場合について

は、これらを事業所の一部とみなして設備基準を適用するもの

である。（基準第44条第１項、第67条第１項及び第175条第１項

についても同趣旨） 

⑵ 食堂及び機能訓練室 

  指定地域密着型通所介護事業所の食堂及び機能訓練室（以下

「指定地域密着型通所介護の機能訓練室等」という。）について

は、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするこ

ととされたが、指定地域密着型通所介護が原則として同時に複

数の利用者に対し介護を提供するものであることに鑑み、狭隘

な部屋を多数設置することにより面積を確保すべきではないも

のである。ただし、指定地域密着型通所介護の単位をさらにグ

ループ分けして効果的な指定地域密着型通所介護の提供が期待

される場合はこの限りではない。 

⑶ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法

その他の法令等に規定された設備を示しており、それらの設備

を確実に設置しなければならないものである。（基準第44条第１

項、第67条第１項、第112条第６項、第132条第１項第九号及び

第175条第１項についても同趣旨） 

 

⑷ 設備に係る共用 

指定地域密着型通所介護事業所と指定居宅サービス事業所等

を併設している場合に、利用者へのサービス提供に支障がない

場合は、設備基準上両方のサービスに規定があるもの（指定訪

問介護事業所の場合は事務室）は共用が可能である。ただし、

指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練室等と、指定地域密

着型通所介護事業所と併設の関係にある病院、診療所、介護老



地域密着型通所介護 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 前項ただし書の場合（指定地域密着型

通所介護事業者が第１項に掲げる設備

を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着

型通所介護以外のサービスを提供する

場合に限る。)には、当該サービスの内容

を当該サービスの提供の開始前に当該

指定地域密着型通所介護事業者に係る

指定を行った市町村長に届け出るもの

とする。 

 

 

５ 指定地域密着型通所介護事業者が第

20条第１項第三号に規定する第１号通

所事業に係る指定事業者の指定を併せ

て受け、かつ、指定地域密着型通所介護

の事業と当該第１号通所事業とが同一

の事業所において一体的に運営されて

いる場合については、市町村の定める当

該第１号通所事業の設備に関する基準

を満たすことをもって、第１項から第３

項までに規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。 

 

人保健施設又は介護医療院における指定通所リハビリテーショ

ン等を行うためのスペースについて共用する場合にあっては、

以下の条件に適合することをもって、これらが同一の部屋等で

あっても差し支えないものとする。 

イ 当該部屋等において、指定地域密着型通所介護事業所の機

能訓練室等と指定通所リハビリテーション等を行うためのス

ペースが明確に区分されていること。 

ロ 指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練室等として使用

される区分が、指定地域密着型通所介護事業所の設備基準を

満たし、かつ、指定通所リハビリテーション等を行うための

スペースとして使用される区分が、指定通所リハビリテーシ

ョン事業所等の設備基準を満たすこと。 

また、玄関、廊下、階段、送迎車両など、基準上は規定が

ないが、設置されるものについても、利用者へのサービス提

供に支障がない場合は、共用が可能である。 

なお、設備を共用する場合、基準第33条第２項において、

指定地域密着型通所介護事業者は、事業所において感染症が

発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるよう努

めなければならないと定めているところであるが、衛生管理

等に一層努めること。 

⑸ 指定地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深

夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合 

指定地域密着型通所介護の提供以外の目的で、指定地域密着

型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に

指定地域密着型通所介護以外のサービス（以下「宿泊サービス」

という。）を提供する場合には、当該サービスの内容を当該サー

ビスの提供開始前に当該指定地域密着型通所介護事業者に係る

指定を行った市町村長（以下「指定権者」という。）に届け出る

必要があり、当該サービスの届出内容については、別紙様式に

よるものとする。また、指定地域密着型通所介護事業者は宿泊

サービスの届出内容に係る介護サービス情報を都道府県に報告

し、都道府県は情報公表制度を活用し宿泊サービスの内容を公

表することとする。 

指定地域密着型通所介護事業者は届け出た宿泊サービスの内

容に変更がある場合は、変更の事由が生じてから10日以内に指

定権者に届け出るよう努めることとする。また、宿泊サービス

を休止又は廃止する場合は、その休止又は廃止の日の１月前ま

でに指定権者に届け出るよう努めることとする。 

 

 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問63】指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス（宿泊サービ

ス）を提供する場合には、平成27年４月１日から指定権者への届出が必要となるが、既に宿泊サービス

を実施している場合には、平成27年３月末までに届出を行わせなければならないのか。 

（答） 宿泊サービスを実施している場合の届出については、平成27年４月から９月末までに届出を行うこと

としている。この期間以降については、その都度届出を行うこととなる。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問64】指定通所介護事業所の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する事業

所については、平成27年４月１日から届出制が導入されるが、本届出が行われていなかった場合や事

故報告がなかった場合の罰則等の規定はあるか。 

（答） 届出及び事故報告については、指定居宅サービス等基準を改正し規定したものであるため、届出を

行わない場合や事故報告を行わなかった場合には、指定通所介護事業所の運営基準違反となる。 
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〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問66】宿泊サービスの届出要件として、「指定通所介護事業所の設備を利用し」とあるが、指定通所介護事

業所として届け出ている食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室以外の部屋や隣接する建物等で

宿泊サービスを提供する場合の扱いはどうなるのか。 

（答） 指定通所介護事業所の設備を利用して提供する宿泊サービスについては、届出の対象とするが、指

定通所介護事業所の設備を利用しないものについては対象としない。また、食堂などの一部設備を共

用するが、宿泊に関しては指定通所介護事業所等以外で実施する場合は対象とな らない。 

なお、高齢者を入居させ、「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」

又は「健康管理」の少なくとも一つのサービスを供与する場合には、有料老人ホームに該当し、老人

福祉法上の届出を行うことが必要となることに留意されたい。 
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４．運営基準 

 項     目 
地域密着型 
通所介護基準 

１ 内容及び手続の説明及び同意 ＊３条の７  

２ 提供拒否の禁止 ＊３条の８  

３ サービス提供困難時の対応 ＊３条の９ 

４ 受給資格等の確認 ＊３条の10  

５ 要介護認定の申請に係る援助 ＊３条の11 

６ 心身の状況等の把握 23条 

７ 指定居宅介護支援事業者等との連携 ＊３条の13 

８ 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 ＊３条の14 

９ 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 ＊３条の15 

10 居宅サービス計画等の変更の援助 ＊３条の16 

11 サービス提供の記録 ＊３条の18 

12 利用料等の受領 24条 

13 保険給付の請求のための証明書の交付 ＊３条の20 

14 指定地域密着型通所介護の取扱方針 25条、26条 

15 地域密着型通所介護計画の作成 27条 

16 利用者に関する市町村への通知 ＊３条の26 

17 緊急時等の対応 ＊12条 

18 管理者の責務 28条 

19 運営規程 29条 

20 勤務体制の確保等 30条 

21 業務継続計画の策定等 ＊３条の30の2 

22 定員の遵守 31条 

23 非常災害対策 32条 

24 衛生管理等 33条 

25 掲示 ＊３条の32 

26 秘密保持等 ＊３条の33 

27 広告 ＊３条の34 

28 指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 ＊３条の35 

29 苦情処理 ＊３条の36 

30 地域との連携等 34条 

31 事故発生時の対応 35条 

32 虐待の防止 ＊３条の38の2 

33 会計の区分 ＊３条の39 

34 記録の整備 36条 

35 準用 37条 

36 電磁的記録等 183条 

（＊）地域密着型基準第37条による準用。 
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〔１〕 内容及び手続の説明及び同意 

◎ サービス提供の開始に際しては、利用申込者又は家族に対し、サービスの選択に資すると認め

られる重要事項を記載した文書（重要事項説明書）を交付して十分説明を行い、サービス提供の

開始について利用申込者の同意を得ること。 

〔重要事項説明書に記載すべき事項〕 

① 運営規程の概要 

② 通所介護従業者の勤務体制 

 ③ 事故発生時の対応 

 ④ 苦情処理の体制 

 ⑤ 提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施

した評価機関の名称、評価結果の開示状況） 

⑥ その他、利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項（秘密保持、衛生管理、

緊急時の対応など） 

※ 分かりやすい説明書やパンフレット等を交付して、懇切丁寧に説明を行うこと 

※ 利用者及び事業者双方の保護の立場から、書面による同意を得ることが望ましい 

 

サービス提供に際しての留意点 

① 利用申込者又は家族に対する重要事項説明書による説明 

   ↓ 
② 重要事項説明書についての同意［重要事項説明書］ 
   ↓ 
③ 利用者（又は代理人）と事業者との契約［契約書］ 
   ↓ 

④ 利用者及び家族からの個人情報利用の同意［同意書］（地域密着型基準３条の33第３項） 

 

地域密着型基準［準用］ 解釈通知［準用］ 

第４節 運営に関する基準  

（内容及び手続の説明及び同意）  

第３条の７ 指定地域密着型通所介護事業者は、

指定地域密着型通所介護介護の提供の開始に際

し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対

し、第29条に規定する重要事項に関する規程の

概要、指定地域密着型通所介護従業者の勤務の

体制その他の利用申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項を記した文書を交付

して説明を行い、当該提供の開始について利用

申込者の同意を得なければならない。  

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用申込

者又はその家族からの申出があった場合には、

前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で

定めるところにより、当該利用申込者又はその

家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事

項を電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法であって次に掲

げるもの（以下この条において「電磁的方法」

という。）により提供することができる。この場

合において、当該指定地域密着型通所介護事業

者は、当該文書を交付したものとみなす。 

＜以下略（電磁的方法部分）＞ 

 

３ 運営に関する基準 

⑵ 内容及び手続の説明及び同意 

① 基準第３条の７は、指定地域密着型通所介護事業者

は、利用者に対し適切な指定地域密着型通所介護を提

供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用

申込者又はその家族に対し、当該指定地域密着型通所

介護事業所の重要事項に関する規程の概要、地域密着

型通所介護従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情

処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状

況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価

機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者がサ

ービスを選択するために必要な重要事項について、わ

かりやすい説明書やパンフレット等（当該指定地域密

着型通所介護事業者が、他の介護保険に関する事業を

併せて実施している場合、当該パンフレット等につい

て、一体的に作成することは差し支えないものとす

る。）の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事

業所から指定地域密着型通所介護介護の提供を受ける

ことにつき同意を得なければならないこととしたもの

である。なお、当該同意については、書面によって確認

することが望ましいものである。 
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〔２〕 提供拒否の禁止 

◎ 正当な理由なくサービス提供を拒まないこと。 

〔正当な理由〕 

 ① 当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 

 ② 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

 ③ その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合 

  

地域密着型基準［準用］ 解釈通知［準用］ 

（提供拒否の禁止） 

第３条の８ 指定地域密着型通所介護事業者は、

正当な理由なく指定地域密着型通所介護の提供

を拒んではならない。 

⑶ 提供拒否の禁止 

基準第３条の８は、指定地域密着型通所介護事業者

は、原則として、利用申込に対しては応じなければなら

ないことを規定したものであり、特に、要介護度や所得

の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止

するものである。提供を拒むことのできる正当な理由

がある場合とは、①当該事業所の現員からは利用申込

に応じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事

業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利

用申込者に対し自ら適切な指定地域密着型通所介護を

提供することが困難な場合である。 

 

 

〔３〕 サービス提供困難時の対応 

◎ 利用申込者に対し自ら適切なサービス提供が困難な場合は、必要な措置（居宅介護支援事業者

への連絡、適当な他の指定地域密着型通所介護事業者等の紹介など）を速やかに講じること。 

 

地域密着型基準［準用］ 解釈通知［準用］ 

（サービス提供困難時の対応）  

第３条の９ 指定地域密着型通所介護事業者は、

当該指定地域密着型通所介護事業所の通常の事

業の実施地域（当該事業所が通常時に当該サー

ビスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を

勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定地域

密着型通所介護を提供することが困難であると

認めた場合は、当該利用申込者に係る指定居宅

介護支援事業者（法第46条第１項 に規定する

指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。）

への連絡、適当な他の指定地域密着型通所介護

事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに

講じなければならない。 

⑷ サービス提供困難時の対応  

指定地域密着型通所介護事業者は、正当な理由によ

り、利用申込者に対し自ら適切な指定地域密着型通所

介護を提供することが困難であると認めた場合には、

基準第３条の９の規定により、当該利用申込者に係る

居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定地域密

着型通所介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速

やかに講じなければならないものである。 
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〔４〕 受給資格等の確認 

◎ 利用者の被保険者証により、①被保険者資格、②要介護認定の有無、③要介護認定の有効期間

を確認すること。 

◎ 被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、その意見に配慮したサービス提供に努

めること。 

 
地域密着型基準［準用］ 解釈通知［準用］ 

（受給資格等の確認）  

第３条の10 指定地域密着型通所介護事

業者は、指定地域密着型通所介護の提

供を求められた場合は、その者の提示

する被保険者証によって、被保険者資

格、要介護認定の有無及び要介護認定

の有効期間を確かめるものとする。  

 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、

前項の被保険者証に、法第78条の３第

２項の規定により認定審査会意見が記

載されているときは、当該認定審査会

意見に配慮して、指定地域密着型通所

介護を提供するように努めなければな

らない。 

⑸ 受給資格等の確認 

① 基準第３条の10第１項は、指定地域密着型通所介護の利用に係

る費用につき保険給付を受けることができるのは、要介護認定を

受けている被保険者に限られるものであることを踏まえ、指定地

域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供の開

始に際し、利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、

要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければ

ならないことを規定したものである。 

② 基準第３条の10第２項は、利用者の被保険者証に、指定地域密

着型サービスの適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留

意すべき事項に係る認定審査会意見が記載されているときは、指

定地域密着型通所介護事業者は、これに配慮して指定地域密着型

通所介護を提供するように努めるべきことを規定したものであ

る。 

 

 

〔５〕 要介護認定の申請に係る援助 

◎ 指定地域密着型通所介護の提供の開始に際して、要介護認定等を受けていない利用申込者につ

いては、必要に応じて申請の援助を行うこと。 

◎ 居宅介護支援事業者等を利用していない場合などは、更新の申請が有効期間満了日の30日前に

行われるよう必要な援助を行うこと。 

 
地域密着型基準［準用］ 解釈通知［準用］ 

（要介護認定の申請に係る援助）  

第３条の11 指定地域密着型通所介護

事業者は、指定地域密着型通所介護

の提供の開始に際し、要介護認定を

受けていない利用申込者について

は、要介護認定の申請が既に行われ

ているかどうかを確認し、申請が行

われていない場合は、当該利用申込

者の意思を踏まえて速やかに当該申

請が行われるよう必要な援助を行わ

なければならない。  

２ 指定地域密着型通所介護事業者

は、指定居宅介護支援が利用者に対

して行われていない等の場合であっ

て必要と認めるときは、要介護認定

の更新の申請が、遅くとも当該利用

者が受けている要介護認定の有効期

間が終了する日の30日前までに行わ

れるよう、必要な援助を行わなけれ

ばならない。 

⑹ 要介護認定の申請に係る援助 

① 基準第３条の11第１項は、要介護認定の申請がなされていれば、

要介護認定の効力が申請時に遡ることにより、指定地域密着型通

所介護の利用に係る費用が保険給付の対象となり得ることを踏ま

え、指定地域密着型通所介護事業者は、利用申込者が要介護認定

を受けていないことを確認した場合には、要介護認定の申請が既

に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、

当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよ

う必要な援助を行わなければならないことを規定したものであ

る。 

 

② 基準第３条の11第２項は、要介護認定の有効期間が原則として

６か月ごとに終了し、継続して保険給付を受けるためには要介護

更新認定を受ける必要があること及び当該認定が申請の日から30

日以内に行われることとされていることを踏まえ、指定認知症対

応型共同生活介護事業者は、居宅介護支援（これに相当するサー

ビスを含む。）が利用者に対して行われていない等の場合であって

必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該

利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前には

なされるよう、必要な援助を行わなければならないことを規定し

たものである。 
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〔６〕 心身の状況等の把握 

◎ サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況やその置かれている環境、他の保健医療

サービス・福祉サービスの利用状況等を把握するよう努めること。 
 

地域密着型基準 解釈通知 

（心身の状況等の把握）  

第23条 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護

の提供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催

するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置

かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状

況等の把握に努めなければならない。 

 

 

 

 

〔７〕 指定居宅介護支援事業者等との連携 

◎ サービス提供に当たっては、居宅介護支援事業者や保健医療サービス・福祉サービスを提供す

る者との密接な連携に努めること。 

◎ サービス提供の終了に際しては、利用者又は家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介

護支援事業者に対する情報の提供、保健医療サービス・福祉サービスを提供する者との密接な連

携に努めること。 
 

地域密着型基準［準用］ 解釈通知［準用］ 

（居宅介護支援事業者等との連携） 

第３条の13 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地

域密着型通所介護を提供するに当たっては、指定居宅

介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携に努めなければ

ならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型

通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家

族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に

係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及

び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

との密接な連携に努めなければならない。 

⑺ 指定居宅介護支援事業者等との連携 

基準第３条の13第１項は、指定地域密着型通所

介護は、〔中略〕その他の介護保険サービスの利

用を含めた利用者の地域での生活全般のマネジ

メントを行う指定居宅介護支援事業者との連携

を密にしておかなければならないこととしたも

のである。 

また、指定地域密着型通所介護は、医療が必要

とされる場合があることから、医療が円滑に提供

できるよう、常に保健医療サービス等を提供する

者との連携の確保に努めなければならないこと

を規定したものである。 
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〔８〕 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 

◎ 法定代理受領の手続きをとっていない利用申込者に対しては、その手続きを説明するなど必要

な援助を行うこと。 

 

地域密着型基準［準用］ 解釈通知［準用］ 

(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助) 

第３条の14 指定地域密着型通所介護事業者は、指

定地域密着型通所介護の提供の開始に際し、利用

申込者が施行規則第65五条の４各号のいずれにも

該当しないときは、当該利用申込者又はその家族

に対し、居宅サービス計画(法第８条第24項に規定

する居宅サービス計画をいう。)の作成を指定居宅

介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届

け出ること等により、指定地域密着型通所介護の

提供を法定代理受領サービスとして受けることが

できる旨を説明すること、指定居宅介護支援事業

者に関する情報を提供することその他の法定代理

受領サービスを行うために必要な援助を行わなけ

ればならない。 

⑻ 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 

基準第３条の14は、介護保険法施行規則（平成11

年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。）第65

条の４第１項第１号イ又はロに該当する利用者は、

指定地域密着型通所介護の提供を法定代理受領サー

ビスとして受けることができることを踏まえ、指定

地域密着型通所介護事業者は、同項第１号イ又はロ

にも該当しない利用申込者又はその家族に対し、指

定地域密着型通所介護の提供を法定代理受領サービ

スとして受けるための要件の説明、居宅介護支援事

業者に関する情報提供その他の法定代理受領サービ

スを行うために必要な援助を行わなければならない

ことを規定したものである。 

〔編注〕：「施行規則第65条の４第１項第１号イ又はロ

に該当する利用者」とは、①居宅介護支援事業者に

居宅サービス計画の作成を依頼することをあらかじ

め市町村に届け出て、②その居宅サービス計画に基

づく指定居宅サービスを受ける利用者のことをい

う。この時、居宅介護支援事業者は、指定事業者の

ほか、基準該当事業者も含む。 

 

法定代理受領（現物給付） 

・法定代理受領とは、法律の規定により、本来被保険者に支払われる保険給付を、法定

の要件を満たした場合に事業者に支払う方法 

・利用者は、費用の全額を一端支払ってから保険給付を受けるのではなく、自己負担額

を支払うのみでサービスが利用可能 

・居宅介護サービス費の支給では、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依

頼する旨を市町村に届け出ている場合などが法定代理受領の要件（規則第64条） 

・なお、特定福祉用具購入費・住宅改修費の支給については、法定代理受領は認められ

ていない（償還払い） 

 

 

 

 

利用者 

保険者 

事業者 
費用の全額の支払い 

（10 割） 

利用者 

保険者 

事業者 

 

自己負担額の支払い 

（１割又は２割） 

保険給付 

（９割又は８割） 

 

保険給付 

（９割又は８割） 

法定代理受領 保険給付の対象となる場合 
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〔９〕 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 

◎ 居宅サービス計画に沿った通所介護を提供すること。 

〔居宅サービス計画の種類〕 

○ 居宅介護支援事業所で作成した居宅サービス計画（ケアプラン） 

○ 小規模多機能型居宅介護事業所・看護小規模多機能型居宅介護事業所で作成した居

宅サービス計画 

  …小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護では、事業所の介護支援専

門員が登録者のケアプランを作成 

○ 利用者が自分で作成し、市町村に届け出た計画（自己プラン） 

 

地域密着型基準［準用］ 解釈通知［準用］ 

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供) 

第３条の15 指定地域密着型通所介護事業者は、

居宅サービス計画(法第８条第24項に規定する

居宅サービス計画をいい、施行規則第65条の４

第一号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が

作成されている場合は、当該居宅サービス計画

に沿った指定地域密着型通所介護を提供しなけ

ればならない。 

 〔編注〕：「施行規則第65条の４第一号イハに規定

する計画」とは、被保険者（利用者）が自分で作

成し、市町村に届け出た計画をいう。 

 

⑼ 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 

基準第３条の15は、指定地域密着型通所介護は、居

宅サービス計画（法第８条第24項に規定する居宅サー

ビス計画をいう。以下同じ。）に沿って提供されなけれ

ばならないことを規定したものである。指定地域密着

型通所介護は、〔中略〕訪問時間帯又は内容等の変更を

行った場合は、当該利用者を担当する介護支援専門員

に対し適宜報告を行う等、基準第３条の13の趣旨を踏

まえて適切な連携を図るものとする。 

 

 

〔10〕 居宅サービス計画等の変更の援助 

◎ 利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、居宅介護支援事業者への連絡など必要な

援助を行うこと。 

 

地域密着型基準［準用］ 解釈通知［準用］ 

(居宅サービス計画等の変更の援助) 

第３条の16 指定地域密着型通所介護事

業者は、利用者が居宅サービス計画の

変更を希望する場合は、当該利用者に

係る指定居宅介護支援事業者への連

絡その他の必要な援助を行わなけれ

ばならない。 

⑽ 居宅サービス計画等の変更の援助 

基準第３条の16は、指定地域密着型通所介護を法定代理受領

サービスとして提供するためには当該指定地域密着型通所介護

が居宅サービス計画に位置付けられている必要があることを踏

まえ、指定地域密着型通所介護事業者は、利用者が居宅サービ

ス計画の変更を希望する場合（利用者の状態の変化等により追

加的なサービスが必要となり、当該サービスを法定代理受領サ

ービスとして行う等のために居宅サービス計画の変更が必要と

なった場合で、指定地域密着型通所介護事業者からの当該変更

の必要性の説明に対し利用者が同意する場合を含む。）は、当該

利用者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡、サービスを追

加する場合に当該サービスを法定代理受領サービスとして利用

する場合には支給限度額の範囲内で居宅サービス計画を変更す

る必要がある旨の説明その他の必要な援助を行わなければなら

ないことを規定したものである。 
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〔11〕 サービス提供の記録 

◎ サービスの利用状況等を、利用者の居宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載する

こと。 
 

〔記載すべき事項〕 

   ○ 指定地域密着型通所介護の提供日、内容、保険給付の額 等 

 

◎ 提供した具体的なサービスの内容等について記録すること。（利用者から申出があった場合に

は、文書の交付等によりその情報を提供すること。）  契約終了から２年間保存が必要 
 

〔記録すべき事項〕 

   ○ 指定地域密着型通所介護の提供日 

○ 提供した具体的なサービスの内容 

○ 利用者の心身の状況         等 

 

具体的なサービスの内容等の記録の重要性 

○ 利用者に対するサービスの質の向上に繋がること 

  提供しているサービスが利用者の課題解決に繋がっているか、また自立支援のために

真に必要なサービスであるか等を、管理者が把握できるよう記録することにより、利用

者に対するサービスの質の向上に繋がる。 

○ サービス内容や報酬請求が適正であることを証明する重要資料であること 

  事業者には、サービス内容や報酬請求が適正であることを保険者に対し証明する責任

がある。適正なサービスの挙証資料として、提供したサービスの具体的な内容の記録が

重要になる。 

※ 提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況などの記録が必要であり、単

に分類項目にチェックするだけの記録では不適当である。 

 
地域密着型基準 解釈通知 

(サービスの提供の記録) 

第３条の18 指定地域密着型通所介護事業

者は、指定地域密着型通所介護を提供し

た際には、当該指定地域密着型通所介護

の提供日及び内容、当該指定地域密着型

通所介護について法第42条の２第６項の

規定により利用者に代わって支払を受け

る地域密着型介護サービス費の額その他

必要な事項を、利用者の居宅サービス計

画を記載した書面又はこれに準ずる書面

に記載しなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、指

定地域密着型通所介護を提供した際に

は、提供した具体的なサービスの内容等

を記録するとともに、利用者からの申出

があった場合には、文書の交付その他適

切な方法により、その情報を利用者に対

して提供しなければならない。 

⑿ サービスの提供の記録 

① 基準第３条の18第１項は、利用者及びサービス事業者が、

その時点での区分支給限度基準額との関係やサービスの利用

状況を把握できるようにするために、指定地域密着型通所介

護事業者は、指定地域密着型通所介護を提供した際には、当

該地域密着型通所介護の提供日、サービス内容〔中略〕、保険

給付の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画の

書面又はサービス利用票等に記載しなければならないことを

規定したものである。 

② 同条第２項は、当該指定地域密着型通所介護の提供日、提

供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況その他

必要な事項を記録するとともに、サービス事業者間の密接な

連携等を図るため、利用者からの申出があった場合には、文

書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対し

て提供しなければならないこととしたものである。また、「そ

の他適切な方法」とは、例えば、利用者の用意する手帳等に

記載するなどの方法である。なお、提供した具体的なサービ

スの内容等の記録は、基準第36条第２項の規定に基づき、２

年間保存しなければならない。 
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〔12〕 利用料等の受領 

◎ 法定代理受領の場合は、利用料の一部として、居宅介護サービス費用基準額の１割、２割又は

３割（保険給付の率が９割、８又は７割でない場合は、それに応じた割合）の支払を受けること。 

◎ 法定代理受領の場合の利用料と、それ以外の場合の利用料に不合理な差額を設けないこと。 

◎ 介護保険給付の対象となる指定地域密着型通所介護のサービスと明確に区分されるサービスに

ついては、次のような方法により別の料金設定をして差し支えない。 
 

・利用者に、当該事業が指定地域密着型通所介護の事業とは別事業であり、当該サービ

スが介護保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得ること 

・当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定地域密着型通所介護事業所の運営規程

とは別に定められていること 

・会計が指定地域密着型通所介護の事業の会計と区分されていること 

 

◎ 通常の利用料のほか、次に掲げる費用の支払を受けることができる。ただし、あらかじめ、利

用者又は家族に対して説明し、同意を得なければならない。 
 

費 用 留 意 事 項 

①通常の実施地域以外に居

住する利用者の送迎費用 

「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を算定する

場合は、徴収不可 

②通常の提供時間を超える

サービス提供に伴う費用 

第１号通所事業では徴収不可 

③食事の提供に要する費用 

 

食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とすること 

（居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する

指針(Ｈ17告示419号)） 

④おむつ代  

⑤その他の日常生活費 「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて

(Ｈ12老企54号)」を参照 

 

◎ 保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の徴収は認

められない。 

 

 

 

 

 

 

≪領収書の交付≫ 

◎ 利用者からサービスの提供に要した費用の支払いを受ける際は、費用区分等を明確にした領収

証を交付すること。（介護保険法第41条第８項） 

◎ 利用料が医療費控除の対象となる場合もあるため、医療費控除が受けられる領収書を発行する

必要がある。（下記通知参照） 

 

「介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについて」 

            （平成25年１月25日厚生労働省老健局総務課事務連絡） 

 

国税庁タックスアンサー（No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価） 
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医療費控除の対象となる居宅サービス等の対価の概要の表 

 居宅サービス等の種類 

① 医療費控除の対

象となる居宅サー

ビス等（注：食

費、居住費も対象

となる） 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

訪問リハビリテーション 

介護予防訪問リハビリテーション 

居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】 

介護予防居宅療養管理指導 

通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】 

介護予防通所リハビリテーション 

短期入所療養介護【ショートステイ】 

介護予防短期入所療養介護 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（一体型事業所で訪問看護を利用する場合

に限ります。） 

看護・小規模多機能型居宅介護（上記の居宅サービスを含む組合せにより提供

されるもの（生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。）に限ります。） 

② ①の居宅サービ

ス等と併せて利用

する場合のみ医療

費控除の対象とな

る居宅サービス等 

訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援

助)中心型を除きます。) 

夜間対応型訪問介護 

訪問入浴介護 

介護予防訪問入浴介護 

通所介護【デイサービス】 

地域密着型通所介護 

認知症対応型通所介護 

介護予防認知症対応型通所介護 

小規模多機能型居宅介護 

介護予防小規模多機能型居宅介護 

短期入所生活介護【ショートステイ】 

介護予防短期入所生活介護 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（一体型事業所で訪問看護を利用しない場

合及び連携型事業所に限ります。） 

看護・小規模多機能型居宅介護（上記の居宅サービスを含まない組合せにより

提供されるもの（生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。）に限りま

す。） 

地域支援事業の訪問型サービス（生活助中心を除きます。） 

地域支援事業の通所型サービス（生活助中心を除きます。） 

③ 医療費控除の対

象外となる居宅サ

ービス等 

訪問介護（生活助中心型） 

認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

介護予防特定施設入居者生活介護 

福祉用具貸与 

介護予防福祉用具貸与 

看護・小規模多機能型居宅介護（生活援助中心型の訪問介護の部分） 

地域支援事業の訪問型サービス（生活助中心のサービスに限ります。） 

地域支援事業の通所型サービス（生活助中心のサービスに限ります。） 

地域支援事業の生活支援サービス 

(注) 

１ 指定居宅サービス事業者（居宅サービス等を提供する事業者で都道府県知事が指定するものをいい

ます。）等が発行する領収書（居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成した事業所名が

記載されたもの）に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっています。 

２ 交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指

定介護療養型医療施設、介護医療院へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは医療費控除の対象

となります。 

３ 高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差

し引いて医療費控除の金額を計算することとなります。 
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４ 上記②の居宅サービス（①の居宅サービスと併せて利用しない場合に限ります。）又は③の居宅サ

ービスにおいて行われる介護福祉士等による喀痰吸引等の対価（居宅サービスの対価として支払っ

た額の10分の1に相当する金額）は、医療費控除の対象となります。 
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「介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについて」の別紙様式 

 

（様式例） 

 

居宅サービス等利用料領収証 

（    年  月分） 

利用者氏名  

費用負担者氏名  続柄  

事業所名及び住所等                            印 

（住所：                          ） 

居宅サービス計画又は

介護予防サービス計画

を作成した居宅介護支

援事業所等の名称 

 

Ｎo. サービス内容／種類 単価 
回数 
日数 

利用者負担額（保険対象額） 

①     円 

②     円 

③     円 

④     円 

⑤     円 

Ｎo. 
その他費用（保険給付対象外
のサービス） 

単価 
回数 
日数 

利用者負担額 

①     円 

②     円 

③     円 

領収額 円 領収年月日 

  年  月  日 

うち医療費控除の対象となる金額          円 

 

(注)１． 本様式例によらない領収証であっても、「居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成

した事業者名」及び「医療費控除の対象となる金額」が記載されているものであれば差し支えあ

りません。 

     なお、利用者自らが居宅サービス計画又は介護予防計画を作成し、市町村に届出が受理され

ている場合においては、「居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成した居宅介護支援

事業所等の名称」欄に当該市町村名を記入してください。 

  ２． サービス利用料が区分支給限度基準額又は種類支給限度基準額を超える部分の金額については、

「その他費用(保険給付対象外のサービス）」欄に記載してください。 

  ３． 訪問介護事業者にあっては、「うち医療費控除の対象となる金額」欄には、利用者負担額（保

険対象分）のうち生活援助中心型に係る訪問介護以外のサービスに係る利用者負担額（保険対象

分）の合計額を記載してください。 

  ４． この領収証を発行する居宅サービス等事業者が、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療

第1号事業に係る事業者にあっては、「うち医療控除の対象となる金額」欄には、利用者負担（事

業対象分）のうち、旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護に相当するサービスに係る利用

者負担額（事業対象分）の合計額を記載してください。 

  ５．この領収証を発行する居宅サービス等事業者が、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療

養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、定期巡回型訪問介護・看護、複合型

サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、
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介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護を提供している場合には、これ

らのサービスに係る利用料についてもあわせて記入してください。  

  ６. 医療費控除を受ける場合、この領収証を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示してく

ださい。 
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地域密着型基準 解釈通知 
  

(利用料等の受領) 

第24条 指定地域密着型通所介護事業者

は、法定代理受領サービスに該当する

指定地域密着型通所介護を提供した際

には、その利用者から利用料の一部と

して、当該指定地域密着型通所介護に

係る地域密着型介護サービス費用基準

額から当該指定地域密着型通所介護事

業者に支払われる地域密着型介護サー

ビス費の額を控除して得た額の支払を

受けるものとする。 

 

 

 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、

法定代理受領サービスに該当しない指

定地域密着型通所介護を提供した際に

その利用者から支払を受ける利用料の

額と、指定地域密着型通所介護に係る

地域密着型介護サービス費用基準額と

の間に、不合理な差額が生じないよう

にしなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、

前２項の支払を受ける額のほか、次の

各号に掲げる費用の額の支払を利用者

から受けることができる。 

一 利用者の選定により通常の事業の

実施地域以外の地域に居住する利用

者に対して行う送迎に要する費用 

二 指定地域密着型通所介護に通常要

する時間を超える指定地域密着型通

所介護であって利用者の選定に係る

ものの提供に伴い必要となる費用の

範囲内において、通常の指定地域密

着型通所介護に係る地域密着型介護

サービス費用基準額を超える費用 

三 食事の提供に要する費用 

四 おむつ代 

五 前各号に掲げるもののほか、指定

地域密着型通所介護の提供において

提供される便宜のうち、日常生活に

おいても通常必要となるものに係る

費用であって、その利用者に負担さ

せることが適当と認められる費用 

４ 前項第３号に掲げる費用について

は、別に厚生労働大臣が定めるところ

によるものとする。 

５ 指定地域密着型通所介護事業者は、

第３項の費用の額に係るサービスの提

⑴ 利用料等の受領 

① 基準第24条第１項、第２項及び第５項の規定は、指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護に係る第３条の19第１項、第２項及び第

４項の規定と同趣旨であるため、第３の一の４の⒀の①、②及び

④を参照されたい。 

〔参照〕 

 第３の一の４の⒀より 

① 基準第24条第１項は、指定地域密着型通所介護事業者は、法

定代理受領サービスとして提供される指定地域密着型通所介

護についての利用者負担として、地域密着型介護サービス費

用基準額の１割、２割又は３割（法第50条又は第69条第３項の

規定の適用により保険給付の率が９割、８割又は７割でない

場合については、それに応じた割合）の支払を受けなければな

らないことを規定したものである。 

 ② 基準第24条第２項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観

点から、法定代理受領サービスでない指定地域密着型通所介護

を提供した際に、その利用者から支払を受ける利用料の額と、

法定代理受領サービスである指定地域密着型通所介護に係る

費用の額の間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合

理な差額を設けてはならないこととしたものである。なお、そ

もそも介護保険給付の対象となる指定地域密着型通所介護の

サービスと明確に区分されるサービスについては、次のような

方法により別の料金設定をして差し支えない。 

イ 利用者に、当該事業が指定地域密着型通所介護の事業と

は別事業であり、当該サービスが介護保険給付の対象とな

らないサービスであることを説明し、理解を得ること。 

ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定地域密着型

通所介護事業所の運営規程とは別に定められていること。 

ハ 指定地域密着型通所介護の事業の会計と区分しているこ

と。 

② 同条第３項は、指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密

着型通所介護の提供に関して、 

イ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居

住する利用者に対して行う送迎に要する費用 

ロ 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地

域密着型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に

伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定地域密着

型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超え

る費用 

ハ 食事の提供に要する費用 

ニ おむつ代 

ホ 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護の提

供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常

必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させ

ることが適当と認められるもの 

については、前２項の利用料のほかに利用者から支払を受ける

ことができることとし、保険給付の対象となっているサービス

と明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払を受け

ることは認めないこととしたものである。なお、ハの費用につい

ては、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関

する指針（平成17年厚生労働省告示第419号。以下「指針」とい

う。）の定めるところによるものとし、ホの費用の具体的な範囲

については、別に通知するところによるものとする。 

 

〔参照〕 

 第３の一の４の⒀より 

④ 基準第24条第５項は、指定地域密着型通所介護事業者は、前
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供に当たっては、あらかじめ、利用者又

はその家族に対し、当該サービスの内

容及び費用について説明を行い、利用

者の同意を得なければならない。 

 

項の交通費の支払を受けるに当たっては、あらかじめ、利用者

又はその家族に対してその額等に関して説明を行い、利用者

の同意を得なければならないこととしたものである。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」<抄> 

（平成12年３月30日老企第54号） 

［最終改正：令和３年３月16日老高発0316第３号、老認発0316第６号、老老発0316第５号］ 

１ 「その他の日常生活費」の趣旨 

「その他の日常生活費」は、利用者、入所者又は入院患者（以下「利用者等」という。）又は その家族等の自由

な選択に基づき、事業者又は施設が通所介護等の提供の一環として提供する日 常生活上の便宜に係る経費がこれ

に該当する。 

なお、事業者又は施設により行われる便宜の供与であっても、サービスの提供と関係のないもの（利用者等の

嗜好品の購入等）については、その費用は「その他の日常生活費」とは区別されるべきものである。 

２ 「その他の日常生活費」の受領に係る基準 

「その他の日常生活費」の趣旨にかんがみ、事業者又は施設が利用者等から「その他の日常生活費」の徴収を

行うに当たっては、以下に掲げる基準が遵守されなければならないものとする。 

① 「その他の日常生活費」の対象となる便宜と、保険給付の対象となっているサービスとの間に重複関係が

ないこと。 

② 保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の受領は認めら

れないこと。したがって、お世話料、管理協力費、共益費、施設利用補償金といったあいまいな名目の費用

の徴収は認められず、費用の内訳が明らかにされる必要があること。 

③ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜は、利用者等又はその家族等の自由な選択に基づいて行われる

ものでなければならず、事業者又は施設は「その他の日常生活費」の受領につい て利用者等又はその家族等

に事前に十分な説明を行い、その同意を得なければならないこと。 

④ 「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行うための実費相当額の範囲内で行われるべき

ものであること。 

⑤ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜及びその額は、当該事業者又は施設の運営規程において定めら

れなければならず、また、サービスの選択に資すると認められる重要事項として、施設の見やすい場所に掲

示されなければならないこと。ただし、「その他の日常生活費」の額については、その都度変動する性質の

ものである場合には、「実費」という形の定め方が許されるものであること。 

 

(別紙) 

各サービス種類ごとの「その他の日常生活費」の具体的な範囲について 

(1) 通所介護、通所リハビリテーション及び認知症対応型通所介護並びに介護予防通所介護、介護予防通所介護、

介護予防通所リハビリテーション及び介護予防認知症対応型通所介護 

① 利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用 

② 利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用 

(7) 留意事項 

① (1)から(6)の①に掲げる「身の回り品として日常生活に必要なもの」とは、一般的に要介護者等の日常生活

に最低限必要と考えられる物品（例えば、歯ブラシや化粧品等の個人用の日用品等）であって、利用者等の希

望を確認した上で提供されるものをいう。したがって、こうした物品を事業者又は施設がすべての利用者に

対して一律に提供し、すべての利用者からその費用を画一的に徴収することは認められないものである。 

② (1)、(2)、(4)及び(5)の②に掲げる「教養娯楽として日常生活に必要なもの」とは、例えば、事業者又は施設

がサービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事における材料費等 が想定されるものであり、すべ

ての利用者又は入所者に一律に提供される教養娯楽に係る費用 （共用の談話室等にあるテレビやカラオケ設

備の使用料等）について、「その他の日常生活費」 として徴収することは認められないものである。  
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〔13〕 保険給付の請求のための証明書の交付 

◎ 法定代理受領以外の利用料の支払いを受けた場合は、保険給付を請求する上で必要な事項を記

載したサービス提供証明書を利用者に交付すること。 

 
地域密着型基準［準用］ 解釈通知［準用］ 

（保険給付の請求のための証明書の交付）  

第３条の20 指定地域密着型通所介護事業者は、

法定代理受領サービスに該当しない指定地域密

着型通所介護に係る利用料の支払を受けた場合

は、提供した指定地域密着型通所介護の内容、

費用の額その他必要と認められる事項を記載し

たサービス提供証明書を利用者に対して交付し

なければならない。 

⒁ 保険給付の請求のための証明書の交付 

基準第３条の20は、利用者が市町村に対する保険給

付の請求を容易に行えるよう、指定地域密着型通所介

護事業者は、法定代理受領サービスでない指定地域密

着型通所介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提

供した指定地域密着型通所介護の内容、費用の額その

他利用者が保険給付を請求する上で必要と認められる

事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して

交付しなければならないことを規定したものである。 

 

 

〔14〕 指定地域密着型通所介護の取扱方針 

【基本取扱方針】 

◎ 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、目標を設定し、計画的に行うこと。 

◎ 事業者は、自らその提供する指定地域密着型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図る

こと。 

【具体的取扱方針・留意事項】 

◎ 利用者が住み慣れた地域での生活が継続できるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を

図りつつ、心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うこと。 

◎ 利用者一人一人の人格を尊重し、それぞれが役割をもって日常生活を送ることができるよう配

慮して行うこと。 

◎ 地域密着型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないよう、利用者の機能訓練及びそ

の者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこと。 

※ 個々の利用者に応じて作成された地域密着型通所介護計画に基づいて行われるものである

が、グループごとにサービス提供が行われることを妨げるものではない。 

※ 事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合におい

ては、事業所の屋外でサービスを提供することができる。 

・あらかじめ地域密着型通所介護計画に位置付けられていること 

・効果的な機能訓練等のサービスが提供できること 

 ※ 利用者が自らの役割を持つことにより、達成感や満足感を得て自信回復に繋げるとともに、

自らの日常生活の場であると実感できるよう必要な援助を行うこと。 

◎ 介護従業者は、懇切丁寧にサービスを行い、サービスの提供方法等（地域密着型通所介護計画

の目標及び内容や利用日の行事及び日課等も含む）について、利用者や家族に理解しやすいよ

うに説明を行うこと。 

◎ 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。。 

◎ 常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要な

サービスを利用者の希望に添って適切に提供すること。 

◎ 認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる

体制を整えること。 

※ 認知症の状態にある要介護者で、他の要介護者と同じグループとして、指定地域密着型通

所介護を提供することが困難な場合には、必要に応じグループを分けて対応すること。 
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地域密着型基準 解釈通知 
  

(指定地域密着型通所介護の基本取扱方針) 

第25条 指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態

の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定

し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、自らその提供する

指定地域密着型通所介護の質の評価を行い、常にその改

善を図らなければならない。 

 

 (指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針) 

第26条 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げると

ころによるものとする。 

一 指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域

での生活を継続することができるよう、地域住民との交

流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況

を踏まえ、妥当適切に行うものとする。 

二 指定地域密着型通所介護は、利用者一人一人の人格を

尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送

ることができるよう配慮して行うものとする。 

三 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、次条第

１項に規定する地域密着型通所介護計画に基づき、漫然

かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びそ

の者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を

行うものとする。 

四 地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介

護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、

利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等につ

いて、理解しやすいように説明を行うものとする。 

五 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技

術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの

提供を行うものとする。 

六 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身

の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機

能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って

適切に提供する。特に、認知症(法第５条の２第１項に規

定する認知症をいう。以下同じ。)である要介護者に対し

ては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供

ができる体制を整えるものとする。 

 

⑵ 指定地域密着型通所介護の基本取扱方針及

び具体的取扱方針 

指定地域密着型通所介護の基本取扱方針及

び具体的取扱方針については、基準第25条及

び第26条の定めるところによるほか、次の点

に留意するものとする。 

① 指定地域密着型通所介護は、個々の利用者

に応じて作成された地域密着型通所介護計画

に基づいて行われるものであるが、グループ

ごとにサービス提供が行われることを妨げる

ものではないこと。 

② 基準第26条第四号で定める「サービスの提

供方法等」とは、地域密着型通所介護計画の目

標及び内容や利用日の行事及び日課等も含む

ものであること。 

③ 認知症の状態にある要介護者で、他の要介

護者と同じグループとして、指定地域密着型

通所介護を提供することが困難な場合には、

必要に応じグループを分けて対応すること。 

④ 指定地域密着型通所介護は、事業所内でサ

ービスを提供することが原則であるが、次に

掲げる条件を満たす場合においては、事業所

の屋外でサービスを提供することができるも

のであること。 

イ あらかじめ地域密着型通所介護計画に位

置付けられていること。 

ロ 効果的な機能訓練等のサービスが提供で

きること。 

⑤ 利用者が日常生活を送る上で自らの役割を

持つことにより、達成感や満足感を得、自信を

回復するなどの効果が期待されるとともに、

利用者にとって自らの日常生活の場であると

実感できるよう必要な援助を行わなければな

らないこと。 
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〔15〕 地域密着型通所介護計画の作成 

◎ 管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、地域密着型通所

介護計画を作成すること。契約終了から２年間保存が必要 

〔地域密着型通所介護計画の留意点〕 

○ 計画の作成に係る一連の業務は、管理者が行うこと 

 ・ 介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な

知識及び経験を有する者に、計画のとりまとめを行わせる 

・ 当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合は、その者に計画のとり

まとめを行わせることが望ましい 

・ 計画はサービスの提供に関わる従業者が共同して個々の利用者ごとに作成するもの 

○ 計画には、次の事項が関連づけられて、明確に記載されていること（様式は任意） 

  ① 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境 

② 機能訓練等の目標 

  ③ 目標達成のための具体的なサービス内容等 

◎ 既に居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って作成すること。 

  ※ 地域密着型通所介護計画作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、居宅サービス計

画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて地域密着型通所介護計画を変更すること 

◎ 作成に当たっては、計画の内容を利用者又は家族に説明し、利用者の同意を得ること。 

◎ 作成した地域密着型通所介護計画は、利用者に交付すること。 

◎ 作成した地域密着型通所介護計画を、指定居宅介護支援事業者に提供するよう努めること。 

◎ 従業者は、それぞれの利用者について、地域密着型通所介護計画に従ったサービスの実施状況

及び目標の達成状況の記録を行うこと。 

 ※ 地域密着型通所介護計画の目標・内容、実施状況・評価については、利用者に説明すること 

 

地域密着型通所介護計画作成の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域密着型通所介護事業所 居宅介護支援事業所 

アセスメント 

連動 

必
要
に
応
じ
て
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
変
更 

居宅サービス計画原案作成 

サービス担当者会議等 

利用者への説明・同意 

居宅サービス計画の交付 

各種居宅サービスの開始 

モニタリング・連絡調整 

地域密着型通所介護計画の作成 
（目標・具体的サービス内容など） 

利用者への説明と同意 
通地域密着型所介護計画の交付 

サービスの提供 

サービスの実施状況・目標の達成状況
を記録     （利用者への説明） 

利用者の心身の状況、希望、 
その置かれている環境の把握 

提供 
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地域密着型基準 解釈通知 

(地域密着型通所介護計画の作成) 

第27条 指定地域密着型通所介護事業所

の管理者は、利用者の心身の状況、希望

及びその置かれている環境を踏まえて、

機能訓練等の目標、当該目標を達成する

ための具体的なサービスの内容等を記

載した地域密着型通所介護計画を作成

しなければならない。 

２ 地域密着型通所介護計画は、既に居宅

サービス計画が作成されている場合は、

当該居宅サービス計画の内容に沿って

作成しなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業所の管

理者は、地域密着型通所介護計画の作成

に当たっては、その内容について利用者

又はその家族に対して説明し、利用者の

同意を得なければならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業所の管

理者は、地域密着型通所介護計画を作成

した際には、当該地域密着型通所介護計

画を利用者に交付しなければならない。 

５ 地域密着型通所介護従業者は、それぞ

れの利用者について、地域密着型通所介

護計画に従ったサービスの実施状況及

び目標の達成状況の記録を行う。 

⑶ 地域密着型通所介護計画の作成 

① 基準第27条で定める地域密着型通所介護計画については、

介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護

の提供について豊富な知識及び経験を有する者にそのとりま

とめを行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資

格を有する者がいる場合は、その者に当該計画のとりまとめ

を行わせることが望ましい。 

② 地域密着型通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業

者が共同して個々の利用者ごとに作成するものである。 

③ 地域密着型通所介護計画は、居宅サービス計画に沿って作

成されなければならないこととしたものである。なお、地域密

着型通所介護計画を作成後に居宅サービス計画が作成された

場合は、当該地域密着型通所介護計画が居宅サービス計画に

沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものとす

る。 

④ 地域密着型通所介護計画は利用者の心身の状況、希望及び

その置かれている環境を踏まえて作成されなければならない

ものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会

を保障するため、指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、

地域密着型通所介護計画の作成に当たっては、その内容等を

説明した上で利用者の同意を得なければならず、また、当該地

域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 

なお、交付した地域密着型通所介護計画は、地域密着型基準

第36条第２項の規定に基づき、２年間保存しなければならな

い。 

⑤ 地域密着型通所介護計画の目標及び内容については、利用

者又は家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価につ

いても説明を行うものとする。 

⑥ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定地

域密着型通所介護事業者については、第３の一の４の⒄⑫を

準用する。この場合において、「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護計画」とあるのは「地域密着型通所介護計画」と読み替

える。 

第３の一の４の⒄⑫より 

 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

（平成11年厚生省令第38号）第13条第12号において、「介護支

援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービ

ス事業者等に対して、指定居宅サービス等基準において位置

付けられている計画の提出を求めるものとする」と規定して

いることを踏まえ、居宅サービス計画に基づきサービスを提

供している指定地域密着型通所介護事業者は、当該居宅サー

ビス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から地域密

着型通所介護計画の提供の求めがあった際には、当該地域密

着型通所介護計画を提供することに協力するよう努めるもの

とする。 
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〔16〕 利用者に関する市町村への通知 

◎ 利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付して市町村に通知すること。 

契約終了から２年間保存が必要 
 

〔市町村に通報すべき場合〕 

① 正当な理由なしに指定通所介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護

状態の程度を増進させたとき 

② 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき 

 

地域密着型基準［準用］ 解釈通知［準用］ 

（利用者に関する市町村への通知）  

第３条の26 指定地域密着型通所介護事業者は、指

定地域密着型通所介護を受けている利用者が次の

各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意

見を付してその旨を市町村に通知しなければなら

ない。  

一 正当な理由なしに指定地域密着型通所介護の

利用に関する指示に従わないことにより、要介

護状態の程度を増進させたと認められるとき。  

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受

け、又は受けようとしたとき。 

  

⒅ 利用者に関する市町村への通知 

基準第３条の26は、偽りその他不正な行為によって

保険給付を受けた者及び自己の故意の犯罪行為又は

重大な過失等により、要介護状態又はその原因となっ

た事故を生じさせるなどした者については、市町村

が、法第22条第１項に基づく既に支払った保険給付の

徴収又は法第64条に基づく保険給付の制限を行うこ

とができることに鑑み、指定地域密着型通所介護事業

者が、その利用者に関し、保険給付の適正化の観点か

ら市町村に通知しなければならない事由を列記した

ものである。 

 

 

〔17〕 緊急時等の対応 

◎ 従業者は、現に指定地域密着型通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じ

た場合は、速やかな主治医への連絡等の必要な措置を講じること。 
 

地域密着型基準［準用］ 解釈通知［準用］ 

(緊急時等の対応) 

第12条 訪問介護員等は、現に指定地域

密着型通所介護の提供を行っている

ときに利用者に病状の急変が生じた

場合その他必要な場合は、速やかに主

治の医師への連絡を行う等の必要な

措置を講じなければならない。 

⑶ 緊急時等の対応 

基準第12条は、訪問介護員等が現に指定地域密着型通所介護の

提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その

他必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づ

き速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなけれ

ばならないこととしたものである。 

 

 

〔18〕 管理者の責務 

◎ 管理者は、定められた責務を果たすこと。 

〔管理者の行うべき事項〕 

○ 地域密着型通所介護計画の作成（第27条） 

○ 当該事業所の従業者の管理及び指定地域密着型通所介護の利用の申込みに係る調整、

業務の実施状況の把握などの一元的な管理 

○ 従業者に運営基準を遵守させるために必要な指揮命令 
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地域密着型基準 解釈通知［準用］ 

（管理者の責務）  

第28条 指定地域密着型通所介護事業所の管理者

は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者

の管理及び指定地域密着型通所介護の利用の申

込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の

管理を一元的に行うものとする。  

２ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当

該地域密着型通所介護事業所の従業者に第２章

の２第４節の規定を遵守させるため必要な指揮

命令を行うものとする。 

⑷ 管理者の責務 

基準第28条は、指定地域密着型通所介護事業所の管

理者の責務を、指定地域密着型通所介護事業所の従業

者の管理及び指定地域密着型通所介護の利用の申込

みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を

一元的に行うとともに、当該指定地域密着型通所介護

事業所の従業者に基準の第２章の２第４節の規定を

遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたも

のである。 

 

 

〔19〕 運営規程 

◎ 事業所ごとに、事業の運営についての重要事項に関する規程（運営規程）を定めておくこと。 

〔運営規程に定めるべき事項〕 

① 事業の目的及び運営の方針  

② 従業者の職種、員数及び職務の内容  

③ 営業日及び営業時間 

・８時間以上９時間未満の指定地域密着型通所介護の前後に連続して延長サービスを

行う指定地域密着型通所介護事業所にあっては、サービス提供時間とは別に当該延長サ

ービスを行う時間を運営規程に明記すること 

・例えば、提供時間帯（９時間）の前に連続して１時間、後に連続して２時間、合計３

時間の延長サービスを行う事業所にあっては、営業時間は12時間であるが、 

運営規程には、提供時間帯９時間、延長サービスを行う時間３時間とそれぞれ記載する

こと 

④ 指定地域密着型通所介護の利用定員 

⑤ 指定地域密着型通所介護の内容（入浴、食事の有無等のサービスの内容）及び利用料

その他の費用の額 

⑥ 通常の事業の実施地域（日常生活圏域内を含め、客観的に区域が特定されること） 

⑦ サービス利用に当たっての留意事項（利用者が指定地域密着型通所介護の提供を受け

る際に、利用者側が留意すべき事項（機能訓練室を利用する際の注意事項等）） 

⑧ 緊急時等における対応方法 

⑨ 非常災害対策 (非常災害に関する具体的計画) 

⑩ 虐待の防止のための措置に関する事項 

※令和６年３月31日まで努力義務（令和6年4月1日より義務化） 

⑪ その他運営に関する重要事項 

 

 

 

地域密着型基準 解釈通知 
  

(運営規程) 

第29条 指定地域密着型通所介護事業者は、

指定地域密着型通所介護事業所ごとに、次

に掲げる事業の運営についての重要事項

に関する規程(以下この節において「運営

規程」という。)を定めておかなければな

らない。 

⑸ 運営規程 

基準第29条は、指定地域密着型通所介護の事業の適正な

運営及び利用者に対する適切な指定地域密着型通所介護の

提供を確保するため、同条第１号から第11号までに掲げる

事項を内容とする規程を定めることを指定地域密着型通所

介護事業所ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に

留意するものとする。 



地域密着型通所介護 44 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定地域密着型通所介護の利用定員 

五 指定地域密着型通所介護の内容及び

利用料その他の費用の額 

六 通常の事業の実施地域 

七 サービス利用に当たっての留意事項 

八 緊急時等における対応方法 

九 非常災害対策 

十 虐待の防止のための措置に関する事       

項 

十一 その他運営に関する重要事項 

編注：虐待の防止に係る措置は、令和6

年3月31日まで努力義務（令和6年4月

1日より義務化）。 

 

 （虐待の防止に係る経過措置） 

 ※令３省令9号附則第2条 この省令の施

行の日〔令和3年4月1日〕から令和6年3月

31日までの間、〔略〕新地域密着型サービ

ス基準〔略〕第29条〔略〕の規定の適用に

ついては、これらの規定中「、次に」とあ

るのは「、虐待の防止のための措置に関す

る事項に関する規程を定めておくよう努

めるとともに、次に」と、「重要事項」と

あるのは「重要事項（虐待の防止のための

措置に関する事項を除く。）」とする。 

① 営業日及び営業時間（第３号） 

指定地域密着型通所介護の営業日及び営業時間を記載

すること。 

なお、８時間以上９時間未満の地域密着型通所介護の

前後に連続して延長サービスを行う指定地域密着型通所

介護事業所にあっては、サービス提供時間とは別に当該

延長サービスを行う時間を運営規程に明記すること。例

えば、提供時間帯（９時間）の前に連続して１時間、後に

連続して２時間、合計３時間の延長サービスを行う指定

地域密着型通所介護事業所にあっては、当該指定地域密

着型通所介護事業所の営業時間は12時間であるが、運営

規程には、提供時間帯９時間、延長サービスを行う時間

３時間とそれぞれ記載するものとすること。 

② 指定地域密着型通所介護の利用定員（第４号） 

利用定員とは、当該指定地域密着型通所介護事業所に

おいて同時に指定地域密着型通所介護の提供を受けるこ

とができる利用者の数の上限をいうものであること。 

③ 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費

用の額（第５号） 

「指定地域密着型通所介護の内容」については、入浴、

食事の有無等のサービスの内容を指すものであること。 

④ サービス利用に当たっての留意事項（第７号） 

利用者が指定地域密着型通所介護の提供を受ける際

に、利用者側が留意すべき事項（機能訓練室を利用する

際の注意事項等）を指すものであること。 

⑤ 非常災害対策（第９号） 

⑻の非常災害に関する具体的計画を指すものであるこ

と（基準第54条第９号、第125条第８号及び第148条第７

号についても同趣旨）。 

 

第3の一の４の⑿より 

 〔略〕なお、同一事業者が同一敷地内にある事業所におい

て、複数のサービス種類について事業者指定を受け、それら

の事業を一体的に行う場合においては、運営規程を一時的

に作成することも差し支えない〔略〕。 

① 従業者の職種、員数及び職務の内容（第2号） 

 従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務

負担軽減等の観点から、規程を定めるに当たっては、基準第

3条の4において置くべきとされている員数を満たす範囲に

おいて、「○人以上」と記載することも差し支えない（基準

第3条の7に規定する重要事項を記した文書に記載する場合

についても、同様とする。）〔略〕 

②・③〔略〕 

④ 利用料その他の費用の額（第4号） 

 「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定地

域密着型通所介護に係る利用料（1割負担、2割負担又は3割

負担）及び法定代理受領サービスでない指定地域密着型通

所介護の利用料を、「その他の費用の額」としては、基準第

3条の19第3項により徴収が認められている交通費の額及び

必要に応じてその他のサービスに係る費用の額を規定する

ものであること〔略〕。 

⑤ 通常の事業の実施地域（第6号） 

 通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定され

るものとすること。なお、通常の事業の実施地域は、利用申

込に係る調整等の観点からの目安であり、当該地域を越え

てサービスが行われることを妨げるものではないものであ

ること。また、通常の事業の実施地域については、事業者が

任意に定めるものであるが、指定地域密着型サービスであ
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る指定地域密着型通所介護については、市町村が定める日

常生活圏域内は、少なくとも通常の事業の実施地域に含め

ることが適当であること。さらに、事業所所在地の市町村の

同意を得て事業所所在地以外の他の市町村から指定を受け

た場合には、当該他の市町村の一部の日常生活圏域を事業

の実施地域の範囲に加えることもあること〔略〕。 

⑥ 虐待の防止のための措置に関する事項（第10号） 

 (31)の虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、

従業者への研修方法や研修計画等）や虐待又は虐待が疑わ

れる事（以下「虐待等」という。）が発生した場合の対応方

法等を指す内容であること〔略〕。 

 

 

 

〔20〕 勤務体制の確保等 

◎ 事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、地域密着型通所介護従業者の勤務の体制

を定めておくこと。 

〔勤務表で定めておくべき事項〕 

○ 地域密着型通所介護従業者の日々の勤務時間 

○ 常勤・非常勤の別 

○ 専従の生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の配置 

○ 管理者との兼務関係 等 

 

◎ 当該事業所の地域密着型通所介護従業者によって指定地域密着型通所介護を提供すること。 

※ 調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、第三者への委託等

が認められる 

◎ 地域密着型通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。 

◎ 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎

研修を受講させるために必要な措置を講じること（令和６年３月31日までの間は、努力義務）。 

◎ 職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントの防止のための雇用管理上の措

置を講じること。 

 

地域密着型基準 解釈通知 

(勤務体制の確保等) 

第30条 指定地域密着型通所介護事業者は、

利用者に対し適切な指定地域密着型通所

介護を提供できるよう、指定地域密着型通

所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制

を定めておかなければならない。 

 

 

 

 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定

地域密着型通所介護事業所ごとに、当該指

定地域密着型通所介護事業所の従業者に

よって指定地域密着型通所介護を提供し

なければならない。ただし、利用者の処遇

に直接影響を及ぼさない業務については、

この限りでない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、地域

⑹ 勤務体制の確保等 

基準第30条は、利用者に対する適切な指定地域密着型通所

介護の提供を確保するため、職員の勤務体制等について規定

したものであるが、このほか次の点に留意するものとする。 

① 指定地域密着型通所介護事業所ごとに、原則として月ご

との勤務表を作成し、地域密着型通所介護従業者の日々の

勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活相談員、看護職

員、介護職員及び機能訓練指導員の配置、管理者との兼務

関係等を明確にすること。 

 

② 同条第２項は、原則として、当該指定地域密着型通所介

護事業所の従業者たる地域密着型通所介護従業者によっ

て指定地域密着型通所介護を提供するべきであるが、調

理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務に

ついては、第三者への委託等を行うことを認めるものであ

ること。 

 

③ 同条第３項前段は、当該指定地域密着型通所介護事業所
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密着型通所介護従業者の資質の向上のた

めに、その研修の機会を確保しなければな

らない。その際、当該指定地域密着型通所

介護事業者は、全ての地域密着型通所介護

従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、

介護支援専門員、法第8条第2項に規定する

政令で定める者等の資格を有する者その

他これに類する者を除く。）に対し、認知症

介護に係る基礎的な研修を受講させるた

めに必要な措置を講じなければならない。 

 編注：認知症に係る基礎的な研修を受

講させるために必要な措置は、令和6年3

月31日まで努力義務（令和6年4月1日より

義務化）。 

 

 （認知症に係る基礎的な研修の受講に関す

る経過措置） 

 ※令３省令9号附則第5条 この省令の施

行の日〔令和3年4月1日〕から令和6年3月31

日までの間、〔略〕新地域密着型サービス基

準第30条第3項（新地域密着型サービス基

準第37条の3、第40条の16，第61条、第88条

及び第182条において準用する場合を含

む。）、第103条第3項、第126条第4項、第149

条第3項及び第167条第4項〔略〕の規定の適

用については、これらの規定中「講じなけ

れば」とあるのは「講じるように努めなけ

れば」とする。 

 
 
 
 
 
 
 
４ 指定地域密着型通所介護事業者は、適切

な指定地域密着型通所介護の提供を確保

する観点から、職場において行われる性的

な言動又は優越的な関係を背景とした言

動であって業務上必要かつ相当な範囲を

超えたものにより地域密着型通所介護従

業者の就業環境が害されることを防止す

るための方針の明確化等の必要な措置を

講じなければならない。 

の従業者の質の向上を図るため、研修機関が実施する研修

や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保す

ることとしたものであること。 

  また、同項後段は、介護サービス事業者に、介護に直接

携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者に

ついて、認知症介護基礎研修を受講せるために必要な措置

を講じることを義務づけることとしたものであり、これ

は、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させ、認

知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症

の人の尊厳の保障を実現していく観点から実施するもの

であること。 

  当該義務付けの対象とならない者は、各資格のカリキュ

ラム等において、認知症介護に関する基礎的な知識及び技

術を習得している者とすることとし、具体的には、同条第

３項において規定されている看護師、准看護師、介護福祉

士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者

研修修了者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員

基礎研修課程又は訪問介護員養成研修課程一級課程・二級

課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理

栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師

等とする。 

  なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正

省令附則第５条において、３年間の経過措置を設けてお

り、令和６年３月31日までの間は、努力義務とされている。

指定地域密着型通所介護事業者は、令和６年３月31日まで

に医療・福祉関係資格を有さないすべての地域密着型通所

介護従業者に対し認知症介護基礎研修を受講させるため

の必要な措置を講じなければならない。また、新卒採用、

中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従業者（医療・

福祉関係資格を有さない者に限る。）に対する当該義務付

けの適用については、採用後1年間の猶予期間を設けるこ

ととし、採用後1年を経過するまでに認知症介護基礎研修

を受講させることとする（この場合についても、令和６年

３月31日までは努力義務で差し支えない。） 

④ 同条第４項の規定は、定期巡回・随時対応型訪問介護に

係る基準第３条の30第５項と基本的に同趣旨であるため、

第３の一の４の(22)⑥を参照されたいこと。 

第3の一の４の(22)の⑥より 

 同条第４項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び

待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）第11条

第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の

安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和41年法律第

132号）第30条の２第１項の規定に基づき、事業主には職場

におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント

（以下「職場におけるハラスメント」という。）の防止のた

めの雇用管理上の措置を講じることが義務づけられている

ことを踏まえ、規定したものである。事業主が講ずべき措置

の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取組につ

いては、次のとおりとする。なお、セクシュアルハラスメン

トについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等か

ら受けるものも含まれることに留意すること。 

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

  事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場

における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上

講ずべき措置等についての指針（平成18年厚生労働省告示

第615号）及び事業主が職場における優越的な関係を背景

とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき
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措置等についての指針（令和2年厚生労働省告示第5号。以

下「パワーハラスメント指針」という。）において規定さ

れているとおりであるが、特に留意されたい内容は以下の

とおりである。 

 ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

   職場におけるハラスメントの内容及び職場における

ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、

従業者に周知・啓発すること。 

 ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応

するために必要な体制の整備 

   相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等に

より、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、労

働者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針

の明確化等の措置義務については、女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律

（令和元年法律第24号）附則第3条の規定により読み替え

られた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安

定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の2第1項の

規定により、中小企業（資本金が3億円以下又は常時使用

する従業員の数が300人以下の企業）は、令和4年4月1日か

ら義務化となり、それまでの間は努力義務とされている

が、適切な勤務体制の確保等の観点から、必要な措置を講

じるように努められたい。 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著

しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防止のため

に、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望まし

い取組の例として、①相談に応じ、適切に対応するために

必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メン

タルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応

させない等）及び③被害防止のための取組（マニュアル作

成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が

規定されている。介護現場では特に、利用者又はその家族

等からのカスタマーハラスメントの防止が求められてい

ることから、イ（事業主が講ずべき措置の具体的内容）の

必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハ

ラスメント対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修

のための手引き」等を参考にした取組を行うことが望ま

しい。この際、上記マニュアルや手引きについては、以下

の厚生労働省ホームページに掲載しているので参考にさ

れたい。 

 （https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

   加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金

を活用した介護職員に対する悩み相談窓口設置事業や介

護事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施して

いる場合、事業主が行う各種研修の費用等について助成等

を行っていることから、事業主はこれらの活用も含め、介

護事業所におけるハラスメント対策を推進することが望

ましい。 

 

 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
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〔21〕 業務継続計画の策定等 

◎ 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供を継続的

に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」

という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じること。 

 （令和6年3月31日までの間は、努力義務） 

◎ 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的（年1回

以上）実施すること。 

◎ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。 

 

地域密着型基準［準用］ 解釈通知［準用］ 

（業務継続計画の策定等） 

第3条の30の2 指定地域密着型通所介護

事業者は、感染症や非常災害の発生時に

おいて、利用者に対する指定地域密着型

通所介護の提供を継続的に実施するた

めの、及び非常時の体制で早期の業務再

開を図るための計画（以下「業務継続計

画」という。）を策定し、当該事業継続計

画に従い必要な措置を講じなければな

らない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、地

域密着型通所介護従業者に対し、業務継

続計画について周知するとともに、必要

な研修及び訓練を定期的に実施しなけ

ればならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、定

期的に業務継続計画の見直しを行い、必

要に応じて業務継続計画の変更を行う

ものとする。 

編注：業務継続計画の策定等は、
令和6年3月31日まで努力義務
（令和6年4月1日より義務化）。 

 

⑺ 業務継続計画の策定等 

① 基準第37条により指定地域密着型通所介護の事業について

準用される基準第3条の30の2は、指定地域密着型通所介護事業

者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続

して指定地域密着型通所介護の提供を受けられるよう、業務継

続計画を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、地域密

着型通所介護従業者に対して、必要な研修及び訓練（シミュレ

ーション）を実施しなければならないこととしたものである。

なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、

基準第3条の30の2に基づき事業所に実施が求められるもので

あるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し

支えない。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が

連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実

施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが

望ましい。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和3年改正省令附

則第3条において、3年間の経過措置を設けており、令和6年3月

31日までの間は、努力義務とされている。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各

項目の記載内容については、「介護施設・事業所における新型コ

ロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介

護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライ

ン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって

異なるものであることから、項目については実態に応じて設定

すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策

定することを妨げるものではない。 

ア 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた

取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、農耕接触者

への対応、関係者との情報共有等） 

イ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等の

ライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的

な内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性

や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

  職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年1回以

上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実

施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録

すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、
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感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施

することも差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生

した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づ

き、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合

に実践するケアの演習等を定期的（年1回以上）に実施するもの

とする。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、

感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施

することも差し支えない。また、災害の業務継続計画に係る訓

練については、非常災害対策に係る訓練と一体的に実施するこ

とも差し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、

机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施

することが適切である。 

 

 

 

〔22〕 定員の遵守 

◎ 災害その他のやむを得ない事情がある場合を除き、利用定員を超えないこと。 

 

地域密着型基準 解釈通知 

(定員の遵守) 

第31条 指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定

地域密着型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害そ

の他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。 

 

 

 

〔23〕 非常災害対策 

◎ 事業者は、その立地条件を踏まえて非常災害対策に万全を期すこと。 
 

〔必要な非常災害対策〕 

○ その立地条件を踏まえた非常災害に関する具体的計画の策定 

※ 消防計画（消防法施行規則第３条に規定する防火管理に係る防災計画、これに準ずる

計画を含む）、風水害・地震等の災害に対処するための計画を整備すること 

※ 事業所のおかれた立地条件・事業所の実態、地域の状況を踏まえ検討を行い、次のよ

うな事項を定めておくこと 

① 緊急時の体制（連絡体制、避難誘導体制等） 

② 避難経路、避難場所等の確保 

③ 被災後の安全確認 

④ 市町村、医療機関等との協力・連絡体制の確保 など 

※ 特に、事業所が次の区域等に所在している場合は、その災害を想定した防災訓練、避難

体制について計画に盛り込むこと 

・土砂災害防止法に基づき指定された土砂災害警戒区域・土砂災害危険箇所 

・水防法に基づき指定された浸水想定区域 

・津波浸水想定区域 

・市町村地域防災計画における「要配慮者利用施設」（平成２９年５月から、市町村長へ

の避難確保計画の報告と、避難訓練の実施が義務付け） 

※ 消防法第８条の規定により防火管理者を置くこととされている事業所では、その者に

消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施を行わせること 
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※ 防火管理者を置かなくてもよい事業所においても、防火管理について責任者を定め、

その者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせること 

○ 関係機関への通報及び連携体制の整備 

※ 火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知

徹底すること 

※ 日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力しても

らえるような体制を整備すること 

○ 定期的な避難、救出その他必要な訓練の実施 
 

  ★ 対象区域は、島根県ホームページ「マップonしまね（ＧＩＳ）」で確認できます。 

http://web-gis.pref.shimane.lg.jp/. 

◎ 事業者は、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。 

 

地域密着型基準 解釈通知 

(非常災害対策) 

第32条 指定地域密着型通所介護

事業者は、非常災害に関する具

体的計画を立て、非常災害時の

関係機関への通報及び連携体制

を整備し、それらを定期的に従

業者に周知するとともに、定期

的に避難、救出その他必要な訓

練を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定地域密着型通所介護事業

者は、前項に規定する訓練の実

施に当たって、地域住民の参加

が得られるように連携に努めな

ければならない。 

⑻ 非常災害対策 

① 基準第32条は、指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に際し

て必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、

避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなければならないことと

したものである。関係機関への通報及び連携体制の整備とは、火災等

の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業

員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図

り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを

求めることとしたものである。なお「非常災害に関する具体的計画」

とは、消防法施行規則第３条に規定する消防計画（これに準ずる計画

を含む。）及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。こ

の場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法

第８条の規定により防火管理者を置くこととされている指定地域密着

型通所介護事業所にあってはその者に行わせるものとする。また、防

火管理者を置かなくてもよいこととされている指定地域密着型通所介

護事業所においても、防火管理について責任者を定め、その者に消防

計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせるものとする。 

② 同条第２項は、指定地域密着型通所介護事業者が前項に規定する避

難、救出その他の実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得ら

れるよう努めることとしたものであり、そのためには、地域住民の代

表者等により構成される運営推進会議を活用し、日頃から地域住民と

の密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制

づくりに努めることが必要である。訓練の実施に当たっては、消防関

係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるもの

とすること。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web-gis.pref.shimane.lg.jp/
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〔24〕 衛生管理等 

◎ 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、

又は衛生上必要な措置を講じること。 

◎ 当該指定地域密着型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な

措置を講ずるよう努めること。（令和6年3月31日までの間は、努力義務） 

 

  ※ 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じ保健所の助言、指

導を求めるとともに、密接な連携を保つこと 

  ※ インフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、そ

の発生及びまん延を防止するための措置について、別途発出されている通知等に基づき、適

切な措置を講ずること 

  ※ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること 

 

地域密着型基準 解釈通知 

（衛生管理等）  

第33条 指定地域密着型通所介護事業者

は、利用者の使用する施設、食器その

他の設備又は飲用に供する水につい

て、衛生的な管理に努め、又は衛生上

必要な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、

当該指定地域密着型通所介護事業所

において感染症が発生し、又はまん延

しないように、次の各号に掲げる措置

を講じなければならない。 

編注：感染症の予防及びまん延の防

止のための措置は、令和6年3月31

日まで努力義務（令和6年4月1日

より義務化）。 

 

（居宅サービス事業者等における感

染症の予防及びまん延防止のための

措置に係る経過措置） 

 ※令３省令９号附則第４条 この省令

の施行の日〔令和３年４月１日〕から

⑼ 衛生管理等 

① 基準第33条は、指定地域密着型通所介護事業所の必要最低限の

衛生管理等について規定したものであるが、このほか、次の点に

留意するものとする。 

イ 指定地域密着型通所介護事業者は、食中毒及び感染症の発生

を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助

言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保つこと。 

ロ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レ

ジオネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止する

ための措置について、別途通知等が発出されているので、これ

に基づき、適切な措置を講じること。 

ハ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 

② 同条第２項に規定する感染症が発生し、又は、まん延しないよ

うに講ずるべき措置については、具体的には次のイからㇵまでの

取扱いとすること。各事項について、同項に基づき事業所に実施

が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等によ

り行うことも差し支えない。 

  なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附

則第4条において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月

31日までの間は、努力義務とされている。 

 

 

 

 

 

 

 

〔実施すべき事項〕 

① 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他

の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものと

する。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、地域密着型通

所介護従業者に周知徹底を図ること。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

※指針には、平常時の対策及び発生時の対応を規定すること 

③ 地域密着型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓

練を定期的（年１回以上）に実施すること。 
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令和６年３月31日までの間、〔略〕新地

域密着型サービス基準〔略〕第33条第

2項〔略〕の規定の適用については、こ

れらの規定中「講じなければ」とある

のは「講じるように努めなければ」と

する。 

 

 一 当該指定地域密着型通所介護事業

所における感染症の予防及びまん

延の防止のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）

をおおむね６月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、地

域密着型通所介護従業者に周知徹

底を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 二 当該指定地域密着型通所介護事業

所における感染症の予防及びまん

延の防止のための指針を整備する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 三 当該指定地域密着型通所介護事業

所において地域密着型通所介護従

業者に対し、感染症の予防及びまん

延の防止のための研修及び訓練を

定期的に実施すること。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員

会 

   当該事業所における感染症対策委員会であり、感染対策の知

識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望まし

く、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も

含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任

及び役割分担を明確にするとともに、感染対策担当者を決めて

おくことが必要である。感染対策委員会は、利用者の状況など

事務所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上定期的に開催す

るとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随

時開催する必要がある。 

   感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に

関するガイドライン」等を遵守すること。 

   なお、感染症対策委員会は、他の会議体を設置している場合、

これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。また、

事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者

との連携等により行うことも差し支えない。 

 ロ 感染症の予防及びまん延防止のための指針 

   当該事業所における「感染症の予防及びまん延防止のための

指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。 

   平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備

等）、ケアにかかる感染対策（手洗い、標準的な予防策）等、発

生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療

機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との

連携、行政等への報告等が想定される。また、発生時における

事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、

明記しておくことが必要である。 

   なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場

における感染対策の手引き」を参照されたい。 

 ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

   地域密着型通所介護従業者に対する「感染症の予防及びまん

延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の

適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指

針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うも

のとする。 

   職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が

定期的な教育（年１回以上）を開催するとともに、新規採用時

には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実

施内容についても記録することが必要である。 

   なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員

向け感染症対策力向上のための研修教材」等を活用するなど、

事業所内で行うもので差し支えなく、当該事業所の実態に応じ

て行うこと。 

   また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発

生時の対応について、訓練（シミュレーション）を定期的（年

１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症

発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた

指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感
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染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。 

   訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、

机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施

することが適切である。 

 

 

 

〔25〕 掲示 

◎ 事業所の見やすい場所に、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示

示または閲覧可能な形でファイル等で備え置くること。 

〔掲示すべき重要事項〕 

① 運営規程の概要 

② 地域密着型通所介護従業者の勤務体制 

③ 事故発生時の対応 

④ 苦情処理の体制 

⑤ 第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関

の名称、評価結果の開示状況） など 

 

地域密着型基準［準用］ 解釈通知［準用］ 

（掲示）  

第3条の32 指定地域密着型通所介護事業者

は、指定地域密着型通所介護事業所の見や

すい場所に、運営規程の概要、地域密着型通

所介護従業者の勤務の体制その他の利用申

込者のサービスの選択に資すると認められ

る重要事項を掲示しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項

に規定する事項を記載した書面を当該指定

地域密着型通所介護事業所に備え付け、か

つ、これをいつでも関係者に自由に閲覧さ

せることにより、同項の規定による掲示に

代えることができる。 

 

(25) 掲示 

① 基準第３条の32第１項は、指定地域密着型通所介護事業

者は、運営規程の概要、地域密着型通所介護従業者の勤務

体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサー

ビスの第三者評価の実施状況 (実施の有無、実施した直近

の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況)

等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を指定地域密着型通所介護事業所の見やすい場

所に掲示することを規定したものであるが、次に掲げる点

に留意する必要がある。 

 イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介

護サービスの利用申込者、利用者又はその家族に対して

見やすい場所のことであること。 

 ロ 地域密着型通所介護従業者の勤務体制については、職

種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨であ

り、地域密着型通所介護従業者の氏名まで掲示すること

を求めるものではないこと。 

② 同条第2項は、重要事項を記載したファイル等を介護サ

ービスの利用申込者、利用者又はその家族が自由に閲覧可

能な形で当該指定地域密着型通所介護事業所内に備え付

けることで同条第１項の掲示に代えることができること

を規定したものである。 
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〔26〕 秘密保持等 

◎ 従業者は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさないこと。 

◎ 事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、これらの秘密を漏らさないよう必要な措置を

講じること。 

  ※ 従業者でなくなった後も秘密を保持すべき旨を、雇用時等に取り決め、例えば違約金につ

いて定めておくこと 

◎ 連携するサービス担当者間で利用者又は家族の個人情報を用いることについて、サービス提供

開始時に、利用者及びその家族から包括的な同意を文書により得ておくこと。 
 

地域密着型基準［準用］ 解釈通知［準用］ 

（秘密保持等） 

第3条の33 指定地域密着型通所介護事

業所の従業者は、正当な理由がなく、

その業務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を漏らしてはならない。  

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、

当該指定地域密着型通所介護事業所

の従業者であった者が、正当な理由が

なく、その業務上知り得た利用者又は

その家族の秘密を漏らすことがない

よう、必要な措置を講じなければなら

ない。  

 

 

 

 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、

サービス担当者会議等において、利用

者の個人情報を用いる場合は利用者

の同意を、利用者の家族の個人情報を

用いる場合は当該家族の同意を、あら

かじめ文書により得ておかなければ

ならない。 

(26) 秘密保持等 

① 基準第３条の33第１項は、指定地域密着型通所介護事業所の

地域密着型通所介護従業者その他の従業者に、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密の保持を義務づけたものであ

る。 

② 同条第２項は、指定地域密着型通所介護事業者に対して、過去

に当該指定地域密着型通所介護事業所の地域密着型通所介護従

業者その他の従業者であった者が、その業務上知り得た利用者

又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取る

ことを義務づけたものであり、具体的には、指定地域密着型通所

介護事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の地域密着

型通所介護従業者その他の従業者が、従業者でなくなった後に

おいてもこれらの秘密を保持すべき旨を、地域密着型通所介護

従業者その他の従業者との雇用時等に取り決め、例えば違約金

についての定めを置くなどの措置を講ずべきこととするもので

ある。 

③ 同条第３項は、地域密着型通所介護従業者がサービス担当者

会議等において、課題分析情報等を通じて利用者の有する問題

点や解決すべき課題等の個人情報を、介護支援専門員や他のサ

ービスの担当者と共有するためには、指定地域密着型通所介護

事業者は、あらかじめ、文書により利用者又はその家族から同意

を得る必要があることを規定したものであるが、この同意は、サ

ービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得

ておくことで足りるものである。 

 

〔関連通知〕  

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」 

           （平成 29 年４月 14 日 個人情報保護委員会・厚生労働省）  

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/ 

 

 

〔27〕 広告 

◎ 虚偽又は誇大な内容の広告は行わないこと。 
 

地域密着型基準［準用］ 解釈通知 

（広告） 

第３条の34 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介

護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇

大なものとしてはならない。 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/
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〔28〕 指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 

◎ 事業者は、居宅介護支援の公正中立性を確保するため、居宅介護支援事業者又はその従業者に

対し、利益供与を行わないこと。 
 

地域密着型基準［準用］ 解釈通知［準用］ 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止）  

第３条の35 指定地域密着型通所介護事業者は、指

定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利

用者に特定の事業者によるサービスを利用させる

ことの対償として、金品その他の財産上の利益を

供与してはならない。 

 

(27) 指定居宅介護支援事業者に対する利益供与等の

禁止 

 基準第３条の35は、居宅介護支援の公正中立性を確

保するために、指定地域密着型通所介護事業者は、指

定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者

に対して特定の事業者によるサービスを利用させるこ

との対償として、金品その他の財産上の利益を供与し

てはならないこととしたものである。 

 
 

★ 居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者又はその従業者の利益収受も、居宅介護支援・介護

予防支援の運営基準で禁じられているところであり、こうした利益供与・利益収受は指定の取

消等につながる重大な基準違反である。（接待・贈答・商品配布なども行わないこと。） 

★ また、利用者に対して利用特典を付す行為も、不必要なサービス利用を助長し、自由なサービ

ス選択を妨げるなど、居宅介護支援・介護予防支援の適正な運用に影響を及ぼすので、これを

行わないこと。 

 

 

〔29〕 苦情処理 

◎ 提供したサービスに関する利用者及び家族からの苦情に、迅速かつ適切に対応するために、必

要な措置を講じること。 
 

〔苦情処理に必要な措置〕 

○ 相談窓口、苦情処理の体制及び手順等、当該事業所における苦情を処理するために講

ずる措置の概要を明らかにしておくこと 

○ 利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に、苦情に対する措置の概

要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示すること 

 

 事業者に直接苦情があった場合  

・ 事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情の受付日、その内容等を記録する

こと 契約終了から２年間保存が必要 

・ 苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏ま

え、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うこと 

 

 市町村に苦情があった場合  

・ 市町村が行う文書等の提出・提示の求め、職員からの質問・照会に応じるとともに、利用者か

らの苦情に関して市町村が行う調査に協力すること 

・ 市町村から指導・助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行うこと（市町村からの求

めがあった場合には、改善の内容を市町村に報告すること） 

 

 国保連に苦情があった場合  

・ 利用者からの苦情に関して国保連が行う調査に協力すること 

・ 国保連から指導・助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行うこと（国保連からの求
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めがあった場合には、改善の内容を国保連に報告すること） 

 

地域密着型基準［準用］ 解釈通知［準用］ 

（苦情処理）  

第3条の36 指定地域密着型通所介護事業者は、提供

した指定地域密着型通所介護に係る利用者及びそ

の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため

に、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の

必要な措置を講じなければならない。 

 

 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の苦情

を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、提供した指

定地域密着型通所介護に関し、法第23条の規定に

より市町村が行う文書その他の物件の提出若しく

は提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若

しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関し

て市町村が行う調査に協力するとともに、市町村

から指導又は助言を受けた場合においては、当該

指導又は助言に従って必要な改善を行わなければ

ならない。  

 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、市町村から

の求めがあった場合には、前項の改善の内容を市

町村に報告しなければならない。 

  

５ 指定地域密着型通所介護事業者は、提供した指

定地域密着型通所介護に係る利用者からの苦情に

関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法

（昭和33年法律第192号）第45条第5項に規定する

国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行

う法第176条第1項第三号の調査に協力するととも

に、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は

助言を受けた場合においては、当該指導又は助言

に従って必要な改善を行わなければならない。 

  

６ 指定地域密着型通所介護事業者は、国民健康保

険団体連合会からの求めがあった場合には、前項

の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告し

なければならない。 

 

(28) 苦情処理 

① 基準第３条の36第１項にいう「必要な措置」とは、

具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当

該事業所における苦情を処理するために講ずる措置

の概要について明らかにし、利用申込者又はその家族

にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する対

応の内容についても併せて記載するとともに、事業所

に掲示すること等である。 

② 同条第２項は、利用者及びその家族からの苦情に対

し、指定地域密着型通所介護介護事業者が組織として

迅速かつ適切に対応するため、当該苦情（指定地域密

着型通所介護事業者が提供したサービスとは関係の

ないものを除く。）の受付日、その内容等を記録する

ことを義務づけたものである。また、指定地域密着型

通所介護事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る

上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容

を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を行うこ

とが必要である。なお、基準第36条第２項の規定に基

づき、苦情の内容等の記録は、２年間保存しなければ

ならない。 

③ 同条第３項は、介護保険法上、苦情処理に関する業

務を行うことが位置付けられている国民健康保険団

体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁であ

り、かつ、保険者である市町村が、サービスに関する

苦情に対応する必要が生ずることから、市町村につい

ても国民健康保険団体連合会と同様に、指定地域密着

型通所介護事業者に対する苦情に関する調査や指導、

助言を行えることを運営基準上、明確にしたものであ

る。 
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〔30〕 地域との連携等 

◎ ①利用者、②利用者の家族、③地域住民の代表者、④事業所が所在する市町村の職員又は事業

所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、⑤地域密着型通所介護について知見

を有する者等（５つの選出区分）により構成される「運営推進会議」を設置すること。 

※ おおむね６月に１回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、評価を受けるとともに、

運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けること。 

◎ 運営推進会議の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成し、その記録を公表すること。

２年間保存が必要 

◎ 事業が地域に開かれた事業として行われるよう、地域の住民やボランティア団体等との連携や

協力を行うなど地域との交流に努めること。 

◎ 提供したサービスについての利用者及び家族からの苦情に関して、市町村が派遣する介護相談

員等による相談・援助に協力するよう努めること。 

※ 介護相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民

の協力を得て行う事業を含む。 

◎ 指定地域密着型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定地

域密着型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定地域

密着型通所介護の提供を行うよう努めること。 

 
地域密着型基準 解釈通知 

  
(地域との連携等) 

第34条 指定地域密着型通所介護事業者は、

指定地域密着型通所介護の提供に当たっ

ては、利用者、利用者の家族、地域住民の

代表者、指定地域密着型通所介護事業所が

所在する市町村の職員又は当該指定地域

密着型通所介護事業所が所在する区域を

管轄する法第115条の46第1項に規定する

地域包括支援センターの職員、地域密着型

通所介護について知見を有する者等によ

り構成される協議会(テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。た

だし、利用者等が参加する場合にあって

は、テレビ電話装置等の活用について当該

利用者等の同意を得なければならない。)

（以下この項において「運営推進会議」と

いう。)を設置し、おおむね６月に１回以

上、運営推進会議に対し活動状況を報告

し、運営推進会議による評価を受けるとと

もに、運営推進会議から必要な要望、助言

等を聴く機会を設けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑽ 地域との連携等 

① 基準第34条第１項に定める運営推進会議は、指定地域密着

型通所介護事業所が、利用者、市町村職員、地域住民の代表者

等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすること

により、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に

開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図る

ことを目的として設置するものであり、各事業所が自ら設置

すべきものである。この運営推進会議は、事業所の指定申請時

には、既に設置されているか、確実な設置が見込まれることが

必要となるものである。また、地域の住民の代表者とは、町内

会役員、民生委員、老人クラブの代表等が考えられる。 

  運営推進会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。ただし、利用者又はその家族（以下この①

において「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、

テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得な

ければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に当たって

は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生

労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

等を遵守すること。 

なお、指定地域密着型通所介護事業所と他の地域密着型サ

ービス事業所を併設している場合においては、１つの運営推

進会議において、両事業所の評価等を行うことで差し支えな

い。 

また、運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形

成の促進等の観点から、次に掲げる条件を満たす場合におい

ては、複数の事業所の運営推進会議を合同で開催して差し支

えない。 

イ 利用者等については匿名とするなど、個人情報・プライバ

シーを保護すること。 

ロ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。た

だし、事業所間のネットワーク形成の促進が図られる範囲

で、地域の実情に合わせて、市町村区域の単位等内に所在す
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２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項

の報告、評価、要望、助言等についての記

録を作成するとともに、当該記録を公表し

なければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、その

事業の運営に当たっては、地域住民又はそ

の自発的な活動等との連携及び協力を行

う等の地域との交流を図らなければなら

ない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、その

事業の運営に当たっては、提供した指定地

域密着型通所介護に関する利用者からの

苦情に関して、市町村等が派遣する者が相

談及び援助を行う事業その他の市町村が

実施する事業に協力するよう努めなけれ

ばならない。 

 

 

 

５ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定

地域密着型通所介護事業所の所在する建

物と同一の建物に居住する利用者に対し

て指定地域密着型通所介護を提供する場

合には、当該建物に居住する利用者以外の

者に対しても指定地域密着型通所介護の

提供を行うよう努めなければならない。 

る事業所であっても差し支えないこと。 

② 運営推進会議における報告等の記録は、基準第36条第２項

の規定に基づき、２年間保存しなければならない。 

 

 

③ 基準第34条第３項は、指定地域密着型通所介護の事業が地

域に開かれた事業として行われるよう、指定地域密着型通所

介護事業者は、地域の住民やボランティア団体等との連携及

び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこと

としたものである。 

④ 基準第34条第４項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護に係る基準第３条の37第３項の規定と同趣旨であるため、

第３の一の４の(29)の④を参照されたい。 

第３の一の４の(29)の④より 

  基準第34条第４項は、基準第３条第２項の趣旨に基づき、介

護サービス相談員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、

市町村との密接な連携に努めることを規定したものである。

なお、「市町村が実施する事業」には、介護サービス相談員派

遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営

利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれるものである。 

⑤ 基準第34条第５項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護に係る基準第３条の37第４項の規定と同趣旨であるため、

第３の一の４の(29)の⑤を参照されたい。 

第３の一の４の(29)の⑤より 

 同条第５項は、高齢者向け集合住宅等と同一の建物に所在

する指定地域密着型通所介護事業所が当該高齢者向け集合住

宅等に居住する高齢者に指定地域密着型通所介護を提供する

場合、当該高齢者向け集合住宅等に居住する要介護者のみを

対象としたサービス提供が行われないよう、第３条の８の正

当な理由がある場合を除き、地域包括ケア推進の観点から地

域の要介護者にもサービス提供を行わなければならないこと

を定めたものである。なお、こうした趣旨を踏まえ、地域の実

情に応じて市町村が条例等を定める場合や、地域密着型サー

ビス運営委員会等の意見を踏まえて指定の際に条件を付す場

合において、例えば、当該事業所の利用者のうち、一定割合以

上を当該集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいは

しなければならない等の規定を設けることは差し支えないも

のである。この際、自立支援や重度化防止等につながるような

サービス提供がなされているか等、サービスの質が担保され

ているかが担保されているかが重要であることに留意するこ

と。 

 

 

 

〔31〕 事故発生時の対応 

◎ 指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合の対応方法を、あらかじめ事業者が

定めておくこと。 

◎ 事故発生時には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業所等に連絡を行うととも

に、必要な措置を講じること。 

◎ その事故の状況及び採った処置について記録すること。契約終了から２年間保存が必要 

◎ 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。 

◎ 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。 
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地域密着型基準 解釈通知 

(事故発生時の対応) 

第35条 指定地域密着型通所介護事業

者は、利用者に対する指定地域密着

型通所介護の提供により事故が発生

した場合は、市町村、当該利用者の家

族、当該利用者に係る指定居宅介護

支援事業者等に連絡を行うととも

に、必要な措置を講じなければなら

ない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者

は、前項の事故の状況及び事故に際

して採った処置について記録しなけ

ればならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者

は、利用者に対する指定地域密着型

通所介護の提供により賠償すべき事

故が発生した場合は、損害賠償を速

やかに行わなければならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業者

は、第22条第４項の指定地域密着型

通所介護以外のサービスの提供によ

り事故が発生した場合は、第１項及

び第２項の規定に準じた必要な措置

を講じなければならない。 

⑾ 事故発生時の対応 

基準第35条は、利用者が安心して指定地域密着型通所介護の提

供を受けられるよう、事故発生時の速やかな対応を規定したもの

である。指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定

地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、

当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対

して連絡を行う等の必要な措置を講じるべきこととするととも

に、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し

なければならないこととしたものである。 

また、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠

償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなけれ

ばならないこととしたものである。 

なお、基準第36条第２項の規定に基づき、事故の状況及び事故

に際して採った処置についての記録は、２年間保存しなければな

らない。 

このほか、以下の点に留意するものとする。 

① 利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が

発生した場合の対応方法については、あらかじめ指定地域密着

型通所介護事業者が定めておくことが望ましいこと。 

② 指定地域密着型通所介護事業者は、賠償すべき事態において

速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又

は賠償資力を有することが望ましいこと。 

③ 指定地域密着型通所介護事業者は、事故が発生した際にはそ

の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。 

なお、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービ

スの提供により事故が発生した場合は、以上を踏まえた同様の

対応を行うこととする。 

 

 

 

〔32〕 虐待の防止 

◎ 虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じること（令和6年3月31日まで

の間は、努力義務）。 

 

〔虐待の防止に必要な措置〕 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果

について、地域密着型通所介護従業者に周知徹底を図ること。 

② 虐待の防止のための指針を整備すること。 

③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

④ 研修を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

地域密着型基準［準用］ 解釈通知［準用］ 

（虐待の防止）  

第3条の38の２ 指定地域密着型

通所介護事業者は、虐待の発生

又はその再発を防止するため、

次の各号に掲げる措置を講じ

なければならない。 

編注：虐待の防止に係る措置

は、令和6年3月31日まで

努力義務（令和6年4月1日

より義務化）。 

⑿ 虐待の防止 

 基準第37条の規定により指定地域密着型通所介護の事業について準

用される基準第３条の38の２の規定については、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護と同様であるので、第３の一の４の(31)を参照されたい。 

 

 第３の一の４の(31)より 

  基準第3条の38の２は虐待の防止に関する事項について規定した

ものである。虐待は、法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、

高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、指

定地域密着型通所介護事業者は虐待の防止のために必要な措置を講
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（虐待の防止に係る経過措置） 

 ※令３省令９号附則第２条 

この省令の施行の日〔令和3年4

月1日〕から令和6年3月31日ま

での間、〔略〕新地域密着型サー

ビス基準〔略〕第３条の38の2

〔略〕の規定の適用について

は、これらの規定中「講じなけ

れば」とあるのは「講じるよう

に努めなければ」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 当該指定地域密着型通所

介護事業所における虐待の

防止のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができ

るものとする。）を定期的に

開催するとともに、その結果

について、地域密着型通所介

護従業者に周知徹底を図る

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じなければならない。虐待を未然に防止するための対策及び発生し

た場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に

対する支援等に関する法律」（平成17年法律第124号。以下「高齢者虐

待防止法」という。）に規定されているところであり、その実効性を

高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げ

る観点から虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

  ・虐待の未然防止 

    指定地域密着型通所介護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊

重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供に当たる必要

があり、第3条の一般原則に位置付けられているとおり、研修等

を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様

に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業

者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重

要である。 

  ・虐待等の早期発見 

    指定地域密着型通所介護事業所の従業者は、虐待等又はセル

フ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を発見しやすい立場にあ

ることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待

等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられてい

ることが望ましい。また、利用者及びその家族からの虐待等に係

る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応

をすること。 

  ・虐待等への迅速かつ適切な対応 

    虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報され

る必要があり、指定地域密着型通所介護事業者は当該通報の手

続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調

査等に協力するよう努めることとする。 

   以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が

発生した場合はその再発を確実に防止するために次に掲げる事項

を実施するものとする。 

   なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則

第2条において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月31

日までの間は、努力義務とされている。 

  ① 虐待の防止のための対策を検討する委員会(第1号) 

    「虐待の防止のための対策を検討する委員会」（以下「虐待防

止検討委員会」という。）は、虐待等の発生の防止・早期発見に

加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するため

の対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構

成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするととも

に、定期的に開催することが必要である。また、事業所外の虐待

防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。 

    一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、

複雑かつ機微なものであることが想定されるため、その性質上、

一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別

の状況に応じて慎重に対応することが重要である。 

    なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場

合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。ま

た、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業

者との連携等により行うことも差し支えない。 

    また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生

労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管

理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

    虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について

検討することとする。その際、そこで得た結果（事業所における

虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹

底を図る必要がある。 
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二 当該指定地域密着型通所

介護事業所における虐待の

防止のための指針を整備す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 当該指定地域密着型通所

介護事業所において、地域密

着型通所介護従業者に対し、

虐待の防止のための研修を

定期的に実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

四 前３号に掲げる措置を適

切に実施するための担当者

を置くこと。 
 

   イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

   ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

   ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

   ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関す

ること 

   ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速

かつ適切に行われるための方法に関すること 

   へ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られ

る再発の確実な防止策に関すること 

   ト 前項の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評

価に関すること 

  ② 虐待の防止のための指針（第2号） 

    指定地域密着型通所介護事業者が整備する「虐待の防止のた

めの指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

   イ 事業所における虐待の防止に関する基本的な考え方 

   ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

   ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

   ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

   ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

   ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

   ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

   チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

   リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

  ③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第3号） 

    従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐

待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発す

るものであるとともに、当該指定地域密着型通所介護事業所に

おける指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。 

    職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定地域

密着型通所介護事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成

し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用

時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要であ

る。 

    また、研修の実施内容についても記録することが必要である。

研修の実施は、事業所内での研修で差し支えない。 

  ④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第4

号） 

    指定地域密着型通所介護事業所における虐待を防止するため

の体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実施するた

め、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者として

は、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が努めること

が望ましい。 

 

 

 

〔33〕 会計の区分 

◎ 事業所ごとに経理を区分するとともに、指定地域密着型通所介護の事業の会計とその他の事業

の会計とを区分すること。 

 

 〔関連通知〕 

■ 介護保険の給付対象事業における会計の区分について（平成13年３月28日老振発第18号） 

■ 介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会福祉法人会計基準の取扱いについて（平成24年３月

29日老高発0329第１号） 

■ 指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等の取扱いについて（平成12年3月10日老計第8号） 
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地域密着型基準［準用］ 解釈通知［準用］ 

（会計の区分）  

第3条の39 指定地域密着型通所介護事業

者は、指定地域密着型通所介護事業所ご

とに経理を区分するとともに、指定地域

密着型通所介護の事業の会計とその他の

事業の会計を区分しなければならない。 

(28) 会計の区分 

基準第３条の39は、指定地域密着型通所介護事業者は、指

定地域密着型通所介護事業所ごとに経理を区分するととも

に、指定地域密着型通所介護の事業の会計とその他の事業の

会計を区分しなければならないこととしたものであるが、具

体的な会計処理の方法等については、別に通知するところに

よるものであること。 

 

 

〔34〕 記録の整備 

◎ 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備すること。 

◎ 利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する次に掲げる諸記録を整備し、その完結

の日（契約が終了した日）から２年間保存すること。 

 

〔記録・保存すべき事項〕 

① 地域密着型通所介護計画 

② 具体的なサービスの内容等の記録（第３条の18第２項参照） 

③ 市町村への通知に係る記録（第３条の26参照） 

④ 苦情の内容等の記録（第３条の36第２項参照） 

⑤ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録（第35条第２項参照） 

⑥ 運営推進会議における報告、評価、要望、助言等の記録（第34条第２項参照）  

 

なお、介護給付費の請求に係る消滅時効の内、過払いの場合（不正請求の場合を含まない。）の

返還請求の消滅時効は５年となっており、介護給付費請求書等については最長５年間保管するこ

とが望ましい。 

 

地域密着型基準 解釈通知 

（記録の整備） 

第36条 指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、備

品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならな

い。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地

域密着型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整

備し、その完結の日から２年間保存しなければならない。 

一 地域密着型通所介護計画 

二 次条において準用する第３条の18第２項に規定する提供

した具体的なサービスの内容等の記録 

三 次条において準用する第３条の26に規定する市町村への

通知に係る記録 

四 次条において準用する第３条の36第２項に規定する苦情

の内容等の記録 

五 前条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採っ

た処置についての記録 

六 第34条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記

録  

 

⒀ 記録の整備 

基準第36条第２項は、指定地域密着

型通所介護事業者が同項各号に規定

する記録を整備し、２年間保存しなけ

れbなならないとしたものである。 

なお、「その完結の日」とは、同項第

１号から第５号までの記録について

は、個々の利用者につき、契約の終了

（契約の解約・解除、他の施設への入

所、利用者の死亡、利用者の自立を含

む。）により一連のサービス提供が終

了した日、同項第６号の記録について

は、基準第34条第１項の運営推進会議

を開催し、同条第２項に規定する報

告、評価、要望、助言等の記録を公表

した日とする。 
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〔35〕 準用 解釈通知 
(準用) 

第37条 第３条の７から第３条の11まで、第３条

の13から第３条の16まで、第３条の18、第３条の

20、第３条の26、第3条の30の２，第３条の32か

ら第３条の36まで、第3条の38の２、第３条の39

及び第12条の規定は、指定地域密着型通所介護

の事業について準用する。この場合において、第

３条の７第１項中「第３条の29に規定する運営

規程」とあるのは「第29条に規定する重要事項に

関する規程」と、同項、第３条の30の２第２項、

第３条の32第１項並びに第3条の38の2第一号及

び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業

者」と読み替えるものとする。 

⑾ 準用 

基準第37条の規定により、基準第３条の７から第３

条の11まで、第３条の13から第３条の16まで、第３条

の18、第３条の20、第３条の26、第３条の30の２、第

３条の32から第３条の36まで、第３条の38の２、第３

条の39及び第12条は、指定地域密着型通所介護の事業

について準用されるものであるため、第３の一の４の

⑵から⑽まで、⑿、⒁、⒅、（25）から(28)まで及び（32）

並びに第３の二の４の⑶を参照されたい。 

 

 

〔36〕 電磁的記録等 

◎ 書面の保存等に係る負担の軽減を図るため適切な個人情報の取り扱いを求めた上で、基準で規

定する書面（被保険者証に関するものを除く）の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録により行

うことができる。 

※ 電磁的記録とは、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」をいう。 

※ 受給資格等の確認については、書面（利用者の提示する被保険者証）で行う必要があることに

留意すること 

 

◎ ケアプランや重要事項説明書等、利用者等への説明・同意が書面で行うことが規定されている

又は想定される交付等（交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するものをいう。）につい

て、事前に利用者等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができる。 

（1） 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに

記録する方法または磁気ディスク等をもって調製する方法によること。 

（2） 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。 

① 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又

は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法 

② 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業

者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製

するファイルにより保存する方法 

（3） その他、居宅基準条例第 277 条第１項において電磁的記録により行うことができると

されているものは、(1)及び(2)に準じた方法によること。 

（4） また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関

係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び厚生労働省「医療情報

システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 
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※電磁的方法とは、「電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方

法」をいう。 

※電磁的な対応の場合に限らず、利用者又はその家族等に十分に説明を行い同意を得たことがわか

る記録を適切に保存すること。  

 

地域密着型基準 解釈通知 

（電磁的記録等）  

第183条 指定地域密着型サービス事業者及び指定

地域密着型サービスの提供に当たる者は、作成、

保存その他これらに類するもののうち、この省令

の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、

抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の

知覚によって認識することができる情報が記載

された紙その他の有体物をいう。以下この条にお

いて同じ。）で行うことが規定されている又は想

定されるもの（第3条の10第1項（第18条、第37条、

第37条の3、第40条の16、第61条、第88条、第108

条、第129条、第157条、第169条及び第182条にお

いて準用する場合を含む。）、第95条第1項、第116

条第1項及び第135条第1項（第169条において準用

する場合を含む。）並びに次項に規定するものを

除く。）については、書面に代えて、当該書面に係

る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。）により行うこ

とができる。 

２ 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域

密着型サービスの提供に当たる者は、交付、説明、

同意、承諾、締結その他これらに類するもの（以

下「交付等」という。）のうち、この省令の規定に

おいて書面で行うことが規定されている又は想

定されるものについては、当該交付等の相手方の

承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的

方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識す

ることができない方法をいう。）によることがで

きる。 

第５ 雑則 

１ 電磁的記録について 

基準第183条第１項及び予防基準第90条第１項

は、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域

密着型サービスの提供に当たる者等（以下「事業

者等」という。）の書面の保存等に係る負担の軽減

を図るため、事業者等は、この省令で規定する書

面（被保険者証に関するものを除く。）の作成、保

存等を次に掲げる電磁的記録により行うことがで

きることとしたものである。 

(１) 電磁的記録による作成は、事業者等の使用

に係る電子計算機に備えられたファイルに記

録する方法または磁気ディスク等をもって調

製する方法によること。 

(２) 電磁的記録による保存は、以下のいずれか

の方法によること。 

① 作成された電磁的記録を事業者等の使

用に係る電子計算機に備えられたファイ

ル又は磁気ディスク等をもって調製する

ファイルにより保存する方法 

② 書面に記載されている事項をスキャナ

等により読み取ってできた電磁的記録を

事業者等の使用に係る電子計算機に備え

られたファイル又は磁気ディスク等をも

って調製するファイルにより保存する方

法 

(３) その他、基準第183条第１項及び予防基準第

90条第１項において電磁的記録により行うこ

とができるとされているものは、(１)及び

(２)に準じた方法によること。 

(４) また、電磁的記録により行う場合は、個人

（1） 電磁的方法による交付は、「１．内容及び手続きの説明と同意（P24～）」に準じた方法によ

ること。 

（2） 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等

が考えられること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済

産業省）」を参考にすること。 

（3） 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、書面

における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印

についてのＱ＆Ａ（令和２年６月 19日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること 

（4） その他、居宅基準条例第 277条第２項において電磁的方法によることができるとされている

ものは、(1)から(3)までに準じた方法によること。ただし、居宅基準又は解釈通知の規定によ

り電磁的方法の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

（5） また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護 関係事業

者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び厚生労働省「医療情報システムの

安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 
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 情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関

係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シ

ステムの安全管理に関するガイドライン」等

を遵守すること。 

２ 電磁的方法について 

基準第183条第２項及び予防基準第90条第２項

は、利用者及びその家族等（以下「利用者等」とい

う。）の利便性向上並びに事業者等の業務負担軽減

等の観点から、事業者等は、書面で行うことが規

定されている又は想定される交付等（交付、説明、

同意、承諾、締結その他これに類するものをいう。）

について、事前に利用者等の承諾を得た上で、次

に掲げる電磁的方法によることができることとし

たものである。 

(１) 電磁的方法による交付は、基準第３条の

７第２項から第６項まで及び予防基準第11

条第２項から第６項までの規定に準じた方

法によること。 

(２) 電磁的方法による同意は、例えば電子メ

ールにより利用者等が同意の意思表示をし

た場合等が考えられること。なお、「押印に

ついてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日内閣府・

法務省・経済産業省）」を参考にすること。 

(３) 電磁的方法による締結は、利用者等・事

業者等の間の契約関係を明確にする観点か

ら、書面における署名又は記名・押印に代

えて、電子署名を活用することが望ましい

こと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和

２年６月19日内閣府・法務省・経済産業省）」

を参考にすること。 

(４) その他、基準第183条第２項及び予防

基準第90条第２項において電磁的方法に

よることができるとされているものは、

(１)から(３)までに準じた方法によるこ

と。ただし、基準若しくは予防基準又はこ

の通知の規定により電磁的方法の定めが

あるものについては、当該定めに従うこ

と。 

(５) また、電磁的方法による場合は、個人

情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な取

扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医

療情報システムの安全管理に関するガイ

ドライン」等を遵守すること。 

 

 

関連通知 

〇 押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日内閣府・法務省・経済産業省） 

〇 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス 

〇 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 

 



地域密着型通所介護 66 

〔押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日）〕 

【問1】契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。 

（答）・私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印

は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。 

・特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。 

〔押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日）〕 

【問2】】 押印に関する民事訴訟法のルールは、どのようなものか。 

（答） ・民事裁判において、私文書が作成者の認識等を示したものとして証拠（書証）になるためには、

その文書の作成者とされている人（作成名義人）が真実の作成者であると相手方が認めるか、その

ことが立証されることが必要であり、これが認められる文書は、「真正に成立した」ものとして取り

扱われる。民事裁判上、真正に成立した文書は、その中に作成名義人の認識等が示されているとい

う意味での証拠力（これを「形式的証拠力」という。） が認められる。 

・民訴法第228条第４項には、「私文書は、本人［中略］の署名又は押印があるときは、真正に成立

したものと推定する。」という規定がある。この規定により、契約書等の私文書の中に、本人の押

印（本人の意思に基づく押印と解釈されている。）があれば、その私文書は、本人が作成したもの

であることが推定される。 

・この民訴法第228条第４項の規定の内容を簡単に言い換えれば、裁判所は、ある人が自分の押印

をした文書は、特に疑わしい事情がない限り、真正に成立したものとして、証拠に使ってよいとい

う意味である。そのため、文書の真正が裁判上争いとなった場合でも、本人による押印があれば、

証明の負担が軽減されることになる。 

・もっとも、この規定は、文書の真正な成立を推定するに過ぎない。その文書が事実の証明にどこ

まで役立つのか（＝作成名義人によってその文書に示された内容が信用できるものであるか）とい

った中身の問題（これを「実質的証拠力」という。）は、別の問題であり、民訴法第228条第４項は、

実質的証拠力については何も規定していない。 

・ なお、文書に押印があるかないかにかかわらず、民事訴訟において、故意又は重過失により真

実に反して文書の成立を争ったときは、過料に処せられる（民訴法第230条第１項）。 

〔押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日）〕 

【問3】 本人による押印がなければ、民訴法第228条第４項が適用されないため、文書が真正に成立したこ

とを証明できないことになるのか。 

（答） ・本人による押印の効果として、文書の真正な成立が推定される（問２参照）。 

・そもそも、文書の真正な成立は、相手方がこれを争わない場合には、基本的に問題とならない。

また、相手方がこれを争い、押印による民訴法第228条第４項の推定が及ばない場合でも、文書の

成立の真正は、本人による押印の有無のみで判断されるものではなく、文書の成立経緯を裏付け

る資料など、証拠全般に照らし、裁判所の自由心証により判断される。他の方法によっても文書

の真正な成立を立証することは可能であり（問６参照）、本人による押印がなければ立証できない

ものではない。 

・本人による押印がされたと認められることによって文書の成立の真正が推定され、その ことによ

り証明の負担は軽減されるものの、相手方による反証が可能なものであって、そ の効果は限定的

である（問４、５参照）。 

・このように、形式的証拠力を確保するという面からは、本人による押印があったとして も万全と

いうわけではない。そのため、テレワーク推進の観点からは、必ずしも本人によ る押印を得るこ

とにこだわらず、不要な押印を省略したり、「重要な文書だからハンコが必要」と考える場合であ

っても押印以外の手段で代替したりすることが有意義であると考えられる。 

〔押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日）〕 
【問4】 文書の成立の真正が裁判上争われた場合において、文書に押印がありさえすれば、民訴法第228条

第４項が適用され、証明の負担は軽減されることになるのか。 

（答） ・押印のある文書について、相手方がその成立の真正を争った場合は、通常、その押印が本人の意

思に基づいて行われたという事実を証明することになる。 

・そして、成立の真正に争いのある文書について、印影と作成名義人の印章が一致することが立証

されれば、その印影は作成名義人の意思に基づき押印されたことが推定され、更に、民訴法第228条

第４項によりその印影に係る私文書は作成名義人の意思に基づき作成されたことが推定されるとす

る判例（最判昭39・5・12民集 18巻４号 597頁）がある。これを「二段の推定」と呼ぶ。 

・この二段の推定により証明の負担が軽減される程度は、次に述べるとおり、限定的である。 

① 推定である以上、印章の盗用や冒用などにより他人がその印章を利用した可能性があるなど

の反証が相手方からなされた場合には、その推定は破られ得る。 

②印影と作成名義人の印章が一致することの立証は、実印である場合には印鑑証明書を得ること

により一定程度容易であるが、いわゆる認印の場合には事実上困難が生じ得ると考えられる（問
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５参照）。 

・なお、次に述べる点は、文書の成立の真正が証明された後の話であり、形式的証拠力の話ではな

いが、契約書を始めとする法律行為が記載された文書については、文書の成立の真正が認められれ

ば、その文書に記載された法律行為の存在や内容（例えば契約の成立や内容）は認められやすい。

他方、請求書、納品書、検収書等の法律行為が記載されていない文書については、文書の成立の真

正が認められても、その文書が示す事実の基礎となる法律行為の存在や内容（例えば、請求書記載

の請求額の基礎となった売買契約の成立や内容）については、その文書から直接に認められるわけ

ではない。このように、仮に文書に押印があることにより文書の成立の真正についての証明の負担

が軽減されたとしても、そのことの裁判上の意義は、文書の性質や立証命題との関係によっても異

なり得ることに留意する必要がある。 

〔押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日）〕 
【問5】 認印や企業の角印についても、実印と同様、「二段の推定」により、文書の成立の真正につ いて証

明の負担が軽減されるのか。 

（答） ・「二段の推定」は、印鑑登録されている実印のみではなく認印にも適用され得る（最判昭和50・6・

12裁判集民115号95頁）。 

・文書への押印を相手方から得る時に、その印影に係る印鑑証明書を得ていれば、その印鑑証明書

をもって、印影と作成名義人の印章の一致を証明することは容易であるといえる。 

・また、押印されたものが実印であれば、押印時に印鑑証明書を得ていなくても、その他の手段に

より事後的に印鑑証明書を入手すれば、その印鑑証明書をもって、印影と作成名義人の印章の一致を

証明することができる。ただし、印鑑証明書は通常相手方のみが取得できるため、紛争に至ってから

の入手は容易ではないと考えられる。  

・他方、押印されたものが実印でない（いわゆる認印である）場合には、印影と作成名義人の印章の

一致を相手方が争ったときに、その一致を証明する手段が確保されていないと、成立の真正について

「二段の推定」が及ぶことは難しいと思われる。そのため、そのような押印が果たして本当に必要な

のかを考えてみることが有意義であると考えられる。 

・なお、３Ｄプリンター等の技術の進歩で、印章の模倣がより容易であるとの指摘もある。 

〔押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日）〕 
【問6】 文書の成立の真正を証明する手段を確保するために、どのようなものが考えられるか。 
（答）  ・次のような様々な立証手段を確保しておき、それを利用することが考えられる。 

 ① 継続的な取引関係がある場合  

→ 取引先とのメールのメールアドレス・本文及び日時等、送受信記録の保存（請求書、納

品書、検収書、領収書、確認書等は、このような方法の保存のみでも、文書の成立の真正

が認められる重要な一事情になり得ると考えられる。） 

② 新規に取引関係に入る場合 

→ 契約締結前段階での本人確認情報（氏名・住所等及びその根拠資料としての運転免許

証など）の記録・保存  

→ 本人確認情報の入手過程（郵送受付やメールでのPDF送付）の記録・保存 

→ 文書や契約の成立過程（メールやSNS上のやり取り）の保存 

③ 電子署名や電子認証サービスの活用（利用時のログインID・日時や認証結果などを記録・保

存できるサービスを含む。） 

・上記①、②については、文書の成立の真正が争われた場合であっても、例えば下記の方法によ

り、その立証が更に容易になり得ると考えられる。また、こういった方法は技術進歩により更に

多様化していくことが想定される。 

（a) メールにより契約を締結することを事前に合意した場合の当該合意の保存 

（b) PDFにパスワードを設定  

（c) (b)のPDFをメールで送付する際、パスワードを携帯電話等の別経路で伝達  

（d) 複数者宛のメール送信（担当者に加え、法務担当部長や取締役等の決裁権者を宛先に含

める等） 

（e) PDFを含む送信メール及びその送受信記録の長期保存 
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５．共生型地域密着型サービスに関する基準 

◎ 人員基準 

・ 従業者 

指定生活介護、指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定自立訓練（生活訓練）事業所、指定

児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所（以下「指定生活介護事業所等」）

の従業者の員数が、共生型地域密着型通所介護を受ける利用者（要介護者）の数を含めて当該

指定生活介護事業所等の利用者の数とした場合に、当該指定生活介護事業所等として必要とさ

れる数以上配置すること。 

※ 指定生活介護の従業者については、前年度の利用者の平均障害支援区分に基づいて必要数

を配置することになっているが、算出にあたっては、共生型地域密着型通所介護を受ける利

用者（要介護者）は障害支援区分５とみなして計算すること。 

・ 管理者 

指定地域密着型通所介護の基準を準用すること。 

（本書「４.運営基準 [18] 管理者の責務」を参照すること） 

なお、共生型通所介護事業所の管理者と指定生活介護事業所等の管理者を兼務することは差

し支えない。 

 

◎ 設備基準 

・ 指定生活事業所等として満たすべき設備基準を満たしていること。ただし、指定児童発達支

援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所の場合は、必要な設備等について、要介護者が

使用するのに適したものとするよう配慮すること。 

当該設備については、共生型サービスは要介護者、障害者及び障害児に同じ場所で同時に提

供することを想定していることから、要介護者、障害者又は障害児がそれぞれ利用する設備を

区切る壁、家具、カーテンやパーテンション等の仕切りは不要であること。 

 

◎ 運営基準 

指定地域密着型通所介護の運営基準を準用すること。 

※ 利用定員については、要介護者と障害者及び障害児の数の合計数によること。 

 

◎ その他の留意事項 

 共生型サービスは、要介護者、障害者及び障害児に同じ場所で同時に提供することを想定し

ている。このため、同じ場所において、要介護者、障害者及び障害児にそれぞれ時間を分けて

サービス提供する場合（例えば、午前中に要介護者に対して地域密着型通所介護、午後に放課

後の時間に障害児に対して放課後等デイサービスを提供する場合等）は共生型サービスとして

は認められないので注意すること。 

 

共生型地域密着型通所介護の基準 解釈通知 

第５節 共生型地域密着型サービスに関する基

準 

 (共生型地域密着型通所介護の基準) 

第37条の２ 地域密着型通所介護に係る共生型

地域密着型サービス(以下この条及び次条にお

いて「共生型地域密着型通所介護」という。)の

事業を行う指定生活介護事業者(障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等

の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年

４ 共生型地域密着型通所介護に関する基準 

共生型地域密着型通所介護は、指定障害福祉サービ

ス等基準第78条第１項に規定する指定生活介護事業

者、指定障害福祉サービス等基準第156 条第１項に規

定する指定自立訓練（機能訓練）事業者、指定障害福

祉サービス等基準第166条第１項に規定する指定自立

訓練（生活訓練）事業者、児童福祉法に基づく指定通

所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

（平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援

基準」という。）第５条第１項に規定する指定児童発達
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厚生労働省令第171号。以下この条において「指

定障害福祉サービス等基準」という。)第78条

第１項に規定する指定生活介護事業者をい

う。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障

害福祉サービス等基準第156条第１項に規定す

る指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、

指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉

サービス等基準第166条第１項に規定する指定

自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児

童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通

所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する

基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この

条において「指定通所支援基準」という。)第５

条第１項に規定する指定児童発達支援事業者

をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法

(昭和22年法律第164号)第７条第２項に規定す

る重症心身障害児をいう。以下この条において

同じ。)を通わせる事業所において指定児童発

達支援(指定通所支援基準第４条に規定する指

定児童発達支援をいう。第一号において同じ。)

を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等

デイサービス事業者(指定通所支援基準第66条

第１項に規定する指定放課後等デイサービス

事業者をいい、主として重症心身障害児を通わ

せる事業所において指定放課後等デイサービ

ス(指定通所支援基準第65条に規定する指定放

課後等デイサービスをいう。)を提供する事業

者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基

準は、次のとおりとする。 

一 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービ

ス等基準第78条第１項に規定する指定生活

介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓

練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第

156条第１項に規定する指定自立訓練(機能

訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活

訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準

第166条第１項に規定する指定自立訓練(生

活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援

事業所(指定通所支援基準第５条第１項に規

定する指定児童発達支援事業所をいう。)又

は指定放課後等デイサービス事業所(指定通

所支援基準第66条第１項に規定する指定放

課後等デイサービス事業所をいう。)(以下こ

の号において「指定生活介護事業所等」とい

う。)の従業者の員数が、当該指定生活介護

事業所等が提供する指定生活介護(指定障害

福祉サービス等基準第77条に規定する指定

生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓

練)(指定障害福祉サービス等基準第155条に

規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、

指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サー

ビス等基準第165条に規定する指定自立訓練

(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又

は指定放課後等デイサービス(以下この号に

おいて「指定生活介護等」という。)の利用

者の数を指定生活介護等の利用者及び共生

型地域密着型通所介護の利用者の数の合計

数であるとした場合における当該指定生活

支援事業者又は指定通所支援基準第66条第１項に規

定する指定放課後等デイサービス事業者が、要介護者

に対して提供する指定地域密着型通所介護をいうも

のであり、共生型地域密着型通所介護事業所が満たす

べき基準は、次のとおりであること。 

⑴ 従業者の員数及び管理者（基準第37条の２第１

号、第37条の３） 

① 従業者 

指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）

事業所、指定自立訓練（生活訓練）事業所、指定

児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサー

ビス事業所（以下この４において「指定生活介護

事業所等」という。）の従業者の員数が、共生型地

域密着型通所介護を受ける利用者（要介護者）の

数を含めて当該指定生活介護事業所等の利用者

の数とした場合に、当該指定生活介護事業所等と

して必要とされる数以上であること。 

この場合において、指定生活介護事業所の従業

者については、前年度の利用者の平均障害支援区

分に基づき、必要数を配置することになっている

が、その算出に当たっては、共生型地域密着型通

所介護を受ける利用者（要介護者）は障害支援区

分５とみなして計算すること。 

② 管理者 

指定地域密着型通所介護の場合と同趣旨であ

るため、第３の二の二の１の⑷を参照されたい。

なお、共生型 地域密着型通所介護事業所の管理

者と指定生活介護事業所等の管理者を兼務する

ことは差し支えないこと。 

⑵ 設備に関する基準 

指定生活介護事業所等として満たすべき設備基

準を満たしていれば足りるものであること。ただ

し、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイ

サービス事業所の場合は、必要な設備等について要

介護者が使用するものに適したものとするよう配

慮すること。 

なお、当該設備については、共生型サービスは要

介護者、障害者及び障害児に同じ場所で同時に提供

することを想定していることから、要介護者、障害

者又は障害児がそれぞれ利用する設備を区切る壁、

家具、カーテンやパーティション等の仕切りは、不

要であること。 

⑶ 指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施

設から、指定生活介護事業所等が要介護者の支援を

行う上で、必要な技術的支援を受けていること。（基

準第37条の２第２号） 

⑷ 運営等に関する基準（基準第37条の３） 

基準第37条の３の規定により、基準第３条の７か

ら第３条の11まで、第３条の13から第３条の16ま

で、第３条の18、第３条の20、第３条の26、第３条

の30の２、第３条の32から第３条の36まで、第３条

38の２、第３条の39、第12条及び第19条、第21条、

第22条第４項並びに第２章の２第４節（第37条を除

く。）の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業に

ついて準用されるものであるため、第３の一の４の

⑵から⑽まで、⑿、⒁、⒅、(25)から(28)まで及び

(32)、第３の二の４の⑶並びに第３の二の二の２の

⑸及び３の⑴から⒀までを参照されたいこと。 
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介護事業所等として必要とされる数以上で

あること。 

二 共生型地域密着型通所介護の利用者に対

して適切なサービスを提供するため、指定地

域密着型通所介護事業所その他の関係施設

から必要な技術的支援を受けていること。 

 

この場合において、準用される基準第29条第４号

及び第31条の規定について、共生型地域密着型通所

介護の利用定員は、共生型地域密着型通所介護の指

定を受ける指定生活介護事業所等において同時に

サービス提供を受けることができる利用者数の上

限をいうものであること。つまり、介護給付の対象

となる利用者（要介護者）の数と障害給付の対象と

なる利用者（障害者及び障害児）の数との合計数に

より、利用定員を定めること。例えば、利用定員が

10人という場合、要介護者と障害者及び障害児とを

合わせて10人という意味であり、利用日によって､

要介護者が５人、障害者及び障害児が５人であって

も、要介護者が２人、障害者及び障害児が８人であ

っても、差し支えないこと。 

⑸ その他の共生型サービスについて 

高齢者と障害者・障害児に一体的にサービス提供

するものであって、 

・ デイサービス、ホームヘルプサービス、ショート

ステイについて、障害福祉制度と介護保険制度の両

方の基準を満たして両方の指定を受けているもの 

・ 法令上、「共生型サービス」の対象とされているデ

イサービス、ホームヘルプサービス、ショートステ

イ以外のサービス（例えば、障害福祉制度の共同生

活援助と介護保険の認知症対応型共同生活介護）に

ついて、障害福祉制度と介護保険制度の両方の指定

を受けているもの 

・ 障害福祉制度の基準を満たして指定を受け、かつ、

介護保険制度の基準該当サービスを活用している

もの 

についても「共生型サービス」であり、地域共生社会

の実現に向け、これらの推進も図られることが望ま

しいこと。 

なお、共生型サービスは、各事業所の選択肢の一

つであり、地域の高齢者や、障害者・障害児のニー

ズを踏まえて、各事業所は指定を受けるどうか判断

することとなる。 

⑹ その他の留意事項 

多様な利用者に対して、一体的にサービスを提供

する取組は、多様な利用者が共に活動することで、

リハビリや自立・自己実現に良い効果を生むといっ

た面があることを踏まえ、共生型サービスは、要介

護者、障害者及び障害児に同じ場所で同時に提供す

ることを想定している。 

このため、同じ場所において、サービスを時間に

よって要介護者、障害者及び障害児に分けて提供する

場合（例えば、午前中に要介護者に対して地域密着型

通所介護、午後の放課後の時間に障害児に対して放課

後等デイサービスを提供する場合）は、共生型サービ

スとしては認められないものである。 
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〔平成30年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問44】平成30年４月から、共生型サービス事業所の指定が可能となるが、指定の際は、現行の「訪問介護」、

「通所介護」、「短期入所生活介護」として指定するのか。それとも、新しいサービス類型として、「共

生型訪問介護」、「共生型通所介護」、「共生型短期入所生活介護」として指定が必要となるのか。それ

とも「みなし指定」されるのか。 

（答） ・共生型サービスは、介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅サービス（デイサービス、ホームヘ

ルプサービス、ショートステイ）の指定を受けている事業所が、もう一方の制度における居宅サービ

スの指定も受けやすくする、あくまでも「居宅サービスの指定の特例」を設けたものであるため、従

前通り「訪問介護」、「通所介護」、「短期入所生活介護」として、事業所の指定申請に基づき自治体が

指定する。 

・なお、当該指定の申請は、既に障害福祉サービスの指定を受けた事業所が行うこととなるが、い

ずれの指定申請先も都道府県（＊）であるため、指定手続について可能な限り簡素化を図る観点から、

障害福祉サービス事業所の指定申請の際に既に提出した事項については、申請書の記載又は書類の提

出を省略できることとしているので、別添を参照されたい。 

（＊）定員18人以下の指定生活介護事業所等は、（共生型）地域密着型通所介護事業所として指定を

受けることとなるが、当該指定申請先は市町村であるため、申請書又は書類の提出は、生活介護事業

所等の指定申請の際に既に都道府県に提出した申請書又は書類の写しを提出することにより行わせ

ることができることとしている。 

※ 指定障害福祉サービス事業所が、（「共生型サービスの指定の特例」を受けることなく、通常の）

介護保険の居宅サービスの指定の申請を行う場合についても同様の取扱いとする。 

〔平成30年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問45】改正後の介護保険法第72条の２第１項ただし書に規定されている共生型居宅サービス事業者の特例

に係る「別段の申出」とは具体的にどのような場合に行われることを想定しているのか。 

（１）例えば、障害福祉制度の生活介護の指定を受けている事業者が、指定申請を行う場合、 

① 「別段の申出」をしなければ、共生型の通所介護の基準に基づき指定を受けることができる 

② 「別段の申出」をすれば、通常の通所介護の基準に基づき指定を受けることになるということか。 

（２）介護報酬については、 

上記①の場合、基本報酬は所定単位数に93／100 を乗じた単位数 

上記②の場合、基本報酬は所定単位数（通常の通所介護と同じ） 

ということか。 

（答） 【（１）について】 

・貴見のとおりである。 

・共生型サービスは、介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅サービス（デイサービス、ホームヘル

プサービス、ショートステイ）の指定を受けている事業所が、もう一方の制度における居宅サービス

の指定も受けやすくする、「（共生型）居宅サービスの指定の特例」を設けたもの。 

・（１） の場合、指定障害福祉事業所が介護保険サービスを行うことになるが、 

①指定障害福祉事業所が、介護保険サービスの基準を満たせない場合 

②指定障害福祉事業所が、（「（共生型）居宅サービスの指定の特例」を受けることなく）介護保険サ

ービスの基準を満たす場合（※現在も事実上の共生型サービスとして運営可能）があるため、②の場

合に「別段の申出」を必要としているもの。 

・なお、「別段の申出」については、以下の事項を記載した申請書を、当該申出に係る事業所の所在地

の指定権者に対して行う。 

ア 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業者の管理者の氏名及び住所 

イ 当該申出に係る居宅サービスの種類 

ウ 法第72条の２第１項等に規定する特例による指定を不要とする旨 

【（２）について】 

・貴見のとおりである。 

 

≪参考≫ 

・介護保険法（平成９年法律第123 号）（抄） 

（共生型居宅サービス事業者の特例） 

第七十二条の二 訪問介護、通所介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスに係る事業所につい

て、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十一条の五の三第一項の指定（当該事業所に

より行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第六条の二の二第一項

に規定する障害児通所支援（以下「障害児通所支援」という。）に係るものに限る。）又は障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総

合支援法」という。）第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定（当該事業所により行

われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害者総合支援法第五条第一項に
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規定する障害福祉サービス（以下「障害福祉サービス」という。）に係るものに限る。）を受けている

者から当該事業所に係る第七十条第一項（第七十条の二第四項において準用する場合を含む。）の申

請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける第七十条第二項（第七十条の

二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定の適用については、第七

十条第二項第二号中「第七十四条第一項の」とあるのは「第七十二条の二第一項第一号の指定居宅サ

ービスに従事する従業者に係る」と、「同項」とあるのは「同号」と、同項第三号中「第七十四条第二

項」とあるのは「第七十二条の二第一項第二号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定める

ところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。 

一 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定居宅サービスに従事する従業 

者に係る都道府県の条例で定める基準及び都道府県の条例で定める員数を満たしていること。 

二 申請者が、都道府県の条例で定める指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従っ

て適正な居宅サービス事業の運営をすることができると認 

められること。 

２～５（略） 

〔平成30年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問47】共生型サービスの取扱いについて、指定障害者支援施設が昼間に行う日中活動系サービスは共生型

サービスの対象であるか。 

（答） ・共生型通所介護の定員については、共生型通所介護の指定を受ける指定生活介護事業所等におい

て同時にサービス提供を受けることができる利用者数の上限であり、介護給付の対象となる利用者

（要介護者）と障害給付の対象となる利用者（障害者）との合算で、利用定員を定めることとなる

ため、貴見のとおりである。 

・なお、障害福祉制度の指定を受けた事業所が介護保険（共生型）の訪問介護又は短期入所生活介

護の指定を受ける場合、これらのサービスには市町村指定の地域密着型サービスは存在しないた

め、事業所規模に関わらず、都道府県に指定申請を行うことになる。 

〔平成30年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.4)〕 

【問2】 通所介護事業所が共生型生活介護の指定を受けたときに、通所介護の機能訓練指導員（理学療法士

等）が共生型生活介護における自立訓練（機能訓練）を行うことは可能か。また、その場合は個別機

能訓練加算の専従要件に該当するのか。 

（答） 通所介護の機能訓練指導員は、配置基準上は１以上とされており、共生型生活介護における自立訓

練（機能訓練）を兼務することは可能。 

共生型サービスは、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするために、介護保

険と障害福祉両方の制度に位置づけられたものであり、対象者を区分せずに、一体的に実施すること

ができる。 

 このため、機能訓練指導員が共生型生活介護における自立訓練（機能訓練）を行う場合は、利用者

である高齢者と障害児者の合計数により利用定員を定めることとしており、その利用定員の範囲内に

おいて、両事業を一体的に実施し、機能訓練を行うものであることから、専従要件に該当する。 
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６．指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準  

◎ 「指定療養通所介護」とは、指定通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末

期の者であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、療

養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓

練を行うものをいう。（基準第38条） 

◎ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治医及び当該

利用者の利用している訪問看護事業者等との密接な連携に努めること。（基準第39条２項） 

 

〔人員基準〕（基準第40条、第40条の２） 

必要な職種（資格） 配置要件 

管理者（看護師） 

 

・常勤・専従であること（同一敷地内の場合は、管理業務に支障

のない範囲で他事業所等と兼務可） 

・適切な指定療養通所介護を行うために必要な知識及び技能を

有する者であること 

看護職員（看護師・准看護師）

又は介護職員 

・利用者の数が1.5に対し、提供時間帯を通じて専ら当該指定療

養通所介護の提供に当たる療養通所介護従業者が１以上確保

されるために必要と認められる数以上 

・上記従業者のうち１名以上は、常勤の看護師であって専ら指定

療養通所介護の職務に従事する者であること 

 

〔利用定員〕（基準第40条の３） 

◎ 利用定員は、１８人以下とすること 
 

〔設備基準〕（基準第40条の４） 

必要な設備・備品等 要   

指定療養通所介護を行うの

にふさわしい専用の部屋 

・6.4平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること 

・明確に区分され、他の部屋等から完全に遮蔽されていること 

消火設備その他の非常災害

に際して必要な設備 

・消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置しなければ

ならない 

その他の設備及び備品等 ・指定療養通所介護の提供に必要なもの 

※ 専ら当該指定療養通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対

する指定療養通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 

※ 宿泊サービスを提供する場合は、サービスの内容を指定権者に届け出ること。 
 

〔運営基準〕（基準第40条の５～第40条の15） 

◎ 地域密着型通所介護の基準が準用されるもののほか、緊急時対応医療機関、安全・サービス提

供管理委員会の設置など独自の基準がある。 
 

〔算定基準〕 

1月につき １２，６９１ 単位 

※ 加算等については、定員超過利用・人員基準減算(70％算定)、入浴介助を行わない場合の減算

（95％算定）、過少サービスに対する減算（70％算定）、中山間地域等に居住する者へのサービ

ス提供加算(＋5％)、口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（1回につき+20単位、6月に1回を限

度）、口腔・栄養スクリーニング加算（1回につき+5単位、6月に1回を限度）、サービス提供体制

強化加算、介護職員処遇改善加算が適用 
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療養通所介護基準 解釈通知 

第６節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、

設備及び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

 (この節の趣旨) 

第38条 第１節から第４節までの規定にかかわらず、指定

療養通所介護(指定地域密着型通所介護であって、難病等

を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サー

ビス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを

対象者とし、第40条の９に規定する療養通所介護計画に

基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上

の世話及び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。)の事

業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準に

ついては、この節に定めるところによる。 

 (基本方針) 

第39条 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった

場合においても、その利用者が可能な限りその居宅にお

いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要

な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利

用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに

利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るもの

でなければならない。 

２ 指定療養通所介護の事業を行う者(以下「指定療養通所

介護事業者」という。)は、指定療養通所介護の提供に当

たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用し

ている訪問看護事業者(指定訪問看護事業者又は健康保

険法(大正11年法律第70号)第88条第１項に規定する指定

訪問看護事業者をいう。以下この節において同じ。)等と

の密接な連携に努めなければならない。 

第２款 人員に関する基準 

 (従業者の員数) 

第40条 指定療養通所介護事業者が当該事業を行う事業所

(以下「指定療養通所介護事業所」という。)ごとに置く

べき指定療養通所介護の提供に当たる看護職員又は介護

職員(以下この節において「療養通所介護従業者」とい

う。)の員数は、利用者の数が１.５に対し、提供時間帯

を通じて専ら当該指定療養通所介護の提供に当たる療養

通所介護従業者が１以上確保されるために必要と認めら

れる数以上とする。 

２ 前項の療養通所介護従業者のうち１人以上は、常勤の

看護師であって専ら指定療養通所介護の職務に従事する

者でなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 指定療養通所介護の事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 指定療養通所介護の基本方針 

指定療養通所介護の対象者は、医療及び介

護双方の必要性が高い者であることから、主

治の医師並びに、現に訪問看護を利用してい

る場合は、当該事業者と密接な連携を図りつ

つ実施することを規定したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 人員に関する基準 

① 従業者の員数（基準第40条） 

イ 指定療養通所介護の提供に当たる看護

職員又は介護職員の員数は、利用者２人の

場合は1.3人以上、３人の場合は２人以上、

５人の場合は3.3人以上を確保することが

必要であり、このような体制が確保できる

よう職員配置することとする。なお、小数

点以下の端数が生じる場合があるが、これ

はサービス提供時間のうち職員が専従す

るべき時間の割合を示したものである。 

ロ 常勤の看護師は、専ら指定療養通所介護

の職務に従事する者を１人以上確保する

こととされているが、複数の看護師が交代

で従事することにより必要数を確保する

ことも認められる。ただし、利用者がサー

ビス提供に当たり常時看護師による観察

が必要な状態であることから、同一の看護

師ができるだけ長時間継続して利用者の

状態を観察することが望ましく、従事する

看護師が頻回に交代する体制は望ましく

ない。 

ハ 療養通所介護計画に位置付けられた内

容の指定療養通所介護を行うのに要する

標準的な時間が異なる利用者が同一の日

に混在する場合、必要な療養通所介護従業

者の員数は、利用者ごとの利用時間数の合

計値を1.5で除して得られる数以上の時間
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 (管理者) 

第40条の２ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介

護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を

置かなければならない。ただし、指定療養通所介護事業

所の管理上支障がない場合は、当該指定療養通所介護事

業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事

業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、適切な指定療養

通所介護を行うために必要な知識及び技能を有する者で

なければならない。 

 

 

第３款 設備に関する基準 

 (利用定員) 

第40条の３ 指定療養通所介護事業所は、その利用定員(当

該指定療養通所介護事業所において同時に指定療養通所

介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をい

う。以下この節において同じ。)を１８人以下とする。 

 (設備及び備品等) 

第40条の４ 指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介

護を行うのにふさわしい専用の部屋を有するほか、消火

設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定療

養通所介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなけれ

ばならない。 

２ 前項に掲げる専用の部屋の面積は、6.4平方メートルに

利用定員を乗じた面積以上とする。 

 

 

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定療養通所介護の

事業の用に供するものでなければならない。ただし、利

用者に対する指定療養通所介護の提供に支障がない場合

は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

勤務するのに必要と認められる数以上と

なる。 

② 管理者（基準第40条の２） 

イ 指定療養通所介護事業所の管理者は常

勤であり、かつ、原則として専ら当該指定

療養通所介護の管理業務に従事するもの

とする。ただし、以下の場合であって、当

該指定療養通所介護の管理業務に支障が

ないときは、他の職務を兼ねることができ

るものとする。 

ａ 当該指定療養通所介護の看護職員と

しての職務に従事する場合 

ｂ 訪問看護ステーションなど他の事業

所、施設等が同一敷地内にある場合に、

当該他の事業所等の管理者又は従業者

としての職務に従事する場合（この場合

の他の事業所、施設等の事業の内容は問

わないが、例えば、併設される入所施設

における看護業務（管理業務を含む。）と

の兼務は管理者の業務に支障があると

考えられる。） 

ロ 指定療養通所介護事業所の管理者は、管

理者としてふさわしいと認められる看護

師であって、保健師助産師看護師法第14条

第３項の規定により看護師の業務の停止

を命ぜられ、業務停止の期間終了後２年を

経過しないものに該当しないものである。 

ハ 指定療養通所介護事業所の管理者は、訪

問看護に従事した経験のある者でなけれ

ばならない。さらに、管理者としての資質

を確保するために関連機関が提供する研

修等を受講していることが望ましい。 

⑶ 設備に関する基準 

① 利用定員等 

 利用定員は、あらかじめ定めた利用者の数

の上限をいうものであり、事業所の実情に応

じて18人までの範囲で定めることとするも

のである。 

② 設備及び備品等 

イ 指定療養通所介護を行うのにふさわし

い専用の部屋とは、利用者の状態を勘案し

て判断されるものであるが、利用者毎の部

屋の設置を求めるものではない。 

 

ロ 専用の部屋の面積は、利用者１人につき

6.4平方メートル以上であって、明確に区

分され、他の部屋等から完全に遮蔽されて

いること。 

ハ 指定療養通所介護を行う設備は専用で

なければならないが、当該サービスの提供

に支障がない場合は、この限りではない。

例えば、利用者以外の者（重症心身障害児

等）をサービス提供に支障のない範囲で受

け入れることが可能である。ただしこの場

合、利用者以外の者も利用者とみなして人

員及び設備の基準を満たさなければなら

ない。具体的には、利用定員を９人として

定めている場合には、利用者７人、利用者
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４ 前項ただし書の場合(指定療養通所介護事業者が第１

項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に療養通所介護

以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サー

ビスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定療

養通所介護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出

るものとする。 

第４款 運営に関する基準 

 (内容及び手続の説明及び同意) 

第40条の５ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介

護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はそ

の家族に対し、第40条の12に規定する重要事項に関する

規程の概要、療養通所介護従業者の勤務の体制、第40条

の10第１項に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対

応策、主治の医師及び第40条の13第１項に規定する緊急

時対応医療機関との連絡体制並びにその他の利用申込者

のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について

利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 第３条の７第２項から第６項までの規定は、前項の規

定による文書の交付について準用する。 

 

 

 

 

 

 (心身の状況等の把握) 

第40条の６ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介

護の提供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援

事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用

者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療

サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めな

ければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、体調の変化等に応じた適

切なサービスを提供できるよう、特に利用者の主治の医

師及び当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接

な連携を図り、利用者の心身の状況等の把握に努めなけ

ればならない。 

 (指定居宅介護支援事業者等との連携) 

第40条の７ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介

護を提供するに当たっては、指定居宅介護支援事業者そ

の他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と

の密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養

通所介護の提供の適否について、主治の医師を含めたサ

ービス担当者会議において検討するため、当該利用者に

係る指定居宅介護支援事業に対して必要な情報を提供す

るように努めなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、利用者に係る指定居宅介

護支援事業者に対して、居宅サービス計画の作成及び変

更等に必要な情報を提供するように努めなければならな

い。 

４ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供

以外の者２人であれば、療養通所介護従業

者の員数は、提供時間帯を通じて６人を確

保するために必要な数とするとともに、利

用者の数はすでに９人とみなされている

ことから、これを上限としなければならな

い。 

ニ 療養通所介護事業所の設備を利用し夜

間及び深夜に指定療養通所介護以外のサ

ービスを提供する場合の取扱いについて

は、地域密着型通所介護と同様であるの

で、第３の二の二の２の⑸を参照された

い。 

⑷ 運営に関する基準 

① 内容及び手続の説明及び同意 

指定療養通所介護事業者は、利用者に対し

適切な指定療養通所介護を提供するため、そ

の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込

者又はその家族に対し、当該指定療養通所介

護事業所の運営規程の概要、従業者等の勤務

体制、緊急時対応医療機関との連絡体制、苦

情処理の体制等の利用申込者がサービスを

選択するために必要な重要事項について、わ

かりやすい説明書やパンフレット等の文書

を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業

所から指定療養通所介護の提供を受けるこ

とにつき同意を得なければならないことと

したものである。 

なお、当該同意については、利用者及び指

定療養通所介護事業者双方の保護の立場か

ら書面によって確認することが望ましいも

のである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 居宅介護支援事業者等との連携 

指定療養通所介護は、サービス提供に当た

って常時看護師による観察を要する利用者

を対象としていることから、当該利用者が引

き続き当該指定療養通所介護を利用するこ

とが適切かどうか、主治の医師を含めたサー

ビス担当者会議において、適宜検討すること

が重要であり、そのため、当該事業者は、サ

ービス提供等を通して得た利用者の心身の

状態等必要な情報を当該利用者に係る居宅

介護支援事業者に提供するよう努めなけれ

ばならないことを定めたものである。 
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の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な

指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護支

援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は

福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけれ

ばならない。 

 (指定療養通所介護の具体的取扱方針) 

第40条の８ 指定療養通所介護の方針は、次に掲げるとこ

ろによるものとする。 

一 指定療養通所介護の提供に当たっては、次条第１項

に規定する療養通所介護計画に基づき、利用者の機能

訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必

要な援助を行うものとする。 

二 療養通所介護従業者は、指定療養通所介護の提供に

当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又

はその家族に対し、サービスの提供方法等について、

理解しやすいように説明を行うものとする。 

三 指定療養通所介護の提供に当たっては、介護技術の

進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提

供を行うものとする。 

四 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等

に応じた適切なサービスを提供できるよう、利用者の

主治の医師や当該利用者の利用する訪問看護事業者等

との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順

等についての情報の共有を十分に図るものとする。 

五 指定療養通所介護事業者は、常に利用者の心身の状

況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能

訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適

切に提供するものとする。 

 

 

 (療養通所介護計画の作成) 

第40条の９ 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者

の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ

て、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体

的なサービスの内容等を記載した療養通所介護計画を作

成しなければならない。 

２ 療養通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成さ

れている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って

作成しなければならない。 

３ 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画書(指定居宅サ

ービス等基準第70条第１項に規定する訪問看護計画書又

は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平

成12年厚生省令第80号)第17条第１項に規定する訪問看

護計画書をいう。以下この節において同じ。)が作成され

ている場合は、当該訪問看護計画書の内容との整合を図

りつつ、作成しなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計

画の作成に当たっては、その内容について利用者又はそ

の家族に対して説明し、利用者の同意を得なければなら

ない。 

５ 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計

画を作成した際には、当該療養通所介護計画を利用者に

交付しなければならない。 

６ 療養通所介護従業者は、それぞれの利用者について、

療養通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標

の達成状況の記録を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 指定療養通所介護の基本取扱方針及び具

体的取扱方針 

指定療養通所介護の基本取扱方針及び具

体的取扱方針については、基準第25条 及び

第40条の８に定めるところによるほか、次の

点に留意するものとする。 

イ 基準第40条の８第２号で定める「サービ

スの提供方法等」とは、療養通所介護計画

の目標及び内容や利用日の行事及び日課

等も含むものであること。 

ロ 利用者の体調の変化等を指定療養通所

介護におけるサービス内容に反映させる

ことが重要であることから、利用者の主治

の医師や当該利用者の利用する訪問看護

事業者等との密接な連携と情報の共有を

十分に図ること。 

ハ 指定療養通所介護は、事業所内でサービ

スを提供することが原則であるが、次に掲

げる条件を満たす場合においては、事業所

の屋外でサービスを提供することができ

るものであること。 

ａ あらかじめ療養通所介護計画に位置

付けられていること 

ｂ 効果的な機能訓練等のサービスが提

供できること 

④ 療養通所介護計画の作成 

イ 基準第40条の９で定める療養通所介護

計画については、管理者を含む看護師が利

用者ごとにその作成にあたることとした

ものである。 

ロ 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画

が作成されている場合は、その内容と整合

を図りつつ、作成されなければならないこ

ととしたものである。なお、療養通所介護

計画を作成後に訪問看護計画が作成され

た場合についても、当該療養通所介護計画

と訪問看護計画の内容の整合を図り、必要

に応じて変更するものとする。 

ハ 療養通所介護計画は利用者の心身の状

況、希望及びその置かれている環境を踏ま

えて作成されなければならないものであ

り、サービス内容等への利用者の意向の反

映の機会を保障するため、指定療養通所介

護事業所の管理者は、療養通所介護計画の

作成に当たっては、その内容等を説明した

上で利用者の同意を得なければならず、ま

た、当該療養通所介護計画を利用者に交付

しなければならない。なお、交付した療養

通所介護計画は、基準第40条の15第２項の

規定に基づき、２年間保存しなければなら

ない。 

ニ 療養通所介護計画の目標及び内容につ

いては、利用者又は家族に説明を行うとと
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 (緊急時等の対応) 

第40条の10 指定療養通所介護事業者は、現に指定療養通

所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が

生じた場合等に備え、主治の医師とともに、その場合の

対応策(以下この節において「緊急時等の対応策」とい

う。)について利用者ごとに検討し、緊急時等の対応策を

あらかじめ定めておかなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、緊急時等の対応策につい

て、利用者及びその家族に対して十分に説明し、利用者

及びその家族が安心してサービスを利用できるよう配慮

しなければならない。 

３ 療養通所介護従業者は、現に指定療養通所介護の提供

を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合そ

の他必要な場合は、緊急時等の対応策に基づき、速やか

に主治の医師又は第40条の13第１項に規定する緊急時対

応医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

４ 指定療養通所介護事業者は、利用者の主治の医師と密

接な連携をとりながら、利用者の状態の変化に応じて緊

急時等の対応策の変更を行うものとする。 

５ 第１項及び第２項の規定は、前項に規定する緊急時等

の対応策の変更について準用する。 

 (管理者の責務) 

第40条の11 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指

定療養通所介護事業所の従業者の管理及び指定療養通所

介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握

その他の管理を一元的に行うものとする。 

２ 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の体調の

変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、利用

者の主治の医師や当該利用者が利用する訪問看護事業者

等との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順

等についての情報の共有を十分に行わなければならな

い。 

３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介

護の提供に適切な環境を整備しなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介

護の利用者個々の療養通所介護計画の作成に関し、必要

な指導及び管理を行わなければならない。 

５ 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通

所介護事業所の従業者にこの款の規定を遵守させるため

必要な指揮命令を行うものとする。 

 (運営規程) 

第40条の12 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介

護事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程(以下この節において「運営規程」とい

う。)を定めておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定療養通所介護の利用定員 

もに、その実施状況や評価についても説明

を行うものとする。 

ホ 居宅サービス計画に基づきサービスを

提供している指定療養通所介護事業者に

ついては、第３の一の４の⒄⑫を準用す

る。この場合において、「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護計画」とあるのは「療養

通所介護計画」と読み替える。 

⑤ 緊急時の対応について 

緊急時の対応については、利用者個々の心

身の状況やその環境等を勘案して、あらかじ

め個別に具体的な対応策を主治医とともに

検討し、不測の事態にあっても十分な対応が

できるよう、利用者毎に定めておかなければ

ならない。 
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五 指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の

額 

六 通常の事業の実施地域 

七 サービス利用に当たっての留意事項 

八 非常災害対策 

九 虐待の防止のための措置に関する事項 

十 その他運営に関する重要事項 

 

（虐待の防止に係る経過措置） 

※令３省令9号附則第2条 この省令の施行の日〔令和3年

4月1日〕から令和6年3月31日までの間、〔略〕新地域密

着型サービス基準〔略〕第40条の12〔略〕の規定の適

用については、これらの規定中「、次に」とあるのは

「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規

程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要

事項」とあるのは「重要事項（虐待の防止のための措

置に関する事項を除く。）」とする。 

 (緊急時対応医療機関) 

第40条の13 指定療養通所介護事業者は、利用者の病状の

急変等に備えるため、あらかじめ、緊急時対応医療機関

を定めておかなければならない。 

２ 緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業所と同

一の敷地内に存し又は隣接し若しくは近接していなけれ

ばならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、緊急時において円滑な協

力を得るため、当該緊急時対応医療機関との間であらか

じめ必要な事項を取り決めておかなければならない。 

 (安全・サービス提供管理委員会の設置) 

第40条の14 指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切な

サービスの提供を確保するため、地域の医療関係団体に

属する者、地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とす

る者その他指定療養通所介護の安全かつ適切なサービス

の提供を確保するために必要と認められる者から構成さ

れる安全・サービス提供管理委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。）（次項におい

て「委員会」という。)を設置しなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、おおむね６月に１回以上

委員会を開催することとし、事故事例等、安全管理に必

要なデータの収集を行うとともに、当該データ等を踏ま

え、指定療養通所介護事業所における安全かつ適切なサ

ービスの提供を確保するための方策の検討を行い、当該

検討の結果についての記録を作成しなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は、前項の検討の結果を踏ま

え、必要に応じて対策を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 安全・サービス提供管理委員会 

指定療養通所介護は、医療との密接な連携

のもとにサービス提供が行われることが重

要であることから、安全・サービス提供管理

委員会において地域の医療関係団体（地域の

医師会等）に属する者を委員とすることとし

ている。このほか、地域の保健、医療又は福

祉の分野を専門とする者、必要に応じ、指定

療養通所介護の安全かつ適切なサービスの

提供を確保するために必要と認められる者

によって構成されるものである。 

また、安全・サービス提供管理委員会は、

テレビ電話統治等を活用して行うことがで

きるものとする。この際、個人情報保護委員

会・厚生労働省「医療・介護関係事業者にお

ける個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安

全管理に関するガイドライン」等を遵守する

こと。 

⑦ 利用料等の受領 

 利用料等の受領については、基準第24条（第

３項第２号を除く）を準用しているため、第３

の二の二の３の⑴（②ロを除く。）を参照され

たい。 

⑧ 地域との連携等 

地域との連携等については、基準第34条を

準用しているため、第三の二の二の３の⑽を

参照されたい。ただし、地域密着型通所介護

と異なり、療養通所介護については、⑥に規

定されている「安全・サービス提供管理委員
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 (記録の整備) 

第40条の15 指定療養通所介護事業者は、従業者、設備、

備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければな

らない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養

通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し、その完結の日から２年間保存しなければならない。 

一 療養通所介護計画 

二 前条第２項に規定する検討の結果についての記 

 録 

三 次条において準用する第３条の18第２項に規定する

提供した具体的なサービスの内容等の記録 

四 次条において準用する第３条の26に規定する市町村

への通知に係る記録 

五 次条において準用する第３条の36第２項に規定する

苦情の内容等の記録 

六 次条において準用する第35条第２項に規定する事故

の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

七 次条において準用する第34条第２項に規定する報

告、評価、要望、助言等の記録  

 

会」が担う機能を求めていることを踏まえ、

運営推進会議は一定の配慮をし、利用者の状

態に応じて、おおむね12月に１回以上開催す

ることとしていることに留意されたい。 

⑨ 記録の整備 

基準第40条の15第２項は、指定療養通所介

護事業者が同項各号に規定する記録を整備

し、２年間保存しなければならないこととし

たものである。 

なお、「その完結の日」とは、同項第一号及

び第三号から第六号までの記録については、

個々の利用者につき、契約の満了（契約の解

約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、

利用者の自立を含む。）により一連のサービ

ス提供が終了した日、同項第二号の記録につ

いては、基準第40条の14の安全・サービス提

供管理委員会を開催し、指定療養通所介護事

業所における安全かつ適切なサービスの提

供を確保するための方策の検討を行った日、

基準第40条の15第２項第七号の記録につい

ては、基準第34条第１項の運営推進会議を開

催し、基準第34条第２項に規定する報告、評

価、要望、助言等の記録を公表した日を指す

ものとする。 

(準用) 

第40条の16 第３条の８から第３条の11まで、第３条の14から第３条の16まで、第３条の18、第３条の20、

第３条の26、第３条の30の２、第３条の32から第３条の36まで、第３条の38の２、第３条の39、第24条

(第３項第２号を除く。)、第25条及び第30条から第35条までの規定は、指定療養通所介護の事業につい

て準用する。この場合において、第３条の30の２第２項、第３条の32第１項並びに第３条の38の２第１

号及び第３号中「運営規程」とあるのは「第40条の12に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第３条の32第１項中「運営規

程」とあるのは「第40条の12に規定する重要事項に関する規程」と、第30条第３項及び第４項並びに第

32条第２項第１号及び第３号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、

第34条第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知

見を有する者」と、「６月」とあるのは「12月」と、同条第３項中「当たっては」とあるのは「当たって

は、利用者の状態に応じて」と、第35条第４項中「第22条第４項」とあるのは「第40条の４第４項」と読

み替えるものとする。 
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１．算定構造の概要 

≪基本部分の単位数≫ 

【イ.地域密着型通所介護】 

        介護度 

所要時間 
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

⑴ ３時間以上４時間未満 ４１５ ４７６ ５３８ ５９８ ６６１ 

⑵ ４時間以上５時間未満 ４３５ ４９９ ５６４ ６２７ ６９３ 

⑶ ５時間以上６時間未満 ６５５ ７７３ ８９３ １,０１０ １,１３０ 

⑷ ６時間以上７時間未満 ６７６ ７９８ ９２２ １,０４５ １,１６８ 

⑸ ７時間以上８時間未満 ７５０ ８８７ １,０２８ １,１６８ １,３０８ 

⑹ ８時間以上９時間未満 ７８０ ９２２ １,０６８ １,２１６ １,３６０ 

【ロ.療養通所介護】 

１月につき １２,６９１ 

 

 

≪加算・減算≫ 

注１ 

注２ 

利用者の数が利用定員を超える場合 

看護・介護職員の員数が基準に満たない場合★ 

所定単位数×70/100 

所定単位数×70/100 

注３ 

入浴介助を行っていない場合 所定単位数×95/100 

(

療
養) 

注４ ２時間以上３時間未満の通所介護を行う場合（イ） (４時間以上５時間未満)×70/100 

注５ 
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少

が一定以上生じている場合（加算）★ 

＋所定単位数×3/100 

（利用者数が減少した月の翌々月から

3月以内に限る） 

注６ 

８時間以上９時間未満の地域密着型通所介護の前後

に日常生活上の世話を行う場合（延長加算）（イ）

★ 

９時間以上10時間未満＋50単位 

10時間以上11時間未満＋100単位 

11時間以上12時間未満＋150単位 

12時間以上13時間未満＋200単位 

13時間以上14時間未満＋250単位 

注７ 指定生活介護事業者（イ） 所定単位数×93/100 

(

共
生
型) 

指定自立訓練（機能・生活訓練）事業者（イ） 所定単位数×95/100 

指定児童発達支援事業所（イ） 所定単位数×90/100 

放課後等デイサービス事業者（イ） 所定単位数×90/100 

注８ 注７算定の場合、生活相談員等配置加算（イ）★ ＋１３単位/日 

注９ 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算※ ＋所定単位数×5/100 

注10 
入浴介助加算（Ⅰ）★ ＋４０単位/日 

入浴介助加算（Ⅱ）★ ＋５５単位/日 
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注11 中重度者ケア体制加算★ ＋４５単位/日 

注12 

生活機能向上連携加算（Ⅰ）★ ＋１００単位/月（３月に１回を限度） 

生活機能向上連携加算（Ⅱ）★ 
＋２００単位/月 

＊注13算定の場合 ＋１００単位/月 

注13 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ★ ＋５６単位/日 

個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ★ ＋８５単位/日 

個別機能訓練加算(Ⅱ)★ ＋２０単位/日 

注14 

ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)★ ＋３０単位/月 

ＡＤＬ維持等加算(Ⅱ)★ ＋６０単位/月 

ＡＤＬ維持等加算(Ⅲ)★ ＋３単位/月（R5.3.31まで） 

注15 認知症加算★  ＊注７を算定していない場合 ＋６０単位/日 

注16 若年性認知症利用者受入加算★ ＋６０単位/日 

注17 栄養アセスメント加算★ ＋５０単位/月 

注18 栄養改善加算★ ＋２００単位/回（月２回を限度） 

注19 
口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ＋２０単位/回 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） ＋ ５単位/回 

注20 
口腔機能向上加算（Ⅰ）★ ＋１５０単位/回（月２回を限度） 

口腔機能向上加算（Ⅱ）★ ＋１６０単位/回（月２回を限度） 

注21 科学的介護推進体制加算★ ＋４０単位/月 

注24 
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利

用する者に地域密着型通所介護を行う場合 
－９４単位/日 

注25 利用者の居宅と事業所との間の送迎を行わない場合 －４７単位/片道につき 

ハ 
サービス提供体制強化加算★

※ 

地域密着

型通所 

(Ⅰ) ＋２２単位/回 

(Ⅱ) ＋１８単位/回 

(Ⅲ) ＋ ６単位/回 

療養通所 
(Ⅲ)イ ＋４８単位/回 

(Ⅲ)ロ ＋２４単位/回 

ニ 
介護職員処遇改善加算★※ 

（１月につき） 

(Ⅰ) ＋所定単位(イ～ハ)×59/1000 

(Ⅱ) ＋所定単位(イ～ハ)×43/1000 

(Ⅲ) ＋所定単位(イ～ハ)×23/1000 

(Ⅳ) ＋(Ⅲ)×90/100（R4.3.31まで） 

(Ⅴ) ＋(Ⅲ)×80/100（R4.3.31まで） 

ホ 
介護職員等特定処遇改善加算

★※ 

(Ⅰ) ＋所定単位(イ～ハ)×12/1000 

(Ⅱ) ＋所定単位(イ～ハ)×10/1000 

 ★：体制等の届出が必要  ※：区分支給限度基準額の算定対象外 

 

 

 

〔算定基準告示〕 

 ・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第126号）

別表２の２ 

【最終改正 令和3年厚生労働省告示第73号、令和3年４月１日施行】 
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〔留意事項通知〕 

・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年３月31

日老計発0331005号・老振発0331005号・老老発0331018号 第二３の２） 

1. 【最終改正 令3.3.16老高発0316第３号・老認発0316第６号・老老発0316第５号：別紙５／3.4.22

老高発0422第１号・老認発0422第１号・老老発0422第１号】 
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２．基本サービス費関連 

（１）地域密着型通所介護費 

◎ 地域密着型通所介護費は、地域密着型通所介護計画に位置付けられたサービスに要する標準的

な時間で、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。 

◎ 利用定員超過又は人員基準欠如の場合は、地域密着型通所護費単位数表の所定単位数に100分

の70を乗じて得た単位数を算定する。 
 

算定基準告示 …Ｈ18厚生省告示第126号 別表２の２（地域密着型通所介護費） 

イ 地域密着型通所介護費 

⑴ 所要時間３時間以上４時間未満の場合  ＜略＞ 

⑵ 所要時間４時間以上５時間未満の場合  ＜略＞ 

⑶ 所要時間５時間以上６時間未満の場合   ＜略＞ 

⑷ 所要時間６時間以上７時間未満の場合  ＜略＞ 

⑸ 所要時間７時間以上８時間未満の場合  ＜略＞ 

⑹ 所要時間８時間以上９時間未満の場合  ＜略＞ 
 

注１ イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地

域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第 20 条第 1 項に規定する指定地域密着型通所介

護事業所をいう。以下同じ。)において、指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第 19 条

に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の要介護状態区分に応

じて、現に要した時間ではなく、地域密着型通所介護計画(指定地域密着型サービス基準第 27 条第 1 項に

規定する地域密着型通所介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定地域密着型通所介護

を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員(看

護師又は准看護師をいう。以下同じ。)若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当

する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 

 

※厚生労働大臣が定める施設基準〔平 27 告示第 96 号〕 

十七の二 指定地域密着型通所介護の施設基準 

イ 地域密着型通所介護費を算定すべき指定地域密着型通所介護の施設基準 

⑴ 指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第 20 条第 1 号に規定する指定地域密

着型通所介護事業所をいう。)であること。 

⑵ 指定地域密着型サービス基準第 20 条に定める看護職員又は介護職員(共生型地域密着型通所介護を

行う事業所にあっては第 37 条の 2 第１号に定める従業者)の員数を置いていること。 
 

 

〔15.5.30 介護保険最新情報vol.151介護報酬に係るQ&A〕  

【問】 事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調不良で通所介護（通所リハビリテーション）に参

加できなくなった場合、通所介護費（通所リハビリテーション費）を算定することはできないか。 

（答） 貴見のとおり、算定できない。 
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（２）療養通所介護費 

◎ 療養通所介護費は、療養通所介護計画に位置付けられたサービスに要する標準的な時間で、そ

れぞれ所定単位数を算定する。 
 

※ サービス提供時間は、利用者の居宅に迎えに行った時から、居宅に送り届けたのち利用者の

状態の安定等を確認するまでの時間をあわせてサービス提供時間とする。 
 

※ 看護職員が、利用者の居宅において状態を観察し、通所できる状態であることを確認すると

ともに、事業所から居宅に戻ったときにも状態の安定等を確認すること。 
 

◎ 療養通所介護の利用者は、在宅において生活しており、当該サービスを提供するに当たり常時

看護師による観察を必要とする難病、認知症、脳血管疾患後遺症等を有する重度者又はがん末期

の利用者を想定している。 

 

◎ 療養通所介護費は、当該療養通所介護事業所へ登録した者について、登録している期間１月に

つき所定単位数を算定する。月途中から登録した場合又は月途中から登録を終了した場合には、

登録していた期間（登録日から当該月の末日まで又は当該月の初日から登録終了日まで）に対応

した単位数を算定することとする。 

 

◎ 事業所内に入浴設備がない場合など事業所の都合によって入浴介助を実施しない場合は減算の

対象となる。 

 

◎ 療養通所介護計画に、入浴介助の提供が位置づけられている場合に、利用者側の事情により、

療養通所介護費を算定する月に入浴介助を１度も実施しなかった場合も減算の対象となる。 
 

◎ 利用定員超過又は人員基準欠如の場合は、地域密着型通所護費単位数表の所定単位数に100分

の70を乗じて得た単位数を算定する。 
 

算定基準告示 …Ｈ18厚生省告示第126号 別表２の２（地域密着型通所介護費） 

ロ 療養通所介護費 

1 月につき     12,691 単位 
 

注２ ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定療

養通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第 40 条第１項に規定する指定療養通所介護事業所をい

う。以下同じ。)において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)について、指定療養通所介護

(指定地域密着型サービス基準第 38 条に規定する指定療養通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、

所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が

定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 
 

※厚生労働大臣が定める施設基準〔平 27 告示第 96 号〕 

十七の二 指定地域密着型通所介護の施設基準 

ロ 療養通所介護費を算定すべき指定療養通所介護の施設基準 

⑴ 指定療養通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第 40 条第１項に規定する指定療養通所介護

事業所をいう。)であること。 

⑵ 指定地域密着型サービス基準第 40 条に定める看護職員又は介護職員の員数を置いていること。 
 

※厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等〔平 27 告示第 94 号〕 

三十五の二の三 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費の注２の厚生労働大

臣が定める者 

難病等を有する中重度者又は末期の悪性腫瘍の者であって、サービスの提供に当たり、常時看護師による

観察を必要とするもの 
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留意事項通知 …Ｈ18年 老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018 第二の３の２ 

(24) 療養通所介護費について 

① 利用者について 

療養通所介護の利用者は、在宅において生活しており、当該サービスを提供するに当たり常時看護師

による観察を必要とする難病、認知症、脳血管疾患後遺症等を有する重度者又はがん末期の利用者を想

定している。 

② サービス提供時間について 

療養通所介護においては、利用者が当該療養通所介護を利用することとなっている日において、まず

当該事業所の看護職員が利用者の居宅において状態を観察し、通所できる状態であることを確認すると

ともに、事業所から居宅に戻ったときにも状態の安定等を確認することが重要である。したがって、利用

者の居宅に迎えに行った時から、居宅に送り届けたのち利用者の状態の安定等を確認するまでをも含め

て一連のサービスとするものである。 

なお、看護職員は介護職員と連携し、長期間・定期的に当該事業所を利用している者については、初回

のサービス利用時を除き、ＩＣＴを活用し、通所できる状態であることの確認及び居宅に戻った時の状

態の安定等を確認することができる。具体的には、当該事業所を利用している者であって、主治の医師や

当該事業所の看護師が、ＩＣＴを活用した状態確認でも支障がないと判断し、当該活用による状態確認

を行うことに係る利用者又は家族の同意が得られているものを対象にできること。 

療養通所介護の提供に当たっては、利用者の状態に即した適切な計画を作成するとともに、利用者の

在宅生活を支援する観点から、多職種協働により、医療や訪問看護サービス等の様々なサービスが提供

されている中で、主治の医師や訪問看護事業者等と密接な連携を図りつつ、計画的なサービス提供を行

うこと。 

③ 療養通所介護費の算定について 

療養通所介護費は、当該療養通所介護事業所へ登録した者について、登録している期間１月につき所

定単位数を算定する。月途中から登録した場合又は月途中から登録を終了した場合には、登録していた

期間（登録日から当該月の末日まで又は当該月の初日から登録終了日まで）に対応した単位数を算定す

ることとする。 

これらの算定の基礎となる「登録日」とは、利用者が療養通所介護事業者と利用契約を結んだ日ではな

く、サービスを実際に利用開始した日とする。また、「登録終了日」とは、利用者が療養通所介護事業者

との間の利用契約を終了した日とする。 

④ 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について 

イ 当該事業所の看護職員及び介護職員の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている、いわゆ

る人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、人員

基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサービ

スの提供を確保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。 

ロ 看護職員及び介護職員の配置数については、 

ⅰ) 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合にはその翌月から人員基準欠如が

解消されるに至った月まで、単位ごとに利用者の全員について所定単位数が通所介護費等の算定

方法に規定する算定方法に従って減算する。 

ⅱ) １割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、

単位ごとに利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法

に従って減算される（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。）。 

ハ 市町村長は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休

止等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合をのぞき、指定の取消しを

検討するものとする。 

 ⑤ 入浴介助を行わない場合の減算について 

   事業所内に入浴設備がない場合など事業所の都合によって入浴介助を実施しない場合は減算の対象と

なる。また、療養通所介護計画に、入浴介助の提供が位置づけられている場合に、利用者側の事情により、

療養通所介護費を算定する月に入浴介助を１度も実施しなかった場合も減算の対象となる。 

ただし、利用者の心身の状況や希望により、清拭又は部分浴を実施した場合はこの限りではない。 

 ⑥ サービス提供が過少である場合の減算について 

  イ 「利用者１人当たり平均回数」は、暦月ごとにサービス提供回数の合計数を、利用者数で除すること

によって算定するものとする。 

ロ 利用者が月の途中で、利用を開始する、終了する又は入院する場合にあっては、当該利用者を「利用

者１人当たり平均回数」の算定に含めないこととする。 

ハ 市町村長は、サービス提供回数が過少である状態が継続する場合には事業所に対して適切なサービ

スの提供を指導するものとする。 
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〔19.2.9 介護保険最新情報vol.5 平成18年４月改定関係Ｑ＆Ａ 問58の改訂について〕  

【問58】療養通所介護の対象者は「難病等を有する重度要介護者」とあるが、「難病等」に当たるかどうか

についてはどのように判断するのか。 

（答） 療養通所介護は、重度要介護者の中で、医療ニーズも相当程度抱えており、一般の通所介護ではサ

ービス提供を行うことがなかなか難しいと考えられる者を対象とすることを考えており、このような

介護ニーズ、医療ニーズともに相当程度抱えている利用者を対象としていることから、医療との連携

も含め、サービスの質の確保は特に重要であると考えている。 

このため、療養通所介護の指定基準においては、利用者の病状の急変等に迅速に対応するため、

緊急時対応医療機関の設置を求めることや、地域の医療関係団体や保健、医療又は福祉の専門家等

から構成される「安全・サービス提供管理委員会」の設置を求め、当該事業所より適切にサービス提

供が行われているかどうか、またサービスの内容が適切であるかどうか定期的に検討し、サービス

の質の確保に常に努めることとしているところである。 

療養通所介護の提供に当たっては、こうした指定基準の趣旨の徹底が図られ、地域の医師をはじ

めとする医療関係者と、他のサービス事業者との一般的な連携（協力医療機関等）以上の緊密な連

携が確保されていることも含め、サービスの提供に当たっての安全性や適切な運営が十分に担保さ

れることが重要であると考えている。 

療養通所介護の対象者については、「難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サ

ービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なもの」とされているところであるが、利用者の

疾患が「難病等」に当たるか否かについては、療養通所介護において提供しているサービスの内容

等を踏まえ、利用者に対する療養通所介護の提供の適否の観点から主治医を含めたサービス担当者

会議において検討の上、適切に判断されたい（「難病等」について難病に限定するものではない）。 

〔27.4.1 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A〕 

【問66】宿泊サービスの届出要件として、「指定通所介護事業所の設備を利用し」とあるが、指定通所介護

事業所として届け出ている食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室以外の部屋や隣接する建物等

で宿泊サービスを提供する場合の扱いはどうなるのか。 

（答）（通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護共通）  

   指定通所介護事業所の設備を利用して提供する宿泊サービスについては、届出の対象とするが、指

定通所介護事業所の設備を利用しないものについては対象としない。また、食堂などの一部設備を共

用するが、宿泊に関しては指定通所介護事業所等以外で実施する場合は対象とならない。 

   なお、高齢者を入居させ、「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」

又は「健康管理」の少なくとも一つのサービスを供与する場合には、有料老人ホームに該当し、老人

福祉法上の届出を行うことが必要となることに留意されたい。 
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（３）地域密着型通所介護費の所要時間区分 

◎ 現に要した時間ではなく、地域密着型通所介護計画書に位置付けられた内容の指定地域密着型

通所介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。 

※ 家族等の出迎え等までの間の「預かり」サービスについては、利用者から別途利用料を徴

収して差し支えない 

※ 地域密着型通所介護を行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含まれない 

※ 送迎時に実施した居宅内での介助等（着替え、ベッド・車椅子への移乗、戸締まり等）に

要する時間は、次の要件のいずれも満たす場合、所要時間に含めることができる。 

（１日30分以内） 

① 居宅サービス計画及び地域密着型通所介護計画に位置づけた上で実施する場合 

② 送迎時に居宅内の介助等を行う者が一定の要件を満たす場合（下記留意事項通知参照） 

※ 当日の利用者の心身の状況から、やむを得ず短くなった場合には、地域密着型通所介護計

画上の単位数を算定して差し支えない（大きく短縮した場合は、地域密着型通所介護計画を

変更し、変更後の単位数を算定すること） 

 

留意事項通知 …Ｈ18年 老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018 第二の３の２ 

⑴ 所要時間による区分の取扱い 

所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、地域密着型通所介護計画に位置付けられた内

容の地域密着型通所介護を行うための標準的な時間によることとされたところであり、単に、当日のサービ

ス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、地

域密着型通所介護のサービスが提供されているとは認められないものであること。したがって、この場合は

当初計画に位置付けられた所要時間に応じた所定単位数が算定されるものであること（このような家族等

の出迎え等までの間の「預かり」サービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えない。）。

また、ここでいう地域密着型通所介護を行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含まれないものであ

るが、送迎時に実施した居宅内での介助等（着替え、ベッド・車椅子への移乗、戸締まり等）に要する時間

は、次のいずれの要件も満たす場合、１日 30 分以内を限度として、地域密着型通所介護を行うのに要する

時間に含めることができる。 

① 居宅サービス計画及び地域密着型通所介護計画に位置付けた上で実施する場合 

② 送迎時に居宅内の介助等を行う者が、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、

1 級課程修了者、介護職員初任者研修修了者（2 級課程修了者を含む。）、看護職員、機能訓練指導員又は

当該事業所における勤続年数と同一法人の経営する他の介護サービス事業所、医療機関、社会福祉施設等

においてサービスを利用者に直接提供する職員としての勤続年数の合計が３年以上の介護職員である場

合 

これに対して、当日の利用者の心身の状況から、実際の地域密着型通所介護の提供が地域密着型通所介護

計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には地域密着型通所介護計画上の単位数を算定して差

し支えない。なお、地域密着型通所介護計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、地域密着型通所

介護計画を変更のうえ、変更後の所要時間に応じた単位数を算定すること。 

なお、同一の日の異なる時間帯に複数の単位（指定地域密着型サービス基準第 20 条に規定する指定地域

密着型通所介護の単位をいう。以下同じ。）を行う事業所においては、利用者が同一の日に複数の指定地域

密着型通所介護の単位を利用する場合には、それぞれの地域密着型通所介護の単位について所定単位数が

算定されること。 
 

 

〔15.5.30 介護保険最新情報vol.151介護報酬に係るQ&A〕  

【問3】 緊急やむを得ない場合における併設医療機関（他の医療機関を含む）の受診による通所サービスの

利用の中止について 

（答）  併設医療機関等における保険請求が優先され、通所サービスについては変更後の所要時間に応じた

所定単位数を算定しなければならない。 



地域密着型通所介護 90 

〔H14.5.14事務連絡Ｑ＆Ａ〕 

【問】 デイサービスセンター等の通所サービスの提供場所において、通所サービスに付随して理美容サービ

スを提供することはできるか。 

（答） 理美容サービスは、介護保険による通所サービスには含まれないが、デイサービスセンター等におい

て、通所サービスとは別に、利用者の自己負担により理美容サービスを受けることは問題ない。その際、

利用者に必要なものとして当初から予定されている通所サービスの提供プログラム等に影響しないよ

う配慮が必要である。なお、通所サービスの提供時間には、理美容サービスに要した時間は含まれない。 

 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問52】デイサービス等への送り出しなどの送迎時における居宅内介助等について、通所介護事業所等が対

応できない場合は、訪問介護の利用は可能なのか。居宅内介助等が可能な通所介護事業所等を探す必

要があるのか。 

（答） １ 通所介護等の居宅内介助については、独居など一人で身の回りの支度ができず、介助が必要と

なる場合など個別に必要性を判断の上、居宅サービス計画及び個別サービス計画に位置付けて実

施するものである。 

２ 現在、訪問介護が行っている通所サービスの送迎前後に行われている介助等について、一律に

通所介護等で対応することを求めているものではない。 

例えば、食事介助に引き続き送迎への送り出しを行うなど訪問介護による対応が必要な利用者

までも、通所介護等での対応を求めるものではない。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問53】送迎時に居宅内で介助した場合は30分以内であれば所要時間に参入してもよいとあるが、同一建物

又は同一敷地内の有料老人ホーム等に居住している利用者へ介護職員が迎えに行き居宅内介助した場

合も対象とすることでよいか。 

（答） 対象となる。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問54】送迎時における居宅内介助等については、複数送迎する場合は、車内に利用者を待たせることにな

るので、個別に送迎する場合のみが認められるのか。 

（答） 個別に送迎する場合のみに限定するものではないが、居宅内介助に要する時間をサービスの提供時

間に含めることを認めるものであることから、他の利用者を送迎時に車内に待たせて行うことは認め

られない。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問55】居宅内介助等を実施した時間を所要時間として、居宅サービス計画及び個別サービス計画に位置づ

けた場合、算定する報酬区分の所要時間が利用者ごとに異なる場合が生じてもよいか。 

（答） サービスの提供に当たっては、サービス提供の開始・終了タイミングが利用者ごとに前後すること

はあり得るものであり、単位内でサービスの提供時間の異なる場合が生じても差し支えない。 

〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問57】サービスの提供開始や終了は同一単位の利用者について同時に行わなければならないのか。 

（答） サービスの提供にあたっては、利用者ごとに定めた通所サービス計画における通所サービスの内容、

利用当日のサービスの提供状況、家族の出迎え等の都合で、サービス提供の開始・終了のタイミングが

利用者ごとに前後することはあり得るものであり、また、そもそも単位内で提供時間の異なる利用者も

存在し得るところである。報酬の対象となるのは実際に事業所にいた時間ではなく、通所サービス計画

に定められた標準的な時間であるとしているところであり、サービス提供開始時刻や終了時刻を同時

にしなければならないというものではない。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問23】所要時間区分（６時間以上７時間未満、７時間以上８時間未満等）は、あらかじめ事業所が確定さ

せておかなければならないのか。利用者ごとに所要時間区分を定めることはできないのか。 

（答） 各利用者の通所サービスの所要時間は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏

まえて作成される通所サービス計画に位置づけられた内容によって個別に決まるものであり、各利用

者の所要時間に応じた区分で請求することとなる。運営規程や重要事項説明書に定める事業所におけ

るサービス提供時間は、これらを踏まえて適正に設定する必要がある。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問24】各所要時間区分の通所サービス費を請求するにあたり、サービス提供時間の最低限の所要時間はあ

るのか。 

（答） ・所要時間による区分は現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置づけられた通所サービ

スを行うための標準的な時間によることとされており、例えば通所介護計画に位置づけられた通所介

護の内容が８時間以上９時間未満であり、当該通所介護計画書どおりのサービスが提供されたのであ
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れば、８時間以上９時間未満の通所介護費を請求することになる。 

・ただし、通所サービスの提供の開始に際しては、予めサービス提供の内容や利用料等の重要事項

について、懇切丁寧に説明を行った上で同意を得ることとなっていることから、利用料に応じた、利

用者に説明可能なサービス内容となっている必要があることに留意すること。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問25】１人の利用者に対して、７時間の通所介護に引き続いて５時間の通所介護を行った場合は､それぞれ

の通所介護費を算定できるのか。 

（答） ・それぞれのプログラムが当該利用者の心身の状況や希望等に応じて作成され､当該プログラムに従

って､単位ごとに効果的に実施されている場合は､それぞれの単位について算定できる。なおこの場合

にあっても１日につき算定することとされている加算項目は、当該利用者についても当該日に１回限

り算定できる。 

・単に日中の通所介護の延長として夕方に通所介護を行う場合は、通算時間は12時間として、９時間

までの間のサービス提供に係る費用は所要時間８時間以上９時間未満の場合として算定し９時間以

降12時間までの間のサービス提供に係る費用は、延長加算を算定（または延長サービスに係る利用料

として徴収）する。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問26】「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間より

もやむを得ず短くなった場合には通所サービス計画上の単位数を算定して差し支えない。」とされて

いるが、具体的にどのような内容なのか。 

（答） ・通所サービスの所要時間については､現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置付けられ

た内容の通所サービスを行うための標準的な時間によることとされている。 

・こうした趣旨を踏まえ、例えば８時間以上９時間未満のサービスの通所介護計画を作成していた

場合において、当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したためにやむを得ず７時間30分でサー

ビス提供を中止した場合に当初の通所介護計画による所定単位数を算定してもよいとした。（ただ

し、利用者負担の軽減の観点から､通所介護計画を変更した上で７時間以上８時間未満の所定単位数

を算定してもよい。） 

・こうした取扱いは､サービスのプログラムが個々の利用者に応じて作成され､当該プログラムに従

って､単位ごとに効果的に実施されている事業所において行われることを想定しており､限定的に適

用されるものである。当初の通所介護計画に位置付けられた時間よりも大きく短縮した場合は､当

初の通所介護計画を変更し､再作成されるべきであり､変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定

しなければならない。 

（例）通所介護計画上７時間以上８時間未満の通所介護を行う予定であった利用者について 

① 利用者が定期検診などのために当日に併設保険医療機関の受診を希望することにより６時間

程度のサービスを行った場合には､利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を

変更し､再作成されるべきであり､６時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。 

② 利用者の当日の希望により３時間程度の入浴のみのサービスを行った場合には､利用者の当

日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し､再作成されるべきであり、３時間程度の

所要時間に応じた所定単位数を算定する。 

③ 当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したためにやむを得ず２時間程度でサービス提供  

を中止した場合、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきであり、２時間程度の所要

時間に応じた所定単位数を算定する。 

（※所要時間２時間以上３時間未満の区分は、心身の状況その他利用者のやむを得ない事情に

より、長時間のサービス利用が困難である利用者に対して算定するものであるが、当日の利用

者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりも大き

く短縮した場合は、通所サービス計画を変更の上、同区分での算定を行うこととしても差し支

えない。） 

④ 当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したためにやむを得ず１時間程度でサービス提供

を中止した場合、これに対応する所要時間区分がないため、通所介護費を算定できない。 
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（４）２時間以上３時間未満の地域密着型通所介護 

２時間以上３時間未満の 

地域密着型通所介護を行う場合 
所定単位数(４時間以上５時間未満)×70/100 

◎ 心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用

者に対して、所要時間２時間以上３時間未満の指定地域密着型通所介護を行う場合に算定できる。 

◎ 地域密着型通所介護の本来の目的に照らし、単に入浴サービスのみといった利用は適当ではな

く、利用者の日常生活動作能力などの向上のため、日常生活を通じた機能訓練等を実施すること。 

 

算定基準告示 ……Ｈ18厚生省告示第126号別表２の２（地域密着型通所介護費） 

注４ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間２時間以上３時間未満の指定

地域密着型通所介護を行う場合は、イ(2)の所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。 

 

※厚生労働大臣が定める利用者等〔平 27 告示第 94 号〕 

三十五の三 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費の注4の厚生労働大臣が

定める基準に適合する利用者 

第十四号に規定する利用者 

〔十四 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注２の厚生労働大臣が定める基準に適合

する利用者〕 

心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者 

 

留意事項通知 …Ｈ18年 老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018 第二の３の２ 

⑵ ２時間以上３時間未満の地域密着型通所介護を行う場合の取扱い 

２時間以上３時間未満の地域密着型通所介護の単位数を算定できる利用者は、心身の状況から、長時間

のサービス利用が困難である者、病後等で短時間の利用から始めて長時間利用に結びつけていく必要があ

る者など、利用者側のやむを得ない事情により長時間のサービス利用が困難な者（利用者等告示第35号の

３）であること。なお、２時間以上３時間未満の地域密着型通所介護であっても、地域密着型通所介護の

本来の目的に照らし、単に入浴サービスのみといった利用は適当ではなく、利用者の日常生活動作能力な

どの向上のため、日常生活を通じた機能訓練等が実施されるべきものであること。 

 

 

（５）感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じ

ている場合［要届出］ 

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の

減少が一定以上生じている場合 
所定単位数＋3/100 

◎ 状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、感染症や災害の影響により利用延

人員数が減少した場合に、基本報酬へ３％加算（以下「３％加算」という。）する。 

 

◎ 減少月の利用延人員数が、当該減少月の前年度の１月当たりの平均利用延人員数（以下「算定

基礎」という。）から100 分の５（以下「５％」と表記する。）以上減少している場合に、当該減

少月の翌々月から３月以内に限り、基本報酬の100分の３（以下「３％」と表記する。）に相当す

る単位数を加算する。 

 

※ 加算の算定にあたっては、利用延人員数の減が生じた月の翌月に届出を行い、届出の翌月から

最大３か月間算定することが可能。また、加算算定後も特別な事情があり、なお利用延人員数の

減が生じている場合は、再度届出を行い、さらに最大３か月間加算を算定することが可能。（ただ
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し、加算算定・延長の届出後利用延人員数が回復した場 合は、回復した月の翌月をもって算定終

了。） 

 

※ 算定にあたっては、必ず「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の

減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の

提示について」を確認すること。 

 

算定基準告示 ……Ｈ18厚生省告示第126号別表２の２（地域密着型通所介護費） 

注５ イについて、感染症又は災害（厚生労働大臣が認めるものに限る。）の発生を理由とする利用者数

の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均利用者数よりも100分の5以上

減少している場合に、市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所において、指定地域密着型通

所介護を行った場合には、利用者数が減少した月の翌々月から３月以内に限り、１回につき所定単位数

の100分の３に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営

改善に時間を要することその他の特別な事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月

の翌月から３月以内に限り、引き続き加算することができる。 

 

 〔経過措置・改正告示附則第４条〕 

  令和３年５月31日までの間は、本規程中「月平均」とあるのは「月平均又は前年同月」とする。 

 

留意事項通知 …Ｈ18年 老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018 第二の３の２ 

⑶ 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の取扱い 

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の基本報酬への加算の

内容については、別途通知を参照すること。 

 

 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問2】 新型コロナウイルス感染症については、基本報酬への３％加算（以下「３％加算」という。）や事業

所規模別の報酬区分の決定に係る特例（以下「規模区分の特例」という。）の対象となっているが、現

に感染症の影響と想定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合にあっては、減少の具体的

な理由（例えば、当該事業所の所在する地域に緊急事態宣言が発令されているか、当該事業所が都道府

県、保健所を設置する市又は特別区からの休業の要請を受けているか、当該事業所において感染者が発

生したか否か等）は問わないのか。 

（答） 対象となる旨を厚生労働省から事務連絡によりお知らせした感染症又は災害については、利用延人員

数の減少が生じた具体的な理由は問わず、当該感染症又は災害の影響と想定される利用延人員数の減少

が一定以上生じている場合にあっては、３％加算や規模区分の特例を適用することとして差し支えな

い。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問3】 各月の利用延人員数及び前年度の１月当たりの平均利用延人員数は、通所介護、地域密着型通所介

護及び（介護予防）認知症対応型通所介護については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に

関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支

援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成12年３月１日

老企第36号）（以下「留意事項通知」という。）第２の７（４）及び（５）を、通所リハビリテーション

については留意事項通知第２の８（２）及び（８）を準用し算定することとなっているが、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大防止のため、都道府県等からの休業の要請を受けた事業所にあっては、休業

要請に従って休業した期間を、留意事項通知の「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできるか。 

（答） ・留意事項通知において「一月間（暦月）、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施した月にお

ける平均利用延人員数については、当該月の平均利用延人員数に七分の六を乗じた数によるものとす

る。」としているのは、「正月等の特別な期間」においては、ほとんど全ての事業所がサービス提供を行

っていないものと解されるためであり、この趣旨を鑑みれば、都道府県等からの休業の要請を受け、こ

れに従って休業した期間や、自主的に休業した期間を「正月等の特別な期間」として取り扱うことはで

きない。 

・なお、通所介護、通所リハビリテーションにあっては、留意事項通知による事業所規模区分の算定に

あたっても、同様の取扱いとすることとする。 
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〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問5】３％加算については、加算算定終了の前月においてもなお、利用延人員数が５％以上減少している場

合は、加算算定の延長を希望する理由を添えて、加算算定延長の届出を行うこととなっているが、どの

ような理由があげられている場合に加算算定延長を認めることとすればよいのか。都道府県・市町村に

おいて、届出を行った通所介護事業所等の運営状況等を鑑み、判断することとして差し支えないのか。 

（答） 通所介護事業所等から、利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時間を要すること等の理由

が提示された場合においては、加算算定の延長を認めることとして差し支えない。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問10】３％加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出は、利用延人員数の減少が生じた月の翌月15日まで

に届出を行うこととされているが、同日までに届出がなされなかった場合、加算算定や特例の適用を行

うことはできないのか。 

（答） ・貴見のとおり。他の加算と同様、算定要件を満たした月（利用延人員数の減少が生じた月）の翌月

15日までに届出を行わなければ、３％加算の算定や規模区分の特例の適用はできない。なお、例えば令

和３年４月の利用延人員数の減少に係る届出を行わなかった場合、令和３年６月にこの減少に係る評価

を受けることはできないが、令和３年５月以降に利用延人員数の減少が生じた場合は、減少が生じた月

の翌月15日までに届出を行うことにより、令和３年７月以降において、加算の算定や規模区分の特例の

適用を行うことができる。 

・なお、令和３年２月の利用延人員数の減少に係る届出にあっては、令和３年４月１日までに行わせ

ることを想定しているが、この届出については、新型コロナウイルス感染症によ る利用延人員数の減

少に対応するものであることから、都道府県・市町村におかれてはこの趣旨を鑑み、届出の締切につい

て柔軟に対応するようお願いしたい。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問11】「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第

12報）」（令和２年６月１日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡）（以下「第12報」

という。）による特例を適用した場合、１月当たりの平均利用延人員数を算定するにあたっては、第12

報における取扱いの適用後の報酬区分ではなく、実際に提供したサービス時間の報酬区分に基づき行う

のか。 

（答） 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第

13報）」（令和２年６月15日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡）問４でお示しし

ているとおりであり、貴見のとおり。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問12】新型コロナウイルス感染症の影響による他の事業所の休業やサービス縮小等に伴って、当該事業所の

利用者を臨時的に受け入れた結果、利用者数が増加した事業所もある。このような事業所にあっては、

各月の利用延人員数及び前年度１月当たりの平均利用延人員数の算定にあたり、やむを得ない理由によ

り受け入れた利用者について、その利用者を明確に区分し た上で、平均利用延人員数に含まないこと

としても差し支えないか。 

（答） ・差し支えない。本体通知においてお示ししているとおり、各月の利用延人員数及び前年度 の１月

当たりの平均利用延人員数の算定にあたっては、通所介護、地域密着型通所介護及び（介護予防）認知

症対応型通所介護については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サ

ービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算

定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成12年３月１日老企第36号）（以下「留意

事項通知」という。）第２の７（５）を、通所リハビリテーションについては留意事項通知第２の８（２）

を準用することとしており、同項中の「災害その他やむを得ない理由」には新型コロナウイルス感染症

の影響も含まれるものである。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により休業やサービス縮小等を

行った事業所の利用者を臨時的に受け入れた後、当該事業所の休業やサービス縮小等が終了してもなお

受け入れを行った利用者が３％加算の算定や規模区分の特例を行う事業所を利用し続け ている場合、

当該利用者については、平均利用延人員数に含めることとする。 

・また、通所介護、通所リハビリテーションにあっては、留意事項通知による事業所規模区分の算定

にあたっても、同様の取扱いとすることとする。 
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〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問13】３％加算や規模区分の特例を適用するにあたり、通所介護事業所等において利用者又はその家族への

説明や同意の取得を行う必要はあるか。また、利用者又はその家族への説明や同意の取得が必要な場合、

利用者又はその家族への説明を行ったことや、利用者又はその家族から同意を受けたことを記録する必

要はあるか。 

（答） ３％加算や規模区分の特例を適用するにあたっては、通所介護事業所等が利用者又はその家族への説

明や同意の取得を行う必要はない。なお、介護支援専門員が居宅サービス計画の原案の内容（サービス

内容、サービス単位／金額等）を利用者又はその家族に説明し同意を得ることは必要である。 

 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問14】３％加算や規模区分の特例を適用する場合は、通所介護事業所等を利用する全ての利用者に対し適用

する必要があるのか。 

（答） ３％加算や規模区分の特例は、感染症や災害の発生を理由として利用延人員数が減少した場合に、状

況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から設けられたものであり、この趣旨を鑑みれば、

当該通所介護事業所等を利用する全ての利用者に対し適用することが適当である。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問15】第一号通所事業には、３％加算は設けられていないのか。 

（答） 貴見のとおり。なお、通所介護事業所等において、３％加算や規模区分の特例の適用対象となるか否

かを判定する際の各月の利用延人員数及び前年度の１月当たりの平均利用延人員数の算定にあたって

は、本体通知Ⅱ（３）にお示ししているとおり、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する

基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要

する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成12年３月１日老企第 

36号）第２の７（４）を準用するものであることから 、通所介護事業等と第一号通所介護事業が一体

的に実施されている場合にあっては、第一号通所事業の平均利用延人員数を含むものとする。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問21】新型コロナウイルス感染症の影響により利用延人員数が減少した場合、３％加算算定の届出は年度内

に１度しか行うことができないのか。例えば、令和３年４月に利用延人員数が減少し、令和３年５月に

３％加算算定の届出を行い、令和３年６月から３％加算を算定した場合において、令和３年６月に利用

延人員数が回復し、令和３年７月をもって３％加算の算 定を終了した事業所があったとすると、当該

事業所は令和３年度中に再び利用延人員数が減少した場合でも、再度３％加算を算定することはできな

いのか。 

（答） 感染症や災害（３％加算の対象となる旨を厚生労働省から事務連絡によりお知らせしたものに限る。）

によって利用延人員数の減少が生じた場合にあっては、基本的に一度３％加算を算定した際とは別の感

染症や災害を事由とする場合にのみ、再度３％ 加算を算定することが可能である。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問22】３％加算や規模区分の特例の対象となる感染症又は災害については、これが発生した場合、対象と

なる旨が厚生労働省より事務連絡で示されることとなっているが、対象となった後、同感染症又は災

害による３％加算や規模区分の特例が終了する場合も事務連絡により示されるのか。 

（答） ・新型コロナウイルス感染症による３％加算や規模区分の特例にかかる取扱いは、今後の感染状況

等を踏まえ、厚生労働省にて終期を検討することとしており、追って事務連絡によりお示しする。 

・なお、災害については、これによる影響が継続する期間等は地域によって異なることも想 定される

ことから、特例の終期については、厚生労働省から考え方をお示しする、又は基本的に都道府県・市町

村にて判断する等、その在り方については引き続き検討を行った上で、お示ししていくこととする。 
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（６）地域密着型通所介護の延長加算［要届出］ 

８時間以上９時間未満の地域密着

型通所介護の前後に日常生活上の

世話を行う場合（延長加算） 

９時間以上１０時間未満の場合  ＋ ５０単位/回 

１０時間以上１１時間未満の場合 ＋１００単位/回 

１１時間以上１２時間未満の場合 ＋１５０単位/回 

１２時間以上１３時間未満の場合 ＋２００単位/回 

１３時間以上１４時間未満の場合 ＋２５０単位/回 

◎ ８時間以上９時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行い、通算時間が９時間以

上となるときに算定できる。 

◎ 実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービ

スを行った場合に算定できる。（当該事業所の実情に応じて、適当数の従業者を配置すること。） 

 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

 

例① サービス提供（９時間） 延長３時間 

                 延長加算 ３時間          →１５０単位 

例② 
延長 
１時間 

サービス提供（９時間） 
延長 
２時間 

                 延長加算  １時間＋２時間＝３時間 →１５０単位 

                                  |→９時間以降 

例③ サービス提供（８時間） 
延長 
１時間 

延長２時間 

                 延長加算 １１時間－９時間＝２時間 →１００単位 
                              （延長１時間→利用料） 
 

 ※ 延長サービスを行う時間・利用料については、運営規程に明記が必要（Ｐ35参照） 
 

算定基準告示 …Ｈ18厚生省告示第126号 別表２の２（地域密着型通所介護費） 

注６ イについて、日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間８時間以上９時間未満の指定地域密着型

通所介護を行った場合又は所要時間８時間以上９時間未満の指定地域密着型通所介護を行った後に引き

続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定地域密着型通所介護の所要時間と当該指定地域密

着型通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が9時間以上となった場合は、

次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

イ ９時間以上10時間未満の場合   50単位 

ロ 10時間以上11時間未満の場合  100単位 

ハ 11時間以上12時間未満の場合  150単位 

ニ 12時間以上13時間未満の場合  200単位 

ホ 13時間以上14時間未満の場合  250単位 
 

 

留意事項通知 …Ｈ18年 老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018 第二の３の２ 

⑷ ８時間以上９時間未満の地域密着型通所介護の前後に連続して延長サービスを行った場合の加算の取扱

い 

延長加算は、所要時間８時間以上９時間未満の地域密着型通所介護の前後に連続して日常生活上の世話

を行う場合について、５時間を限度として算定されるものであり、例えば、 

① ９時間の地域密着型通所介護の後に連続して５時間の延長サービスを行った場合 

② ９時間の地域密着型通所介護の前に連続して２時間、後に連続して３時間、合計５時間の延長サービス

を行った場合には、５時間分の延長サービスとして250単位が算定される。 

また、当該加算は地域密着型通所介護と延長サービスを通算した時間が９時間以上の部分について算定

されるものであるため、例えば、 
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③ ８時間の地域密着型通所介護の後に連続して５時間の延長サービスを行った場合には、地域密着型通

所介護と延長サービスの通算時間は13時間であり、４時間分（＝13時間－9時間）の延長サービスとして

200単位が算定される。 

なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な体制にあり、かつ、実際に延

長サービスを行った場合に算定されるものであるが、当該事業所の実情に応じて、適当数の従業者を置いて

いる必要があり、当該事業所の利用者が、当該事業所を利用した後に、引き続き当該事業所の設備を利用し

て宿泊する場合や、宿泊した翌日において当該事業所の地域密着型通所介護の提供を受ける場合には算定

することはできない。 

 

 

 

〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問61】延長加算の所要時間はどのように算定するのか。 

（答） 延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な事業所において、実際に延長サ

ービスを行ったときに、当該利用者について算定できる。 

    通所サービスの所要時間と延長サービスの所要時間の通算時間が、例えば通所介護の場合であれば９

時間以上となるときに１時間ごとに加算するとしているが、ごく短時間の延長サービスを算定対象とす

ることは当該加算の趣旨を踏まえれば不適切である。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問56】９時間の通所介護等の前後に送迎を行い、居宅内介助等を実施する場合も延長加算は算定可能か。 

（答） 延長加算については、算定して差し支えない。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問57】宿泊サービスを利用する場合等については延長加算の算定が不可とされたが、指定居宅サービス等

基準第96 条第３項第２号に規定する利用料は、宿泊サービスとの区分がされていれば算定すること

ができるか。 

（答） 通所介護等の営業時間後に利用者を宿泊させる場合には、別途宿泊サービスに係る利用料を徴収し

ていることから、延長に係る利用料を徴収することは適当ではない。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問58】通所介護等の利用者が自宅には帰らず、別の宿泊場所に行くまでの間、延長して介護を実施した場

合、延長加算は算定できるか。 

（答） 算定できる。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問59】「宿泊サービス」を利用した場合には、延長加算の算定はできないこととされているが、以下の場合

には算定可能か。 

① 通所介護事業所の営業時間の開始前に延長サービスを利用した後、通所介護等を利用しその当日

より宿泊サービスを利用した場合 

② 宿泊サービスを利用した後、通所介護サービスを利用し通所介護事業所の営業時 

間の終了後に延長サービスを利用した後、自宅に帰る場合 

（答） 同一日に宿泊サービスの提供を受ける場合は、延長加算を算定することは適当ではない。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問27】所要時間が８時間未満の場合でも、延長加算を算定することはできるか。 

（答） 延長加算は、所要時間８時間以上９時間未満の指定通所介護等を行った後に引き続き日常生活上の

世話を行った場合等に算定するものであることから、算定できない。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問28】サービス提供時間の終了後から延長加算に係るサービスが始まるまでの間はどのような人員配置が

必要となるのか。 

（答） 延長加算は、所要時間８時間以上９時間未満の指定通所介護等を行った後に引き続き日常生活上の

世話を行った場合等に算定するものであることから、例えば通所介護等のサービス提供時間を８時間

30分とした場合、延長加算は８時間以上９時間未満に引き続き、９時間以上から算定可能である。サ

ービス提供時間終了後に日常生活上の世話をする時間帯（９時間に到達するまでの3分及び９時間以

降）については、サービス提供時間ではないことから、事業所の実情に応じて適当数の人員を配置し

ていれば差し支えないが、安全体制の確保に留意すること。 
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〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問29】延長サービスに係る利用料はどのような場合に徴収できるのか。 

（答） 通常要する時間を超えた場合の延長サービスに係る利用料については、サービス提供時間が９時間

未満である場合において行われる延長サービスやサービス提供時間が14時間以上において行われる延

長サービスについて徴収できるものである。また、サービス提供時間が14時間未満である場合におい

て行われる延長サービスについて、延長加算にかえて徴収することができる。（同一時間帯について延

長加算に加えて利用料を上乗せして徴収することはできない。）なお、当該延長加算を算定しない場合

においては、延長サービスに係る届出を行う必要はない。 

（参考）延長加算及び延長サービスに係る利用料徴収の例 

①サービス提供時間が８時間であって、６時間延長サービスを実施する場合 

→８時間までの間のサービス提供に係る費用は、所要時間区分が８時間以上９時間未満の場合

として算定し、９時間以降14時間までの間のサービス提供に係る費用は、延長加算を算定する。 

②サービス提供時間が８時間であって、７時間延長サービスを実施する場合 

→８時間までの間のサービス提供に係る費用は、所要時間区分が８時間以上９時間未満の場合

として算定し、９時間以降14時間までの間のサービス提供に係る費用は、延長加算を算定し、14

時間以降15時間までの間のサービス提供に係る費用は、延長サービスに係る利用料として徴収

する。 

 

 

（７）他のサービスとの関係 

◎ 利用者が、次のサービスを受けている間は、算定できない。 

短期入所生活介護 短期入所療養介護 

特定施設入居者生活介護 小規模多機能型居宅介護 

認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 複合型サービス 
 

【施設退所日・施設入所日等における算定】 

◎ 介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院の退所(退院)日又は短期入所療養

介護のサービス終了日(退所・退院日)については、別に算定できる。ただし、機械的に組み込む

といった居宅サービス計画は適正ではない。 

◎ 入所(入院)当日であっても当該入所(入院)前に利用する場合は、別に算定できる。ただし、機

械的に組み込むといった居宅サービス計画は適正ではない。 

◎ 施設入所(入院)者が外泊又は介護保健施設・経過的介護療養型医療施設若しくは介護医療院の

試行的退所を行っている場合には、外泊時又は試行的退所時に算定できない。 
 

算定基準告示…Ｈ18厚生省告示第126号別表２の２（地域密着型通所介護費） 

注22 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能

型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、地域密着型通所介護費は、算定

しない。 

 

留意事項通知…Ｈ18年老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018第二の１通則 

⑵ サービス種類相互の算定関係について 

特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域密着型特定施設入居者生活介護

を受けている間については、その他の指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに係る介護給付費

（居宅療養管理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、指定特定施設入居者生活介護又

は認知症対応型共同生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対

してその他の居宅サービス又は地域密着型サービスを利用させることは差し支えないものであること。ま

た、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている間については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問

看護、訪問リハビリテーション、通所介護費及び通所リハビリテーション費並びに定期巡回・随時対応型

訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居
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宅介護及び複合型サービス費は算定しないものであること。 

なお、小規模多機能型居宅介護を受けている間については、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、

居宅療養管理指導費及び福祉用具貸与費を除く指定居宅サービス並びに指定地域密着型サービスに係る

費用の額は算定しないものであること。 

なお、看護小規模多機能型居宅介護を受けている間については、訪問リハビリテーション費、居宅療養

管理指導費及び福祉用具貸与費を除く指定居宅サービス並びに指定地域密着型サービスに係る費用の額

は算定しないものであること。 

また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪問サービスの所定単位数は算定

できない。 
 

 

〔介護報酬に係るＱ＆Ａ(平成１５年６月版)〕 

【問６】施設サービスや短期入所サービスの入所(入院)日や退所(退院)日に通所サービスを算定できるか。 

（答） 施設サービスや短期入所サービスにおいても機能訓練やリハビリテーションを行えることから、入

所(入院)日や退所(退院)日に通所サービスを機械的に組み込むことは適正でない。 

例えば、施設サービスや短期入所サービスの退所(退院)日において、利用者の家族の出迎えや送迎

等の都合で、当該施設・事業所内の通所サービスに供する食堂､機能訓練室などにいる場合は、通所

サービスが提供されているとは認められないため、通所サービス費を算定できない。 

 

 

３．定員超過利用減算・人員基準欠如減算［要届出］ 

利用者の数が利用定員を超える場合(定員超過利用) 所定単位数×70/100 

（翌月の全利用者分） 看護・介護職員の員数が基準に満たない場合(人員基準欠如)［要届出］ 

★定員超過利用減算・人員基準欠如減算の基準に該当する場合は、次の加算は算定できない。 

○ 個別機能訓練加算 

○ 栄養アセスメント加算 

○ 栄養改善加算 

○ 口腔・栄養スクリーニング加算 

○ 口腔機能向上加算 

○ サービス提供体制強化加算 

 

定員超過利用減算 

◎ 単位ごとに、１月間（暦月）の利用者の数の平均が、運営規程に定められている利用定員を超

えた場合、翌月の利用者全員について減算（７割算定）となる。 

◎ 定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数を算定できる。 

◎ 適正なサービスの提供を確保するために、定員超過利用の未然防止を図るよう努めること。 

◎ 定員超過利用が継続すると、指定を取消される場合がある。 

平均利用者数(小数点以下切上げ)＝ 

当該月におけるサービス提供日ごとの同時に 

サービスの提供を受けた者の最大数の合計 

 

当該月のサービス提供日数 

※ 災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用については、その利用者を明確

に区分した上で、計算に含めない。 
 

算定基準告示…Ｈ12厚生省告示第27号 

五の二厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに地域密着型通所介護費の

算定方法 
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イ 指定地域密着型通所介護の月平均の利用者の数(指定地域密着型通所介護事業者が第一号通所事業(指

定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指

定地域密着型サービス基準」という。)第20条第１項第三号に規定する第一号通所事業をいう。この号に

おいて同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業及び第一号通所事業が同一の

事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定地域密着型通所介護の利用者の数及び第

一号通所事業の利用者の数の合計数)が次の表の上〔左〕欄に掲げる基準に該当する場合における地域密

着型通所介護費(地域密着型通所介護費に限る。)については、同表の下〔右〕欄に掲げるところにより算

定する。 

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準 厚生労働大臣が定める地域密着型通所介護費の算定方法 

施行規則第 131 条の３の２の規定に基づき

市町村長に提出した運営規程に定められて

いる利用定員を超えること。 

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関す

る基準(平成 18年厚生労働省告示第 126号)別表指定地域

密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着

型サービス介護給付費単位数表」という。)の所定単位数

に 100 分の 70 を乗じて得た単位数を用いて、指定地域密

着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例

により算定する。 
 

ロ 指定療養通所介護の利用者の数が次の表の上〔左〕欄に掲げる基準に該当する場合における地域密着

型通所介護費(療養通所介護費に限る。)については、同表の下〔右〕欄に掲げるところにより算定す

る。 

 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準 厚生労働大臣が定める地域密着型通所介護費の算定方法 

指定地域密着型サービス基準第 40 条の３

に定められている利用定員を超えること。 

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の所定単位

数に 100 分の 70 を乗じて得た単位数を用いて、指定地域

密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の

例により算定する。 
 

留意事項通知…Ｈ18年老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018第二の３の２ 

⑸ 災害時等の取扱い 

災害その他のやむを得ない理由による定員超過利用については当該定員超過利用が開始した月（災害等

が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる場合は

翌月も含む。）の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずそ

の翌月まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算

を行うものとする。 

 

(22) 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

① 当該事業所の利用定員を上回る利用者を利用させている、いわゆる定員超過利用に対し、介護給付

費の減額を行うこととし、厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並

びに通所介護費等の算定方法（平成12年厚生省告示第27号。以下「通所介護費等の算定方法」という。）

において、定員超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適

正なサービスの提供を確保するための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものと

する。 

② この場合の利用者の数は、１月間(暦月)の利用者の数の平均を用いる。この場合、１月間の利用者の

数の平均は、当該月におけるサービス提供日ごとの同時にサービスの提供を受けた者の最大数の合計

を、当該月のサービス提供日数で除して得た数とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点

以下を切り上げるものとする。 

③ 利用者の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超過利用の基準に該当することとなった事

業所については、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、利用者の全員について、所

定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、定員超過利用が解消され

るに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定される。 

④ 市町村長は、定員超過利用が行われている事業所に対しては、その解消を行うよう指導すること。当

該指導に従わず、定員超過利用が２月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取

消しを検討するものとする。 

⑤ 災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用については、当該定員超過利用が開始

した月（災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ない

と認められる場合は翌月も含む。）の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由

がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の

翌々月から所定単位数の減算を行うものとする。 
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人員基準欠如減算 

◎ 単位ごとに、人員基準に定める員数の看護職員又は介護職員を置いていない場合、利用者全員

について減算（７割算定）となる。 

◎ 適正なサービスの提供を確保するために、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めること。 

◎ 人員基準欠如が継続すると、指定を取消される場合がある。 

 

人員基準欠如の程度 減算の期間 

基準上必要とされる員数から 

１割を超えて減少した場合 

その翌月から人員欠如が解消されるに至った月まで減算 

基準上必要とされる員数から 

１割の範囲内で減少した場合 

その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで減算 

ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っ 

ている場合を除く 

○ 看護職員についての計算方法（１月間の職員の数の平均で判断） 

サービス提供日に配置された延べ人員 

サービス提供日数 

○ 介護職員についての計算方法（１月間の勤務延時間数で判断） 

当該月に配置された職員の勤務延時間数 

当該月に配置すべき職員の勤務延時間数 

 

算定基準告示…Ｈ12厚生省告示第27号 

五の二厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに地域密着型通所介護費の

算定方法 

ハ 指定地域密着型介護事業所の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上〔左〕欄に掲げる員数の基準

に該当する場合における地域密着型通所介護費(地域密着型通所介護費に限る。)については、同表の下

〔右〕欄に掲げるところにより算定する。 

厚生労働大臣が定める介護職員又は看護職員の員数

の基準 

厚生労働大臣が定める地域密着型通所介護費の

算定方法 

指定地域密着型サービス基準第 37 条の２の規定の適

用を受けない指定地域密着型通所介護事業所にあっ

ては、指定地域密着型サービス基準第 20 条に定める

員数を置いていないこと。 

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の

所定単位数に 100 分の 70 を乗じて得た単位数

を用いて、指定地域密着型サービスに要する費

用の額の算定に関する基準の例により算定す

る。 指定地域密着型サービス基準第 37 条の２の規定の適

用を受ける指定地域密着型通所介護事業所にあって

は、同条第一号に定める員数を置いていないこと。 
 

ニ 指定療養通所介護事業所の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当す

る場合における地域密着型通所介護費(療養通所介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるとこ

ろにより算定する。 

厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数

の基準 

厚生労働大臣が定める地域密着型通所介護費

の算定方法 

指定地域密着型サービス基準第 40 条に定める員数

を置いていないこと。 

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表

の所定単位数に 100 分の 70を乗じて得た単位

数を用いて、指定地域密着型サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準の例により算

定する。 
 

留意事項通知…Ｈ18年老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018第二の３の２ 

(23) 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について 

① 当該事業所の看護職員及び介護職員の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている、いわゆる

人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、人員基準欠

如の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確

保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。 
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② 人員基準欠如についての具体的取扱いは次のとおりとする。 

イ 看護職員の数は、１月間の職員の数の平均を用いる。この場合、１月間の職員の平均は、当該月のサ

ービス提供日に配置された延べ人数を当該月のサービス提供日数で除して得た数とする。 

ロ 介護職員の数は、利用者数及び提供時間数から算出する勤務延時間数（サービス提供時間数に関す

る具体的な取扱いは、「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準に

ついて」第３の２の２の１⑴を参照すること。）を用いる。この場合、１月間の勤務延時間数は、配置

された職員の１月の勤務延時間数を、当該月において本来確保すべき勤務延時間数で除して得た数と

する。 

ハ 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合にはその翌月から人員基準欠如が解消

されるに至った月まで、利用者全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方

法に従って減算する。 

・（看護職員の算定式） 

サービス提供日に配置された延べ人数 
＜0.9 

サービス提供日数 

・（介護職員の算定式） 

当該月に配置された職員の勤務延時間数 
＜0.9 

当該月に配置すべき職員の勤務延時間数 

ニ １割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利

用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される

（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。）。 

・（看護職員の算定式） 

0.9≦ 
サービス提供日に配置された延べ人数 

＜1.0 
サービス提供日数 

・（介護職員の算定式） 

0.9≦ 
当該月に配置された職員の勤務延時間数 

＜1.0 
当該月に配置すべき職員の勤務延時間数 

③ 市町村長は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止

等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合をのぞき、指定の取消しを検討

するものとする。 

 

 

 

［平成２７年４月１日改定関係Ｑ＆Ａ〕 

【問51】指定通所介護と第一号通所事業（緩和した基準によるサービス（通所型サービス）を一体的に実施

する場合の指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者数の考え方如何。また、そ

の際の指定通所介護事業所の利用定員の考え方如何。 

（答） １ 指定通所介護と第一号通所事業（緩和した基準によるサービス（通所型サービスＡ））を一体的

に行う場合は、指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者数には、第一号通

所事業（緩和した基準によるサービス（通所型サービスＡ））の利用者数は含めず、指定通所介護

事業所の利用定員の利用者数にも含めない。 

２ 指定通所介護と第一号通所事業（現行の介護予防通所介護に相当するサービス）を一体的に行

う場合は、指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者数に第一号通所事業

（現行の介護予防通所介護に相当するサービス）の利用者数を含めて計算し、指定通所介護事業

所の利用定員の利用者数に含めることになる。 

［令和３年４月１日改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問47】（地域密着型）通所介護と第一号通所事業指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準（平成11年厚生省令第37号）第93条第１項第３号に規定する第一号通所事業をいう。以下同じ。）

を一体的に行う事業所にあっては、それぞれの事業ごとに利用定員を定めるのか。それとも両事業の

利用者を合算して利用定員を定めるのか。また、利用者の数が利用定員を超える場合（いわゆる定員

超過減算）については、どのように取り扱 うべきか。 

（答） （地域密着型）通所介護と第一号通所事業が一体的に行われている事業所にあっては、（地域密着型）

通所介護の利用者と第一号通所事業の利用者との合算により利用定員を定めるものである。従って、

例えば利用定員が20人の事業所にあっては、通所介護の利用者と第一号通所事業の利用者の合計が20

人を超えた場合に、通所介護事業と第一号通所事業それぞれについて定員超過減算が適用される。 

〔平成30年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問48】共生型通所介護（障害福祉制度の生活介護事業所等が、要介護者へ通所介護を行う場合）の場合、

定員超過の減算はどちらを対象に、どのように見るべきか。 
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（答） ・共生型通所介護事業所の定員については、介護給付の対象となる利用者（要介護者）と障害給付

の対象となる利用者（障害児者）との合算で、利用定員を定めることとしているため、合計が利用

定員を超えた場合には、介護給付及び障害給付の両方が減算の対象となる。 

※共生型短期入所生活介護事業所についても同様の取扱いとする。 

〔平成30年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問49】共生型通所介護事業所と共生型短期入所生活介護事業所（介護保険の基準を満たしていない障害福

祉の事業所）の人員基準欠如減算は、障害福祉の事業所として人員基準上満たすべき員数を下回った

場合には、介護給付と障害給付の両方が減算の対象となるものと考えてよいか。 

（答） 貴見のとおりである。 

 

 

４．共生型地域密着通所介護費 

◎次の指定障害福祉サービス等事業者が、当該事業所において指定共生型地域密着型通所介護を行

った場合は、それぞれ次に掲げる単位数を算定する。 
 

指定生活介護事業者（イ） 所定単位数×93/100 

指定自立訓練（機能・生活訓練）事業者（イ） 所定単位数×95/100 

指定児童発達支援事業所（イ） 所定単位数×90/100 

放課後等デイサービス事業者（イ） 所定単位数×90/100 

 

算定基準告示…Ｈ18厚生省告示第126号別表２の２（地域密着型通所介護費） 

注７ イについて、共生型地域密着型サービス（指定地域密着型サービス基準第２条第６号に規定する共生型

地域密着型サービスをいう。以下この注において同じ。）の事業を行う指定生活介護事業者（障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備

及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号。以下この注において「指定障害福祉サービ

ス等基準」という。）第７８条第１項に規定する指定生活介護事業者をいう。）が当該事業を行う事業所に

おいて共生型地域密着型通所介護（指定地域密着型サービス基準第３７条の２に規定する共生型地域密着

型通所介護をいう。以下この注において同じ。）を行った場合は、所定単位数の１００分の９３に相当す

る単位数を算定し、共生型地域密着型サービスの事業を行う指定自立訓練（機能訓練）事業者（指定障害

福祉サービス等基準第１５６条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。）又は指定自

立訓練（生活訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準第１６６条第１項に規定する指定自立訓練（生

活訓練）事業所をいう。）が当該事業を行う事業所において共生型地域密着型通所介護を行った場合は、

所定単位数の１００分の９５に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービスの事業を行う指定児童発達

支援事業所（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年

厚生労働省令第１５号。以下この注において「指定通所支援基準」という。）第５条第１項に規定する指

定児童発達支援事業所をいい、主として重症心身障害児（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７

条第２項に規定する重症心身障害児をいう。以下この注において同じ。）を通わせる事業所において指定

児童発達支援（指定通所支援基準第４条に規定する指定児童発達支援をいう。）を提供する事業者を除く。）

が当該事業を行う事業所において共生型地域密着型通所介護を行った場合は、所定単位数の１００分の９

０に相当する単位数を算定し、共生型地域密着型サービスの事業を行う指定放課後等デイサービス事業者

（指定通所支援基準第６６条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心

身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス（指定通所支援基準第６５条に規定する指

定放課後等デイサービスをいう。）を提供する事業者を除く。）が当該事業を行う事業所において共生型地

域密着型通所介護を行った場合は、所定単位数の１００分の９０に相当する単位数を算定する。 

 

 

 

〔平成30年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問45】改正後の介護保険法第72条の２第１項ただし書に規定されている共生型居宅サービス事業者の特例

に係る「別段の申出」とは具体的にどのような場合に行われることを想定しているのか。 

（１）例えば、障害福祉制度の生活介護の指定を受けている事業者が、指定申請を行う場合、 

①「別段の申出」をしなければ、共生型の通所介護の基準に基づき指定を受けることができる 

②「別段の申出」をすれば、通常の通所介護の基準に基づき指定を受けることになるということ
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か。（２）介護報酬については、 

上記①の場合、基本報酬は所定単位数に93／100を乗じた単位数 

上記②の場合、基本報酬は所定単位数（通常の通所介護と同じ） 

ということか。 

（答） 【（１）について】 

・貴見のとおりである。 

・共生型サービスは、介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅サービス（デイサービス、ホーム

ヘルプサービス、ショートステイ）の指定を受けている事業所が、もう一方の制度における居宅

サービスの指定も受けやすくする、「（共生型）居宅サービスの指定の特例」を設けたもの。 

・（１）の場合、指定障害福祉事業所が介護保険サービスを行うことになるが、 

① 指定障害福祉事業所が、介護保険サービスの基準を満たせない場合 

② 指定障害福祉事業所が、（「（共生型）居宅サービスの指定の特例」を受けることなく）介

護保険サービスの基準を満たす場合（※現在も事実上の共生型サービスとして運営可能）が

あるため、②の場合に「別段の申出」を必要としているもの。 

・なお、「別段の申出」については、以下の事項を記載した申請書を、当該申出に係る事業所の

所在地の指定権者に対して行う。 

ア 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業者の管理者の氏名及び住

所 

イ 当該申出に係る居宅サービスの種類 

ウ 法第72条の２第１項等に規定する特例による指定を不要とする旨 

【（２）について】 

・貴見のとおりである。 

 

 

５．生活相談員等配置加算（共生型）［要届出］ 

生活相談員等配置加算 ＋13単位数/日 

 

◎ 生活相談員（社会福祉士等）を１名以上配置すること。 

◎ 地域に貢献する活動（地域交流の場の提供、認知症カフェ等）を行っていること。 
 

算定基準告示…Ｈ18厚生省告示第126号別表２の２（地域密着型通所介護費） 

注８ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密

着型通所介護事業所において、注７を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、１日につき13

単位を所定単位数に加算する。 

 

※ 厚生労働大臣が定める基準〔平成27年告示第95号〕 

十四の二 通所介護費及び地域密着型通所介護費における生活相談員配置等加算の基準 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 生活相談員を一名以上配置していること。 

ロ 地域に貢献する活動を行っていること。 

 

留意事項通知…Ｈ18年老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018第二の３の２ 

⑹ 生活相談員配置等加算について 

① 生活相談員（社会福祉士、精神保健福祉士等）は、共生型地域密着型通所介護の提供日ごとに、当該共

生型地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置する必要があるが、共生型地域密着型通所

介護の指定を受ける障害福祉制度における指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定

自立訓練（生活訓練）事業所、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所（以下この

⑹において「指定生活介護事業所等」という。）に配置している従業者の中に、既に生活相談員の要件を

満たす者がいる場合には、新たに配置する必要はなく、兼務しても差し支えない。 

なお、例えば、１週間のうち特定の曜日だけ生活相談員を配置している場合は、その曜日のみ加算の算

定対象となる。 

② 地域に貢献する活動は、「地域の交流の場（開放スペースや保育園等との交流会など）の提供」、「認知

症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、「地域のボランティアの

受入や活動（保育所等における清掃活動等）の実施」、「協議会等を設けて地域住民が事業所の運営への参
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画」、「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域や多世代との関わりを持つためのものとするよう

努めること。 

③ なお、当該加算は、共生型地域密着型通所介護の指定を受ける指定生活介護事業所等においてのみ算定

することができるものであること。 
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６．中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 

［支給限度額管理の対象外］ 

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 ＋所定単位数×5/100 

◎ 中山間地域等に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えてサービスを行っ

た場合に算定できる。 

◎ この加算を算定する場合は、通常の事業の実施地域を越えた場合の交通費は徴収できない。 
 

※ 具体的な対象地域は県ホームページに掲載（「特別地域加算対象地域」及び「中山間地域等に

おける小規模事業所加算対象地域」が対象） 

 

算定基準告示…Ｈ18厚生省告示第126号別表２の２（地域密着型通所介護費） 

注９ 指定地域密着型通所介護事業所又は指定療養通所介護事業所の従業者(指定地域密着型サービス基準

第20条第１項に規定する地域密着型通所介護従業者又は指定地域密着型サービス基準第40条第１項に

規定する療養通所介護従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対

して、通常の事業の実施地域(指定地域密着型サービス基準第29条第６号又は第40条の12第６号に規定

する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定地域密着型通所介護又は指定療養通所介護を行っ

た場合は、１日につき所定単位数の100分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

※ 厚生労働大臣が定める地域［Ｈ21告示83号・二］（略記・本県関係分のみ掲載） 

・離島振興対策実施地域（離島振興法第２条第１項） 

・豪雪地帯（豪雪地帯対策特別措置法第２条第１項）及び特別豪雪地帯（同条第２項） 

・辺地（辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第２条第１項） 

・振興山村（山村振興法第７条第１項） 

・半島振興対策実施地域（半島振興法第２条第１項） 

・特定農山村地域(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第２

条第１項) 

・過疎地域（過疎地域自立促進特別措置法第２条第１項） 

留意事項通知…Ｈ18年老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018第二３の２ 

⑺ 注９の取扱い 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、２⑺を参照されたい。 
 

［参照］２定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 

⑺ 注９の取扱い 

注９の加算を算定する利用者については、指定地域密着型サービス基準第３条の19第３項に規定する交

通費の支払いを受けることはできないこととする。 
 

 

 

〔平成21年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問13】月の途中において、転居等により中山間地域等かつ通常の実施地域内からそれ以外の地域（又はそ

の逆）に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等かつ通常の実施地域外に居住している期間のサ

ービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象と

なるのか。 

（答） 該当期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。 

※ 介護予防については、転居等により事業所を変更する場合にあっては日割り計算となることか

ら、それに合わせて当該加算の算定を行うものとする。 
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７．入浴介助加算［要届出］ 

入浴介助加算（Ⅰ） ＋４０単位/日 

入浴介助加算（Ⅱ） ＋５５単位/日 

◎ 入浴介助が適切に行える人員・設備を有して行われる入浴介助について算定できる。 

◎ 地域密着型通所介護計画に位置付けられていても、利用者側の事情により、入浴を実施しなか

った場合については、算定できない。 

 

※ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定しない。 

イ 入浴介助加算（Ⅰ）４０単位 

ロ 入浴介助加算（Ⅱ）５５単位 

 

算定基準告示…Ｈ18厚生省告示第126号別表２の２（地域密着型通所介護費） 

注 10 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出て当該基

準による入浴介助を行った場合は、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 入浴介助加算（Ⅰ）４０単位 

⑵ 入浴介助加算（Ⅱ）５５単位 
 

 

※厚生労働大臣が定める基準〔平成27年告示第95号〕 

十四の三 通所介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費及び介護予防認知症対応型通所介

護費における入浴介助加算の基準 

イ 入浴介助加算（Ⅰ）入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助である

こと。 

ロ 入浴介助加算（Ⅱ）次のいずれにも適合すること。 

⑴ イに掲げる基準に適合すること。 

⑵ 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員その他の職種の者（以下この号におい

て「医師等」という。）が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価

していること。当該訪問において、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又はその家族等の介助により入

浴を行うことが難しい環境にあると認められる場合は、訪問した医師等が、指定居宅介護支援事業所の

介護支援専門員又は指定福祉用具貸与事業所若しくは指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相

談員と連携し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。 

⑶ 当該指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職

種の者（以下「機能訓練指導員等」という。）が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等との連携の下

で、当該利用者の身体の状況、訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえて個別の入浴計画

を作成すること。 

⑷ ⑶の入浴計画に基づき、個浴（個別の入浴をいう。以下同じ。）その他の利用者の居宅の状況に近い環

境で、入浴介助を行うこと。 

 

留意事項通知…Ｈ18年老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018第二の３の２ 

⑻ 入浴介助加算について 

ア 入浴介助加算（Ⅰ）について 

① 入浴介助加算（Ⅰ）は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるもので

ある（大臣基準告示第十四号の三）が、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的

援助のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用者自身の

力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結

果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるものである

こと。なお、この場合の入浴には、利用者の自立生活を支援する上で最適と考えられる入浴手法が、

部分浴（シャワー浴を含む）等である場合は、これを含むものとする。 

② 地域密着型通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事情により、入

浴を実施しなかった場合については、加算を算定できない。 
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イ 入浴介助加算（Ⅱ）について 

① ア①及び②を準用する。この場合において、ア①の「入浴介助加算（Ⅰ）」は、「入浴介助加算（Ⅱ）」

に読み替えるものとする。 

② 入浴介助加算（Ⅱ）は、利用者が居宅において、自身で又は家族若しくは居宅で入浴を行うこと

が想定される訪問介護員等（以下⑻において「家族・訪問介護員等」という。）の介助によって入浴

ができるようになることを目的とし、以下ａ～ｃを実施することを評価するものである。なお、入

浴介助加算（Ⅱ）の算定に関係する者は、利用者の状態に応じ、自身で又は家族・訪問介護員等の

介助により尊厳を保持しつつ入浴ができるようになるためには、どのような介護技術を用いて行う

ことが適切であるかを念頭に置いた上で、ａ～ｃを実施する。 

ａ 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等（利用者の動作及び浴室の環

境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む。）が利用者の居宅を訪

問（個別機能訓練加算を取得するにあたっての訪問等を含む。）し、利用者の状態を踏まえ、浴室

における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価する。その際、当該利用者の居宅を訪問し評価

した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家

族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが可能であると判断した場合、指定地域密着型通

所介護事業所に対しその旨情報共有する。また、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、指定

地域密着型通所介護事業所の従業者以外の者である場合は、書面等を活用し、十分な情報共有を

行うよう留意すること。 

（※）当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づいて、利用者の

動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが難しい

と判断した場合は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は指定福祉用具貸与事業所

若しくは指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員と連携し、利用者及び当該利用

者を担当する介護支援専門員等に対し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室

の環境整備に係る助言を行う。 

ｂ 指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問し評価し

た者との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境

等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を地域密着型通

所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができ

るものとする。 

ｃ ｂの入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行う、

なお、この場合の「個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境」とは、手すりなど入浴に要す

る福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したものとして差し支えない。また、

入浴介助を行う際は、関係計画等の達成状況や利用者の状態をふまえて、自身で又は家族・訪問

介護員等の介助によって入浴することができるようになるよう、必要な介護技術の習得に努め、

これを用いて行われるものであること。なお、必要な介護技術の習得にあたっては、既存の研修

等を参考にすること。 

 

 

 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.８)〕 

【問１】入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により入浴を行うこと

ができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定

されるのか。 

（答）・利用者の自宅（高齢者住宅（居室内の浴室を使用する場合のほか、共同の浴室を使用する場合も含む。）

を含む。）のほか、利用者の親族の自宅が想定される。なお、自宅に浴室がない等、具体的な入浴場面

を想定していない利用者や、本人が希望する場所で入浴するには心身機能の大幅な改善が必要となる

利用者にあっては、以下①～⑤をすべて満たすことにより、当面の目標として通所介護等での入浴の

自立を図ることを目的として、同加算を算定することとしても差し支えない。 

① 通所介護等事業所の浴室において、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門

員等（利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導

員を含む。）が利用者の動作を評価する。 

② 通所介護等事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備（入浴に関する福祉

用具等）を備える。 

③ 通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者等との連携の下

で、当該利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作

成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載を

もって個別の入浴計画の作成に代えることができるものとする。 

④ 個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所において、入浴介助を行う。 
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⑤ 入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴が想定できるよう

になっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.８)〕 

【問２】入浴介助加算(Ⅱ)について、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等（利

用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む。）

が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなってい

るが、この他に評価を行うことができる者としてどのような者が想定されるか。 

（答） ・地域包括支援センターの担当職員、福祉・住環境コーディネーター２級以上の者等が想定される。 

    ・なお、通所リハビリテーションについても同様に取扱う 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.８)〕 

【問３】入浴介助加算(Ⅱ)については、算定にあたって利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の

動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この評価は算定開始後も定期的に行う必要があ

るのか。 

（答） 当該利用者の身体状況や居宅の浴室の環境に変化が認められた場合に再評価や個別の入浴計画の見

直しを行うこととする。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.８)〕 

【問４】入浴介助加算(Ⅱ)では、個別の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境に

て、入浴介助を行うこととなっているが、この場合の入浴介助とは具体的にどのような介助を想定し

ているのか。 

（答） 利用者の入浴に係る自立を図る観点から、入浴に係る一連の動作のうち、利用者が自身の身体機能

のみを活用し行うことができる動作については、引き続き実施できるよう見守り的援助を、介助を行

う必要がある動作については、利用者の状態に応じた身体介助を行う。なお、入浴介助加算(Ⅱ)の算

定にあたっての関係者は、利用者の尊厳の保持に配慮し、その状態に応じ、利用者自身で又は家族等

の介助により入浴ができるようになるよう、常日頃から必要な介護技術の習得に努めるものとする。 

 

＜参考：利用者の状態に応じた身体介助の例＞ 

※以下はあくまでも一例であり、同加算算定に当たって必ず実施しなければならないものではない。 

◆座位保持ができるかつ浴槽をまたぐ動作が難しい利用者が浴槽に出入りする場合◆ 

利用者の動作 介助者の動作 

 シャワーチェア（座面の高さが浴槽の高さと同等の

もの）、浴槽用手すり、浴槽内いすを準備する。 

シャワーチェアに座る。  

シャワーチェアから腰を浮かせ、浴槽の縁に

腰掛ける。 

介助者は、利用者の足や手の動作の声かけをする。

必要に応じて、利用者の上半身や下肢を支える。 

足を浴槽に入れる。 介助者は利用者の体を支え、足を片方ずつ浴槽に入

れる動作の声かけをする。必要に応じて、利用者の

上半身を支えたり、浴槽に足をいれるための持ち上

げ動作を支える。 

ゆっくり腰を落とし、浴槽内いすに腰掛け

て、湯船につかる。 

声かけをし、必要に応じて、利用者の上半身を支え

る 

浴槽用手すりにつかまって立つ。 必要に応じて、利用者の上半身を支える。 

浴槽の縁に腰掛け、浴槽用手すりをつかみ、

足を浴槽から出す。 

必要に応じて、浴槽台を利用し、利用者の上半身を

支えたり、浴槽に足を入れるための持ち上げ動作を

支える。 

浴槽の縁から腰を浮かせ、シャワーチェアに

腰掛ける。 

必要に応じて、利用者の上半身や下肢を支える。 

シャワーチェアから立ち上がる。  
 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.８)〕 

【問５】入浴介助加算(Ⅱ)については、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境（手すりなど入浴に要

する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したもの）にて、入浴介助を行うこと

となっているが、例えばいわゆる大浴槽に福祉用具等を設置すること等により利用者の居宅の浴室の

状況に近い環境を再現することとしても差し支えないのか。 

（答） 例えば、利用者の居宅の浴室の手すりの位置や浴槽の深さ・高さ等にあわせて、可動式手すり、浴

槽内台、すのこ等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されていれば、

差し支えない。 
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〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.８)〕 

【問６】同一事業所において、入浴介助加算(Ⅰ)を算定する者と入浴介助加算(Ⅱ)を算定する者が混在して

も差し支えないか。また、混在しても差し支えない場合、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定

に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要す

る費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定

介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算

定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定

に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」（平成12年３月８日老

企第41号）に定める「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（居宅サービス・施設サービス・居宅

介護支援）」等はどのように記載させればよいか。 

（答） 前段については、差し支えない。後段については、「加算Ⅱ」と記載させることとする。 

（「加算Ⅱ」と記載した場合であっても、入浴介助加算(Ⅰ)を算定することは可能である。） 

 

 

８．中重度ケア体制加算［要届出］ 

中重度ケア体制加算 ＋４５単位/日 

 

◎ 専従の看護職員を配置するなど、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築している事業所が

算定できる。 
 

≪算定基準≫ 

① 指定基準に規定されている看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常

勤換算方法で２以上確保していること 

② 前年度又は届出月の前３月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護３、要介護４

又は要介護５である者の占める割合が３０％以上であること 

③ 指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専従の看護職員を１名以上配置しているこ

と 
 

※ 常勤換算方法による職員数の算定方法は、歴月ごとに看護職員又は介護職員の勤務延時間数を、

当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することによって算定する。 

なお、延長加算を算定する際に配置する看護又は介護職員の勤務時間数は含めない。 
 
※ 要介護３、要介護度４又は要介護度５である利用者の割合の算出に当たっては、前年度（３

月を除く。）又は届出日の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均について、利用実人員数

又は利用延人員数を用いて算出し、要支援者は含めない。（前年度の実績により算出した場合に

は、毎年度３月初めに当該年度の実績が基準に適合しているか確認し、適合していない場合は、

翌年度の算出に当たり加算廃止の届出を行うこと。） 
 
※ ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新規・再開を含む）については、届出日の属

する月の前３月の１月当たりの実績の平均を用いて算出する。 

（注１）前３月の実績により届出を行った場合には、届出を行った月以降においても、直近３

月間の利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。 

（注２）その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合について

は、直ちに加算の廃止の届出を行うこと。 

 

◎ 看護職員は、指定通所介護を行う時間帯を通じて1名以上配置する必要があり、他の職務との

兼務は認められない。 

 

◎ 中重度の要介護者であっても社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを計画的に実施
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するプログラムを作成することとする。 
 
◎ 認知症加算の算定要件も満たす場合は、中重度ケア体制加算の算定とともに認知症加算も算定

できる。 
 
◎ 共生型通所介護を算定している場合は、算定しない。 
 

算定基準告示…Ｈ18厚生省告示第126号別表２の２（地域密着型通所介護費） 

注 11 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域

密着型通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定地域密着型通所介護を行った

場合は、中重度者ケア体制加算として、１日につき 45 単位を所定単位数に加算する。ただし、注７を算定

している場合は、算定しない。 

 

※厚生労働大臣が定める基準〔平成 27 年告示第 95 号〕 

五十一の三 地域密着型通所介護費における中重度者ケア体制加算の基準 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 指定地域密着型サービス基準第 20 条第１項第二号又は第三号に規定する看護職員又は介護職員の員数

に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保していること。 

ロ 指定地域密着型通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者の総数のう

ち、要介護状態区分が要介護３、要介護４及び要介護５である者の占める割合が 100 分の 30 以上である

こと。 

ハ 指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる看

護職員を１名以上配置していること。 

 

留意事項通知…Ｈ18年老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018第二の３の２ 

⑼ 中重度者ケア体制加算について 

① 中重度者ケア体制加算は、暦月ごとに、指定地域密着型サービス基準第 20 条第１項に規定する看護職

員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保する必要がある。この

ため、常勤換算方法による職員数の算定方法は、暦月ごとの看護職員又は介護職員の勤務延時間数を、当

該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することによって算定し、暦月において常勤換算

方法で２以上確保していれば加算の要件を満たすこととする。なお、常勤換算方法を計算する際の勤務延

時間数については、サービス提供時間前後の延長加算を算定する際に配置する看護職員又は介護職員の

勤務時間数は含めないこととし、常勤換算方法による員数については、小数点第２位以下を切り捨てるも

のとする。 

② 要介護３、要介護４又は要介護５である者の割合については、前年度（３月を除く。）又は届出日の属

する月の前３月の１月当たりの実績の平均について、利用実人員数又は利用延人員数を用いて算定する

ものとし、要支援者に関しては人員数には含めない。 

③ 利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、次の取扱いによるものとする。 

イ 前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）につい

ては、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。 

ロ 前３月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近３月間

の利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。また、その割合について

は、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第 1 の５の届出を

提出しなければならない。 

④ 看護職員は、指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置する必要があり、他の職務と

の兼務は認められない。 

⑤ 中重度者ケア体制加算については、事業所を利用する利用者全員に算定することができる。また、注 15

の認知症加算の算定要件も満たす場合は、中重度者ケア体制加算の算定とともに認知症加算も算定でき

る。 

⑥ 中重度者ケア体制加算を算定している事業所にあっては、中重度の要介護者であっても社会性の維持

を図り在宅生活の継続に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成することとする。 
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平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問25】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号。以下「指

定居宅サービス等基準」という。）第93条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職

員を常勤換算方法で２以上確保する必要があるが、具体的な計算方法如何。 

（答） 例えば、定員20人の通所介護、提供時間が７時間、常勤の勤務すべき時間数が週40時間の場合であっ

て、営業日が月曜日から土曜日の場合には、常勤換算の計算方法は以下の通りとなる。（本来であれば、

暦月で計算するが、単純化のために週で計算。） 
 

 月 火 水 木 金 土 計 

利用者数 18人 17人 19人 20人 15人 16人 105人 

必要時間

数 
11.2時間 9.8時間 12.6時間 14時間 7時間 8.4時間 63時間 

職員Ａ 8時間 8時間 8時間 8時間 8時間 0時間 40時間 

職員Ｂ 0時間 8時間 8時間 8時間 8時間 8時間 40時間 

職員Ｃ 7時間 7時間 7時間 7時間 7時間 0時間 35時間 

職員Ｄ 8時間 8時間 0時間 0時間 8時間 0時間 32時間 

計 23時間 31時間 23時間 23時間 31時間 16時間 147時間 

加配時間

数 
11.8時間 21.2時間 10.4時間 9時間 24時間 7.6時間 84時間 

 

① 指定基準を満たす確保すべき勤務延時間数 

（例：月曜日の場合） 

確保すべき勤務時間数＝（（利用者数－15）÷５＋１）×平均提供時間数＝11.2時間 
 

② 指定基準に加えて確保されたものと扱われる勤務時間数 

（例：月曜日の場合） 

指定基準に加えて確保された勤務時間数＝（８＋７＋７）－11.2＝11.8時間 
 

以上より、上記の体制で実施した場合には、週全体で84時間の加配時間となり、 

84時間÷40時間＝2.1となることから、常勤換算方法で２以上確保したことになる。 

 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問26】指定通所介護の中重度者ケア体制加算と認知症加算を併算定する場合、認知症介護に係る研修を修了

している看護職員１人を、指定通所介護を行う時間帯を通じて配置すれば、認知症介護に係る研修を修

了している看護職員１人の配置でそれぞれの加算を算定できるのか。 

（答） 中重度者ケア体制加算の算定対象となる看護職員は他の職務と兼務することはできない。このため、

認知症加算を併算定する場合は、認知症介護に係る研修を修了している者を別に配置する必要がある。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問27】認知症加算及び中重度者ケア体制加算の利用者割合の計算方法は、届出日の属する月の前３月の１月

当たりの実績の平均が要件を満たせば、例えば、４月15日以前に届出がなされた場合には、５月から加

算の算定が可能か。 

（答） 前３月の実績により届出を行う場合においては可能である。なお、届出を行った月以降においても、

直近３月間の利用者割合については、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問28】指定通所介護の中重度者ケア体制加算と認知症加算を併算定する場合、指定居宅サービス等基準第93

条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で４以上確保する必

要があるか。 

（答） 事業所として、指定居宅サービス等基準第93条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又

は介護職員を常勤換算方法で２以上確保していれば、認知症加算及び中重度者ケア体制加算における

「指定基準に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２

以上確保する」という要件をそれぞれの加算で満たすことになる。 
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〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問29】認知症加算又は中重度者ケア体制加算の算定要件の一つである専従の認知症介護実践者研修等修了者

又は看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて事業所に１名以上配置されていれば、複数単位におけ

るサービス提供を行っている場合でも、それぞれの単位の利用者が加算の算定対象になるのか。 

（答） サービスの提供時間を通じて１名以上配置されていれば、加算の算定対象となる。 

〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問30】通所介護を行う時間帯を通じて１名以上の配置が求められる看護職員（中重度者ケア体制加算）、認知

症介護実践者研修等の修了者（認知症加算）は、日ごと又は１日の時間帯によって人員が変わっても、

通所介護を行う時間帯を通じて配置されていれば、加算の要件を満たすと考えてよいか。 

（答） 日ごと又は１日の時間帯によって人員が変わっても、加算の要件の一つである「指定通所介護を行う

時間帯を通じて、専ら当該指定通所の提供に当たる看護職員（認知症介護実践者研修等の修了者）を１

名以上配置していること」を満たすこととなる。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問31】認知症加算、中重度者ケア体制加算それぞれについて、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合、

要介護３以上の割合における具体的な計算方法如何。 

（答） 認知症加算、中重度者ケア体制加算の算定要件である認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合、

要介護３以上の割合については、利用実人員数又は利用延人員数を用いて算定するものとされている

が、例えば、以下の例のような場合であって、中重度者ケア体制加算の要介護３以上の割合を計算する

場合、前３月の平均は次のように計算する。（認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合、前年度の平

均計算についても同様に行う。） 
 

 要介護度 
利用実績 

1月 2月 3月 

利用者① 要介護度1 7回 4回 7回 

利用者② 要介護度2 7回 6回 8回 

利用者③ 要介護度1 6回 6回 7回 

利用者④ 要介護度3 12回 13回 13回 

利用者⑤ 要介護度2 8回 8回 8回 

利用者⑥ 要介護度3 10回 11回 12回 

利用者⑦ 要介護度1 8回 7回 7回 

利用者⑧ 要介護度3 11回 13回 13回 

利用者⑨ 要介護度4 13回 13回 14回 

利用者⑩ 要介護度2 8回 8回 7回 

要介護3以上合計 46回 50回 52回 

合計（要支援者を除く） 82回 81回 88回 
 

① 利用実人員数による計算（要支援者を除く） 

・利用者の総数＝9人（1月）＋9人（2月）＋9人（3月）＝27人 

・要介護３以上の数＝4人（1月）＋4人（2月）＋4人（3月）＝12人 

したがって、割合は12人÷27人≒44.4％（小数点第二位以下切り捨て）≧30％ 

② 利用延人員数による計算（要支援者を除く） 

・利用者の総数＝82人（1月）＋81人（2月）＋88人（3月）＝251人 

・要介護3以上の数＝46人（1月）＋50人（2月）＋52人（3月）＝148人 

したがって、割合は148人÷251人≒58.9％（小数点第二位以下切り捨て）≧30％ 
 

上記の例は、利用実人員数、利用延人員数ともに要件を満たす場合であるが、①又は②のいずれか

で要件を満たせば加算は算定可能である。 

なお、利用実人員数による計算を行う場合、月途中で要介護状態区分や認知症高齢者の日常生活自

立度が変更になった場合は月末の要介護状態区分や認知症高齢者の日常生活自立度を用いて計算す

る。 
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〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問37】加算算定の要件である通所介護を行う時間帯を通じて、専従で配置する看護職員の提供時間帯中の勤

務時間は、加配職員として常勤換算員数を算出する際の勤務時間数には含めることができないというこ

とでよいか。 

（答） 提供時間帯を通じて配置する看護職員は、他の職務との兼務は認められず、加算の要件である加配を

行う常勤換算員数を算出する際の勤務時間数に含めることはできない。なお、加算の算定要件となる看

護職員とは別に看護職員を配置している場合は、当該看護職員の勤務時間数は常勤換算員数を算出する

際の勤務時間数に含めることができる。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問38】重度の要介護者であっても社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを計画的に実施するプロ

グラムとはどのようなものか。 

（答） 今までその人が築いてきた社会関係や人間関係を維持し続けられるように、家庭内の役割づくりのた

めの支援や、地域の中で生きがいや役割をもって生活できるような支援をすることなどの目標を通所介

護計画又は別途作成する計画に設定し、通所介護の提供を行う必要がある。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問39】通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を１名以上配置とあ

るが、指定基準の他に配置する必要があるのか。 

（答） 当該事業所に配置している看護職員が現在、専従の看護職員として提供時間帯を通じて既に配置して

いる場合には、新たに配置する必要はない。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問１】サテライト事業所において加算を算定するにあたり、認知症加算又は中重度者ケア体制加算の算定要

件の一つである専従の認知症介護実践者研修等修了者又は看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて

本体事業所に１名以上配置されていればよいか。 

（答） 認知症加算・中重度者ケア体制加算は、認知症高齢者や重度要介護者に在宅生活の継続に資するサー

ビスを提供している事業所を評価する加算であることから、通所介護を行う時間帯を通じてサテライト

事業所に１名以上の配置がなければ、加算を算定することはできない。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問３】加算算定の要件に、通所介護を行う時間帯を通じて、専従で看護職員を配置していることとあるが、

全ての営業日に看護職員を配置できない場合に、配置があった日のみ当該加算の算定対象となるか。 

（答） 貴見のとおり。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問59】個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を

配置する必要があるが、中重度者ケア体制加算を算定する場合に配置が必要となる看護職員がこれを

兼ねることは可能か。 

（答） 中重度者ケア体制加算を算定するにあたっての人員配置に係る要件は、 

ａ 通所介護等事業所に配置が必要とされる看護職員又は看護職員の数に加え、看護職員又は介護

職員を常勤換算方法で２以上確保していること。 

ｂ指定通所介護等を行う時間帯を通じて、専ら当該通所介護等の提供に当たる看護職員を１名以上

配置していること。 

としており、これに照らせば、ａにより配置された看護職員にあっては、中重度者ケア体制加算の算

定に係る看護職員としての業務に従事していない時間帯において、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要

件や個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療

法士等」として勤務することは差し支えない。ｂにより配置された看護職員は、「指定通所介護等を

行う時間帯を通じて、専ら通所介護等の提供に当たる看護職員」である必要があることから、同一営

業日において「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務することはできない。 

 

 

 

９．生活機能向上連携加算［要届出］ 

生活機能向上連携加算 
生活機能向上連携加算（Ⅰ） ＋１００単位/月 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） ＋２００単位/月 
 

◎ 訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリ
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テーションを実施している医療提供施設（原則として許可病床数200床未満のものに限る。）の理

学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、地域密着型通所介護事業所を訪問し、当該事業所

の職員と共同でアセスメントを行い、個別機能訓練加算計画を作成している場合に算定できる。 
 
◎ リハビリテーション専門職と連携して、個別機能訓練計画の進捗状況を３月ごとに１回以上評

価し、必要に応じて計画・訓練内容等の見直しを行うこと。 
 
◎ 理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言

を行うこと。 
 
◎ この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患

別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療

養型医療施設若しくは介護医療院であること。 
 
◎ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管され、常に当

該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であるようにすること。 

 

算定基準告示…Ｈ18厚生省告示第126号別表２の２（地域密着型通所介護費） 

注12 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密

着型通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能

訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当

該個別機能訓練計画を見直した場合を除き３月に１回を限度として、１月につき、⑵については１月につ

き、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注13を算定している場合、⑴は算定せず、⑵は１

月につき100単位を所定単位数に加算する。 

⑴生活機能向上連携加算（Ⅰ）１００単位 

⑵生活機能向上連携加算（Ⅱ）２００単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準〔平成 27 年告示第 95 号〕 

十五の二 通所介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費及び通所型サービス費における生活

機能向上連携加算の基準 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）次のいずれにも適合すること。 

⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーション

を実施している医療提供施設（病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心と

した半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。)の理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等」という。)の助言に基づき、当該指定地

域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等〔機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その

他の職種の者〕が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 

⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を

準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。 

⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を3月ごとに1回以上評価し、利用者又はその家

族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容のみ見

直し等を行っていること。 

ロ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）次のいずれにも適合すること。 

⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーション

を実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定地域密着型通所介護事業所を訪問し、当該

事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っ

ていること。 

⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を

準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。 

⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を3月ごとに1回以上評価し、利用者又はその家

族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容のみ見

直し等を行っていること。 
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留意事項通知…Ｈ18年老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018第二の３の２ 

⑽ 生活機能向上連携加算について 

① 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）は、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション

事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（病院にあっては、許可病床数が 200 床

未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以

下この⑽）において同じ。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この⑽において「理

学療法士等」という。）の助言に基づき、当該指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員、看護

職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」という。）が共同してアセ

スメント、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学

療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リ

ハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療

施設若しくは介護医療院であること。 

ロ 個別機能訓練計画の作成にあたっては、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテ

ーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者

のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買

物、金銭管理、服薬状況等）に関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リ

ハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握し、

又は、指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ

電話を用いて把握した上で、当該指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等に助言を行うこ

と。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がＡＤＬ及びＩ

ＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等と機能訓練指

導員等で事前に方法等を調整するものとする。 

ハ 個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内容を記載しなければなら

ない。目標については、利用者又はその家族の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見

も踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につながるよう、段階的な目標を設定するなど

可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。なお、個別機能訓練計画に相当する内容を地域

密着型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えること

ができるものとすること。 

ニ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を

準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じて計画的に機能訓練を適切に提供している

こと。 

ホ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、利用者又はその家族及

び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要な助言を得た上で、必要に応じて当該利用

者又はその家族（以下このㇹにおいて「利用者等」という。）の意向を確認の上、当該利用者のＡＤ

ＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。 

・理学療法士等は、機能訓練指導員等と共同で、3 月ごとに 1 回以上、個別機能訓練の進捗状況等につ

いて評価した上で、機能訓練指導員等が利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容（評

価を含む。）や進捗状況等を説明していること。 

また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとすること。

ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならないこと。なお、

テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理

に関するガイドライン」等を遵守すること。 

へ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管され、常に当該事業

所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であるようにすること。 

ト 生活機能向上連携加算（Ⅰ）は個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月に限り、

算定されるものである。なお、イの助言に基づき個別機能訓練計画を見直した場合には、本加算を再度

算定することは可能であるが、利用者の急性増悪等により個別機能訓練計画を見直した場合を除き、

個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月の翌月及び翌々月は本加算を算定しな

い。 

② 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）は、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション

事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定地域密着型

通所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同して、利用者の身体の状況等の評価

及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、
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日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リ

ハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療

施設若しくは介護医療院であること。 

ロ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、利用者又はその家族及

び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要な助言を得た上で、必要に応じて当該利用

者又はその家族の意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見

直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。 

・理学療法士等は、3 月ごとに 1 回以上指定地域密着型通所介護事業所を訪問し、機能訓練指導員と共

同で個別機能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員等が、利用者又はその家族

に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明し記録するとともに、必要に

応じて訓練内容の見直し等を行うこと。 

ハ ①ハ、ニ及びへによること。なお、個別機能訓練加算を算定している場合は、別に個別機能訓練計画

を作成する必要はないこと。 

 

 

〔平成30年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問35】指定通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リハビリテーション

事業所、指定通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設と委託契約を締結し、業務に必要な

費用を指定訪問リハビリテーション事業所等に支払うことになると考えてよいか。 

（答） 貴見のとおりである。なお、委託料についてはそれぞれの合議により適切に設定する必要がある。 

 

〔平成30年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問36】生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しくは指定通所リハ

ビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（原則として許可病床

数200床未満のものに限る。）と連携する場合も算定できるものと考えてよいか。 

（答） ・貴見のとおりである。 

・なお、連携先について、地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の主たる担い手として想

定されている200床未満の医療提供施設に原則として限っている趣旨や、リハビリテーション専門

職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）の有効活用、地域との連携の促進の観点から、別法人

からの連携の求めがあった場合には、積極的に応じるべきである。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.４)〕 

【問6】 生活機能向上連携加算（Ⅰ）について、留意事項通知において、理学療法士等が訪問介護事業所

のサービス提供責任者へ訪問介護計画の作成に助言をするに当たって「指定訪問リハビリテーショ

ン事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施

設の理学療法士等は、当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する状況について、指定訪問リハビリ

テーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医

療提供施設の場において把握」した上で行うとあるが、具体的にはどのようなものか  

（答） ・例えば、訪問介護と通所リハビリテーションを併用する利用者について、訪問介護事業所のサー

ビス提供責任者が訪問介護計画を作成するに当たって、理学療法士等が通所リハビリテーション

を提供する中で把握した利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する状況を、電話、文書、メール等を活

用して助言することが挙げられる。 

・なお、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの状況を把握する方法としては、上記のほか、ＩＣＴを活用

した動画やテレビ電話装置等を活用する方法もあるが、いずれかの方法で把握すればよい。 

 

 

10．個別機能訓練加算［要届出］ 

個別機能訓練加算 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ ＋５６単位/日 

個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ ＋８５単位/日 

個別機能訓練加算(Ⅱ) ＋２０単位/日 

◎ 理学療法士等（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサ
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ージ指圧師、はり師又はきゅう師）が、個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練に

ついて算定できる。 

※ はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マ

ッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有

する者に限る。 

◎ 目標設定・個別機能訓練計画の作成方法の詳細を含む事務処理手順例等については、「リハビリ

テーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処

理手順及び様式例の提示について」を確認すること。 

 

◎ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合には、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは算定しない。 

≪算定基準≫ 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 

○ 専ら機能訓練指導員の職務に

従事する理学療法士等を１名以

上配置していること。 

・例えば、１週間のうち特定の

曜日だけ理学療法士等を配

置している場合は、その曜日

において理学療法士等から

直接訓練の提供を受けた利

用者のみが当該加算の算定

対象となる。 

この場合、当該加算を算定で

きる人員体制を確保してい

る曜日はあらかじめ定めら

れ、利用者や居宅介護支援事

業者に周知されている必要

がある。 

〇 個別機能訓練加算（Ⅰ）イで配

置された理学療法士等に加え

て、専ら機能訓練指導員の職務

に従事する理学療法士等を指定

地域密着型通所介護を行う時間

帯を通じて1名以上配置してい

ること。 

・例えば、１週間のうち特定の曜

日だけ専ら機能訓練を実施す

る理学療法士等を1名以上及び

専ら機能訓練を実施する理学

療法士等を指定地域密着型通

所介護を行う時間帯を通じて1

名以上配置している場合は、そ

の曜日において理学療法士等

から直接訓練の提供を受けた

利用者のみが当該加算の算定

対象となる。 

この場合、当該加算を算定でき

る人員体制を確保している曜

日はあらかじめ定められ、利用

者や居宅介護支援事業者に周

知されている必要がある。 

 

○ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ又はロ

の基準に適合すること。 

○ 利用者ごとの個別機能訓練計画

書の内容等の情報を厚生労働省に

提出し、機能訓練の実施に当たっ

て、当該情報その他機能訓練の適切

かつ有効な実施のために必要な情

報を活用していること。 

 

 

○ 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の

者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に

基づき、理学療法士等が計画的に機能訓練を行っていること。 

○ 個別機能訓練計画の作成及び実施においては、利用者の身体機能

及び生活機能の向上に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準

備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進される

よう利用者を援助し、利用者の選択に基づき、心身の状況に応じた機

能訓練を適切に行っていること。 

○ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生

活状況を確認した上で、個別機能訓練計画を作成すること。また、そ

の後３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者

の居宅での生活状況をその都度確認するとともに、当該利用者又は
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その家族に対して、個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に

応じて個別機能訓練計画の見直し等を行っていること。 

○ 定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと。 

 

  

個別機能訓練加算の留意事項 

Ⅰイ・ロ共通 

① 個別機能訓練目標の設定・個別機能訓練計画の作成 

・機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとにその目標、目標を踏まえた訓練項目、訓練実施時

間、訓練実施回数等を内容とする個別機能訓練計画を作成すること。 

・個別機能訓練目標の設定にあたっては、機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で利用

者の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）を確認し、その結果や利用者

又はその家族の意向及び介護支援専門員等の意見も踏まえつつ行うこと。その際、当該利用

者の意欲の向上につながるよう長期目標・短期目標のように段階的な目標とするなど可能な

限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。また、単に身体機能の向上を目指すことのみ

を目標とするのではなく、日常生活における生活機能の維持・向上を目指すことを含めた目

標とすること。 

・個別機能訓練項目の設定にあたっては、利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の

機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲の向上に繋がる

よう利用者を援助すること。 

・個別機能訓練計画に相当する内容を地域密着型通所介護計画の中に記載する場合は、その記

載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとする。 

② 個別機能訓練の実施体制・実施回数 

・個別機能訓練は、類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した５人程度以下の小集団（個別

対応含む）に対して機能訓練指導員が直接行うこととし、必要に応じて事業所内外の設備等を

用いた実践的かつ反復的な訓練とすること。 

・訓練時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練項目の実施に必要な1回あたりの訓練時

間を考慮し適切に設定すること。 

・また、本加算に係る個別機能訓練は、住み慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮ら

し続けることを目的とし、生活機能の維持・向上を図るため、計画的・継続的に個別機能訓練

を実施する必要があり、概ね週1回以上実施することを目安とする。 

③ 個別機能訓練実施後の対応 

・個別機能訓練を開始した後は、個別機能訓練項目や訓練実施時間、個別機能訓練の効果（例え

ば当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況）等についての評価を行うほか、３月ごとに

１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ

等の状況）の確認を行い、利用者又はその家族に対して個別機能訓練の実施状況や個別機能

訓練の効果等について説明し、記録する。 

・概ね３月ごとに1回以上、個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の効果等について、当該利

用者を担当する介護支援専門員等にも適宜報告・相談し、利用者等の意向を確認の上、当該

利用者に対する個別機能訓練の効果（例えば当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況）

等をふまえた個別機能訓練の目標の見直しや訓練項目の変更など、適切な対応を行うこと。 

・利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとすること。

ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならないこと。

なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取

扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

等を遵守すること。 
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④ その他 

・定員超過利用や人員欠如による減算の対象事業所でないこと。 

・個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定することはで

きない。また個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定している場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算

定することはできない。 

・個別機能訓練計画に基づく個別機能訓練の実施が予定されていた場合でも、利用者の都合等

により実際に個別機能訓練が実施されなかった場合は、個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別

機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定することはできない。 

・個別機能訓練に関する記録（個別機能訓練の目標、目標をふまえた訓練項目、訓練実施時間、

個別機能訓練実施者等）は、利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練従事者

により閲覧が可能であるようにすること。 

個別機能訓練加算Ⅱ 

・厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提

出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基

本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照すること。 

・サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、

利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Plan）、当該計画に基づく個別機能訓練の実

施（Do）、当該実施内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善

（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

 

算定基準告示…Ｈ18厚生省告示第126号別表２の２（地域密着型通所介護費） 

注 13 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地

域密着型通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴及

び⑵については１日につき次に掲げる単位数を、⑶については 1 月につき次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。ただし、個別機能訓練加算（Ⅰ）イを算定している場合には、個別機能訓練加算（１）ロは算

定しない。 

⑴ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56 単位 

⑵ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 85 単位 

⑶ 個別機能訓練加算(Ⅱ)20 単位 

 

※ 厚生労働大臣が定める基準〔平成 27 年告示第 95号〕 

五十一の四 地域密着型通所介護費における個別機能訓練加算の基準 

イ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ次のいずれにも適合すること。 

⑴ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、

あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配

置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下「理学療法士等」)を１

名以上配置していること。 

⑵ 機能訓練指導員等〔機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者〕が共同して、

利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、理学療法士等が計画的に機能訓練を行って

いること。 

⑶ 個別機能訓練計画の作成及び実施においては、利用者の身体機能及び生活機能の向上に資するよう複

数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう

利用者を援助し、利用者の選択に基づき、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。 

⑷ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上で、個別機能訓練

計画を作成すること。また、その後３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者の居

宅での生活状況をその都度確認するとともに、当該利用者又はその家族に対して、個別機能訓練計画の進

捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行っていること。 

⑸ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ロ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ次のいずれにも適合すること。 

⑴ イ⑴で配置された理学療法士等に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を指定
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地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて 1 名以上配置していること。 

⑵ イ⑵から⑸までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ハ 個別機能訓練加算(Ⅱ)次のいずれにも適合すること。 

⑴ イ⑴から⑸まで又はロ⑴及び⑵に掲げる基準に適合すること。 

⑵ 利用者ごとの個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当

該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

 

留意事項通知…Ｈ18年老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018第二の３の２ 

⑾ 個別機能訓練加算について 

個別機能訓練加算は、専ら機能訓練を実施する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整

復師、あん摩マッサー時指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を

配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）（以下３の２において「理学療

法士等」という。）を配置し、機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに心身の状態や居宅の環境をふま

えた個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき計画的に機能訓練を行うことで、利用者の生活機能（身

体機能を含む。以下⑾において同じ。）の維持・向上を図り、住み慣れた地域で居宅において可能な限り自

立して暮らし続けることを目指すため設けられたものである。 

本加算の算定にあたっては、加算設置の趣旨をふまえた個別機能訓練計画の作成及び個別機能訓練が実

施されなければならない。 

① 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 

イ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イを算定する際の人員配置 

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を 1 名以上配置すること。この場合において、例

えば 1 週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、その曜日において理学療法士

等から直接機能訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となる。 

ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している曜日があらかじめ定められ、利用

者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。 

なお、指定地域密着型通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る理学療法士等の職務に従事する場

合には、当該職務の時間は、指定地域密着型通所介護事業所における看護職員としての人員基準の算

定に含めない。 

ロ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定する際の人員配置 

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を 1 名以上配置することに加えて、専ら機能訓練

指導員の職務に従事する理学療法士等を指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて 1 名以上配置

すること。この場合において、例えば 1 週間のうち特定の曜日だけ、専ら機能訓練を実施する理学療

法士等を 1 名以上及び専ら機能訓練を実施する理学療法士等を指定地域密着型通所介護を行う時間帯

を通じて 1 名以上配置している場合は、その曜日において理学療法士等から直接訓練の提供を受けた

利用者のみが当該加算の算定対象となる。 

ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している曜日はあらかじめ定められ、利用

者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。 

なお、指定地域密着型通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する

場合には、当該職務の時間は、指定地域密着型通所介護事業所における看護職員としての人員基準の

算定に含めない。 

ハ 個別機能訓練目標の設定・個別機能訓練計画の策定 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及び個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに係る個別機能訓練を行うにあたっては、機能

訓練指導員等が共同して、利用者ごとにその目標、目標を踏まえた訓練項目、訓練実施時間、訓練実施

回数等を内容とする個別機能訓練計画を作成すること。 

個別機能訓練目標の設定にあたっては、機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で利用者の居

宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）を確認し、その結果や利用者又はその家族の

意向及び介護支援専門員等の意見も踏まえつつ行うこと。その際、当該利用者の意欲の向上につなが

るよう長期目標・短期目標のように段階的な目標とするなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標

とすること。また、単に身体機能の向上を目指すことのみを目標とするのではなく、日常生活におけ

る生活機能の維持・向上を目指すことを含めた目標とすること。 

個別機能訓練項目の設定にあたっては、利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の機能訓練

の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲の向上に繋がるよう利用者を援助

すること。 

なお、個別機能訓練計画に相当する内容を地域密着型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載
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をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとする。 

ニ 個別機能訓練の実施体制・実施回数 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及び個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに係る個別機能訓練は、類似の目標を持ち、同

様の訓練項目を選択した 5 人程度以下の小集団（個別対応含む）に対して機能訓練指導員が直接行う

こととし、必要に応じて事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練とすること。 

訓練時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練項目の実施に必要な 1 回当たりの訓練時間を考

慮し適切に設定すること。 

また、本加算に係る個別機能訓練は、住み慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮らし続け

ることを目的とし、生活機能の維持・向上を図るため、計画的・継続的に個別機能訓練を実施する必要

があり、概ね週 1 回以上実施することを目安とする。 

ホ 個別機能訓練実施後の対応 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及び個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに係る個別機能訓練を開始した後は、個別機能

訓練項目や訓練実施時間、個別機能訓練の効果（例えば当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況）

等についての評価を行うほか、3 月ごとに 1 回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状

況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）の確認を行い、利用者又はその家族（以下このホにおいて

「利用者等」という。）に対して個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の効果等について説明し、記

録する。 

また、概ね 3 月ごとに 1 回以上、個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の効果等について、当該利

用者を担当する介護支援専門員等にも適宜報告・相談し、利用者等の意向を確認の上、当該利用者に

対する個別機能訓練の効果（例えば当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況）等をふまえた個別

機能訓練の目標の見直しや訓練項目の変更など、適切な対応を行うこと。 

また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとすること。た

だし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならないこと。なお、個人

情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

ヘ その他 

・厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定

方法（平成 12 年厚生省告示第 27 号）第五号の二に規定する基準のいずれかに該当する場合は、個

別機能訓練加算(Ⅰ)イ及び個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定することはできない。 

・個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定することはできない。

また個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定している場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定することはで

きない。 

・個別機能訓練計画に基づく個別機能訓練の実施が予定されていた場合でも、利用者の都合等により

実際に個別機能訓練が実施されなかった場合は、個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算

（Ⅰ）ロを算定することはできない。 

・個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及び個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの目標設定・個別機能訓練計画の作成方法の

詳細を含む事務処理手順例等については、別に定める通知において示すこととする。 

・個別機能訓練に関する記録（個別機能訓練の目標、目標をふまえた訓練項目、訓練実施時間、個別機

能訓練実施者等）は、利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練従業者により閲覧が

可能であるようにすること。 

② 個別機能訓練加算(Ⅱ)について 

厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム」（以下「ＬＩＦＥ」という。）を用

いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩ

ＦＥ）関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照された

い。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の

状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Plan）、当該計画に基づく個別機能訓練の実施（Do）、当該実施内

容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤ

ＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適

宜活用されるものである。 

 

 

参考通知 

「通所介護及び短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示

について」（平成27年３月27日老振発第0327第2号） 
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〔平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問49】個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業所は、全ての利用者の計画を作成し、個別機能

訓練を実施しなければならないのか。また、利用者全てが対象の場合は特定の曜日のみ機能訓練指導

員を配置して加算をとることができないということになるのか。 

（答） 個別機能訓練加算は、体制加算ではなく、個別の計画作成等のプロセスを評価するものであること

から、利用者の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、当該単位の全ての利用者に

ついて計画作成してその同意を得るよう努めることが望ましい。 

また、特定の曜日のみ専従の機能訓練指導員を配置して、個別機能訓練を実施することも可能であ

り、その場合、当該曜日の利用者のみに加算を算定することとなるが、その場合であっても、当該曜

日の利用者全員の計画を作成することが基本となる。なお、利用者の選択に資するよう、特定の曜日

にのみ専従の機能訓練指導員を配置している旨について利用者にあらかじめ説明しておくことも必

要である。 

〔平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問15】個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示されたい。 

（答） 当該個別機能訓練加算は、従来機能訓練指導員を配置することを評価していた体制加算を、機能訓

練指導員の配置と共に、個別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとしたものであり、

介護サービスにおいては実施日、（介護予防）特定施設入居者生活介護サービス及び介護老人福祉施

設サービスにおいては入所期間のうち機能訓練実施期間中において当該加算を算定することが可能

である。なお、具体的なサービスの流れとしては、「多職種が協同して、利用者毎にアセスメントを行

い、目標設定、計画の作成をした上で、機能訓練指導員が必要に応じた個別機能訓練の提供を行い、

その結果を評価すること」が想定される。また、行われる機能訓練の内容は、各利用者の心身伏況等

に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を予防するのに必要な訓練を計画

されたい。 

〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問72】通所介護の看護職員が機能訓練指導員を兼務した場合であっても個別の機能訓練実施計画を策定す

れば個別機能訓練加算は算定可能か。また、当該職員が、介護予防通所介護の選択的サービスに必要

な機能訓練指導員を兼務できるか。 

（答） 個別機能訓練加算Ⅱを算定するには、専従で１名以上の機能訓練指導員の配置が必要となる。通所

介護事業所の看護職員については、サービス提供時間帯を通じて専従することまでは求めていないこ

とから、当該看護師が本来業務に支障のない範囲で、看護業務とは別の時間帯に機能訓練指導員に専

従し、要件を満たせば、個別機能訓練加算Ⅱを算定することは可能であり、また、当該看護職員が併

せて介護予防通所介護の選択的サービスの算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することも可能

である。 

ただし、都道府県においては、看護職員を１名で、本来の業務である健康管理や必要に応じて行う

利用者の観察、静養といったサービス提供を行いつつ、それぞれの加算の要件を満たすような業務を

なし得るのかについて、業務の実態を十分に確認することが必要である。 

なお、個別機能訓練加算Ⅰの算定においては、常勤の機能訓練指導員がサービス提供時間帯を通じ

て専従することが要件であるので、常勤専従の機能訓練指導員である看護職員が看護職員としての

業務を行っても、通所介護事業所の看護職員としての人員基準の算定に含めない扱いとなっている。

しかし、介護予防通所介護の選択的サービスの算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することは、

双方のサービス提供に支障のない範囲で可能である。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問42】通所介護の個別機能訓練加算について、利用者の居宅を訪問し、利用者の在宅生活の状況を確認し

た上で、多職種共同で個別機能訓練計画を作成し機能訓練を実施することとなるが、利用者の中には

自宅に人を入れることを極端に拒否する場合もある。入れてもらえたとしても、玄関先のみであった

り、集合住宅の共用部分のみであったりということもある。このような場合に、個別機能訓練加算を

取るためにはどのような対応が必要となるのか。 

（答） 利用者の居宅を訪問する新たな要件の追加については、利用者の居宅における生活状況を確認し、

個別機能訓練計画に反映させることを目的としている。このため、利用者やその家族等との間の信頼

関係、協働関係の構築が重要であり、通所介護事業所の従業者におかれては、居宅訪問の趣旨を利用

者及びその家族等に対して十分に説明し、趣旨をご理解していただく必要がある。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問43】利用契約を結んではいないが、利用見込みがある者について、利用契約前に居宅訪問を行い利用者

の在宅生活の状況確認を行い、利用契約に至った場合、個別機能訓練加算の算定要件を満たすこと

になるか。 

（答）利用契約前に居宅訪問を行った場合についても、個別機能訓練加算の居宅訪問の要件を満たすこと

となる。 



地域密着型通所介護 124 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問45】居宅を訪問するのは、利用者宅へ送迎をした後そのまま職員が残り、生活状況を確認することでも

認められるか。 

（答） 認められる。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問46】個別機能訓練計画の作成及び居宅での生活状況の確認について、「その他の職種の者」は、機能訓

練指導員、看護職員、介護職員又は生活相談員以外に、どのような職種を想定しているのか。また、

個別機能訓練計画作成者と居宅の訪問者は同一人物でなくてもよいか。さらに、居宅を訪問する者

が毎回変わってしまってもよいのか。 

（答） 個別機能訓練計画については、多職種共同で作成する必要がある。 

このため、個別機能訓練計画作成に関わる職員であれば、職種にかかわらず計画作成や居宅訪問を

行うことができるため、機能訓練指導員以外がこれらを行っても差し支えない。 

なお、３月に１回以上、居宅を訪問し、生活状況を確認する者は、毎回必ずしも同一人物で行う必

要はない。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問４】ある利用者が通所介護と短期入所生活介護を利用している場合、それぞれの事業所が個別機能訓

練加算を算定するには、居宅訪問は別々に行う必要があるか。 

（答） 通所介護と短期入所生活介護を組み合わせて利用している者に対し、同一の機能訓練指導員等が

個別機能訓練計画を作成しており、一方の事業所で行った居宅訪問の結果に基づき一体的に個別機

能訓練計画を作成する場合は、居宅訪問を別々に行う必要はない。 

〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.１)〕 

【問32】はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した

事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験を有することをどのように確認するのか。 

（答） 例えば、当該はり師・きゅう師が機能訓練指導に従事した事業所の管理者が書面でそれを証してい

ることを確認すれば、確認として十分である。 

〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.１)〕 

【問33】はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を

配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験」について、その実務時間・日数や実務内容

に規定はあるのか。 

（答） 要件にある以上の内容については細かく規定しないが、当然ながら、当該はり師・きゅう師が機能

訓練指導員として実際に行う業務の頻度・内容を鑑みて、十分な経験を得たと当該施設の管理者が

判断できることは必要となる。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問48】個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名

以上配置することとなっているが、具体的な配置時間の定めはあるのか。 

（答） 個別機能訓練加算(Ⅰ)イに係る機能訓練指導員については、具体的な配置時間の定めはないが、当

該機能訓練指導員は個別機能訓練計画の策定に主体的に関与するとともに、利用者に対し個別機能

訓練を直接実施したり、実施後の効果等を評価したりする必要があることから、計画策定に要する

時間、訓練時間、効果を評価する時間等を踏まえて配置すること。なお、当該機能訓練指導員は専従

で配置することが必要であるが、常勤・非常勤の別は問わない。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問49】個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名

以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時

間帯を通じて１名以上配置することとなっているため、合計で２名以上の理学療法士等を配置する

必要があるということか。 

（答） 貴見のとおり。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問50】 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１

名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提

供時間帯を通じて１名以上配置することとなっているが、専ら機能訓練指導員の職務に従事する

理学療法士等を１名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて

個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか。 

（答） 差し支えない。ただし、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置してい

るのみの場合と、これに加えて専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提
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供時間帯を通じて１名以上配置している場合では、個別機能訓練の実施体制に差が生じるもので

あることから、営業日ごとの理学療法士等の配置体制について、利用者にあらかじめ説明してお

く必要がある。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問51】個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練計画を作成するにあたり、利用者の居宅

を訪問し、利用者の居宅での生活状況の確認等を行うこととなっているが、利用者の居宅を訪問し

ている時間については、人員配置基準上、確保すべき勤務延時間数に含めることとしてもよいか。 

（答）・機能訓練指導員については、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの場合のみ、サービス提供時間帯を通じて専

従での配置を求めているが、利用者の居宅を訪問している時間については、個別機能訓練の実施に

支障がない範囲においては、配置されているものとみなして差し支えない。（なお、個別機能訓練加

算(Ⅰ)イについては、配置時間の定めはない。） 

・生活相談員については、個別機能訓練加算にかかるものか否かを問わず、「利用者宅を訪問し、在

宅での生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助のための時間」は確保すべき勤

務延時間数に含めることができることとなっている。 

・なお、介護職員については、利用者の居宅を訪問している時間については、確保すべき勤務延時間

数に含めることができず、看護職員については、利用者の居宅を訪問する看護職員とは別に看護職

員が確保されていない場合においては、利用者の居宅を訪問する看護職員は、利用者の居宅を訪問

している時間帯を通じて同加算を算定する事業所と密接かつ適切な連携を図る必要がある。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問52】個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名

以上配置することとなっている。また個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の

職務に従事する理学療法士等を１名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事

する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて１名以上配置することとなっているが、これらの

理学療法士等は病院、診療所、訪問看護ステーション等との連携により確保することとしてもよい

か。 

（答） 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、いずれの場合も、当該加算を算定する事業所に理学療

法士等を配置する必要があることから、事業所以外の機関との連携により確保することは認められ

ない。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問53】個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名

以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時

間帯を通じて１名以上配置することとなっているが、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、この要件に基づ

き、合計で２名以上の理学療法士等を配置している時間帯において個別機能訓練を実施した利用者

に対してのみ算定することができるのか。 

（答） 貴見のとおり。例えばサービス提供時間が９時から17時である通所介護等事業所において、 

—９時から12時：専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名配置 

—９時から17時：専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名配置 

した場合、９時から12時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者に対してのみ、

個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定することができる。（12時以降17時までに当該理学療法士等から個別

機能訓練を受けた利用者については、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定することができる。） 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問54】 第一号通所事業と一体的に運営される通所介護において、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算

定するために配置された機能訓練指導員が、第一号通所事業の運動器機能向上加算を算定するた

めに配置された機能訓練指導員を兼務できるのか。 

（答）  通所介護の個別機能訓練の提供及び第一号通所事業の運動器機能向上サービスの提供、それぞ

れに支障のない範囲で兼務することが可能である。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問55】個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等

を配置する必要があるが、通所介護事業所（地域密着型通所介護事業所）において配置が義務づけ

られている機能訓練指導員に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置す

る必要があるのか。 

（答）・機能訓練指導員の配置基準は、指定通所介護事業所（指定地域密着型通所介護事業所）ごとに１以

上とされている。この基準により配置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事

する理学療法士等」である場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要件や個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ

の算定要件の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置」を

満たすものとして差し支えない。 

・また、この基準により配置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士
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等」であって「サービス提供時間帯を通じて」配置されている場合にあっては個別機能訓練加算(Ⅰ)

ロの算定要件である「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯通

じて１名以上配置」を満たすものとして差し支えない。 

・このため、具体的には以下①②のとおりとなる。 

①機能訓練指導員の配置基準により配置された機能訓練指導員が、「専ら機能訓練指導員の職

務に従事する理学療法士等」である場合 

― 個別機能訓練加算(Ⅰ)イを取得する場合は、機能訓練指導員の配置基準により配置され

た機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」であることか

ら、これに加えて「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」を配置すること

なく、同加算の人員配置に係る要件を満たすことが可能である。 

― 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを取得する場合は、機能訓練指導員の配置基準により配置され

た機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」であることか

ら、これに加えて「サービス提供時間帯を通じて専ら機能訓練指導員の職務に従事する理

学療法士等」を配置すれば、同加算の人員配置に係る要件を満たすことが可能である。 

②機能訓練指導員の配置基準により配置された機能訓練指導員が、「専ら機能訓練指導員の職

務に従事する理学療法士等」であって、サービス提供時間帯を通じて配置される場合 

― 個別機能訓練加算(Ⅰ)イを取得する場合は、機能訓練指導員の配置基準により配置さ

れた機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」であること

から、これに加えて「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」を配置するこ

となく、同加算の人員配置に係る要件を満たすことが可能である。 

― 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを取得する場合は、機能訓練指導員の配置基準により配置さ

れた機能訓練指導員が、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」であって、

サービス提供時間帯を通じて配置されていることから、これに加えて「専ら機能訓練指導

員の職務に従事する理学療法士等」を配置すれば、同加算の人員配置に係る要件を満たす

ことが可能である。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問56】個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等

を配置する必要があるが、通所介護（地域密着型通所介護）事業所に配置が義務づけられている看

護職員がこれを兼ねることは可能か。 

（答）  ① 指定通所介護事業所及び指定地域密着型通所介護事業所（定員が11名以上である事業所に

限る）における取扱い 

この場合、看護職員の配置基準は、指定通所介護（指定地域密着型通所介護）の単位ごとに、

専ら当該指定通所介護（地域密着型通所介護）の提供に当たる看護職員が１以上確保される

ために必要と認められる数を置くべきと定められており、配置時間に関する規定はないこと

から、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの

算定要件や個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に

従事する理学療法士等」として勤務することは差し支えない。 

② 指定地域密着型通所介護事業所(定員が10名以下である事業所に限る)における取扱い 

この場合、看護職員の配置基準は介護職員と一体のものとして定められており、指定地域

密着型通所介護の単位ごとに、指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に、専ら指定

地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が勤務している時間数の合計数を

提供単位時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認められる数を置くべきと

されている。この配置基準を看護職員により満たしている事業所にあっても、看護職員とし

ての業務に従事していない時間帯において、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要件や個別機能

訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士

等」として勤務することは差し支えない。（「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法

士等」として勤務している時間数は、専ら指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員

としての勤務時間数に含めない。） 

なお、①②いずれの場合においても、都道府県・市町村においては、看護職員としての業務

と専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等としての業務のいずれも行う職員が、

本来の業務である利用者の健康管理や観察を行いつつ、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの要

件を満たすような業務をなし得るのかについて、加算算定事業所ごとにその実態を十分に確

認することが必要である。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問57】個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を

配置する必要があるが、通所介護（地域密着型通所介護）事業所に配置が義務づけられている看護職

員かつ機能訓練指導員である者がこれを兼ねることは可能か。 

（答） 問45（看護職員と機能訓練指導員の兼務）、問55（機能訓練指導員が専ら機能訓練指導員の職務に
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従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定）、問56（看護職員が専

ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロ

の算定）によれば、以下のとおりの解釈となる。 

① 指定通所介護事業所及び指定地域密着型通所介護事業所（定員が11名以上である事業所に限

る）における取扱い 

看護職員としての業務に従事していない時間帯において、配置が義務づけられている機能訓

練指導員かつ個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要件や個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件の一

つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務することは差し支

えない。 

②指定地域密着型通所介護事業所(定員が10名以下である事業所に限る)における取扱い 

看護職員又は介護職員に係る配置基準を、看護職員により満たしている事業所にあっては、

看護職員としての業務に従事していない時間帯において、配置が義務づけられている機能訓練

指導員かつ個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要件や個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件の一つで

ある「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務することは差し支えな

い。（配置が義務づけられている機能訓練指導員かつ専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学

療法士等として勤務している時間数は、専ら指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員

としての勤務時間数に含めない。） 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問58】個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を

配置する必要があるが、指定通所介護（指定地域密着型通所介護）事業所に配置が義務づけられてい

る管理者がこれを兼ねることは可能か。 

（答） ・管理者の配置基準は、指定通所介護等事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置く

こと（ただし、指定通所介護等事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護等事業所の他の

職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。）とされて

いる。 

・一方で、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおける人員配置基準は、専ら機能訓練指導員の職務に

従事する理学療法士等を配置することを求めるものであることから、指定通所介護等事業所に配置が

義務づけられている管理者が、管理者としての職務に加えて、機能訓練指導員の職務に従事する理学

療法士等を兼ねることにより、同基準を満たすことはできないものである。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問59】個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等

を配置する必要があるが、中重度者ケア体制加算を算定する場合に配置が必要となる看護職員がこ

れを兼ねることは可能か。 

（答） 中重度者ケア体制加算を算定するにあたっての人員配置に係る要件は、 

ａ 通所介護等事業所に配置が必要とされる看護職員又は看護職員の数に加え、看護職員又は介 

護職員を常勤換算方法で２以上確保していること。 

ｂ 指定通所介護等を行う時間帯を通じて、専ら当該通所介護等の提供に当たる看護職員を１名以

上配置していること。 

としており、これに照らせば、ａにより配置された看護職員にあっては、中重度者ケア体制加算の

算定に係る看護職員としての業務に従事していない時間帯において、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算

定要件や個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する

理学療法士等」として勤務することは差し支えない。ｂにより配置された看護職員は、「指定通所介

護等を行う時間帯を通じて、専ら通所介護等の提供に当たる看護職員」である必要があることから、

同一営業日において「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として勤務することは

できない。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問60】個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、個別機能訓練計画を作成するにあたり、利用者の居宅

を訪問し、利用者の居宅での生活状況の確認等を行うこととなっているが、通所介護等事業所におい

て、長期にわたり、いわゆる「宿泊サービス」を利用している利用者に関しては、どのように対応す

ればよいか。 

（答） 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロは、利用者ごとに心身の状態や居宅の環境をふまえた個別機能訓練

計画を作成し、当該計画に基づき機能訓練を行うことで、利用者の生活機能の維持・向上を図り、住

み慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目指すために設けているもの

である。このため、いわゆる「宿泊サービス」を長期にわたって利用しており、居宅で生活していな

い利用者に対して、同加算を算定することは基本的には想定されないが、例えば、今後宿泊サービス

の利用を終了し居宅での生活を再開する予定である利用者について、利用者とともに居宅を訪問し、

居宅での生活にあたっての意向等を確認した上で、居宅での生活再開に向けた個別機能訓練を実施す

る等の場合にあっては、同加算の算定も想定されうるものである。 
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〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問61】個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロについては、例えば特定の曜日だけ当該加算の人員配置要件を満

たしている場合においては、その曜日において理学療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者の

みが当該加算の算定対象となることとしているが、曜日によって個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロのい

ずれを算定するかが異なる事業所にあっては、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する

基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用

の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護

予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定

に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に

伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」（平成12年３月８日老企

第41号）に定める「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（居宅サービス・施設サービス・居宅

介護支援）」等はどのように記載させればよいか。 

（答） 曜日によって個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロのいずれを算定するかが異なる事業所にあっては、「加

算Ⅰロ」と記載させることとする。（「加算Ⅰロ」と記載した場合であっても、個別機能訓練加算(Ⅰ)

イの算定に必要な人員配置要件のみを満たしている曜日においては、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算

定することは可能である。） 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問62】令和３年３月サービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定してい

る利用者についても、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するにあたり、再度、利用者の居宅で

の生活状況の確認等を行い、多職種協働で個別機能訓練計画を作成する必要があるのか。 

（答） 令和３年３月サービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練加算(Ⅱ)と個別機能訓

練加算(Ⅰ)イ又はロでは、加算創設の目的が異なることから、令和３年３月サービス提供分までの

個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定していた利用者については、個別機能訓練加

算(Ⅰ)イ又はロが目的とする「生活機能の維持・向上を図り、住み慣れた地域で居宅において可能

な限り自立して暮らし続けること」を達成するため、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管

理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令

和３年３月16日老認発0316第３号・老老発0316第２号厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進

課長、老人保健課長連名通知）を参照し、個別機能訓練計画の見直しを行う必要がある。なお、見

直しにあたっては、令和３年３月サービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練加算

(Ⅱ)算定時のモニタリング等により、直近の利用者の居宅での生活状況が把握できている場合は、

必ずしも利用者の居宅を訪問する必要はない。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問63】個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練の実施にあたり、利用者の生活機能の向

上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が

増進されるよう利用者を援助することとなっているが、どのくらいの種類の訓練項目を準備してお

くことが必要なのか。 

（答） 複数の種類の訓練項目を設けることの目的は、機能訓練指導員その他の職員から助言等を受けな

がら、利用者が主体的に訓練項目を選択することによって、生活意欲が増進され、機能訓練の効果が

増大することである。よって、仮に訓練項目の種類が少なくても、目的に沿った効果が期待できると

きは、同加算の算定要件を満たすものである。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問64】個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練の実施にあたり、利用者の生活機能の向

上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が

増進されるよう利用者を援助することとなっているが、類似する訓練項目を準備した場合でも、複数

の種類の訓練項目と認められるのか。 

（答） 類似する訓練項目であっても、利用者によって、当該訓練項目を実施することで達成すべき目標

が異なる場合もあることから、利用者が主体的に訓練項目を選択することによって、生活意欲が増

進され、機能訓練の効果が増大することが見込まれる限り、準備された訓練項目が類似しているこ

とをもって、同加算の算定要件を満たさないものとはならない。こうした場合、当該事業所の機能

訓練に対する取組み及びサービス提供の実態等を総合的に勘案して判断されるものである。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問65】個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロに係る個別機能訓練時間については、個別機能訓練計画に定めた

訓練項目の実施に必要な１回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定することとなっているが、具体

的な目安はあるのか。 

（答） １回あたりの訓練時間は、利用者のニーズや心身の状態等を踏まえて設定された個別機能訓練計

画の目標等を勘案し、必要な時間数を確保するものである。例えば「自宅でご飯を食べたい」とい

う目標を設定した場合の訓練内容は、配膳等の準備、箸（スプーン、フォーク）使い、下膳等の後始

末等の食事に関する一連の行為の全部又は一部を実践的かつ反復的に行う訓練が想定される。これ
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らの訓練内容を踏まえて利用日当日の訓練時間を適正に設定するものであり、訓練の目的・趣旨を

損なうような著しく短時間の訓練は好ましくない。なお、訓練時間については、利用者の状態の変

化や目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて適宜見直し・変更されるべきものである。 

 

 

11．ＡＤＬ維持等加算［要届出］ 

ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ) ＋３０単位/月 

ＡＤＬ維持等加算(Ⅱ) ＋６０単位/月 

 

◎ 基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所において、

利用者に対して指定地域密着型通所介護を行った場合は、評価対象期間（加算の算定を開始する

月の前年の同月から起算して12月までの期間）の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に

限り、当該基準に掲げる区分に従い、１月につきいずれか一方を所定単位数に加算できる。 

※ ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算

は算定しない。 

イＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)３０単位 

ロＡＤＬ維持等加算(Ⅱ)６０単位 

 

※ 評価対象期間について、令和４年度以降に加算を算定する場合であって、加算を取得する月

の前年の同月に、基準に適合しているものとして市町村長に届け出ている場合には、届出の日

から12月後までの期間を評価対象期間とする。 

 

◎ ＡＤＬ維持等加算（Ⅲ）について［経過措置］ 

イ 令和3年3月31日において現に、令和3年度介護報酬改定による改正前のＡＤＬ維持等加算に係

る届出を行っている事業所であって、改正後のＡＤＬ維持等加算に係る届出を行っていないも

のは、令和5年3月31日までの間はＡＤＬ維持等加算（Ⅲ）を算定することができる。この場合

の算定要件等は、令和3年度介護報酬改定による改正前のＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）の要件による

ものとする。 

 

≪算定基準≫ 

（１）ＡＤＬ等維持加算(Ⅰ) 

ア 評価対象者（当該事業所又は当該施設の利用期間((2)において「評価対象利用期間」)が6月を超

える者をいう。以下この号において同じ。）の総数が10人以上であること。 

イ 評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月（以下「評価対象利用開始月」）と、当該月

の翌月から起算して 6 月目（6 月目にサービスの利用がない場合については当該サービスの利用が

あった最終の月）においてＡＤＬを評価し、その評価に基づく値（以下「ＡＤＬ値」）を測定し、

測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。 

※１ ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、BarthelIndex を用いて行うものとする。 

※２ サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、

利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Plan）、当該計画に基づく個別機能訓練の実

施（Do）、当該実施内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善

（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

※３ ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）の算定を開始しようとする月の末日までに、ＬＩＦＥを用

いてＡＤＬ利得に係る基準を満たすことを確認すること。 

ウ 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から評価
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対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値

（以下「ＡＤＬ利得」）の平均値が1以上であること。 

 

（２）ＡＤＬ等維持加算(Ⅱ) 

ア イ⑴及び⑵の基準に適合するものであること。 

イ 評価対象者のＡＤＬ利得の平均値が2以上であること。 

 

 

算定基準告示…Ｈ18厚生省告示第126号別表２の２（地域密着型通所介護費） 

注 14 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域

密着型通所介護事業所において、利用者に対して指定地域密着型通所介護を行った場合は、評価対象

期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から 12 月以内の期間に限

り、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)３０単位 

⑵ＡＤＬ維持等加算(Ⅱ)６０単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準〔平 27 告示第 95 号〕 

十六の二 通所介護費及び地域密着型通所介護費におけるＡＤＬ維持等加算の基準 

イ ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)次のいずれにも適合すること。 

⑴ 評価対象者（当該事業所又は当該施設の利用期間((2)において「評価対象利用期間」)が 6 月を超え

る者をいう。以下この号において同じ。）の総数が 10 人以上であること。 

⑵ 評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月（以下「評価対象利用開始月」）と、当該月の翌月

から起算して 6 月目（6 月目にサービスの利用がない場合については当該サービスの利用があった最終

の月）においてＡＤＬを評価し、その評価に基づく値（以下「ＡＤＬ値」）を測定し、測定した日が属す

る月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。 

⑶ 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から評価対象

利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値（以下「ＡＤ

Ｌ利得」）の平均値が 1 以上であること。 

ロ ＡＤＬ維持等加算(Ⅱ)次のいずれにも適合すること。 

⑴ イ⑴及び⑵の基準に適合するものであること。 

⑵ 評価対象者のＡＤＬ利得の平均値が 2 以上であること。 

 

※厚生労働大臣が定める期間〔（利用者等告示）平 27 告示第 94 号〕 

三十五の四 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費の注 14 の厚生労働大臣

が定める期間 

第十五号の二に規定する期間 

（十五の二指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注 12 の厚生労働大臣が定める期間） 

ＡＤＬ維持等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して 12 月までの期間 

〔経過措置・改正告示附則第 5 条〕 

令和 3 年 4 月 30 日までの間は、「ＡＤＬ維持等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して 12 月ま

での期間又はＡＤＬ維持等加算を算定する年度の初日の属する年の前年の 1 月から 12 月までの期間」

とする。 

 

留意事項通知…Ｈ18年老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018第二の３の２ 

⑿ ＡＤＬ維持等加算について 

① ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）について 

イ ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、BarthelIndex を用いて行うものとする。 

ロ 大臣基準告示第 16 号の２イ⑵における厚生労働省へのＡＤＬ値の提出は、ＬＩＦＥを用いて行う

こととする。 

ハ 大臣基準告示第 16 号の２イ⑶及びロ⑵におけるＡＤＬ利得は、評価対象利用開始月の翌月から起

算して 6 月目の月に測定したＡＤＬ値から、評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た

値に、次の表の左欄に掲げる者に係る同表の中欄の評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値に応じて

それぞれ同表の右欄に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。 

１２以外の者 ＡＤＬ値が 0 以上 25 以下 １ 

ＡＤＬ値が 30 以上 50 以下 １ 
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ＡＤＬ値が 55 以上 75 以下 ２ 

ＡＤＬ値が 80 以上 100 以下 ３ 

２評価対象利用開始月において、初回の要介護認定

（法第 27 条第１項に規定する要介護認定をいう。）

があった月から起算して 12 月以内である者 

ＡＤＬ値が 0 以上 25 以下 ０ 

ＡＤＬ値が 30 以上 50 以下 ０ 

ＡＤＬ値が 55 以上 75 以下 １ 

ＡＤＬ値が 80 以上 100 以下 ２ 

 

ニ ハにおいてＡＤＬ利特の平均を計算するに当たって対象とする者は、ＡＤＬ利得の多い順に、上位

100 分の 10 に相当する利用者（その数に 1 未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとす

る。）及び下位 100 分の 10 に相当する利用者（その数に 1 未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てるものとする。）を除く利用者（以下この⑿において「評価対象利用者」という。）とする。 

ホ 他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者については、リハビリテー

ションを提供している当該他の施設や事業所と連携してサービスを実施している場合に限り、ＡＤＬ

利得の評価対象利用者に含めるものとする。 

へ 令和 3 年度については、評価対象期間において次のａからｃまでの要件を満たしている場合に、評

価対象期間の満了日の属する月の翌月から 12 月（令和 3 年 4 月 1 日までに指定地域密着型サービス

介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費の注 14 に掲げる基準（以下この①において「基準」と

いう。）に適合しているものとして市町村長に届出を行う場合にあっては、令和 3 年度内）に限り、

ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定できることとする。 

ａ 大臣基準告示第 16 号の２イ⑴、⑵及び⑶並びにロ⑵の基準（イ⑵については、厚生労働省への

提出を除く。）を満たすことを示す書類を保存していること。 

ｂ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情

報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム〈ＬＩＦＥ〉関連加算に関する基本的考え

方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者

の状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Plan）、当該計画に基づく個別機能訓練の実施（Do）、当

該実施内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）の一連の

サイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、

適宜活用されるものである。 

ｃ ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）の算定を開始しようとする月の末日までに、ＬＩＦＥを用い

てＡＤＬ利得に係る基準を満たすことを確認すること。 

ト 令和 3 年度の評価対象期間は、加算の算定を開始する月の前年の同月から 12 月後までの 1 年間と

する。ただし、令和 3 年 4 月 1 日までに算定基準に適合しているものとして市町村長に届出を行う場

合については、次のいずれかの期間を評価対象期間とすることができる。 

ａ令和 2 年 4 月から令和 3年 3 月までの期間 

ｂ令和 2 年 1 月から令和 2年 12 月までの期間 

チ 令和 4 年度以降に加算を算定する場合であって、加算を取得する月の前年の同月に、基準に適合し

ているものとして市町村長に届け出ている場合には、届出の日から 12 月後までの期間を評価対象期

間とする。 

② ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）について 

イ 令和 3 年 3 月 31 日において現に、令和 3 年度介護報酬改定による改正前のＡＤＬ維持等加算に係

る届け出を行っている事業所であって、⑿①に係る届け出を行っていないものは、令和 5 年 3 月 31

日までの間はＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）を算定することができる。この場合の算定要件等は、令和 3 年

度介護報酬改定による改正前のＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）の要件によるものとする。 

ロ ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）の算定に係る事務処理手続等の詳細については、この通知に定めるものの

ほか、「ＡＤＬ維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について（平成 30 年 4 月 6 日老振発第

0406 第 1 号、老老発第 0406 第 3 号）」におけるＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）の事務処理手順等を参考に

すること。 
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〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.１)〕 

【問37】平成30年度のＡＤＬ維持等加算の算定の可否を判断する場合、平成29年１月から12月が評価対象

期間となるが、この時期に、加算を算定しようとする指定通所介護事業所が指定介護予防通所介護

事業所と一体的に運営されていた場合、指定居宅サービス基準第16条の２イ(１)の「利用者」に

は、当該指定介護予防通所介護事業所の利用者も含まれるか。 

（答） 含まれない。本件加算は、指定通所介護及び指定地域密着型通所介護が対象である。なお、指定居

宅サービス基準第16条の２イ(３)に「要支援認定」とあるのは、「利用者」に要支援者を含むとの意

味ではなく、初回の要支援認定の後、評価対象利用開始月までの間に要介護認定を受ける場合を想

定したものである。 

〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.１)〕 

【問38】ＡＤＬ維持等加算について、評価対象利用期間は指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介

護事業所を連続して６月以上利用した期間とされているが、 

１）この「連続して利用」とは、毎月１度以上利用していることを指すのか。 

２）この「連続して６月以上利用」は評価対象期間内である必要があるのか。 

３）６月より多く連続して利用している場合、当該連続しているすべての月を評価対象利用期間と

するのか。 

（答） １）貴見のとおりである。 

２）貴見のとおりである。評価対象利用期間は、評価対象期間の一部であることを想定している。 

つまり、その最初の月から最後の月まで、評価対象期間に含まれている必要がある。 

３）連続しているすべての月ではなく、その中に最初の月が最も早い６月の期間を評価対象利用期

間とする。例えば、２月から１１月まで連続利用がある場合は、２月から１１月までではなく、

２月から７月までを評価対象利用期間とする。 

〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.１)〕 

【問39】ADL維持等加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）は、算定しようとする月の５時間未満の通所介護の算定回数が

５時間以上の通所介護の算定回数以上の利用者でも算定できるのか。 

（答）できる。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問19】科学的介護推進体制加算、ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、自立支援促進加算、個別機能訓

練加算(Ⅱ)、リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)ロ若しくは(Ｂ)ロ、リハビリテーションマ

ネジメント計画書情報加算又は理学療法若しくは作業療法及び言語聴覚療法に係る加算において、

BarthelIndex（ＢＩ）のデータ提出に際して、老人保健健康増進等事業において一定の読み替え精

度について検証されているＩＣＦステージングから読み替えたものを提出してもよいか。 

 

（答） ＢＩの提出については、通常、ＢＩを評価する場合に相当する読み替え精度が内容の妥当性を含

め客観的に検証された指標について、測定者が、 

― ＢＩに係る研修を受け、 

― ＢＩへの読み替え規則を理解し、 

― 読み替え精度等を踏まえ、必要に応じて、読み替えの際に、正確なBIを別途評価する 

等の対応を行い、提出することが必要である。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問34】ＬＩＦＥを用いたBarthelIndexの提出は、合計値でよいのか。 

（答） 令和３年度にＡＤＬ維持等加算を算定する場合に、ＬＩＦＥを用いて提出するBarthelIndexは合

計値でよいが、令和４年度以降にＡＤＬ維持等加算を算定することを目的として、BarthelIndexを

提出する場合は、項目ごとの値を提出する必要がある。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問35】事業所又は施設において、評価対象利用期間が６月を超えるとは、どのような意味か。 

（答） サービスの利用に当たり、６月以上のサービス提供に係る計画を策定し、支援を行っていた場合

において、計画期間の途中で当該サービスを利用していない月があったとしても、当該月を除いて

６月以上利用していれば評価対象者に含まれる。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問36】これまでＡＤＬ維持等加算を算定していなかった事業所又は施設が、令和３年度又は令和４年度

に新たに算定をしようとする場合の届出は、どのように行うのか。 

（答） ・令和３年度に加算の算定を開始しようとする場合は、算定を開始しようとする月の前月まで

に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ＡＤＬ維持等加算［申出］の有無」について、

「２あり」と届出を行う必要がある。加えて、加算の算定を開始しようとする月の末日までに、Ｌ



地域密着型通所介護 133 

ＩＦＥ上でＡＤＬ利得に係る基準を満たすことを確認し、加算の請求届出を行うこと。 

・令和４年度以降に加算の算定を開始しようとする場合は、算定を開始しようとする月の前年同月

に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ＡＤＬ維持等加算［申出］の有無」について、

「２あり」と届出を行う必要がある。加えて、加算の算定を開始しようとする月の末日までに、Ｌ

ＩＦＥ上でＡＤＬ利得に係る基準を満たすことを確認し、加算の請求届出を行うこと。 

・なお、「ＡＤＬ維持等加算［申出］の有無」について、「２あり」と届け出たが、ＬＩＦＥでの

確認の結果、ＡＤＬ利得に係る基準を満たさなかった場合に、今後、ＡＤＬ維持等加算を算定する

意思がなければ、「ＡＤＬ維持等加算［申出］の有無」について、届出を「１なし」に変更するこ

と。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問37】これまでは、初めてＡＤＬ維持等加算を算定しようとする事業所は、前年度に「ＡＤＬ維持等加

算［申出］の有無」の届出を指定権者に届け出る必要があったが、これに変更はあるのか。 

（答） 令和３年度については、算定を開始しようとする月の前月までに申出を行うこと。令和４年度以

降に算定を開始しようとする場合は、当該算定を開始しようとする月の前年同月に届出を行うこ

と。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問38】これまでＡＤＬ維持等加算の算定事業所は、国保連合会からの審査結果を踏まえて決定されてい

たが、このフローはどうなるのか。 

（答） 各事業者がＬＩＦＥを用いてＡＤＬ利得が基準を満たすかどうかを確認するため、従来のような

国保連合会からの審査結果は送付されない。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問39】これまでは評価対象利用開始月と、当該月から起算して６月目の値で評価していたが、今回の改

正で評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目となったのは、後の月が１月ずれたということ

か。 

（答）貴見のとおり。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問40】令和２年度のＡＤＬ値を遡って入力する際に、過去分のＡＤＬ値については評価者がリハビリ担

当者や介護職であり、一定の研修を受けていないが問題ないか。 

（答） 令和２年度分のＡＤＬ値については、適切に評価されていると事業所又は施設が考える値であれ

ば問題ない。令和３年度以降のＡＤＬ値は、一定の研修を受けた者が測定するものとする。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問41】同一施設内で予防サービスも行っている。要支援から要介護になった方の評価期間はどうなるの

か。 

（答） 要支援から要介護になった方については、要介護になった初月が評価対象利用開始月となる。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問42】指定権者で「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（居宅サービス・施設サービス・居宅介護

支援）」をどのように記載すればよいか。 

（答） ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定しようとする事業所又は施設は、介護給付費算定に係る体

制等状況一覧表の「ＡＤＬ維持等加算〔申出〕の有無」を「２あり」、「ＡＤＬ維持等加算Ⅲ」を

「１なし」とする。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問43】令和４年度もＡＤＬ維持等加算(Ⅲ)の算定を予定している事業所は、介護給付費算定に係る体制

等状況一覧表の「ＡＤＬ維持等加算〔申出〕の有無」が「２あり」、「ＡＤＬ維持等加算Ⅲ」が

「２あり」という記載することで良いか。 

（答）貴見のとおり。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.５)〕 

【問５】ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、BarthelIndex（以下「ＢＩ」という。）を用い

て行うとあるが、「一定の研修」とはなにか。 

（答） ・一定の研修とは、様々な主体によって実施されるＢＩの測定方法に係る研修を受講すること

や、厚生労働省において作成予定のＢＩに関するマニュアル

（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html）及びＢＩの測定についての動

画等を用いて、ＢＩの測定方法を学習することなどが考えられる。 

・また、事業所は、ＢＩによる評価を行う職員を、外部・内部の理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士から指導を受ける研修に定期的に参加させ、その参加履歴を管理することなどによりＢＩ
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の測定について、適切な質の管理を図る必要がある。加えて、これまでＢＩによる評価を実施し

たことがない職員が、はじめて評価を行う場合には、理学療法士等の同席の下で実施する等の対

応を行わねばならない。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.６〕 

【問３】令和３年度介護報酬改定により、ＡＤＬ値の測定時期は「評価対象利用開始月と当該月の翌月か

ら起算して６月目」となったが、令和３年度にＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定しようとする

場合においても、ＡＤＬ値の測定時期は改定後の基準に従うのか。 

（答） 令和３年度にＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合において、令和３年４月１日までに

体制届出を行っている場合については、評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定

したＡＤＬ値を、評価対象利用開始月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値を持って代替す

ることとして差し支えない。 

 

 

 

12．認知症加算［要届出］ 

認知症加算 ＋６０単位/日 

◎ 認知症に関する研修等を修了した者を配置するなど、認知症の要介護者を受け入れる体制を構

築している事業所が算定できる。 
 

≪算定基準≫ 

① 指定基準に規定されている看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤

換算方法で二以上確保していること 

② 前年度又は届出月の前３月間の利用者総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又

は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が20％以上であること 

③ 指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当

たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修、認知症介護に係る実

践的な研修等を修了した者を１名以上配置していること 

 

※ 常勤換算方法による職員数の算定方法は、歴月ごとに看護職員又は介護職員の勤務延時間数

を、当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することによって算定する。 
 

※ 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認

知症の者の占める割合の算出に当たっては、前年度（３月を除く。）又は届出日の属する月の前

３月の１月当たりの実績の平均について、利用実人員数又は利用延人員数を用いて算出し、要支

援者は含めない。（前年度の実績により算出した場合には、毎年度３月初めに当該年度の実績が

基準に適合しているか確認し、適合していない場合は、翌年度の算出に当たり加算廃止の届出を

行うこと。） 
 

※ ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新規・再開を含む）については、届出日の属

する月の前３月の１月当たりの実績の平均を用いて算定する。 

（注１）前３月の実績により届出を行った場合には、届出を行った月以降においても、直近３

月間の利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。 

（注２）その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、

直ちに加算の廃止の届出を行うこと。 
 

※ ただし、共生型通所介護を算定している場合は、算定しない。 
 

◎ 認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成すること。 
 

◎ 中重度ケア体制加算の算定要件も満たす場合は、認知症加算の算定とともに中重度ケア体制加



地域密着型通所介護 135 

算も算定できる。 
 

算定基準告示…Ｈ18厚生省告示第126号別表２の２（地域密着型通所介護費） 

注15 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密

着型通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定地域密着型通所介護を行っ

た場合は、認知症加算として、１日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注７を算定している

場合は、算定しない。 
 

※厚生労働大臣が定める基準〔平27告示第95号〕 

五十一の五 地域密着型通所介護費における認知症加算の基準 

次のいずれにも適合すること。 

イ 指定地域密着型サービス基準第20条第１項第２号又は第３号に規定する看護職員又は介護職員の員数

に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保していること。 

ロ 指定地域密着型通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者の総数のう

ち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の

者の占める割合が100分の20以上であること。 

ハ 指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる認

知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修、認知症介護に係る実践的な研修等

を修了した者を１名以上配置していること。 

 

※厚生労働大臣が定める利用者等〔平 27 告示第 94 号〕 

三十五の五 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費の注15の厚生労働大臣が

定める利用者 

第十六号に規定する利用者 

〔十六日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知認知

症の者 

 

留意事項通知…Ｈ18年老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018第二の３の２ 

⒀ 認知症加算について 

① 常勤換算方法による職員数の算定方法は、⑼①を参照のこと。 

② 「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の

者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者を指すものとし、これらの者の割合につい

ては、前年度（３月を除く。）又は届出日の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均について、利用

実人員数又は利用延人員数を用いて算定するものとし、要支援者に関しては人員数には含めない。 

③ 利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、⑼③を参照のこと。 

④ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」（平成

18年３月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知）、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営に

ついて」（平成18年３月31日老計発第0331007号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知症介護指導者

養成研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

⑤ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及び「認知

症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護実践リーダー研修」を指すもの

とする。 

⑥ 「認知症介護に係る実践的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及び「認知

症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護実践者研修」を指すものとす

る。 

⑦ 認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修認知症看護に係る適

切な研修の修了者は、指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置する必要がある。 

⑧ 認知症加算については、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者に対して算定することがで

きる。また、注11の中重度者ケア体制加算の算定要件も満たす場合は、認知症加算の算定とともに中重度

者ケア体制加算も算定できる。 

⑨ 認知症加算を算定している事業所にあっては、認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に実

施するプログラムを作成することとする。 

 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問26】【問27】【問29】【問30】【問31】中重度者ケア体制加算のＱ＆Ａを参照 
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〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問32】認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。 

（答） １認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて、

居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。なお、複数の判定結果がある場合

には、最も新しい判定を用いる。 

２医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知

中「２(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票（基本調査）」７の「認知症高齢

者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。 

３これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、認知症高齢者の日常生活自

立度も含めて情報を共有することとなる。 

（注）指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福

祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施

上の留意事項について（平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）第二１(7)「「認

知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について」の記載を確認すること。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問33】認知症加算について、認知症介護実践者研修等の修了者の配置が求められているが、当該研修修了者

は、介護職員以外の職種（管理者、生活相談員、看護職員等）でもよいのか。 

（答） 介護職員以外の職種の者でも認められるが、その場合、通所介護を行う時間帯を通じて指定通所介護

事業所に従事している必要がある。なお、他の加算の要件の職員として配置する場合、兼務は認められ

ない。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問34】認知症加算について、通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症

介護実践者研修等の修了者の配置が要件となっているが、当該加算の算定対象者の利用がない日につ

いても、配置しなければならないのか。 

（答） 認知症加算の算定対象者の利用がない日については、認知症介護実践者研修等の修了者の配置は不

要である。なお、認知症の算定対象者が利用している日に認知症介護実践者研修等の修了者を配置し

ていない場合は、認知症加算は算定できない。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問35】旧痴呆介護実務者研修の基礎課程及び専門課程の修了者は、認知症介護に係る実践的又は専門的な

研修を修了した者に該当するのか。 

（答） 該当する。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問36】認知症加算の要件に「認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に実施するプログラムを作

成すること」とあるが、事業所として一つのプログラムを作成するのか、利用者ごとの個別プログラム

を作成するのか。 

（答）利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するケアを行うなどの目標を通所介護計画又は別途作成する

計画に設定し、通所介護の提供を行うことが必要である。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問1】サテライト事業所において加算を算定するにあたり、認知症加算又は中重度者ケア体制加算の算定要

件の一つである専従の認知症介護実践者研修等修了者又は看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて

本体事業所に１名以上配置されていればよいか。 

（答）認知症加算・中重度者ケア体制加算は、認知症高齢者や重度要介護者に在宅生活の継続に資するサービ

スを提供している事業所を評価する加算であることから、通所介護を行う時間帯を通じてサテライト事

業所に１名以上の配置がなければ、加算を算定することはできない。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問２】職員の配置に関する加配要件については、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保して

いることに加え、これと別に認知症介護実践者研修等の修了者を１名以上配置する必要があるか。 

（答）指定基準で配置すべき従業者、又は、常勤換算方法で２以上確保する介護職員又は看護職員のうち、

通所介護を行う時間帯を通じて、専従の認知症実践者研修等の修了者を少なくとも１名以上配置すれ

ばよい。 
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〔平成３０年改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.6)〕 

【問３】通所介護等において、看護職員による健康管理や必要に応じて行う利用者の観察等の業務の実施が

困難な状況であった場合、医師又は歯科医師が当該業務を代替して行うことは可能か。 

（答） 通所介護、地域密着型通所介護の看護職員（看護師・准看護師）の配置基準については、平成27年

度介護報酬改定において、営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、他の医療機関等の看護職員

とサービス提供時間を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には看護職員が確保されている

取り扱いとしたところである。 

しかしながら、やむを得ず看護職員の確保が困難となった場合には、速やかに人員確保をするべき

であるものの、看護職員が確保されるまでの間、看護職員が行うバイタルチェックなどの健康管理や

必要に応じて行う利用者の観察等の業務について、医師又は歯科医師が代替して行うことは可能で

あると解することとして差し支えない。小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅

介護の看護職員の配置基準についても同様とする。 

また、この場合、これらのサービスにおいて看護職員又は介護職員等の配置を要件とする加算のう

ち、通所介護、地域密着型通所介護の認知症加算及び口腔機能向上加算並びに小規模多機能型居宅介

護の訪問体制強化加算については、看護職員又は介護職員等の業務を医師又は歯科医師が代替して

行うことが可能であると解することとして差し支えないが、各々の加算要件を変更するものではな

いことから、勤務形態等その他要件はすべて満たす必要があるので留意されたい。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.４)〕 

【問29】 認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護の指

導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがあるか 

（答） ・現時点では、以下のいずれかの研修である。 

① 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修 

② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教

育課程 

③ 日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」 

・ただし、③については認定証が発行されている者に限る。 
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13．若年性認知症利用者受入加算［要届出］ 

若年性認知症利用者受入加算 ＋６０単位/日 

 

◎ 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特

性やニーズに応じたサービス提供を行う場合に算定できる。 
 

◎ 認知症加算を算定している場合は、算定しない。 
 

算定基準告示…Ｈ18厚生省告示第126号別表２の２（地域密着型通所介護費） 

注16 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域

密着型通所介護事業所において、若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第２条

第６号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった者をいう。以下同じ。)に対して指定

地域密着型通所介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、１日につき60単位を所定単

位数に加算する。ただし、認知症加算を算定している場合は、算定しない。 

※厚生労働大臣が定める基準〔平27告示第95号〕 

十八 地域密着型通所介護費における若年性認知症利用者受入加算の基準 

受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令第２条第６号に規定する初老期における認知症に

よって要介護者又は要支援者となった者をいう。)ごとに個別の担当者を定めていること。 
 

留意事項通知…Ｈ18年老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018第二の３の２ 

⒁ 若年性認知症利用者受入加算について 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニー

ズに応じたサービス提供を行うこと。 

 

〔18.3.22介護保険最新情報vol.78平成21年4月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.1）〕 

【問51】通所系サービスにおける「若年性認知症ケア加算」について、若年性とは具体的に何歳を想定し

ているのか。対象者は「40歳以上65歳未満」のみが基本と考えるがよろしいか。64歳で受けた要介

護認定の有効期間中は65歳であっても、加算の対象となるのか。 

（答） 若年性認知症とは、介護保険法施行令第2条5項に定める初老期における認知症を示すため、その

対象は「40歳以上65歳未満」の者となる。若年性認知症ケア加算の対象となるプログラムを受けて

いた者であっても、65歳になると加算の対象とはならない。ただし、その場合であっても、その者

が引き続き若年性認知症ケアのプログラムを希望するのであれば、その提供を妨げるものではない

ことに留意されたい。 

〔21.3.23介護保険最新情報vol.69平成21年4月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.1）〕 

【問101】一度本加算制度の対象者となった場合、６５歳以上になっても対象のままか。 

（答） ６５歳の誕生日の前々日までは対象である。 

〔21.3.23介護保険最新情報vol.69平成21年4月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.1）〕 

【問102】担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 

（答）  若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきた

い。人数や資格等の要件は問わない。 

 

 

14．栄養アセスメント改善加算［要届出］ 

栄養アセスメント加算 ＋５０単位/月 

◎ 利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント（利用者ごとの低栄養

状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう）を行った場合に算定できる。 
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◎ 原則、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養

改善サービスが終了した日に属する月は、栄養アセスメント加算は算定しない。 

※ 栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サー

ビスの提供が必要と判断された場合は、栄誉アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定

できること。 

◎ 定員超過利用や人員基準欠如による減算の対象事業所は加算を算定しない。 

 

≪算定基準≫ 

⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置している

こと。 

⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（注18に

おいて「管理栄養士等」という。）が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又は

その家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じて対応すること。 

⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該

情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

⑷ 定員超過利用や人員基準欠如による減算の対象事業所でないこと。 

 

栄養アセスメントの実施手順 

栄養アセスメントについては、３月に１回以上、イからニまでに掲げる手順により行うこと。合わ

せて、利用者の体重については、１月毎に測定すること。 

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ロ 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの

摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理上の課題の把握を行うこと。 

ハ イ及びロの結果を当該利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じて解決すべき栄養管

理上の課題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行うこと。 

ニ 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、介護支援専門員と情報共

有を行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討するように依頼すること。 

 

 

※ 栄養アセスメント加算の算定に係る栄養アセスメントは、利用者ごとに行われるケアマネジメント

の一環として行われることに留意すること。 

※ ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に

関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の掲示について」を参照すること。 

※ サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者

の状態に応じた栄養管理の内容の決定（Plan）、当該決定に基づく支援の提供（Do）、当該支援内容の

評価（Check）、その評価結果を踏まえた栄養管理の内容の見直し・改善（Action）の一連のサイクル

（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

 

算定基準告示…Ｈ18厚生省告示第126号別表２の２（地域密着型通所介護費） 

注17 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型

通所介護事業所が、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント（利用者ごと

の低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。）を行った

場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者

が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日

の属する月は、算定しない。 

⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置していること。 
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⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（注18において「管

理栄養士等」という。）が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその

結果を説明し、相談等に必要に応じて対応すること。 

⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その

他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

⑷ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定地域密着型通所介護事業所であること。 

 

※厚生労働大臣が定める基準〔平27告示第95号〕 

十八の二 地域密着型通所介護費における栄養アセスメント加算の基準 

通所介護費等算定方法第一号、第二号、第五号の二、第六号、第十一号、第十六号及び第二十号に規定す

る基準[＝定員超過利用・人員基準欠如]のいずれにも該当しないこと。 

 
 

留意事項通知…Ｈ18年老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018第二の３の２ 

⒂ 栄養アセスメント加算について 

① 栄養アセスメント加算の算定に係る栄養アセスメントは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの

一環として行われることに留意すること。 

② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養アセスメント加算の対象事業所に限る。）、

医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士

を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。）又は公益社団法人日本栄

養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」）との連携により、管

理栄養士を１名以上配置して行うものであること。 

③ 栄養アセスメントについては、3月に1回以上、イからニまでに掲げる手順により行うこと。あわせて、

利用者の体重については、１月毎に測定すること。 

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ロ 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥

下機能及び食形態にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理上の課題の把握を行うこと。 

ハ イ及びロの結果を当該利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じ解決すべき栄養管理上の課

題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行うこと。 

ニ 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、介護支援専門員と情報共有を行

い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討するよう依頼すること。 

④ 原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養

改善サービスが終了した日の属する月は、栄養アセスメント加算は算定しないが、栄養アセスメント加算

に基づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断される場

合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。 

⑤ 厚生労働省への状況の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提

出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥの）関連加算に関する基本的考え方並びに事

務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の

状態に応じた栄養管理の内容の決定（Plan）、当該決定に基づく支援の提供（Do）、当該支援内容の評価

（Check）、その評価結果を踏まえた栄養管理の内容の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣ

Ａサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適

宜活用されるものである。 

 

 

 

〔令和３年度関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問15】外部との連携について、介護保険施設の場合は「栄養マネジメント強化加算の算定要件として規

定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているも

のに限る。」とあるが、栄養マネジメント強化加算を算定せず、介護保険施設に常勤の管理栄養士が

１名いる場合は、当該施設の管理栄養士が兼務できるのか。 

（答） 入所者の処遇に支障がない場合には、兼務が可能である。ただし、人員基準において常勤の栄養

士又は管理栄養士を１名以上配置することが求められる施設（例：100床以上の介護老人保健施設）

において、人員基準上置くべき員数である管理栄養士については、兼務することはできない。 
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〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.５)〕 

【問4】ＬＩＦＥに提出すべき情報は「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え

方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月16日老老発0316第４号）の各加算

の様式例において示されているが、利用者又は入所者の評価等に当たっては、当該様式例を必ず用い

る必要があるのか。 

（答）・「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様

式例の提示について」（令和３年３月16 日老老発0316第４号）においてお示しをしているとおり、評

価等が算定要件において求められるものについては、それぞれの加算で求められる項目（様式で定め

られた項目）についての評価等が必要である。 

   ・ただし、同通知はあくまでもＬＩＦＥへの提出項目をお示ししたものであり、利用者又は入所者の

評価等において各加算における様式と同一のものを用いることを求めるものではない。 

〔令和３年度関係Ｑ＆Ａ(Vol.6)〕 

【問2】要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされているが、「や

むを得ない場合」とはどのような場合か。 

（答）科学的介護推進体制加算等と同様の取扱いであるため、令和３年介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.

３）（令和３年３月26日）問16を参考にされたい。 

 

（参考）〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問16】要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされてい れる

が、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。 

（答） ・やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、

当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について

情報の提出ができなかった場合や、データを入力したにも関わらず、システムトラブル等により提出

ができなかった場合等、利用者単位で情報の提出ができなかった場合がある。 

 ・また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目

である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合等であっても、事業所・施設の利

用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。 

 ・ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 

〔令和３年度関係Ｑ＆Ａ(Vol.10)〕 

【問1】利用者が、複数の通所事業所等を利用している場合、栄養アセスメント加算の算定事業者はどのよう

に判断するのか。 

（答）利用者が、複数の通所事業所等を利用している場合は、栄養アセスメントを行う事業所について、 

・サービス担当者会議等で、利用者が利用している各種サービスと栄養状態との関連性や実施時間の

実績、利用者又は家族の希望等も踏まえて検討した上で、 

・介護支援専門員が事業所間の調整を行い、決定することとし、原則として、当該事業所が継続的に

栄養アセスメントを実施すること。 

 

 

15．栄養改善加算［要届出］ 

栄養改善加算 ＋２００単位/回（１月２回を限度） 

◎ 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、「栄養改善サービス」を実施し

た場合に算定できる。（１月２回を限度） 

◎ ３月以内の期間に限り算定できる。（栄養改善サービスの開始から３月ごとの栄養状態の評価

の結果、必要が認められる場合は、引き続き算定できる。） 

◎ 栄養改善サービスは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行うこと。 
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≪算定基準≫ 

⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置している

こと。 

⑵ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・

嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 

⑶ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士

等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録しているこ

と。 

⑷ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。 

⑸ 定員超過利用や人員基準欠如による減算の対象事業所でないこと 

 

対象者等 ○次のイ～ホのいずれかに該当する者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認

められる者 

イ ＢＭＩが１８.５未満である者 

ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は基本チェックリスト

（地域支援事業参照）の№11の項目が「１」に該当する者 

ハ 血清アルブミン値が３.５g/dl以下である者 

ニ 食事摂取量が不良（７５％以下）である者 

ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者 

○次のような問題を有する者については、上記イ～ホのいずれかの項目に該当するか

どうか、適宜確認すること 

・口腔及び摂食・嚥下機能の問題（基本チェックリストの口腔機能に関連する

(13)(14)(15)のいずれかの項目において「１」に該当する者などを含む。） 

・生活機能の低下の問題 

・褥瘡に関する問題 

・食欲の低下の問題 

・閉じこもりの問題（基本チェックリストの閉じこもりに関連する(16)(17)のいず

れかの項目において「１」に該当する者などを含む。） 

・認知症の問題（基本チェックリストの認知症に関連する(18)(19)(20)のいずれか

の項目において「１」に該当する者などを含む。） 

・うつの問題（基本チェックリストのうつに関連する(21)から(25)の項目において、

２項目以上「１」に該当する者などを含む。） 

サービス 

の継続 

○ おおむね３月ごとの評価の結果、上記イ～ホまでのいずれかに該当する対象者で

あって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果

が期待できると認められるものについては、継続的に栄養改善サービスを提供する 

 

栄養改善サービスの実施手順 

① スクリーニング 

・利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

② 栄養アセスメントの実施 

・利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮

しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握（栄養アセスメント）を行うこと。 

③ 栄養ケア計画の作成 

・管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、栄養食事相談に

関する事項（食事に関する内容の説明等）、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき

事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。 

・栄養ケア計画に相当する内容を地域密着型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をも

って栄養ケア計画の作成に代えることができる。 

④ 利用者・家族への説明・同意 
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・作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又はその家族に説明

し、その同意を得ること。 

⑤ 栄養ケアの実施、問題点の把握 

・栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供すること。 

・その際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。 

⑥ モニタリングの実施・情報提供 

・利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね３月ごと

に体重を測定する等により栄養状態の評価を行うこと。 

・その結果を、当該利用者を担当する介護支援専門員や主治医に対して情報提供すること。 

⑦ 利用者の栄養状態の定期的な記録 

・サービスの提供の記録（指定基準参照）において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が

利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のために

利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はない。 

（参考）基本チェックリスト 

 質問項目 回答 
１ バスや電車で一人で外出していますか ０はい １いいえ 

２ 日用品の買い物をしていますか ０はい １いいえ 

３ 預貯金の出し入れをしていますか ０はい １いいえ 

４ 友人の家を訪ねていますか ０はい １いいえ 

５ 家族や友人の相談にのっていますか ０はい １いいえ 

６ 階段を手すりや壁をつたわずに昇っていますか ０はい １いいえ 

７ 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか ０はい １いいえ 

８ １５分以上続けて歩いていますか ０はい １いいえ 

９ この１年間に転んだことはありますか １はい ０いいえ 

10 転倒に対する不安は大きいですか １はい ０いいえ 

11 ６ヶ月間で２～３kg以上の体重減少がありましたか １はい ０いいえ 

12 身長cm体重kgＢＭＩ(体重(kg)÷身長(ｍ)÷身長(ｍ))が18.5未満の場合に該当 
13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたが １はい ０いいえ 

14 お茶や汁物等でむせることがありますか １はい ０いいえ 

15 口の渇きが気になりますか １はい ０いいえ 

16 週に１回以上は外出していますか ０はい １いいえ 

17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか １はい ０いいえ 

18 周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあると言われますか １はい ０いいえ 

19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか ０はい １いいえ 

20 今日が何月何日かわからない時がありますか １はい ０いいえ 

21 (ここ２週間)毎日の生活に充実感がない １はい ０いいえ 

22 (ここ２週間)これまで楽しんできていたことが楽しめなくなった １はい ０いいえ 

23 (ここ２週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる １はい ０いいえ 

24 (ここ２週間)自分が役に立つ人間だと思えない １はい ０いいえ 

25 (ここ２週間)わけもなく疲れたような感じがする １はい ０いいえ 

 

算定基準告示…Ｈ18厚生省告示第126号別表２の２（地域密着型通所介護費） 

注18 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、低栄養状態に

ある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別

的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認め

られるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、３月以内の期間

に限り１月に２回を限度として１回につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービス

の開始から３月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き

続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。 

⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置していること。 

⑵ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及

び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 

⑶ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養

改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。 

⑷ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

⑸ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定地域密着型通所介護事業所であること。 
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※厚生労働大臣が定める基準〔平27告示第95号〕 

十九 地域密着型通所介護費における栄養改善加算の基準 

通所介護費等算定方法第一号、第五号の二、第六号、第十一号、第十六号及び第二十号に規定する基準[＝

定員超過利用・人員基準欠如]のいずれにも該当しないこと。 

 
 

留意事項通知…Ｈ18年老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018第二の３の２ 

⒃ 栄養改善加算について 

① 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一

環として行われることに留意すること。 

② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養改善加算の対象事業所に限る。）、医療機関、

介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いて

いるもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若

しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」）との連携により、管理栄養士

を１名以上配置して行うものであること。 

③ 栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれかに該当する者であって、栄養改善サービ

スの提供が必要と認められる者とすること。 

イ ＢＭＩが18.5未満である者 

ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」(平成18

年６月９日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストのNo.11の項

目が「１」に該当する者 

ハ 血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者 

ニ 食事摂取量が不良(75％以下)である者 

ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者 

なお、次のような問題を有する者については、上記イからホのいずれかの項目に該当するかどうか、

適宜確認されたい。 

・口腔及び摂食・嚥下機能の問題（基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)のいずれ

かの項目において「１」に該当する者などを含む。） 

・生活機能の低下の問題 

・褥瘡に関する問題 

・食欲の低下の問題 

・閉じこもりの問題（基本チェックリストの閉じこもりに関連する(16)、(17)のいずれかの項目において

「１」に該当する者などを含む。） 

・認知症の問題（基本チェックリストの認知症に関連する(18)、(19)、(20)のいずれかの項目において

「１」に該当する者などを含む。） 

・うつの問題（基本チェックリストのうつに関連する(21)から(25)の項目において、２項目以上「１」に

該当する者などを含む。） 

④ 栄養改善サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。 

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮し

つつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握（以下「栄養アセスメント」という。）を行い、管理

栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項

（食事に関する内容の説明等）、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項等を記載し

た栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの対象とな

る利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所介護においては、栄養ケア計画に

相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代え

ることができるものとすること。 

ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供すること。その際、

栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。 

ニ 栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞き取った結果、課題がある場合

は、当該課題を解決するため、利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、居宅で

の食事状況・食事環境等の具体的な課題の把握や、主として食事の準備をする者に対する栄養食事相

談等の栄養改善サービスを提供すること。 

ホ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね３月ごとに

体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員や

主治の医師に対して情報提供すること。 

へ 指定地域密着型サービス基準第37条において準用する第３条の18に規定するサービスの提供の記

録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場合
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は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はない

ものとすること。 

⑤ おおむね３月ごとの評価の結果、③のイからホまでのいずれかに該当する者であって、継続的に管理栄

養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認められるものについては、継

続的に栄養改善サービスを提供する。 
 

 

参考通知「居宅サービスにおける栄養ケア・マネジメント等に関する事務処理手順例及び

様式例の提示について」（平成18年３月31日老老発第0331009号）[最終改正：平成24年３

月16日] 

 

 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問33】それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれの事業所で同時

に栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。 

（答） 御指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に判断されるものと認識しているが、①算

定要件として、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案の上、１事業所における請求回数に限度を設

けていること、②２事業所において算定した場合の利用者負担等も勘案すべきことから、それぞれの

事業所で栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することは基本的には想定されない。 

〔平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問30】(栄養改善加算関係）管理栄養士を配置することが算定要件になっているが、常勤・非常勤の 別を

問わないのか。 

（答） 管理栄養士の配置については、常勤に限るものではなく、非常勤でも構わないが、非常勤の場 合

には、利用者の状況の把握・評価、計画の作成、多職種協働によるサービスの提供等の業務が 遂行

できるような勤務体制が必要である。（なお、居宅サービスの介護・リハビリテーションに おける栄

養改善加算についても同様の取扱いである｡） 

〔平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問４】(栄養改善加算関係）管理栄養士を配置することが算定要件になっているが、常勤・非常勤の別を

問わないのか。 

（答） 管理栄養士の配置については、常勤に限るものではなく、非常勤でも構わないが、非常勤の場合に

は、利用者の状況の把握・評価、計画の作成、多職種協働によるサービスの提供等の業務が遂行でき

るような勤務体制が必要である。（なお、居宅サービスの介護・リハビリテーションにおける栄養改

善加算についても同様の取扱いである｡） 

〔平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問31】(栄養改善加算関係）管理栄養士が、併設されている介護保険施設の管理栄養士を兼ねることは可

能か。 

（答） 介護保険施設及び介護予防通所介護・通所リハビリテーションのいずれのサービス提供にも支障が

ない場合には、介護保険施設の管理栄養士と介護予防通所介護・通所リハビリテーションの管理栄養

士とを兼務することは可能である。（なお、居宅サービスの介護・リハビリテーションにおける栄養

改善加算についても同様の取扱いである｡） 

〔平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問32】(栄養改善加算関係）管理栄養士は給食管理業務を委託している業者の管理栄養士でも認められる

のか。労働者派遣法により派遣された管理栄養士ではどうか。 

（答） 当該加算に係る栄養管理の業務は、介護予防通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用され

た管理栄養士（労働者派違法に基づく紹介予定派遣により派遣された管理栄養士を含む｡）が行うも

のであり、御指摘の給食管理業務を委託している業者の管理栄養士では認められない。 

なお、食事の提供の観点から給食管理業務を委託している業者の管理栄養士の協力を得ることは

差し支えない。（居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける栄養改善加算について

も同様の取扱いである｡） 
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〔平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問16】当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認めら

れる者とは具体的内容如何。また、食事摂取量が不良の者（75％以下）とはどういった者を指すのか。 

（答） その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは、以下のような場合が考えられ

る。 

・医師が医学的な判断により低栄養状態にある又はそのおそれがあると認める場合。 

・イ～ニの項目に掲げられている基準を満たさない場合であっても、認定調査票の「えん下」、「食 

事摂取」、「口腔清潔」、「特別な医療について」などの項目や、特記事項、主治医意見書などから、 

低栄養状態にある又はそのおそれがあると、サービス担当者会議において認められる場合。 

なお、低栄養状態のおそれがあると認められる者とは、現状の食生活を続けた場合に、低栄養状

態になる可能性が高いと判断される場合を想定している。 

また、食事摂取が不良の者とは、以下のような場合が考えられる。 

・普段に比較し、食事摂取量が７５％以下である場合。 

・１日の食事回数が２回以下であって、１回あたりの食事摂取量が普段より少ない場合。 

〔平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問４】栄養改善サービスに必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではない

と考えるが如何。 

（答） 栄養改善サービスの開始などの際に、利用者又はその家族の同意を口頭で確認した場合には、栄養

ケア計画などに係る記録に利用者又はその家族が同意した旨を記載すればよく、利用者又はその家族の

自署又は押印は必須ではない。 

〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問131】栄養改善加算及び口腔機能向上加算は、サービスの提供開始から３月後に改善評価を行った後は

算定できないのか。 

（答） サービス開始から概ね３月後の評価において、解決すべき課題が解決されていない場合であって、

当該サービスを継続する必要性が認められる場合は、３月以降も算定できる。 

 なお、サービスを継続する場合であっても、アセスメント、計画作成、評価の手順に従って実施す

る必要があるが、課題解決に向けて効果が得られるよう、実施方法及び実施内容を見直す必要があ

る。 

〔平成30年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問34】通所サ―ビスにおいて栄養改善加算を算定している者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導

を行うことは可能か。 

（答）管理栄養士による居宅療養管理指導は通院又は通所が困難な者が対象となるため、栄養改善加算の算

定者等、通所サービス利用者に対して当該指導を行うことは想定されない。 

〔平成30年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.5)〕 

【問1】 平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問34については、通所サービスの利用者のうち、

栄養改善加算を算定した者に対しては、管理栄養士による居宅療養管理指導を算定することができな

いものと理解してよいか。 

（答） 通所サービスで設けている「栄養改善加算」については、低栄養状態の改善等を目的として栄養ケ

ア計画に基づき、利用者ごとに栄養食事相談等の栄養管理を行うものである。 

一方、「管理栄養士による居宅療養管理指導」については、低栄養状態にある者や特別食を必要とす

る者に対して栄養ケア計画に基づき、利用者ごとに栄養食事相談等の栄養管理を行うものである。 

したがって、栄養改善加算を算定した者に対して、低栄養状態を改善する等の観点で管理栄養士に

よる居宅療養管理指導を行った場合、栄養管理の内容が重複するものと考えられるため、栄養改善加

算を算定した者に対しては、管理栄養士による居宅療養管理指導を算定することができない。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問15】外部との連携について、介護保険施設の場合は「栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定

する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているもの

に限る。」とあるが、栄養マネジメント強化加算を算定せず、介護保険施設に常勤の管理栄養士が１

名いる場合は、当該施設の管理栄養士が兼務できるのか。 

（答） 入所者の処遇に支障がない場合には、兼務が可能である。ただし、人員基準において常勤の栄養士

又は管理栄養士を１名以上配置することが求められる施設（例：100床以上の介護老人保健施設）に

おいて、人員基準上置くべき員数である管理栄養士については、兼務することはできない。 
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16．口腔・栄養スクリーニング加算 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ＋２０単位／回 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） ＋５単位／回 
 

◎ 従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄

養状態のスクリーニングを行った場合に算定できる。 

※ ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算

は算定しない。 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）２０単位 

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）５単位 

 

◎ 当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場

合は算定しない。 

 

なお、口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で

決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養ス

クリーニングを継続的に実施すること。 

 

◎ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して、原則として一体的に実施す

べきものであること。ただし、口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）の場合は、一方のみを行い

加算を算定することができる。 

 

≪算定基準≫ 

⑴ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

① 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利

用者の口腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれ

のある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支

援専門員に提供していること。 

② 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の

栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に

必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

③ 定員超過利用や人員欠如による減算の対象事業所でないこと。 

④ 算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。 

ア 栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄

養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の

属する月であること。 

イ 当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間で

ある又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月であること。 

⑵ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

① 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ア ⑴①及び③に掲げる基準に適合すること。 

イ 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改

善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サ

ービスが終了した日の属する月であること。 
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ウ 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サー

ビスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月ではない

こと。 

② 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ア ⑴②及び③に掲げる基準に適合すること。 

イ 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者が

栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養

改善サービスが終了した日の属する月でないこと。 

ウ 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サー

ビスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月であるこ

と。 

 
 
 

項目 対象者等 

口腔スクリーニング 

 

 

○ 利用者について、次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専

門員に対し、提供すること。 

ａ硬いものを避け、柔らかいものばかりを中心に食べる者 

ｂ入れ歯を使っている者 

ｃむせやすい者 

栄養スクリーニング ○ 利用者について、次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専

門員に対し、提供すること。 

ａ ＢＭＩが18.5未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援

事業の実施について」（平成18年６月９日老発第0609001号厚生労働

省老健局長通知）に規定する基本チェックリストのNo.1の項目が

「１」に該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 
 

算定基準告示…Ｈ18厚生省告示第126号別表2の2（地域密着型通所介護費） 

注 19 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型通所介護事業所の従業者が、利用開始時及

び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った

場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として、次に掲げる区分に応じ、１回につき次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる

その他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を

算定している場合は算定しない。 

⑴ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）２０単位 

⑵ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）５単位 
 

※厚生労働大臣が定める基準〔平27告示第95号〕 

五十一の六 地域密着型通所介護費等における口腔・栄養スクリーニング加算の基準 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）次のいずれかに適合すること。 

⑴ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

㈠ 地域密着型通所介護費のイを算定していること。 

㈡ 第十九号の二イ⑴、⑵及び⑷に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

㈢ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

⑵ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

㈠ 地域密着型通所介護費のロを算定していること。 

㈡ 第十九号の二イ⑴及び⑵に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

㈢ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）次のいずれにも適合すること。 

⑴ イ⑴㈠に該当する者であること。 

⑵ 第十九号の二ロ⑴又は⑵に掲げる基準のいずれかに適合すること。 
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参考十九の二 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）次のいずれにも適合すること。 

⑴ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔

の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、

その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

⑵ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に

関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を

当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

⑷ 算定日が属する月が、次のいずれにも該当しないこと。 

㈠栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サー

ビスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。 

㈡当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間である又は当

該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月であること。 

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）次のいずれかに適合すること。 

⑴ 次のいずれにも適合すること。 

㈠ イ⑴及び⑶に掲げる基準に適合すること。 

㈡ 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算の

算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日

の属する月であること。 

㈢ 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受

けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月ではないこと。 

⑵ 次のいずれにも適合すること。 

㈠ イ⑵及び⑶に掲げる基準に適合すること。 

㈡ 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者が栄養改善加

算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改善サービスが終了した日の属す

る月ではないこと。 

㈢ 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受

けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月であること。 
 

留意事項通知…Ｈ18年老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018第二の３の２ 

⒄ 口腔・栄養スクリーニング加算について 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以下「口腔スクリーニ

ング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下「栄養スクリーニング」という。）は、利用者ごと

に行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して、原則として一体的に実施するべきも

のであること。ただし、大臣基準第五十一号の六ロに規定する場合にあっては、口腔スクリーニング又は

栄養スクリーニングの一方のみを行い、口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）を算定できる。 

③ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、それぞれ次に掲げ

る確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。 

イ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが18.5未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」（平成18

年６月９日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリストのNo.11の項

目が「１」に該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

④ 口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定することと

し、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングを継続的に

実施すること。 

⑤ 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの結果、栄養改善

加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供が

必要だと判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算又は口腔機能向上

加算を算定できること。 
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〔令和３年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.３）〕 

【問20】令和２年10月以降に栄養スクリーニング加算を算定した事業所において、令和３年４月に口腔・栄養

スクリーニング加算を算定できるか。 

（答） 算定できる。 

 

 

17．口腔機能向上加算［要届出］ 

口腔機能向上加算（Ⅰ） ＋１５０単位/回（１月２回を限度） 

口腔機能向上加算（Ⅱ） ＋１６０単位/回（１月２回を限度） 

 

◎ 口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、「口腔機能向上サービ

ス（口腔清掃の指導・実施、又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導・実施）」を実施した場合に

算定できる。（１月２回を限度） 

※ ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算

は算定しない。 

イ口腔機能向上加算（Ⅰ）１５０単位 

ロ口腔機能向上加算（Ⅱ）１６０単位 
 

◎ ３月以内の期間に限り算定できる。（口腔機能向上サービスの開始から３月ごとの口腔機能の

評価の結果、必要が認められる場合は、引き続き算定できる。） 
 

◎ 口腔機能向上サービスは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行うこと。 

 

≪算定基準≫ 

イ 口腔機能向上加算（Ⅰ） 

次のいずれにも適合すること。 

① 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。 

② 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職

員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を

作成していること。 

③ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が

口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録している

こと。 

④ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。 

⑤ 定員超過利用や人員基準欠如による減算の対象でないこと。 

ロ 口腔機能向上加算（Ⅱ） 

次のいずれにも適合すること。 

① イ①から⑤までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

② 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機

能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施

のために必要な情報を活用していること。 
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対象者等 ○次のイからハのいずれかに該当する者であって、口腔機能向上サービスの提供

が必要と認められる者 

イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目のいずれかの項目に

おいて「１」以外に該当する者 

ロ 基本チェックリスト（地域支援事業参照）の口腔機能に関連する

(13)(14)(15)の３項目のうち、２項目以上が「１」に該当する者 

ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者 

歯科医師 

との連携 

○利用者の口腔の状態によっては、口腔機能向上サービスによるよりも、医療にお

ける対応がより適切である場合も想定されることから、必要に応じて、介護支援

専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切

な措置を講じること。 

○歯科医療を受診している場合であって、次のイ又はロのいずれかに該当する場

合にあっては、加算は算定できない。 

イ 歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している場合 

ロ 摂食機能療法を算定していない場合で、介護保険の口腔機能向上サービス

として、「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導・実施」を行っていない場合 

サービス 

の継続 

○おおむね３月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であっ

て、継続的に言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等がサービス提供を行うこと

により、口腔機能の向上又は維持の効果が期待できると認められるものについ

ては、継続的に口腔機能向上サービスを提供する。 

イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められ

る状態の者 

ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのある

者 
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口腔機能向上サービスの実施手順 

① スクリーニング 

・利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。 

② アセスメントの実施 

・利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員が中心となって、利用者ごとの口腔衛

生、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を行うこと。 

③ 口腔機能改善管理指導計画の作成 

・言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して取

り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管理指導計画を作成すること。 

・口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を地域密着型通所介護計画の中に記載する場合

は、その記載をもって口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができる。 

④ 利用者・家族への説明・同意 

・作成した計画については、口腔機能向上サービスの対象となる利用者又はその家族に説明

し、その同意を得ること。 

⑤ 口腔機能改善管理指導の実施、問題点の把握 

・口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等が利用者ご

とに口腔機能向上サービスを提供すること。 

・その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正する

こと。 

⑥ モニタリングの実施・情報提供 

・利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむ

ね３月ごとに口腔機能の状態の評価を行うこと。 

・その結果について、当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師、主治の歯科医師

に対して情報提供すること。 

⑦ 利用者の口腔機能の定期的な記録 

・サービスの提供の記録（指定基準参照）において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画

に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合

は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用者の口腔機能を定期的に記録

する必要はない。 

 

算定基準告示…Ｈ18厚生省告示第126号別表２の２（地域密着型通所介護費） 

注 20 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出て、口腔機

能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的とし

て、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実

施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔

機能向上サービス」という。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、当該基準に掲げる区分に従い、

３月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た

だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。また、口腔機能向上サービスの開始から３月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上

せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定す

ることができる。 

⑴口腔機能向上加算（Ⅰ）１５０単位 

⑵口腔機能向上加算（Ⅱ）１６０単位 
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※厚生労働大臣が定める基準〔平27告示第95号〕 

五十一の七 地域密着型通所介護費における口腔機能向上加算の基準 

イ 口腔機能向上加算（Ⅰ）次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員を1名以上配置していること。 

⑵ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談

員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。 

⑶ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向

上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。 

⑷ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

⑸ 通所介護費等算定方法第五号の二に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 

ロ 口腔機能向上加算（Ⅱ）次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ イ⑴から⑸までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑵ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サ

ービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報

を活用していること。 
 

留意事項通知…Ｈ18年老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018第二の３の２ 

⒅ 口腔機能向上加算について 

① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに行われるケアマネジ

メントの一環として行われることに留意すること。 

② 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置して行うものであること。 

③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当する者であって、口腔機

能向上サービスの提供が必要と認められる者とすること。 

イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目のいずれかの項目において「１」以外に該当

する者 

ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する⒀、⒁、⒂の３項目のうち、２項目以上が「１」に該当す

る者 

ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者 

④ 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応じ

て、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じ

ることとする。なお、歯科医療を受診している場合であって、次のイ又はロのいずれかに該当する場合に

あっては、加算は算定できない。 

イ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している場合 

ロ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定していない場合であって、介護保 

険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない 

場合 

⑤ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。 

イ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。 

ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって、利用者ごとの口腔衛生、摂

食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、

生活相談員その他の職種の者が共同して取り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管理指導計画を

作成すること。作成した口腔機能改善管理指導計画については、口腔機能向上サービスの対象となる

利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、地域密着型通所介護においては、口腔機能

改善管理指導計画に相当する内容を地域密着型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもっ

て口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるものとすること。 

ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等が利用者ごとに口腔

機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があれば直

ちに当該計画を修正すること。 

ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね３月ごと

に口腔機能の状態の評価を行い、その結果について、当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の

医師、主治の歯科医師に対して情報提供すること。 

ホ 指定地域密着型サービス基準第 37 条において準用する第３条の 18 に規定するサービスの提供の記

録において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が利

用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用

者の口腔機能を定期的に記録する必要はないものとすること。 

⑥ おおむね３月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であって、継続的に言語聴覚

士、歯科衛生士又は看護職員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上又は維持の効果が期待
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できると認められるものについては、継続的に口腔機能向上サービスを提供する。 

イ口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態の者 

ロ当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのある者 

⑦ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこと。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度

等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手

順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフードバック情報を活用し、利用者の状態

に応じた口腔機能改善管理指導計画の作成（Plan）、当該計画に基づく支援の提供（Do）、当該支援内容の

評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡ

サイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜

活用されるものである。 

 

参考通知 

「口腔機能向上加算等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」 

（平成18年３月31日老老発第0331008号）[最終改正：平成24年３月16日] 

 

〔平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問35】言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通所介護（通所介護）の口腔機能向上サービスを提

供するに当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。(各資格者は、診療の補助行為を行う場

合には医師又は歯科医師の指示の下に業務を行うこととされている。） 

（答） 介護予防通所介護（通所介護）で提供する口腔機能向上サービスについては、ケアマネジメントにお

ける主治の医師又は主治の歯科医師からの意見も踏まえつつ、口腔清掃の指導や実施、摂食・嚥下機能

の訓練の指導や実施を適切に実施する必要がある。 

〔平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問36】言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、委託した場合についても加算を算定する

ことは可能か。また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。 

（答） 口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護予防通所介護・通所リハビリテーション事業

者に雇用された言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員（労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣

されたこれらの職種の者を含む。）が行うものであり、御指摘のこれらの職種の者の業務を委託するこ

とは認められない。（なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける口腔機能向上

加算についても同様の取扱いである。） 

〔平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問14】口腔機能向上加算を算定できる利用者として、「ハその他口腔機能の低下している者又はそのおそれ

のある者」が挙げられているが、具体例としてはどのような者が対象となるか。 

（答） 例えば、認定調査票のいずれの口腔関連項目も「１」に該当する者、基本チェックリストの口腔関連

項目の１項目のみが「１」に該当する又はいずれの口腔関連項目も「０」に該当する者であっても、介

護予防ケアマネジメント又はケアマネジメントにおける課題分析に当たって、認定調査票の特記事項に

おける記載内容（不足の判断根拠、介助方法の選択理由等）から、口腔機能の低下している又はそのお

それがあると判断される者については算定できる利用者として差し支えない。 

同様に、主治医意見書の摂食・嚥下機能に関する記載内容や特記すべき事項の記載内容等から口腔

機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者、視認により口腔内の衛生状態に問題があ

ると判断される者、医師、歯科医師、介護支援専門員、サービス提供事業所等からの情報提供により口

腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者等についても算定して差し支えない。 

なお、口腔機能の課題分析に有用な参考資料（口腔機能チェックシート等）は、「口腔機能向上マニ

ュアル」確定版（平成２１年３月）に収載されているので対象者を把握する際の判断の参考にされた

い。 

〔平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問15】口腔機能向上サービスの開始又は継続にあたって必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押

印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。 

（答） 口腔機能向上サービスの開始又は継続の際に利用者又はその家族の同意を口頭で確認し、口腔機能改

善管理指導計画又は再把握に係る記録等に利用者又はその家族が同意した旨を記載すればよく、利用者

又はその家族の自署又は押印は必須ではない。 

〔平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問１】口腔機能向上加算について、歯科医療との重複の有無については、歯科医療機関又は事業所のいずれ

において判断するのか。 
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（答） 歯科医療を受診している場合の口腔機能向上加算の取扱いについて、患者又はその家族に説明した

上、歯科医療機関が患者又は家族等に提供する管理計画書（歯科疾患管理料を算定した場合）等に基づ

き、歯科医療を受診した月に係る介護報酬の請求時に、事業所において判断する。 

〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問131】栄養改善加算及び口腔機能向上加算は、サービスの提供開始から３月後に改善評価を行った後は算

定できないのか。 

（答） サービス開始から概ね３月後の評価において、解決すべき課題が解決されていない場合であって、当

該サービスを継続する必要性が認められる場合は、３月以降も算定できる。 

なお、サービスを継続する場合であっても、アセスメント、計画作成、評価の手順に従って実施する

必要があるが、課題解決に向けて効果が得られるよう、実施方法及び実施内容を見直す必要がある。 

〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.6)〕 

【問3】通所介護等において、看護職員による健康管理や必要に応じて行う利用者の観察等の業務の実施が困

難な状況であった場合、医師又は歯科医師が当該業務を代替して行うことは可能か。 

（答） 通所介護、地域密着型通所介護の看護職員（看護師・准看護師）の配置基準については、平成27年度

介護報酬改定において、営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、他の医療機関等の看護職員とサ

ービス提供時間を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には看護職員が確保されている取り扱

いとしたところである。 

しかしながら、やむを得ず看護職員の確保が困難となった場合には、速やかに人員確保をするべき

であるものの、看護職員が確保されるまでの間、看護職員が行うバイタルチェックなどの健康管理や

必要に応じて行う利用者の観察等の業務について、医師又は歯科医師が代替して行うことは可能であ

ると解することとして差し支えない。小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護

の看護職員の配置基準についても同様とする。 

また、この場合、これらのサービスにおいて看護職員又は介護職員等の配置を要件とする加算のう

ち、通所介護、地域密着型通所介護の認知症加算及び口腔機能向上加算並びに小規模多機能型居宅介

護の訪問体制強化加算については、看護職員又は介護職員等の業務を医師又は歯科医師が代替して行

うことが可能であると解することとして差し支えないが、各々の加算要件を変更するものではないこ

とから、勤務形態等その他要件はすべて満たす必要があるので留意されたい。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問33】それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれの事業所で同時に

栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。 

（答） 御指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に判断されるものと認識しているが、①算定

要件として、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案の上、１事業所における請求回数に限度を設けて

いること、②２事業所において算定した場合の利用者負担等も勘案すべきことから、それぞれの事業所

で栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することは基本的には想定されない。 

 

 

18．科学的介護推進体制加算［要届出］ 

科学的介護推進体制加算 ＋４０単位/月 

 

◎ 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所

介護事業所が、利用者に対して指定地域密着型通所介護を行った場合に算定できる。 
 

≪算定基準≫ 

⑴ 利用者ごとのＡＤＬ値（ＡＤＬの評価に基づき測定した値をいう。以下同じ。）、栄養状態、

口腔機能、認知症（介護保険法（平成9年法律第123号）第５条の２第１項に規定する認知症

をいう。以下同じ。）の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労

働省に提出していること。 

⑵ 必要に応じて地域密着型通所介護計画を見直すなど、指定地域密着型通所介護の提供に当

たって、⑴に規定する情報その他指定地域密着型通所介護を適切かつ有効に提供するために

必要な情報を活用していること。 
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① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに注21に掲げる

要件を満たした場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できるものであること。 

② 情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこと。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等につ

いては、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手

順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

③ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させるため、計画（Plan）、実行（Do）、

評価（Check）、改善（Action）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、質の高いサービスを実

施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具体的には、次の

ような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の

算定対象とならない。 

イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するためのサー

ビス計画を作成する（Plan）。 

ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化防止に

資する介護を実施する（Do）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所の特

性やサービス提供の在り方について検証を行う（Check）。 

ニ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サービスの

質の更なる向上に努める（Action）。 

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するた

め、適宜活用されるものである。 

 

算定基準告示…Ｈ18厚生省告示第126号別表２の２（地域密着型通所介護費） 

注 21 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着

型通所介護事業所が、利用者に対して指定地域密着型通所介護を行った場合は、科学的介護推進体制加算

として、1 月につき 40 単位を所定単位数に加算する。 

⑴利用者ごとのＡＤＬ値（ＡＤＬの評価に基づき測定した値をいう。以下同じ。）、栄養状態、口腔機

能、認知症（介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第５条の２第１項に規定する認知症をいう。以下

同じ。）の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

⑵必要に応じて地域密着型通所介護計画を見直しするなど、指定地域密着型通所介護の提供に当たっ

て、⑴に規定する情報その他指定地域密着型通所介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を

活用していること。 

留意事項通知…Ｈ18年老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018第二の３の２ 

⒆ 科学的介護推進体制加算について 

① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに注 21 に掲げる要件を

満たした場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できるものであること。 

② 情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこと。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、

「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の

提示について」を参照されたい。 

③ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させるため、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、

改善（Action）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、質の高いサービスを実施する体制を構築すると

ともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具体的には、次のような一連の取組が求められる。

したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とならない。 

イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するためのサービス計

画を作成する（Plan）。 

ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化防止に資する

介護を実施する（Do）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所の特性やサ

ービス提供の在り方について検証を行う（Check）。 

ニ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サービスの質の更な

る向上に努める（Action）。 

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜

活用されるものである。 
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〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問16】要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれるが、

「やむを得ない場合」とはどのような場合か。 

（答）・やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当

該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報

の提出ができなかった場合や、データを入力したにも関わらず、システムトラブル等により提出ができ

なかった場合等、利用者単位で情報の提出ができなかった場合がある。 

・また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目であ

る体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合等であっても、事業所・施設の利用者

又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。 

・ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問17】ＬＩＦＥに提出する情報に、利用者の氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報が含まれるが、情報

の提出に当たって、利用者の同意は必要か。 

（答） ＬＩＦＥの利用者登録の際に、氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報を入力いただくが、ＬＩＦ

Ｅのシステムにはその一部を匿名化した情報が送られるため、個人情報を収集するものではない。その

ため、加算の算定に係る同意は必要ではあるものの、情報の提出自体については、利用者の同意は必要

ない。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕  

【問18】加算を算定しようと考えているが、例えば入所者のうち１人だけでも加算の算定に係る同意が取れな

い場合には算定できないのか。 

（答） 加算の算定に係る同意が得られない利用者又は入所者がいる場合であっても、当該者を含む原則全て

の利用者又は入所者に係る情報を提出すれば、加算の算定に係る同意が得られた利用者又は入所者につ

いて算定が可能である。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問19】科学的介護推進体制加算、ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、自立支援促進加算、個別機能訓練加

算（Ⅱ）、リハビリテーションマネジメント加算（Ａ）ロ若しくは（Ｂ）ロ、リハビリテーションマネ

ジメント計画書情報加算又は理学療法若しくは作業療法及び言語聴覚療法に係る加算において、

Barthel Index（ＢＩ）のデータ提出に際して、老人保健健康増進等事業において一定の読み替え精度

について検証されているＩＣＦステージングから読み替えたものを提出してもよいか。 

（答） ＢＩの提出については、通常、ＢＩを評価する場合に相当する読み替え精度が内容の妥当性を含め客

観的に検証された指標について、測定者が、 

－ ＢＩに係る研修を受け 、 

－ ＢＩへの読み替え規則を理解し、 

－ 読み替え精度等を踏まえ、必要に応じて、読み替えの際に、正確な BIを別途評価する等の対応

を行い、提出することが必要である。 

＜略＞ 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.5)〕 

【問4】ＬＩＦＥに提出すべき情報は「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方

並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月16日老老発0316第４号）の各加算の様式

例において示されているが、利用者又は入所者の評価等に当たっては、当該様式例を必ず用いる必要があ

るのか。 

（答）・「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について」（令和３年３月16日老老発0316第４号）においてお示しをしているとおり、評価等が算

定要件において求められるものについては、それぞれの加算で求められる項目（様式で定められた項目）

についての評価等が必要である。 

・ただし、同通知はあくまでもＬＩＦＥへの提出項目をお示ししたものであり、利用者又は入所者の評価

等において各加算における様式と同一のものを用いることを求めるものではない。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.10)〕 

【問2】サービス利用中に入院等の事由により、一定期間サービス利用がなかった場合について、加算の要件

である情報提出の取扱い如何。 

（答）・これらの加算については、算定要件として、サービスの利用を開始した日の属する月や、サービスの

提供を終了する日の属する月の翌月10日までに、ＬＩＦＥへの情報提出を行っていただくこととしてい

る。 

・当該サービスの再開や当該施設への再入所を前提とした、短期間の入院等による30日未満のサービス
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利用の中断については、当該中断の後、当該サービスの利用を再開した場合は、加算の算定要件であるサ

ービス利用終了時やサービス利用開始時の情報提出は必要ないものとして差し支えない。 

・一方、長期間の入院等により、30日以上、当該サービスの利用がない場合は、加算の算定要件であるサ

ービス利用終了時の情報提出が必要であるとともに、その後、当該サービスの利用を再開した場合は、加

算の算定要件であるサービス利用開始時の情報提出が必要となる。 

※ サービス利用開始時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マ

ネジメント加算、排せつ支援加算 

※ サービス利用終了時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算 

令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.10)〕 

【問3】サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合について、加算の要件で

ある情報提出の取扱い如何。 

（答）・当該利用者の死亡した月における情報を、サービス利用終了時の情報として提出する必要はあるが、

死亡により、把握できない項目があった場合は、把握できた項目のみの提出でも差し支えない。 

 

 

19．事業所と同一建物に居住する者等に行う場合 

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に 

サービス提供を行う場合 
－９４単位/日 

◎ 事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に地域密着型通所介護を行う場合

に減算となる。 

※ 傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者、その他やむを得ない事情により

送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行う場合を除く。 
 

＜留意点＞ 

○ 「同一の建物」とは、当該事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物を指す。 

※ 当該建物の１階部分に指定地域密着型通所介護事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等

で繋がっている場合が該当する 

※ 同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しない 

※ 当該建築物の管理、運営法人が当該事業所の事業者と異なる場合であっても該当する 

○ 減算の対象となるのは、当該事業所と同一建物に居住する者及び同一建物から指定地域密着型通所

介護を利用する者に限られる 

※ 自宅（同一建物に居住する者を除く。）から地域密着型通所介護事業所へ通い、同一建物に宿

泊する場合、この日は減算の対象とならない 

※ 同一建物に宿泊した者が地域密着型通所介護事業所へ通い、自宅（同一建物に居住する者を除

く）に帰る場合、この日は減算の対象となる 

○ 例外的に減算とならないのは、傷病により一時的に歩行困難となった者又は歩行困難な要介護者で

あって、かつ建物の構造上自力での通所が困難である者に対し、２人以上の従業者が、往復の移動を

介助した場合に限られる 

※ ２人以上の従業者による移動介助を必要とする理由や移動介助の方法及び期間について、介

護支援専門員とサービス担当者会議等で慎重に検討し、その内容及び結果について地域密着型

通所介護計画に記載すること 

※ 移動介助者及び移動介助時の利用者の様子等について、記録すること 
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算定基準告示…Ｈ18厚生省告示第126号別表２の２（地域密着型通所介護費） 

注 24 イについて、指定地域密着型通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定地域密着型通所介護事

業所と同一建物から当該指定地域密着型通所介護事業所に通う者に対し、指定地域密着型通所介護を行っ

た場合は、１日につき 94 単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により

送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。 

 

留意事項通知…Ｈ18年老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018第二の３の２ 

⒇ 事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に地域密着型通所介護を行う場合につ

いて 

① 同一建物の定義 

注 24 における「同一建物」とは、当該指定地域密着型通所介護事業所と構造上又は外形上、一体的な

建築物を指すものであり、具体的には、当該建物の１階部分に指定地域密着型通所介護事業所がある場

合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟

んで隣接する場合は該当しない。 

また、ここでいう同一建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該指定地域密着型通所介護事

業所の指定地域密着型通所介護事業者と異なる場合であっても該当するものであること。 

② なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎

が必要と認められる利用者に対して送迎を行った場合は、例外的に減算対象とならない。具体的には、傷

病により一時的に歩行困難となった者又は歩行困難な要介護者であって、かつ建物の構造上自力での通

所が困難である者に対し、２人以上の従業者が、当該利用者の居住する場所と当該指定地域密着型通所介

護事業所の間の往復の移動を介助した場合に限られること。ただし、この場合、２人以上の従業者による

移動介助を必要とする理由や移動介助の方法及び期間について、介護支援専門員とサービス担当者会議

等で慎重に検討し、その内容及び結果について地域密着型通所介護計画に記載すること。また、移動介助

者及び移動介助時の利用者の様子等について、記録しなければならない。 

 

 

〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問55】「建物の構造上自力での通所が困難」とは、具体的にどのような場合か。 

（答）当該建物にエレベーターがない又は故障中の場合を指す。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問24】通所サービス事業所と同一建物に居住する利用者が、次に該当する場合は、基本サービス費を日割り

して算定することとなるが、送迎に係る減算はどのように算定するのか。 

(１)月途中で要支援から要介護（又は要介護から要支援）に変更した場合 

(２)月途中で同一建物から転居し、事業所を変更した場合 

(３)月途中で要支援状態区分が変更した場合 

（答）(１)及び(２)は、要支援状態区分に応じた送迎に係る減算の単位数を基本サービス費から減算する。 

(３)は、変更前の要支援状態区分に応じた送迎に係る単位数を減算する。 

ただし、(１)及び(２)において、減算によりマイナスが生じる場合は、基本サービス費に各種加算減算を加え

た１月当たりの各サービス種類の総単位数がゼロとなるまで減算する。 

（例）要支援２の利用者が、介護予防通所介護を１回利用した後、 

（１）月の５日目に要介護１に変更した場合 

（２）月の５日目に転居した場合 

１日２日３日４日５日 

━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━ 

通所利用(１)要介護１に区分変更 

(２)契約解除・転居 

111×５－(要支援２の同一建物減算752単位)＝△１９７単位⇒０単位とする。 

 

 

20．居宅と事業所との間の送迎を行わない場合 

利用者に対して、その居宅と事業所との間の送迎

を行わない場合 
片道につき－４７単位 
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◎ 利用者の居宅と事業所との間の送迎を行わない場合に減算となる。 

◎ 事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者にサービス提供を行う場合の減算

の対象となる場合は、この減算の対象とはならない。 

 

算定基準告示…Ｈ18厚生省告示第126号別表２の２（地域密着型通所介護費） 

注25 イについて、利用者に対して、その居宅と指定地域密着型通所介護事業所との間の送迎を行わない場合

は、片道につき47単位を所定単位数から減算する。 
 

留意事項通知…Ｈ18年老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018第二の３の２ 

(21) 送迎を行わない場合の減算について 

利用者が自ら指定地域密着型通所介護事業所に通う場合、利用者の家族等が指定地域密着型通所介護事

業所への送迎を行う場合など、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者が利用者の居宅と指定地域密

着型通所介護事業所との間の送迎を実施していない場合は、片道につき減算の対象となる。ただし、注24

〔事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に対してサービスを提供した場合〕の減算

の対象となっている場合には、当該減算の対象とはならない。 
 

 
 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問60】指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送迎減算の考え方如何。 

（答） 宿泊サービスの利用の有無にかかわらず、送迎をしていなければ減算となる。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問61】送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行うことになるため、

利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で結果的に利用者の家族等が、事業所まで利用者

を送った場合には、減算の対象とならないのか。 

（答）送迎減算の有無に関しては、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で、実際

の送迎の有無を確認の上、送迎を行っていなければ減算となる。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問62】通所介護等について、事業所の職員が徒歩で利用者の送迎を実施した場合には、車両による送迎で

はないが、送迎を行わない場合の減算対象にはならないと考えて良いか。 

（答） 徒歩での送迎は、減算の対象にはならない。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問５】指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス（宿泊サー

ビス）を連続して利用する場合に、初日と最終日を除き、行き帰りの送迎を実施しないことになるが、

送迎減算（47単位×２）と同一建物減算（94単位）のどちらが適用されるのか。 

（答） 同一建物減算（94単位）については、事業所と同一建物に居住する者又は事業所と同一建物から事

業所に通う者について適用するものであるため、当該事案は送迎減算（47単位×２）が適用される。 

なお、初日と最終日についても片道の送迎を実施していないことから、送迎減算（47単位）が適用

される。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問30】訪問介護員等による送迎で通所サービスを利用する場合、介護報酬はどのよう算定すればよいか。 

（答） ・送迎については、通所サービスの介護報酬において評価しており、利用者の心身の状況により通

所サービスの事業所の送迎車を利用することができないなど特別な事情のない限り、訪問介護員等

による送迎を別途訪問介護費として算定することはできない。 

・ただし、利用者が、居宅から病院等の目的地を経由して通所サービスの事業所へ行く場合や、通

所サービスの事業所から病院等の目的地を経由して居宅へ帰る場合等、一定の条件の下に、令和３

年度から訪問介護費を算定することができることとする。 

・なお、訪問介護員等により送迎が行われる場合、当該利用者が利用している通所サービスの事業所

の従業者が当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していないため、送迎減算が適用されること

に留意すること。 
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〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問31】Ａ事業所の利用者について、Ｂ事業所の従業者が当該利用者の居宅とＡ事業所との間の送迎を行っ

た場合、送迎減算は適用されるのか。 

（答） 送迎減算は、送迎を行う利用者が利用している事業所の従業者（問中の事例であれば、Ａ事業所の

従業者）が当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していない場合に適用されるものであることか

ら、適用される。ただし、Ｂ事業所の従業者がＡ事業所と雇用契約を締結している場合は、Ａ事業所

の従業者（かつＢ事業所の従業者）が送迎を実施しているものと解されるため、この限りではない。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.３)〕 

【問32】Ａ事業所の利用者について、Ａ事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、当該利用者の居

宅とＡ事業所との間の送迎が行われた場合、送迎減算は適用されるのか。 

（答） 指定通所介護等事業者は、指定通所介護等事業所ごとに、当該指定通所介護等事業所の従業者によ

って指定通所介護等を提供しなければならないこととされている。ただし、利用者の処遇に直接影響

を及ぼさない業務についてはこの限りではないことから、各通所介護等事業所の状況に応じ、送迎に

係る業務について第三者へ委託等を行うことも可能である。なお、問中の事例について、送迎に係る

業務が委託され、受託した事業者により、利用者の居宅と事業所との間の送迎が行われた場合は、送

迎減算は適用されない。 

 

 

21．サービス提供体制強化加算［要届出］ 

［支給限度基準額の対象外］ 

イを算定している場合 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ＋２２単位/回 

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ＋１８単位/回 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ＋６単位/回 

ロを算定している場合 
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ ＋４８単位/月 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ ＋２４単位/月 

 

◎厚生労働大臣が定める基準（下記）に適合する事業所が算定できる。 

共通 定員超過利用や人員基準欠如による減算の対象事業所でないこと 

加算(Ⅰ) 次のいずれかに適合すること 

㈠介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が７０％以上 

㈡介護職員の総数のうち、勤続年数１０年以上の介護福祉士の占める割合が２５％以上 

加算(Ⅱ) 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が５０％以上 

加算(Ⅲ) 次のいずれかに適合すること 

㈠介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が４０％以上 

㈡介護職員の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が３０％以上 

加算(Ⅲ)イ 指定療養通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占

める割合が３０％以上 

加算(Ⅲ)ロ 指定療養通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数３年以上の者の占

める割合が３０％以上 

※ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を

用いる。（毎年度３月初めに、当該年度の実績が基準に適合しているか確認し、適合していない場

合は、加算の変更または廃止の届出を行うこと。） 

※ ただし、前年度の実績が６か月に満たない事業所（新規・再開を含む）については、届出日の属

する月の前３か月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる。 

（注１）この場合、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的に

所定の割合を維持しなければならない。 
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（注２）その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ち

に加算の変更または廃止の届出を行うこと。 

※ 利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、看護職員、介護職員又は機能訓練指導員として勤

務を行う職員を指す。 

※ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介

護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤

務した年数を含めることができる。 

※ 同一の事業所において第１号通所事業を一体的に行っている場合においては、本加算の計算も一

体的に行うこととする。 
 

算定基準告示…Ｈ18厚生省告示第126号別表２の２（地域密着型通所介護費） 

ハ サービス提供体制強化加算 

注別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護

事業所が利用者に対し指定地域密着型通所介護を行った場合又は別に厚生労働大臣が定める基準に適合

しているものとして市町村長に届け出た指定療養通所介護事業所が利用者に対し指定療養通所介護を行

った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては１回につき、ロについては 1 月につき、次に掲

げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲

げるその他の加算は算定しない。 

⑴ イを算定している場合 

㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22 単位 

㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18 単位 

㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6 単位 

⑵ ロを算定している場合 

㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ 48 単位 

㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ 24 単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準〔平 27 告示第 95 号〕 

五十一の八 地域密着型通所介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準 

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 次のいずれかに適合すること。 

㈠ 指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100 分の 70

以上であること。 

㈡ 指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数 10 年以上の介護福祉士の占め

る割合が 100 分の 25 以上であること。 

⑵ 定員超過利用・人員基準欠に該当していないこと。 

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100 分の 50 以

上であること。 

⑵ 定員超過利用・人員基準欠に該当していないこと。 

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 次のいずれかに適合すること。 

㈠ 指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100 分の 40

以上であること。 

㈡ 指定地域密着型通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占

める割合が 100 分の 30 以上であること。 

⑵ 定員超過利用・人員基準欠に該当していないこと。 

ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 指定療養通所介護(指定地域密着型サービス基準第 38 条に規定する指定療養通所介護をいう。以下

同じ。)を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が 100 分の 30

以上であること。 

⑵ 通所介護費等算定方法第五号の二ロ及びニに規定する基準のいずれにも該当しないこと。 

ホ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 指定療養通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数３年以上の者の占める割合

が 100 分の 30 以上であること。 

⑵ 定員超過利用・人員基準欠に該当していないこと。 
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留意事項通知…Ｈ18年老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018第二の３の２ 

(25) サービス提供体制強化加算について 

① ２⒃④から⑦までを参照のこと。 

〔参照〕 

④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を用い

ることとする。ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した

事業所を含む。）については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均

を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月目以

降届出が可能となるものであること。 

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者については、各月の

前月の末日時点で資格を取得又は研修の課程を修了している者とすること。 

⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につき、

毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するもの

とし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の５の届出を提出しなければならない。 

⑥ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

⑦ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他の介

護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務

した年数を含めることができるものとする。 
 

 
② 指定地域密着型通所介護を利用者に直接提供する職員又は指定療養通所介護を利用者に直接提供する

職員とは、生活相談員、看護職員、介護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとす

る。 

③ 同一の事業所において第 1 号通所介護（指定居宅サービス等基準第 93 条第 1 項第三号に規定する第 1

号通所事業をいう。）の指定に併せて受け一体的に行っている場合においては、本加算も一体的に行うこ

ととする。 

 

〔平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問2】特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者

若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされているが、その具

体的取扱いについて示されたい。 

（答） 要件における介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるものではなく、

例えば介護福祉士については、平成２１年３月３１日に介護福祉士国家試験の合格又は養成校の卒業を

確認し、翌月以降に登録をした者については、平成２１年４月において介護福祉士として含めることが

できる。また、研修については、全カリキュラムを修了していれば、修了証明書の交付を待たずに研修

修了者として含めることが可能である。 

なお、この場合において、事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合格等の事実を試験センターの

ホームページ等で受験票と突合する等して確認し、当該職員に対し速やかな登録等を促すとともに、登

録又は修了の事実を確認するべきものであること。 

〔平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問５】同一法人内であれば、異なるサービスの事業所（施設）における勤続年数や異なる業種（直接処遇職

種）における勤続年数も通算できるのか。さらに、事業所間の出向や事業の承継時にも通算できるのか。 

また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算できるのか。 

（答） 同一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種（直接処遇を行う職種に限

る。）における勤続年数については通算することができる。また、事業所の合併又は別法人による事業

の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営し

ていると認められる場合には、勤続年数を通算することができる。ただし、グループ法人については、

たとえ理事長等が同じであったとしても、通算はできない。 

〔平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問６】産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。 

（答） 産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができ

る。 
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〔平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問10】「届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる」こととされてい

る平成２１年度の１年間及び平成２２年度以降の前年度の実績が６月に満たない事業所について、体制

届出後に、算定要件を下回った場合はどう取扱うか。 

（答） サービス提供体制強化加算に係る体制の届出に当たっては、老企第３６号等において以下のように規

定されているところであり、これに従った取扱いとされたい。 

「事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくな

ることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算定

されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。」 

具体的には、平成２１年４月に算定するためには、平成２０年１２月から平成２１年２月までの実

績に基づいて３月に届出を行うが、その後平成２１年１月から３月までの実績が基準を下回っていた

場合は、その事実が発生した日から加算の算定は行わないこととなるため、平成２１年４月分の算定

はできない取扱いとなる。 

〔令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問126】「10年以上介護福祉士が30％」という最上位区分の要件について、勤続年数はどのように計算するの

か。 

（答）・サービス提供体制強化加算における、勤続10年以上の介護福祉士の割合に係る要件については、 

― 介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数が10年以上の者の割合を要件

としたものであり、 

― 介護福祉士の資格を取得してから10年以上経過していることを求めるものではないこと。 

・「同一法人等での勤続年数」の考え方について、 

― 同一法人等（※）における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種（直

接処遇を行う職種に限る。）における勤続年数 

― 事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更が

ないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数 

は通算することができる。 

（※）同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われる等、職

員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。 

・なお、介護職員等特定処遇改善加算において、当該事業所における経験・技能のある介護職員の「勤

続年数10年の考え方」とは異なることに留意すること。 

 

 

22．介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算［要届出］ 

［支給限度基準額の対象外］ 

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋所定単位数×59/1000 

介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋所定単位数×43/1000 

介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋所定単位数×23/1000 

介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ＋(Ⅲ)の単位数×90/100〈廃止〉※ 

介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ＋(Ⅲ)の単位数×80/100〈廃止〉※ 
 

※介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和3年3月31日時点で当該加算

区分を算定している場合は、令和4年3月31日まで算定可能となる経過措置あり。 

 

◎厚生労働大臣が定める基準（下記要件）に適合する事業所が算定できる。 

 要件 加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 

１ 
加算算定見込額を上回る介護職員の賃金改善計画の策定、

当該計画に基づく適切な措置 
〇 〇 〇 

２ 
介護職員処遇改善計画を作成し、全介護職員に周知した上

で、市町村長に提出 
〇 〇 〇 

３ 加算算定額に相当する賃金改善の実施 〇 〇 〇 
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４ 介護職員の処遇改善実績の市町村長への報告 〇 〇 〇 

５ 
労働基準法等に基づく罰金以上の刑に処せられていない

（算定月の前12月間） 
〇 〇 〇 

６ 労働保険料の適正な納付 〇 〇 〇 

７ 

要
件
Ⅰ 

①介護職員任用時の職責・職務内容等の要件(賃金

関係含む)制定 

②①の書面作成及び全介護職員への周知 

〇 〇 
要件Ⅰ 

又は 

要件Ⅱ 

のいずれ

かに適合 

要
件
Ⅱ 

③介護職員の資質向上支援計画の策定、当該計画に

係る研修の実施又は機会の確保 

④③について全介護職員への周知 

〇 〇 

要
件
Ⅲ 

⑤経験・資格取得による昇給又は一定基準に基づく

定期昇給等の制度創設 

⑥⑤の書面作成及び全介護職員への周知 

〇 × × 

８ 
計画期間中に実施する介護職員の処遇改善内容及び処遇改

善に要する費用の見込額の全職員への周知 
〇 〇 〇 

 

 

算定基準告示…Ｈ18厚生省告示第126号別表２の２（地域密着型通所介護費） 

ニ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市

町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所が、利用者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月 31 日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加

算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)イからハまでにより算定した単位数の 1000 分の 59に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)イからハまでにより算定した単位数の 1000 分の 43に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)イからハまでにより算定した単位数の 1000 分の 23に相当する単位数 

⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)⑶により算定した単位数の 100 分の 90 に相当する単位数 

⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)⑶により算定した単位数の 100 分の 80 に相当する単位数 

〔経過措置・改正告示附則第２条〕 

令和３年３月 31 日において現に改正前の介護職員処遇改善加算に係る届出を行っている事業所であっ

て、改正後の介護職員処遇改善加算に係る届出を行っていないものにおける介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及

び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）の算定については、令和４年３月 31 日までの間は、なお従前の例によるこ

とができる。 

 

※厚生労働大臣が定める基準〔平 27 告示第 95 号〕 

五十一の九 地域密着型通所介護費における介護職員処遇改善加算の基準 

第四十八号の規定を準用する。 

〔第四十八号準用〕 

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見

込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 

⑵ 指定地域密着型通所介護事業所において、⑴の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及

び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全て

の介護職員に周知し、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に届け出ていること。 

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により

事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(本加算による賃金改善分

を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について市町村長に届け出ること。 

⑷ 指定地域密着型通所介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を市町

村長に報告すること。 

⑸ 算定日が属する月の前 12 月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安

全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 

⑹ 当該地域密着型通所介護事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。 
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⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)

を定めていること。 

㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会

を確保していること。 

㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。 

㈤ 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判

定する仕組みを設けていること。 

㈥ ㈤について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

⑻ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除

く。)及び当該介護職員の処遇改善に要する費用の見込み額を全ての職員に周知していること。 

ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)イ(1)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)に掲げる基準のいずれに

も適合すること。 

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ イ(1)から(6)まで及び⑻に掲げる基準に適合すること。 

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含

む。)を定めていること。 

ｂ a の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機

会を確保していること。 

ｂ a について、全ての介護職員に周知していること。 

 

留意事項通知…Ｈ18年老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018第二の３の２ 

(26) 介護職員処遇改善加算について 

介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改

善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」）を参照すること。 

 

 

 

［支給限度基準額の対象外］ 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） ＋所定単位数×12/1000 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） ＋所定単位数×10/1000 
 

 

◎厚生労働大臣が定める基準（下記要件）に適合する事業所が算定できる。 

 要件 加算Ⅰ 加算Ⅱ 

１ 

加算算定見込額を上回る介護職員等の賃金改善計画の策定、当該計画に

基づく適切な措置 

次のいずれにも適合 

① 経験・技能のある介護職員のうちの1人の賃金改善に要する見込額が

月額8万円以上又は改善後の見込額が年額440万円以上 

➁ 経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する見込額の平均が、介護

職員（経験・技能のある介護職員を除く。）の賃金改善に要する見込額の

平均を上回っている 

③ 介護職員（経験・技能のある介護職員を除く。）の賃金改善に要する見

込額の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する見込額の平均の

2倍以上 

〇 〇 
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④ 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上

回らない 

２ 
介護職員等特定処遇改善計画を作成、全介護職員への周知、市町村長への

提出 
〇 〇 

３ 加算算定額に相当する賃金改善の実施 〇 〇 

４ 介護職員の処遇改善実績の市町村長への報告（事業年度毎） 〇 〇 

５ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）のいずれかの届出 〇 × 

６ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれかを算定 〇 〇 

７ 
計画期間中に実施する介護職員の処遇改善内容（賃金改善以外）及び処遇

改善に要する費用の見込額についての全職員への周知 
〇 〇 

８ 処遇改善の内容等について公表 〇 〇 

 

算定基準告示…Ｈ18厚生省告示第126号別表２の２（地域密着型通所介護費） 

ホ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市

町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所が、利用者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるい

ずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)イからハまでにより算定した単位数の 1000 分の 12 に相当する単位

数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)イからハまでにより算定した単位数の 1000 分の 10 に相当する単位

数 

 

※ 厚生労働大臣が定める基準〔平 27 告示第 95 号〕 

五十一の十 地域密着型通所介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準 

第四十八号の二の規定を準用する。この場合において、同号イ⑸中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護

費におけるサービス提供体制強化加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）のいずれか」とあるのは、「地域密着型通所介護費

におけるサービス提供体制強化加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）（指定療養通所介護にあってはサービス提供体制強化

加算（Ⅲ）イ又は（Ⅲ）ロ）のいずれか」と読み替えるものとする。 

〔第四十八号の二準用〕 

イ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要

する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、

当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 

㈠ 経験・技能のある介護職員のうち 1 人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額８万円以上又は

賃金改善後の賃金の見込額が年額 440 万円以上であること。ただし、介護職員等特定処遇改善加算

の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りで

ないこと。 

㈡ 指定地域密着型通所介護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見

込額の平均が、介護職員（経験・技能のある介護職員を除く。）の賃金改善に要する費用の見込額の

平均を上回っていること。 

㈢ 介護職員（経験・技能のある介護職員を除く。）の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護

職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の 2 倍以上であること。ただし、介護職員

以外の職員の平均賃金額が介護職員（経験・技能のある介護職員を除く。）の平均賃金額を上回らな

い場合はその限りでないこと。 

㈣ 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額 440 万円を上回らないこと。 

⑵ 当該指定地域密着型通所介護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実

施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等特定処遇改善計画書を作成

し、全ての職員に周知し、市町村長に届け出ていること。 

⑶ 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等によ

り事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準（本加算による賃

金改善分を除く。）を見直すことはやむを得ないが、その内容について市町村長に届け出ること。 

⑷ 当該指定地域密着型通所介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する

実績を市町村長に報告すること。 

⑸ 地域密着型通所介護費におけるサービス提供体制強化加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）のいずれかを届け出ている
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こと。 

⑹ 地域密着型通所介護費における介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれかを算定している

こと。 

⑺ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。以下こ

の号において同じ。）及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額をすべての職員に周知していること。 

⑻ ⑺の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。 

ロ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）イ⑴から⑷まで及び⑹から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合す

ること。 

 

留意事項通知…Ｈ18年老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018第二の３の２ 

(27) 介護職員等特定処遇改善加算について 

介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定

処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」）を参照すること。 

 

 

※ 介護職員処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善

の効果を継続する観点から、平成24年度に当該交付金を円滑に介護報酬に移行し介護サービスに従事

する介護職員の賃金改善に充てることを目的とし創設されたものである。また、介護職員等特定処遇

改善加算の創設は、介護職員の確保・定着につなげていくため、処遇改善加算に加え、経験・技能の

ある介護職員に重点化しつつ、介護職員の更なる処遇改善を行うとともに、趣旨を損なわない程度に

おいて他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとしたものである。 

 

〔関連通知〕 

「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処置手順及び様式例の提示について」

（平成30年３月22日老発0322第２号） 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199135.pdf 

 

※ 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合には、「介護給付費算定

に係る体制等に関する届出書」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の他に、毎年度、

「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」と「介護職員処遇改善実績報告

書・介護職員等特定処遇改善実績報告書」の提出が必要である。 

 

※ 賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容に

ついても職員に周知すること。 

 

※ 賃金改善の実施を適切に行うこと。 

 

★ やむを得ず、元々の賃金水準を引き下げる場合には、介護職員に周知し「特別な事情に係る届

出書」を提出すること。（状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引

下げ前の水準に戻すこと。） 
 

≪介護職員処遇改善加算(各様式を含む)に関する島根県のホームぺージ≫ 

https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/kyo/syoguukaizenka

san.html 

 

  

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199135.pdf
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/kyo/syoguukaizenkasan.html
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/kyo/syoguukaizenkasan.html
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各年度の手続きの流れ 

１ 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届出（毎年度必要） 

［提出期限］算定しようとする月の前々月の末日（前年度から引き続き算定する場合は２月末日） 

加算届[★]は、算定しようとする月の前月の１５日 

(加算区分が前年度と変わらなければ、加算届は毎年度提出する必要は無い) 
 

 

 

２ 届出後に変更があった場合 

［提出期限］変更事由の発生後、速やかに提出 

※加算届[★]は、算定しようとする月の前月の１５日 

(加算区分が変わらなければ、加算届を提出する必要は無い) 

 

［変更事由］ 
・吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合 

・複数の事業所等を一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減（新規指

定、廃止等）があった場合 

・介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合 

・前年度の介護職員の賃金の総額、前年度の賃金の総額、前年度のグループ毎の平均賃金額に変更がある

場合（基準額の変更） 

 

 

３ 介護職員処遇改善加算の実績報告（毎年度必要） 

［提出期限］算定期間が３月で終了する事業所は、７月末日 

算定期間が２月以前で終了する事業所は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日 
提出書類 留意事項 

介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書 
＜別紙様式3-1、別紙様式3-2＞ 

毎年度、提出が必要 

 

 

４ 届出内容を証明する資料の保管及び提示 

以下の資料及び書類を適切に保管し、市町村長等からの求めがあった場合には速やかに提示すること 

・計画書の記載内容の根拠となる資料 

・労働基準法に規定する就業規則 

・労働保険に加入していることが確認できる書類 

 

提出書類 留意事項 

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[★] 前回提出時と変更がある場合は、提出が必要 

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[★]  

介護職員処遇改善計画書･介護職員等特定処遇改善計画書 

＜別紙様式2-1、別紙様式2-2、別紙様式2-3＞ 

※特定処遇改善加算を算定する場合のみ、別紙2-3の提出が必要 

毎年度、提出が必要 

特別な事情に係る届出書 

介護職員の賃金水準（加算による賃金改善分を

除く）を引き下げた上で賃金改善を行う場合

は、提出が必要 
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〔24.3.16平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1〕 

【問229】実績報告書の提出期限はいつなのか 

（答）  各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善実

績報告書を提出する。 

例：加算を算定する最後のサービス提供月が３月の場合、５月支払となるため、２か月後の７月末

となる。 

〔24.3.16平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1〕 

【問231】賃金改善等の処遇改善計画の介護職員への周知方法の確認について、回覧形式で判子を押印した

計画書の写しを提出させること等が考えられるが、具体的にどのように周知すればよいか。 

（答）賃金改善計画等の周知については、全従事者が閲覧できる掲示板等への掲示や全従事者への文書によ

る通知等が考えられるが、各法人・事業所において適切な方法で実施することが必要である。 

〔24.3.16平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1〕 

【問237】実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの交付金と同様、返還する必要がある

のか。 

（答）  加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下

回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支

給されることが望ましい。 

なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。 

〔24.3.16平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1〕 

【問238】期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の当該加算は全額返還となるのか。 

（答）  加算の算定要件で実績報告を行うことしており、指定権者が実績報告の提出を求める等の指導を

行っているにも関わらず、実績報告の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていない不

正請求として全額返還となる。 

〔24.3.16平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1〕 

【問240】加算は、事業所ごとに算定するため，介護職員処遇改善加算の算定要件である介護職員処遇改善

計画書や実績報告書は，（法人単位ではなく）事業所ごとに提出する必要があるのか。 

（答） 加算は、事業所毎に算定をするため事業所ごとの届出が原則となるが、介護サービス事業所等を

複数有する介護サービス事業者等（法人である場合に限る。）である場合や介護サービス事業所等ご

との届出が実態に鑑み適当でない場合、介護職員処遇改善計画書は、当該介護サービス事業者等が

一括して作成することができる。また、同一の就業規則により運営されている場合に、地域ごとや

介護サービスごとに作成することができる。 

〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問246】交付金事業と同様に、賃金改善は常勤、非常勤等を問わず、また、一部の介護職員を対象としな

いことは可能か。 

（答）  介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が加算による収入を上回ることで 

あり、事業所（法人）全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の介護職員を対象としない

ことは可能である。 

〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問41】加算算定時に１単位未満の端数が生じた場合、どのように取り扱うのか。また同様に、利用者負

担の１円未満はどのように取り扱うのか。 

（答） 通常の介護報酬における単位の計算と同等に、１単位未満の端数を四捨五入し、現行の他の加算

と同様になる。また、利用者負担についても現行の他の加算と同様に、介護職員処遇改加算額から

保険請求額等を減じた額となる。 

※なお、保険請求額は、１円未満の端数切り捨てにより算定する。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問40】一時金で処遇改善を行う場合、「一時金支給日まで在籍している者のみに支給する（支給日前に退

職した者には全く支払われない）」という取扱いは可能か。 

（答） 処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が処遇改善加算による収入を上回ることであ

り、事業所（法人）全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の介護職員を対象としないこ

とは可能である。 

ただし、この場合を含め、事業者は、賃金改善の対象者、支払いの時期、要件、賃金改善額等に

ついて、計画書等に明記し、職員に周知すること 

また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員について賃金改

善の内容について書面を用いるなど分かりやすく説明すること 
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〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問42】処遇改善加算の算定要件である｢処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善｣に関して、下記の取

組に要した費用を賃金改善として計上して差し支えないか。 

①法人で受講を認めた研修に関する参加費や教材費等について、あらかじめ介護職員の賃金に上

乗せして支給すること。 

②研修に関する交通費について、あらかじめ介護職員に賃金に上乗せして支給すること。③介護

職員の健康診断費用や、外部から講師を招いて研修を実施する際の費用を法人が肩代わりし、当

該費用を介護職員の賃金改善とすること。 

（答）処遇改善加算を取得した介護サービス事業者等は、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実

施と併せて、キャリアパス要件や職場環境等要件を満たす必要があるが、当該取組に要する費用

については、算定要件における賃金改善の実施に要する費用に含まれない。 

当該取組に要する費用以外であって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を行うための具

体的な方法については、労使で適切に話し合った上で決定すること。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問49】介護職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。 

（答）介護職員であれば派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善

を行う方法等について派遣元と相談した上で、介護職員処遇改善計画書や介護職員処遇改善実績報

告書について、対象とする派遣労働者を含めて作成すること 

〔30.3.23平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.１）〕 

【問142】外国人の技能実習制度における介護職種の技能実習生は、介護職員処遇改善加算の対象となるの

か。 

（答）  介護職種の技能実習生の待遇について、「日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であるこ

と」とされていることに鑑み、介護職種の技能実習生が介護業務に従事している場合、ＥＰＡによ

る介護福祉士候補者と同様に、介護職員処遇改善加算の対象となる。 

〔平成２９年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ〕 

【問３】昇給の方式については、手当や賞与によるものでも良いのか。 

（答） 昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましいが、基本給、手当、賞与等を問わない。 

〔平成２９年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ〕 

【問４】資格等に応じて昇給する仕組みを設定する場合において、「介護福祉士資格を有している当該事業

所や法人で就業するものについても昇給が図られる仕組みであることを要する」とあるが、具体的

にはどのような仕組みか。 

（答） 本要件は、介護福祉士の資格を有して事業所や法人に雇用される者がいる場合があることを踏ま

え、そのような者も含めて昇給を図る観点から設けているものであり、例えば、介護福祉士の資格

を有する者が、介護支援専門員の資格を取得した場合に、より高い基本給や手当が支給される仕組

みなどが考えられる。 

〔平成２９年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ〕 

【問７】『一定の要件に基づき定期に昇給を判定する仕組み』とあるが、一定の基準とは具体的にどのよう

な内容を指すのか。また、「定期に」とは、どの程度の期間まで許されるのか。 

（答） 昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。 

また、判定の時期については、事業所の規模や経営状況に応じて設定して差し支えないが、明文化

されていることが必要である。 

〔平成２９年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問４】経験・技能のある介護職員について、勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格

を有することを要件としつつ、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとさ

れているが、どのように考えるのか。 

（答） 「勤続10年の考え方」については、 

・勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経験等も通

算する 

・すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10年以上の勤続年

数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とするなど、各事業所の裁量により柔軟

に設定可能である。 
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〔平成２９年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問５】経験・技能のある介護職員に該当する介護職員がいないこととすることも想定されるのか。 

その場合、月額8万円の賃金改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃

金(440万円)以上となる者を設定・確保することは必要か。 

（答）・経験・技能のある介護職員については、勤続年数10年以上の介護福祉士を基本とし、各事業所の

裁量において設定することとなり、処遇改善計画書及び実績報告書において、その基準設定の考え

方について記載することとしている。 

・今回、公費1000億円程度(事業費2000億円程度)を投じ、経験・技能のある介護職員に重点を図り

ながら、介護職員の更なる処遇改善を行うという介護職員等特定処遇改善加算の趣旨を踏まえ、事

業所内で相対的に経験・技能の高い介護職員を「経験・技能のある介護職員」のグループとして設

定し、その中で月額8万円の賃金改善となる者等を設定することが基本となる。 

・ただし、介護福祉士の資格を有する者がいない場合や、比較的新たに開設した事業所で、研修・

実務経験の蓄積等に一定期間を要するなど、介護職員間における経験・技能に明らかな差がない場

合などは、この限りでない。なお、このような「経験・技能のある介護職員」のグループを設定し

ない理由についても、処遇改善計画書及び実績報告書に具体的に記載する必要がある。 

・どのような経験・技能があれば「経験・技能のある介護職員」のグループに該当するかについて

は、労使でよく話し合いの上、事業所ごとに判断することが重要である。 

〔平成２９年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問６】月額8万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算

することは可能か。 

（答） 月額8万円の処遇改善の計算に当たっては、介護職員等特定処遇改善による賃金改善分で判断する

ため、現行の介護職員処遇改善加算による賃金改善分とは分けて判断することが必要である。 

〔平成２９年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問７】処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上かを判断するにあたっての賃金

に含める範囲はどこまでか。 

（答） 「経験・技能のある介護職員」のうち設定することとしている「月額8万円の処遇改善」又は「処

遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上」の処遇改善となる者に係る処遇改善

後の賃金額については、手当等を含めて判断することとなる。 

なお、「月額8万円」の処遇改善については、法定福利費等の増加分も含めて判断し、処遇改善後

の賃金「440万円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費は含まずに判断す

る。 

〔平成２９年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問９】その他の職種の440万円の基準を判断するにあたって、賃金に含める範囲はどこまでか。 

（答） その他の職種の440万円の基準については、手当等を含めて判断することとなる。 

なお、法定福利費は含めない。 

〔平成２９年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問11】小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合に合理的な説明を求める

例として、8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための

能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期

間を要する場合が挙げられているが、「一定期間」とはどの程度の期間を想定しているのか。 

（答）実際に月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定するにはこれまで以上に事業所内の階層・

役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、時間を要する可能性があるが、規

程の整備等については適切にご対応いただきたい。 当該地域における賃金水準や経営状況等、それ

ぞれ状況は異なることから、「一定期間」を一 律の基準で定めることや計画を定めて一定の期間で改

善を求めることは適切でない。 

〔平成２９年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問13】平均改善額の計算にあたり、母集団に含めることができる職員の範囲はどこまでか。 

（答） 賃金改善を行う職員に加え、賃金改善を行わない職員についても、平均改善額の計算を行うにあ

たり職員の範囲に含めることとなる。 

〔平成２９年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1) 

【問15】介護職員等特定処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされているが、法人単位での

取扱いが認められる範囲はどこまでか。 

（答） 法人単位での取扱いについては、・月額8万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者

を除く全産業平均賃金(440万円)以上となる者を設定・確保・経験・技能のある介護職員、他の介護

職員、その他の職種の設定が可能である。・また、法人単位で月額8万円の処遇改善となる者等の設
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定・確保を行う場合、法人で一人ではなく、一括して申請する事業所の数に応じた設定が必要であ

る。なお、事業所の中に、設定することが困難な事業所が含まれる場合は、実態把握に当たりその

合理的理由を説明することにより、設定の人数から除くことが可能である。 

なお、取得区分が(Ⅰ)、(Ⅱ)と異なる場合であっても、介護職員等特定処遇改善加算の取得事業

所間においては、一括の申請が可能である(未取得事業所や処遇改善加算の非対象サービス事業

所、介護保険制度外の事業所については一括した取扱いは認められない。)。 

〔平成２９年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問４】介護予防・日常生活支援総合事業における訪問介護従前相当サービスについては、特定事業所加

算がないところ、特定加算(Ⅰ)を算定するにはどうすれば良いか。 

（答） 「地域支援事業実施要綱」(一部改正:平成31年4月26日付老発0426第5号)において、「対象事業所

が併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定していることを要件と

する」こととしており、当該要綱に基づいて対応されたい。 

〔平成２９年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問８】特定加算(Ⅱ)の算定に当たっては、介護福祉士の配置等要件を満たす必要がないが、この場合で

あっても、経験・技能のある介護職員のグループを設定する必要があるのか。 

（答） 介護福祉士の配置等要件は特定加算(Ⅰ)の算定要件である一方で、経験・技能のある介護職員の

グループの設定等は事業所内における配分ルールとして設定しているものである。このため、特定

加算(Ⅱ)を算定する場合であっても、経験・技能のある介護職員のグループの設定が必要である。

なお、事業所の事情に鑑み経験・技能のある介護職員に該当する介護職員がいない場合の取扱いに

ついては、2019年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)問5を参照されたい。 

〔平成２９年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問９】2019年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)(平成31年4月12日)問6に「月額8万円の処遇改善を

計算するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による賃金改善分と分けて判断することが必

要」とされているが、「役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上か」を判断するに当たっては、

現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。 

（答） 経験・技能のある介護職員のグループにおいて、月額8万円以上又は賃金改善後の賃金が年額440

万円となる者(以下このＱ＆Ａにおいて「月額8万円の改善又は年収440万円となる者」という。)を

設定することを求めている。この年収440万円を判断するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加

算による改善を含めて計算することが可能である。 

〔平成２９年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問13】本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で介護に従事していない職員について、「その他職

種」に区分し、特定加算による処遇改善の対象とすることは可能か。 

（答）特定加算の算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できる場合には、その他の職

種に含めることができる。 

〔平成２９年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問16】看護と介護の仕事を0.5ずつ勤務している職員がいる場合に、「経験・技能のある介護職員」と

「その他の職種」それぞれに区分しなければならないのか。 

（答） 勤務時間の全てでなく部分的であっても、介護業務を行っている場合は、介護職員として、「経

験・技能のある介護職員」、「他の介護職員」に区分することは可能。なお、兼務職員をどのグルー

プに区分するか、どのような賃金改善を行うかについては、労働実態等を勘案し、事業所内でよく

検討し、対応されたい。 

〔平成２９年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問17】介護サービスや総合事業、障害福祉サービス等において兼務している場合、配分ルールにおける

年収はどのように計算するのか。 

（答） どのサービスからの収入かに関わらず、実際にその介護職員が収入として得ている額で判断して

差し支えない。 

〔平成２９年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問19】「役職者を除く全産業平均賃金(440万円)」とはどのような意味か。440万円を判断するにあたり、

役職者は抜いて判断する必要があるのか。 

（答） 特定加算の趣旨は、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を目指すものであ

り、その具体的な水準として、役職者を除く全産業平均の賃金である年額440万円の基準を定めてい

るもの。年額440万円の基準を満たしているか判断するに当たっては、役職者であるかどうかではな

く、事業所毎で設定された、経験・技能のある介護職員の基準に該当するか否かで判断されたい。 
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〔平成２９年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問21】法人単位で複数事業所について一括して申請しており、そのうち一部事業所において加算区分の

変更が生じた場合、変更届出は必要か。 

（答） 計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件に変更が生じた場合は、必要な届出を行

うこととなる。 

〔平成２９年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.4)〕 

【問17】介護サービスと障害福祉サービス等を両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合におけ

る介護職員の賃金総額はどのように計算するのか。 

（答） 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書に、職員の賃金を記載するにあたり、

原則、加算の算定対象サービス事業所における賃金については、常勤換算方法により計算すること

としており、同一法人において介護サービスと障害福祉サービスを実施しており、兼務している職

員がいる場合においても、介護サービス事業所における賃金について、常勤換算方法による計算を

し、按分し計算することを想定している。一方で、計算が困難な場合等においては実際にその職員

が収入としている額で判断し差し支えない。 

［令和3年度介護報酬改定に関するＱ＆ª（Ｖｏｌ.1）］ 

【問17】事業所での配分方法を決めるにあたり、「他の介護職員」とせず、「経験・技能のある介護職員」

と「その他の職種」のみの設定となることは想定されるのか。 

（答） 事業所毎に、「経験・技能のある介護職員」のグループを設定することが必要であるが、介護職員

の定着が進み、勤続年数が長くなったこと等により、当該事業所で働く介護職員全てが、「経験・技

能のある介護職員」であると認められる場合には、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職

種」のみの設定となることも想定される。 

この場合における配分ルールについては、当該事業所における「経験・技能のある介護職員」の

平均賃金改善額が、「その他の職種」の平均賃金改善額の2倍より高いことが必要である。 

〔令和3年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問24】処遇改善計画書の作成時においては、特定加算の平均の賃金改善額の配分ルールを満たしてお

り、事業所としても適切な配分を予定していたものの、職員の急な退職等によりやむを得ず、各グ

ループに対して計画書通りの賃金改善を行うことができなくなった結果、配分ルールを満たすこと

ができなかった場合、どのような取扱いとすべきか。 

（答） 職員のやむを得ない事情により、配分ルールを満たすことが困難になった場合は、実績報告にあ

たり、合理的な理由を求めることとすること。(令和2年度実績報告書については、申出方法は問わ

ないが、令和3年度においては、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する

基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老発0316第4号)でお

示しした実績報告書(様式3-1)の「⑥その他」に記載されたい。) 

なお、その場合でも、特定加算による収入額を上回る賃金改善が必要である。 
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23．介護給付費の割引 

介護給付費の割引［要届出］ 所定単位数×○○/100（事業所で設定） 

◎事業者の判断で、届出をすることにより介護給付費の割引が可能（医療系サービスを除く）。 

 

指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引の取扱いについて 

（平成12年３月１日老企第39号）（最終改正：平成18年３月31日老老発第0331010号）[抄] 

１ 基本的考え方 

介護保険法においては、保険者は要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者が介護サービス事

業、介護予防サービス事業、地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業を行う事

業者等から介護サービス等を受けたときに、当該サービスに要した費用について介護給付費を支払う

こととしており、厚生労働大臣が定める基準により算定した額が現に要した費用の額を超えるとき

は、当該現に要した費用の額についてその９割に相当する額を支払うこととされていること。 

こうしたことから、事業者等が厚生労働大臣が定める基準により算定した額より低い費用の額で介

護サービス等を提供することが可能であること。 

なお、介護保険サービスを提供する事業者は、運営基準において法定代理受領サービスに該当しな

いサービスの利用料と法定代理受領サービスに該当する介護保険サービスの費用額との間に、不合理

な差額を設けてはならないとされていること。特に訪問看護等の医療系サービスについては、全国統

一単価である診療報酬との間で、一般的には価格差を設けることはないものと考えられること。 

 

２ 具体的な設定方法について 

① 事業者等による低い費用の額の設定については、介護保険事務処理システム等に配慮しつつ、事

業者の裁量の範囲をできる限り広くする方法が採用されるべきであることから、「事業所毎、介護

サービス等の種類毎に「厚生労働大臣が定める基準」における単位に対する百分率による割引率（○

○％）を設定する。」方法とすること。 

 

（例） 

「厚生労働大臣が定める基準」で100単位の介護サービスを提供する際に、５％の割引を行

う場合。（その他地域「１単位＝10円」の場合） 

 

事業所毎、介護サービス等の種類毎に定める割引率(５％)を100単位から割り引いた95単位

を基に、保険請求額及び利用者負担額が決定される。 

・保険請求額：（100単位×0.95）×10円/単位×0.9＝855円 

・利用者負担額：（100単位×0.95）×10円/単位－855＝95円 

 

利用者は割り引かれた５単位分を他の介護サービスに使用することができる。 

② 「同じような時間帯に利用希望が集中するため効率よく訪問できない」などの指摘を踏まえ、例

えば訪問入浴介護事業所が昼間の閑散期に割引を実施するなど、ひとつのサービス種類に複数の割

引率を弾力的に設定することができることとする。具体的な設定方法は以下のとおりとする。 

イ サービス提供の時間帯による複数の割引率の設定（午後２時から午後４時までなど） 

ロ 曜日による複数の割引率の設定（日曜日など） 

ハ 暦日による複数の割引率の設定（１月１日など） 

③ 割引の実施に当たっては、以下に掲げる要件を満たす必要があること 

イ 当該割引が合理的であること 

ロ 特定の者に対し不当な差別的取扱いをしたり利用者のニーズに応じた選択を不当に歪めた

りするものでないこと 

ハ 居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所における給付管理を過度に複雑にしないこと 
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〔介護報酬等に係るＱ＆Ａ(H12.3.31)〕 

【問Ⅰ】加算を意識的に請求しないことはよいか。 

（答） 入浴介助加算や個別機能訓練加算等の届出を要する加算については、加算の届出を行わない場合にお

いては加算の請求はできない。加算の届出を行っている場合において、利用者負担の軽減を図る趣旨で

あれば、加算を請求しないということにより対応するのではなく、介護給付費の割引率を都道府県に登

録することにより対応することとなる。 

〔平成15年介護報酬に係るＱ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問23】割引率の設定方法について、小数点以下の端数を設定することはできるか 

（答） 割引率は百分率（00％）によることとされており、小数点以下の端数を設定することはできない。 

〔平成15年介護報酬に係るＱ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問24】割引率の弾力化について、サービス提供の時間帯、曜日、暦日による複数の割引率の設定が認められ

たが、その具体的な取扱いについて 

（答） 例えば、午後２時から午後４時までの時間帯について10％、平日(月曜日から金曜日まで)について

５％という複数の割引率を設定する事業所において、平日の午後２時から午後４時までの時間帯のサー

ビス提供に係る割引率については、事業所ごとに適用条件を決めてよい。別に設定される割引率(20％)、

複数の割引率を加えた結果の15％(＝５％＋10％)、あるいは、複数の割引率のうちの最大率である10％、

などの設定が認められる。いずれにせよ、届出においては明確に記載すること。 

 

 

 

 

 

  

３ 割引率の届出・周知について 

事業者による事業所毎の低い費用の額の設定については、利用者、居宅介護支援事業者及び介護予

防支援事業者が居宅サービス計画及び介護予防サービス計画を作成する際に必要な情報となること

から、事業者は事業所毎に設定する費用の額について、通常の事業の実施地域の所在する都道府県（地

域密着型サービスにおいては市町村（特別区を含む。以下同じ。））に事前に届出を行い、当該届出を

受けた都道府県又は市町村は当該割引の設定状況について、ＷＡＭＮＥＴへの掲載等の手段により周

知を図る必要があること。 

届出に際しては、「指定居宅サービスに要する・・・（中略）・・・、指定地域密着型サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する

基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について（平成12年老企

第41号）」の(別紙５)「指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引率の設定について」及び

(別紙５-２)「地域密着型サービス事業者又は地域密着型介護予防サービス事業者による介護給付費

の割引率の設定について」により届け出ることとし、サービス種類ごとに複数の割引率を設定する場

合には、その適用条件を明確に記載すること。 

また、その際の事務手続き、居宅介護支援事業者等および介護予防支援事業者への周知等に時間を

要することが想定されることから、事業者による事業所毎の低い費用の額の設定については、事業者

からの都道府県への当該届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合

には翌々月から適用するものとして運用することが適切であること。 

ただし、（以下略） 

 

４ その他 

本通知に係る内容については、既に国民健康保険団体連合会を含め、関係各部署と調整済みである

ので、申し添える。 
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24．介護給付費算定に係る体制等に関する届出（加算届） 

（１）提出期限 

◎ 体制等の届出については、加算等を算定する前月の15日までに提出すること。（16日以降に提出

された場合は、翌々月から算定） 

◎ 加算廃止の場合は、直ちに提出すること。（加算は基準に該当しなくなったときから、算定不可） 

（２）提出書類 

◎  体制等の届出に当たっては、下記の書類を提出すること。 

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙３－２） 

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙１－３) 

※ 上記「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に記載の届出事項に応じて、下記の書類を添付し

て提出すること。（届出の項目に応じて複数部添付しなくともよい。） 

 

加算等項目 添付書類 

介護給付費の割引に係る割引率の設定 ・割引率の設定について（別紙5-2） 

職員の欠員による減算の状況 ・勤務形態一覧表（参考様式1） 

感染症又は災害の発生を理由とする利

用者数の減少が一定以上生じている

場合の対応 

・感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報

酬による評価届出様式（参考様式） 

・利用延人員数計算シート（通所介護等）（参考様式） 

時間延長サービス体制 ・運営規程 

共生型サービスの提供 

（生活介護事業所） 

・障害福祉制度の指定状況がわかる書類（指定通知及び申

請済書類の写し等） 

共生型サービスの提供 

（自立訓練事業所） 

共生型サービスの提供 

（児童発達支援事業所） 

共生型サービスの提供 

（放課後等デイサービス事業所） 

生活相談員配置等加算 

・勤務形態一覧表（参考様式1） 

・資格証（写） 

・地域に貢献する活動を行っていることがわかる書類 

入浴介助加算 

・浴室部分の状況がわかる平面図や写真 

※加算Ⅱについては、利用者の居宅の浴室の環境を模す

る際に使用する手すり等の配備状況がわかるようにする

こと。 

中重度者ケア体制加算 

・勤務形態一覧表（参考様式1） 

・中重度者ケア体制加算算定表（参考様式） 

・看護師又は准看護師の免許証（写） 

生活機能向上連携加算 ― 
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個別機能訓練加算 

※加算ⅡはＬＩＦＥの活用等が必要 

・勤務形態一覧表（参考様式1） 

・担当する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職

員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格証

（写） 

ADL維持等加算〔申出〕の有無 

※加算Ⅰ・ⅡはＬＩＦＥの活用等が

必要 

※令和３年度以降に、加算について、算定の評価対象とな

るための申出を行う場合に「あり」と記載のこと。 

ADL維持等加算Ⅲ ・ADL維持等加算に係る届出書（別紙19） 

認知症加算 

・勤務形態一覧表（参考様式1） 

・認知症加算算定表（参考様式） 

・認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研

修又は認知症介護実践者研修又は認知症看護に係る適切

な研修の修了証（写） 

若年性認知症利用者受入加算 ― 

栄養アセスメント・栄養改善体制 

※ＬＩＦＥの活用等が必要 

・勤務形態一覧表（参考様式1） 

・管理栄養士の資格証（写） 

※外部との連携により管理栄養士が行う栄養改善の場合

は、そのことがわかる書類（業務委託書等） 

口腔機能向上加算 

※ＬＩＦＥの活用等が必要 

・勤務形態一覧表（参考様式1） 

・担当する言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の資格証

（写） 

科学的介護推進体制加算 

※ＬＩＦＥの活用等が必要 
― 

サービス提供体制強化加算 

・サービス提供体制強化加算に関する届出書(別紙12－３) 

・従業者常勤換算一覧表（参考様式） 

・介護福祉士の資格証(写) 

・雇用契約書（写）等、勤続年数の確認出来る書類 

以上のうち、算定区分に応じた必要書類 

介護職員処遇改善加算 ※算定開始の前々月の末日までに、別途「介護職員処遇改

善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」の提出が必

要 介護職員等特定処遇改善加算 

 
 

◎体制等の届出に当たっては、所定の各様式を浜田地区広域行政組合ホームページから 

ダウンロードしてください。 

アドレス；https://www.hamadakouiki.jp/kaigo/kaigo-sub3/#J2 

 
 
 
 
 

https://www.hamadakouiki.jp/kaigo/kaigo-sub3/#J2


地域密着型通所介護 179 

地域密着型通所介護 

Ｃ指定手続等 
 

１．指定申請 _______________________________________________________________ 180 

２．指定更新申請 ___________________________________________________________ 182 

３．変更届 _________________________________________________________________ 183 

４．廃止・休止・再開の届出 _________________________________________________ 184 

 

〔申請・届出先〕 

浜田地区広域行政組合 介護保険課 指導係 

〒697-8501 浜田市殿町１番地 

Tel 0855-25-1520 

Fax 0855-25-1506 

 

※業務管理体制の届出は、別に定めるところによる。 

 

注意 

・資格証が旧姓である場合などは、各種提出書類の記載内容と、添付してある「資格証の写し」

が一致せず、定められた資格要件に合致しているか確認できませんので、各資格で定められ

た氏名等の変更手続きを適正に行ってください。 

・各種研修会の修了証など、氏名等の変更手続きができないものについては、申請者(事業者)

で、「修了証の写し」の書面に、その旨の奥書証明を行い、提出してください。 

 

（記載例）□□□□は平成△年△月△日に■■□□に改姓 

令和○年○月○日 

島根県○○市○○町○番○号 

○○株式会社代表取締役○○○○［印］ 

 

 

 

 

指定申請等に当たっては、所定の各様式を浜田地区広域行政組合ホームページから 

ダウンロードしてください。 

アドレス；https://www.hamadakouiki.jp/kaigo/kaigo-sub3/#J2 

 

  

https://www.hamadakouiki.jp/kaigo/kaigo-sub3/#J2
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１．指定申請 

 

◎ 新規に指定を受けようとする場合は、遅くとも事業開始予定日の２月前までに、指定申請を行

うこと。（法第70条①・施行規則第119条、法第115条の2①・規則第140条の8） 

 

※ 円滑な指定事務を進めるために、指定申請に係る事前協議をするよう努めてください。 

 

提出書類 ※留意事項○添付書類 

１ 指定申請書（様式第１号） ― 

２ 付表（付表９） ― 

３ 
申請者の登記事項証明書又は条

例等 
□介護保険に関する事業を実施する旨の記載が必要 

４ 
従業者の勤務の体制及び勤務形

態一覧表（参考様式１） 

＜次の書類も添付＞ 

□資格証の写し（全員） 

□職員の採用が分かる書類（雇用契約書などの写し） 

□雇用被保険者証の写し 

□組織図（法人内での当該事業所の位置づけが分かるもの） 

５ 

事業所の平面図 

（参考様式３・４） 

 

□当該事業の専用部分と他の共用部分を色分けする等により、

使用関係を分かりやすく表示すること 

＜次の書類も添付＞ 

□事業所位置図 

□事業所の外観及び内部の様子や備品が分かる写真 

□建築建物確認済証写 

□建物、土地賃貸借契約書写（賃貸借の場合） 

□建物、土地保存登記写（自己所有の場合） 

６ 
設備・備品等に係る一覧表 

（参考様式５） 

※＜次の書類も添付＞ 

□非常災害時の設備、消火器、火災報知機等の写真 

□消防用設備等検査済証 

□損害保険証書写し（補償額の分かるもの） 

７ 運営規程 

＜次の書類も添付＞ 

□重要事項説明書 

□利用契約書 

□個人情報利用の同意書 

８ 

利用者からの苦情を処理するた

めに講ずる措置の概要 

（参考様式７） 

― 

９ 
サービス提供実施単位一覧表 

（参考様式８） 
 

10 

介護保険法第78条の2第4項各号

又は介護保険法第78条の2第4項

各号及び第115条の12第2項各号

に該当しない旨の誓約書 

（参考様式９－１又は９－２） 

― 

11 
運営推進会議の構成員名簿 

（参考様式11） 
― 
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12 

介護給付費算定に係る体制等に

関する届出書 

（別紙３－２） 

＜次の書類も添付＞ 

□介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 

（地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス） 

 

 

■ 業務管理体制に係る届出書について…法人として既提出の場合は不要 

◎ 平成 21年５月１日から、介護サービス事業者には法令遵守等の業務管理体制の整備が義務

付けられており、法人として初めて介護サービス事業を開始する場合は、業務管理体制の整備

に関する事項を記載した届出書を指定申請書に合わせて届け出ること。 

 

業務管理体制に関することについては、島根県ホームページで確認してください。 

島根県高齢者福祉課のホームページアドレス 

https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/shidou/gyoumukanritaise

i.html 

  

https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/shidou/gyoumukanritaisei.html
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/shidou/gyoumukanritaisei.html
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２．指定更新申請 

 

◎ 指定更新の場合は、指定期間満了日の１月前までに、指定更新申請を行うこと。 

（法第70条の2①、法第115条の11） 

提出書類 ※留意事項○添付書類 

１ 指定更新申請書（様式第２号） ― 

２ 付表（付表９） ― 

３ 
申請者の登記事項証明書又は条

例等※ 
□介護保険に関する事業を実施する旨の記載が必要 

４ 
従業者の勤務の体制及び勤務形

態一覧表（参考様式１） 

＜次の書類も添付＞ 

□資格証の写し（全員） 

□職員の採用が分かる書類（雇用契約書などの写し） 

□雇用被保険者証の写し 

□組織図（法人内での当該事業所の位置づけが分かるもの） 

５ 

事業所の平面図※ 

（参考様式３・４） 

 

□当該事業の専用部分と他の共用部分を色分けする等により、

使用関係を分かりやすく表示すること 

＜次の書類も添付＞ 

□事業所位置図 

□事業所の外観及び内部の様子や備品が分かる写真 

□建築建物確認済証写 

□建物、土地賃貸借契約書写（賃貸借の場合） 

□建物、土地保存登記写（自己所有の場合） 

６ 
設備・備品等に係る一覧表※ 

（参考様式５） 

※＜次の書類も添付＞ 

□非常災害時の設備、消火器、火災報知機等の写真 

□消防用設備等検査済証 

□損害保険証書写し（補償額の分かるもの） 

７ 運営規程※ 

＜次の書類も添付＞ 

□重要事項説明書 

□利用契約書 

□個人情報利用の同意書 

８ 

利用者からの苦情を処理するた

めに講ずる措置の概要※ 

（参考様式７） 

― 

９ 
サービス提供実施単位一覧表※ 

（参考様式８） 
 

10 

介護保険法第78条の2第4項各号

又は介護保険法第78条の2第4項

各号及び第115条の12第2項各号

に該当しない旨の誓約書 

（参考様式９－１又は９－２） 

― 

11 
運営推進会議の構成員名簿 

（参考様式11） 
― 

※新規申請の際もしくはその後の変更届の際に提出した内容に変更がなければ、更新申請にお

いては省略可 
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３．変更届 

◎ 下表の事項に変更があった場合は、変更日から１０日以内に、変更届を提出すること。 

（法第75条①・施行規則第131条、法第115条の５・施行規則第140条の22） 

◎ 運営規程中の「従業者の職種・員数及び職務の内容」に関する変更については、４月の配置状

況を前年度４月の配置状況と比較し、増減がある場合に５月末までに届出を行うこと。 

〔変更事項と添付提出書類の一覧表〕 

 

変更届出書の 

添付提出書類 

 

変更届出書（様式第２号）の 

「(番号)変更があった事項」欄 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

付
表
９ 

従
業
者
の
勤
務
表 

誓
約
書 

事
業
所
位
置
図 

登
記
事
項
証
明
書
等 

事
業
所
平
面
図 

運
営
規
程 

１ 
事業所の名称 ○      ○ 

事業所の所在地 ○   ○  ○ ○ 

２ 申請者（事業者）の名称及び主たる事務所の所在地     ○   

３ 代表者（開設者）の氏名、生年月日及び住所   ○  ○   

４ 
登記事項証明書・条例等 
（当該事業に関するものに限る。） 

    ○   

５ 事業所の建物の構造、平面図及び設備の概要 ○     ○  

６ 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 ○ ○      

７ 運営規程 ○ △     ○ 

○印：変更届出書（様式第２号）左欄の変更事項に応じて、添付が必要な書類等 

△印：運営規程の変更内容が、人員・勤務形態に影響を及ぼさないものである場合は、「従業者の勤務の

体制及び勤務形態一覧表」の添付は不要 

 

〔添付提出書類と留意事項〕 

提出・添付書類 留意事項 

① 付表９ （指定申請と同様） 

② 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

（参考様式１） 

※資格が必要な職員について、既提出分の一覧と異な

る場合は、「資格証の写し」を添付すること 

③ 誓約書（参考様式９－１） ― 

④ 事業所位置図 ― 

⑤ 登記事項証明書等 ― 

⑥ 事業所平面図（参考様式３） （指定申請と同様） 

⑦ 運営規程 ・新旧の変更箇所を明示したもの 

※法人の名称、事業所の名称・所在地の変更などに 

より、運営規程の変更が必要になる場合もある 
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４．廃止・休止・再開の届出 

 

◎ 事業を廃止・休止する場合は、廃止・休止日の１月前までに、廃止・休止の届出を行うこと。

（法第75条②・施行規則第131条④、法第115条の５②・施行規則第140条の22④） 

 

◎ 指定を受けた法人や開設者（申請者）が変更になる場合は、当該事業所は廃止の扱いとなるの

で、廃止の届出を行うほか、新たに指定申請の手続きを行うこと。 

 

提出書類 留意事項 

廃止・休止届出書（様式第３号） ― 

 

 

◎ 休止した事業を再開する場合は、再開日の１０日以内に、再開の届出を行うこと。 

（法第75条①・施行規則第131条③、法第115条の５①・施行規則第140条の22③） 

 

提出書類 留意事項 

１ 再開届出書（様式第３号） ― 

２ 

従業者の勤務の体制及び勤務

形態一覧表 

（参考様式１） 

＜次の書類を添付すること＞ 

○資格証の写し 

（生活相談員・看護職員・機能訓練指導員） 

 

 

 

★休止中の事業所は、指定更新ができず、指定期間満了日をもって廃止となるので注意すること。 

なお、その場合も、廃止届を提出すること。 

 

 

 

 

 

 


